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Ⅰ．一 般 報 告 

 

１．令和７年度私立大学関係政府予算に関する私立大学側要望及び政府予算案の決定

経過等について 

 

私大連では、これまで常務理事会、理事会並びに総会において、私立大学関係政府予算に対する私

立大学側要求について種々の検討を重ねるとともに、私大連と日本私立大学協会（以下、「私大協」

という。）とで構成する日本私立大学団体連合会（以下、「連合会」という。）をはじめ、日本私立

短期大学協会、日本私立中学高等学校連合会、日本私立小学校連合会並びに全日本私立幼稚園連合会

で構成する全私学連合（以下、「全私連」という。）、文部科学省及び関係諸機関とも連携・協力し、

要求にあたっての基本方針並びに要求内容のとりまとめをはじめ、文部科学省概算要求に向けた私立

大学側の要求、さらに政府予算獲得の実現に向けて積極的な対策活動を展開してきた。 

令和７年度に向けた私立大学関係政府予算要求に関する私立大学側の基本的考え方、それに基づく

具体的要求方針等のとりまとめ及びその実現・実行活動については、令和６年度事業計画における

「Ⅱ．公財政活動に関する事業」の「税財政改革にかかる活動」の一環として、公財政政策委員会を

設置し、その任務にあたった。 

 

１－１ 私立大学側の要求方針等の決定経過 

 

私大連では、令和７年度政府予算に関する私立大学関係の要望のとりまとめにあたって、公財政政

策委員会、常務理事会及び理事会において、私立大学関係政府予算要求に関する基本方針並びに要望

内容等について検討するとともに、連合会、全私連並びに文部科学省等との連携を図りつつ、文部科

学省高等教育局（私学部等担当部局）等との情報交換やその後の政府等の動向を注視しながら要望活

動を展開した。 

第１回公財政政策委員会（令和６年４月16日開催）では、１）政府の令和６年度予算や令和５年度

補正予算の内容、２）私立大学等経常費補助や施設・設備整備に係る私学助成、国公私立大学を対象

とする大学教育再生戦略推進費等や科学技術振興に係る補助金、さらには奨学金や修学支援新制度に

係る政府予算や税制といった私立大学に対する国による税財政支援の全体像、３）経常的経費や施

設・設備に対する公財政支援に係る不合理な国私間格差の現状、私立大学等経常費補助金における一

般補助に係る圧縮額の増大と特別補助の低減、修学支援新制度以降の私立大学等経常費補助金の増加

分を超えての奨学費（支出）の増大、国際比較に基づくわが国の公財政支援の低位性をはじめとする

高等教育に係る公財政支援の現状を踏まえた政府予算に係る解決すべき問題点を確認しつつ、令和７

年度政府予算要望に向け協議した。 

その結果、政府予算要望については、要望書のとりまとめに向けた基本的な考え方として、「私立

大学の教育研究条件並びに経営の健全性の維持・向上のための国私間の公正な競争環境の整備」と 

「学生の修学上の経済的負担に係る国私間格差の是正」の２点を据える方向で検討を進めていくこと

とし、その方向性について５月14日開催の理事会に報告した。 

第２回委員会（５月20日開催）では、文部科学省の私学助成課長から、令和６年度政府予算成立後
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の私立大学関係政府予算の動向や、令和７年度政府予算に向けた政府関係会議における議論の動向等

について説明を受け、政府予算要望案並びに税制改正要望案について協議した。 

その結果、政府予算要望案は、これまで同様、「基本的考え方」、「最重点要望項目」並びに「重

点要望項目」によって構成することとした。 

「基本的考え方」では、学生の約８割の教育を担う私立大学がどれだけ質の向上を図れるかが、国 

民全体の能力の総和の増減を大きく左右することから、「私立大学は、質の高い教育研究によって学

生一人ひとりの能力を高めていくことを極めて重要な役割であると認識し、不断の大学改革を進め

る」ことを明らかにしたうえで、私立大学ならではのさまざまな価値観を受容する「多様性」と、さ

まざまな学問分野の調和ある発展に基づく“総合知“を活用した「創造性」による社会の発展を実現

するための政府予算とすることを求めることとした。 

そのうえで、「最重点要望項目」には、「要望１．私立大学の教育研究条件並びに経営の健全性の

維持・向上のための基盤的経費に対する支援の拡充」、「要望２．私立大学の“質の高い教育”や 

“私立大学を核とした地方創生”への支援の拡充」と「要望３．学生の修学上の経済的負担に係る国

私間格差の是正」の三つの柱を据えることとした。 

「要望１」では、一般補助に係る圧縮率が、平成23年度から令和５年度の13年間で83％から57％と

なり、圧縮額は530億円から1,984億円へと増大し続けている現状を踏まえ、私立大学等経常費補助金

における一般補助の拡充を求めることとした。また、私立大学の施設・設備に対する公財政支援が、

この14年間で118億円から53億円へと55％減少し、私立大学と国立大学との間には学生一人当たり施

設・設備に対する公財政支出に21.5倍の格差が生じている現状を踏まえ、施設・設備に対する公財政

支援に係る国私間格差の是正を求めることとした。 

「要望２」では、文理横断教育並びに数理・データサイエンス・AI教育の推進、リスキリング・リ

カレント教育を含む大学院教育の抜本的改革の推進、女性活躍や学生、教職員の多様性を踏まえたダ

イバーシティ＆インクルージョンの推進など、「質の高い教育研究等への支援」を求めるとともに、

「地方・地域の知の拠点形成のための地方大学の振興」のための支援を求めることとした。 

「要望３」では、「修学支援新制度の見直し、拡充」と「学生の経済状況、修学環境や能力に応じ

た適切な修学支援の実現」を求め、具体の措置として、修学支援新制度における所得中位層への対象

拡大、授業料支援上限額の撤廃等を要望することとした。 

また、「重点要望項目」は、「最重点要望項目」との関係性に留意しながら、昨年度の要望内容を

ベースとして、その柱には「私立大学経営の健全性向上」、「学修評価、学生の成長の可視化推進と

多様な人材育成」、「科学技術イノベーションの基盤的な力の強化」、「スポーツの振興、文化芸術

立国の創造に資する大学資源の活用並びに人材育成に係る取り組み」に対する支援の拡充・強化、

「安全・安心な教育研究環境の実現並びに被災地復興、被災学生のための支援の継続・拡充等」を据

えることとした。 

また、政府関係者、国会関係者への今後の要望活動をはじめとするさまざまな場面での活用、さら 

には、社会一般からの理解の深化、私立大学に対する公財政支出の必要性に係る世論の喚起を目指し、

「要望（案）」に記した内容を中心に、私立大学としての“思い”や国私間格差の実態が明確となる

論拠と事例について図表を中心に視覚的に訴える「データ編」については、最新のデータへの更新を

適宜、図っていくこととし、その内容には１）私学助成の現状（経常費補助金〔一般補助、特別補

助〕並びに一般補助に係る圧縮率・圧縮額の推移、教育研究装置等施設、研究設備等への補助（予
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事業の充実に関する要望を含む『令和７年度私立学校関係政府予算に関する要望』としてとりまとめ、 

８月１日開催の代表者会議を経て、要望の趣旨や項目を踏まえた『データ編』とともに文部科学大臣
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されるよう、その実現活動を展開した。 
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１－２ 令和７年度文部科学省概算要求の決定経過及び概算要求・要望の内容 

 

１－２－１ 令和７年度文部科学省概算要求の決定経過 

 

経済財政政策に関し、内閣総理大臣のリーダーシップを十全に発揮させるとともに、関係国務大臣

や有識者議員等の意見を十分に政策形成に反映させることを目的として、内閣府に設置された合議制

の機関である経済財政諮問会議では、令和６年度に入ってからの審議において、足下の人手不足の大

きな要因でもある人口減少の今後の本格化は、中長期的にわが国経済の重石になりかねず、この克服

に向けて生産性の向上、労働参加の拡大、出生率の向上等に構造的に対応していく必要があるとの基

本認識のもと、「中長期の課題」として、１）グローバル対応とエネルギー、２）地域活力の創生、 

３）先端技術実装と競争力強化、４）生涯活躍と少子化への対応、５）社会保障の強靭化の５点を掲

げ、人口減少が本格化する2030年より前に制度改革を遂行するためには、今後３年程度の包括的な政

策パッケージを策定すべき、とした。 

上記五つの「中長期の課題」のうち、「２）地域活力の創生」については、令和６年４月19日開催

の同会議に有識者議員４名の連名により提出された資料『地域活力の創生に向けて』において、「地

域経済の活性化に向けた新たな視点と取組」として、「DXを活用し、テレワーク、遠隔教育・医療、

多拠点生活、観光・交流促進を推進するとともに、サーキュラーエコノミー（循環経済）の構築に向

けた取組を進めるべき」、「地域の大学・高専と内外企業・スタートアップの連携等を通じ、域内直

接投資を促進すべき」とした。 

一方、わが国の予算、決算及び会計の制度に関する重要な事項について調査審議するため、財務大

臣の諮問機関として設置されている財政制度等審議会では、令和６年度に入ってからの財政制度分科

会（４月９日、４月16日開催）において、成長、人口・地域等、こども・高齢化について審議し、

「構造的な人手不足への対応を図りながら、人への投資を強化し、労働市場改革を進めることにより、

構造的な賃上げを実現するため、リ・スキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職 

務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化という「三位一体の労働市場改革」を推進していく必要

がある」、「こうした観点から、国会に提出した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」により、

リ・スキリングによる能力向上支援、成長分野への労働移動円滑化等を強化することは重要である」

とした。また、令和５年６月７日に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針2023』（骨太方

針2023）において「2024年度中の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法改

正案の国会提出を検討するなど、少子化が進展する中で、複雑化・多様化する課題に適切に対応する

ため、計画的・段階的に進める」とされたこと、令和７年度予算編成において、教員の処遇について

見直しが行われる見込みであることを踏まえ、教職調整額の水準の引き上げについて、「人材確保と

の関係」、「民間や一般行政職とのバランス」、「メリハリある給与体系（既定の給与予算の活

用）」並びに「安定財源の確保（歳出・歳入の見直し）」の四つの視点から審議し、１）教員勤務実

態調査を踏まえれば、一定の処遇改善を検討する必要があるが、教員の給与は、人事院勧告を踏まえ

近年大幅に改善していること、時間外勤務手当を含む一般行政職の給与（年収ベース）より優遇され

ていること等を踏まえる必要がある、２）教職調整額を含む教員に特有の手当等を合わせると、教員

一人あたり残業18時間分の手当（給与の９％相当）がすでに支給されており、既定の給与予算を最大

限活用し、一律の給与水準の引上げは抑えたうえで、負担の軽重に応じた「メリハリある給与体系」
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とすべき、３）教員の処遇改善を行う場合、「安定的な財源を確保」（骨太方針2023）することが前

提とされており、文部科学省施策全体の歳出・歳入両面の見直しにより財源を捻出する必要はある、

とした。 

財政制度等審議会ではその後、５月８日並びに５月21日における財政制度分科会における審議結果

に基づき、『我が国の財政運営の進むべき方向』とする建議をとりまとめ、公表した。 

同『建議』は、「Ⅰ．基本認識」と「Ⅱ．財政総論」のほか、一昨年度までの歳出分野別ではなく、

昨年度と同様に分野横断的に議題を設定した「Ⅲ．経済成長及び人口減少下での地域の課題への対

応」「Ⅳ．こども・高齢化」からなる。 

「Ⅰ．基本認識」では、国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口（令和５年推計）」（出 

生中位・死亡中位）では、出生数が76万人を下回るのは令和17（2035）年と予想されていたが、昨年 

１年間の出生数は75万９千人となり、12年も少子化が前倒しされたことになること、日本の総人口は 

13年連続で減少しており、令和５年（2023年）の人口減少は１年間で約60万人に達したことを踏まえ、

「まずは少子化・人口減少に歯止めをかけるべく政府として最大限努力していくことが必要であるが、

同時に、社会保障制度、公共サービス、社会資本等これまでの日本を支えてきた社会経済システム等 

を将来の我が国の形にあわせて大胆に見直していくことが不可欠である」とした。また、「経済が活

力を取り戻し、物価・賃金が上昇し、そして金利が上昇基調に入りつつある今だからこそ、歳出構造

をいち早く平時化させ、持続可能な財政構造の構築に向けて取り組んでいくことが必要である」、

「現行の財政健全化目標（2025年度の国・地方のプライマリーバランス黒字化、債務残高対 GDP比の

安定的な引下げ）を堅持し、その実現に向けて、規律ある「歳出の目安」の下で歳出改革の取組を継

続すべきである」、「プライマリーバランス黒字化の達成後においても、一定の黒字幅の確保や財政

収支の赤字幅の縮減を継続していくことを通じ、財政の強靱化を図っていくべきである」、「現行の

財政健全化に向けた取組を一歩も後退させてはならず、政府は高い緊張感を持って財政運営に臨むべ

きである」とした。 

「Ⅱ．財政総論」は、１）人口動態の見通しと経済・財政への影響、２）市場動向、３）主要国に 

おける最近の財政の動向、４）我が国の財政状況と財政健全化に向けた取組からなり、「４）」では、

「今後少子化や人口減少が避けられない中で、今を生きる我々の世代は、財政に限らず持続可能な社

会を考えていくうえでの諸課題について、現在の当事者としてだけでなく、まだ生まれていない世代

をも含む将来世代の視点に立って、現世代において真に取り組むべき行動は何か議論し、実践するこ

とが求められる。こうした観点からフューチャー・デザインの取組が有効であり、引き続き、幅広い

世代が将来視点で諸課題について議論できるような取組を進めることが重要である」とした。 

「Ⅲ．経済成長及び人口減少下での地域の課題への対応」は、１）民間主導の持続的な経済成長の

実現に向けて、２）人口減少下での地域の課題への対応、３）政策効果最大化に向けた工夫、の三つ

の柱からなり、「需要不足の穴埋めを第一の目的としたような量的な拡大ではなく、財政支出のメリ

ハリをつけ、成果を挙げられる支出に重点化していくことが重要である」、「デフレ脱却に向けて前

向きな動きが見られる今こそ、労働市場改革や規制改革等の各種手段も組み合わせることで、人口減

少下においても、限られた労働・資本の最適な資源配分を促し、民間主導の持続的な経済成長を図っ

ていく必要がある」とした。 

そのうえで、「１）民間主導の持続的な経済成長の実現に向けて」では、「今後は、人への投資を

含めて、民間企業による無形・有形の設備投資を促し、民間主導の経済成長を実現していく必要があ
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る」、「公的部門を含めたあらゆる産業分野において、これまで以上の省力化等を通じて労働生産性

の向上を図っていくことが不可欠である」、「今後、日本の経済構造の変化に応じて労働市場が大き

く変化する可能性がある中、労働需給や生産性を踏まえたうえで、労働者が自らの選択によって円滑

に労働移動できるような環境整備を進めていくことが重要である」とした。 

「２）人口減少下での地域の課題への対応」では、「今後総人口が減少し、また担い手である生産

年齢人口も減少する中にあっては、従来どおりの行政サービスを提供し、担い手の確保が困難である

から予算措置を講じて人材を確保する、といった手法は立ちゆかなくなる点を強く意識した政策の企

画立案、社会の合意形成が必要となってくる」、「メリハリのある予算措置は無論であるが、必要な

インフラ、公共サービス等を持続可能な形で提供するために、より大きな観点からの効率化・合理化

を行う余地がないかなど、人口減少下における必要な対応の議論を、各分野や地域の状況や特性も考

慮に入れながら、深めていくことが極めて重要である」、「今後の社会資本整備に当たっては、今後

の人口動態も見据え、地域の多様性や独自性を踏まえつつ、将来世代にも受益が及ぶ事業に一層の重

点化を図る必要がある」とした。 

また、「人口減少下での教員の処遇の見直し」にかかわって、「中長期的に質の高い人材を採用し

続けるためには、「働き方改革」・「デジタル化」・「外部人材の有効活用」等により、教職業務の

効率化を徹底し、教員のマンパワーのみに頼らない効率的な教育現場への転換を進めることで、児童

生徒や保護者にとって真に望ましい「質」の高い教育を実現する必要がある」、「学校教育の水準の

維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置による給与改善後の教員の

優遇分の水準（約７％）を確保するために教職調整額を引き上げるべきとの意見があるが、同法が施

行された昭和49年（1974年）と現在とでは社会経済情勢も大きく異なっており、適当ではない」、

「児童生徒数の減少等を踏まえ、教育環境を悪化させずに合理化できる歳出はないか（加配定数の合

理化等）、短期間実施することが想定されていた調査研究事業等で、（名称を変えるなどして）長期

間継続している事業はないか、効果や公平性等の観点から、継続する必要性が認められない租税特別

措置はないか、といった観点から、文部科学省施策全体の歳出・歳入両面の抜本的な見直しにより財

源を捻出すべきである」とした。 

「３）政策効果最大化に向けた工夫」では、「EBPM活用の具体化」の一環として、「基金は、複数

年にわたり機動的に財政出動ができる反面、一度予算が計上されるとその執行管理が不透明になると

の指摘があるほか、成果目標が設定されていない基金や、目標の達成期限が設定されていない基金も

散見されていた」としたうえで、「定量的な成果目標の達成状況等を厳しく検証したうえで、政策効

果が上がっていない基金事業は廃止も含めて速やかに見直し、政策効果の「見える化」、及び「最大

化」を進めるべきである」とした。 

「Ⅳ．こども・高齢化」は、１）少子化対策、２）医療、３）介護、４）年金の四つの柱からなり、

「１）少子化対策」では、令和５年12月22日に閣議決定された『こども未来戦略』に基づく3.6兆円 

規模の『こども・子育て支援加速化プラン』について、「『こども・子育て支援政策』が抜本的に強

化されることとなるが、これだけでは少子化の背景にある構造的な課題に対応しきれないと考える」、

「『少子化』が政策課題として認識された1990年代以降、少子化対策に係る予算規模は着実に増加し   

てきている。特に、最近10年間あまりで、社会保障と税の一体改革による安定財源の確保を背景に、

待機児童対策、幼児教育・保育の無償化、高等教育の無償化等の取組が進められた。こうした取組の

結果、保育所等の待機児童は大きく減少するなど一定の効果が出ている一方、いまだに多くの方々の
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こどもを生み育てたいという希望の実現には至っていない状況にある」としたうえで、「待ったなし

の政策課題である少子化対策を進めるに当たっては、EBPMの観点も踏まえ、施策ごとに将来的に達成

すべき目標であるKPIを適切に設定し、政策の効果等を検証しながら進めていくことが不可欠であ

る」、「少子化・人口減少のトレンドを反転させるためには、まずは、3.6兆円の加速化プラン施策

を着実に実行に移すことが重要である。これに加えて、更なる政策展開を検討していくに当たっては、

加速化プラン施策を含めた『こども・子育て支援政策』全般についてPDCAを回し、施策の効果等を検

証しつつ、適切な見直しを図っていくとともに、『若い世代の所得向上に向けた取組』や『社会の意

識改革』の取組状況をよく見極めたうえで、少子化の背景にある構造問題を克服するために更に必要

な施策はどのようなものか、しっかりと精査する必要がある」とした。 

一方、５月23日開催の経済財政諮問会議では、「中長期の課題」として掲げていた「４）生涯活躍

と少子化への対応」並びに「５）社会保障の強靭化」について審議するとともに、財務大臣から「財

政制度等審議会の建議の方向」について説明を受けた。 

「４）生涯活躍と少子化への対応」については、有識者議員４名の連名により提出された資料『誰

もが活躍できるウェルビーイングの高い社会の実現に向けて①（女性活躍・子育て両立支援、全世代

型リスキリング、予防・健康づくり）』において、生産性上昇、労働参加の拡大と人口減少への対応

を実現させる「新たな令和モデル」というべき政策パッケージを構築すべきとしたうえで、「『こど

も未来戦略』に基づく少子化対策の徹底・こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運の醸成・EBPM

の活用、能力に応じた若い世代の待遇改善（例：初任給30万円超の企業の拡大）、「年収の壁」への

対応、女性、特にひとり親の不本意非正規解消、少子化・人口減少対策の視点も含めた若者・女性に

選ばれる魅力的な地域づくり（10年の取組の検証を踏まえた地方創生の新展開）を進めるべき」、

「高齢者の健康寿命が延びる中で、高齢者の定義を５歳延ばすことを検討すべき。そのうえで、いつ 

でもチャレンジできるよう、DXや将来の人材ニーズを踏まえ、就業につながる教育・訓練の実施と、

新たな給付等を活用した受講者の生活保障の充実を、利用状況を検証しつつ一体的に進める。その際、

諸外国の例も参考にしながら、生産性向上の切り札であるリスキリング推進をめぐる現下の課題に対

して関係省庁が連携の上、女性、高齢者、就職氷河期世代等を含む全世代を対象としたリスキリング

について官民一体による国民的議論を喚起すべき」とした。 

また、「５）社会保障の強靭化」については、同会議有識者議員４名の連名により提出された資料

『誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会の実現に向けて②（社会保障の強靭化）』において、

「社会保障の強靭化に向けた検討」として、「中長期的な社会保障制度の方向性は、経済・財政・社

会保障を一体的に捉えて検討する必要があり、経済財政諮問会議で多角的に審議」、「社会保障によ

る需要創出や格差是正効果、世帯類型別の家計可処分所得、ヘルスケア等の産業政策や地域経済への

影響等について内閣府は分析を強化」とした。 

経済財政諮問会議ではその後、６月４日の「中期的な経済財政の枠組み」並びに「経済財政運営と

改革の基本方針（骨子案）について」を議事とした審議を経て、６月11日開催の同会議において『経

済財政運営と改革の基本方針2024原案』について協議した。 

「中期的な経済財政の枠組み」については、同会議有識者議員４名の連名により提出された資料

『中期的な経済財政の枠組みについて』において、「経済・財政・社会保障の持続可能性確保へとつ

ながるよう、『実質１％を上回る成長』、『財政健全化目標の旗を下ろさない』、『歳出改革努力の

継続』の３つを柱に、必要な政策方針をまとめるべき」とした。そのうち「実質１％を上回る成長」
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については、「生産性向上、労働参加拡大、出生率向上等に取り組む。さらに、需給両面で成長を支

えるため、GX、経済安全保障、人への投資等について、官民連携の下で、民間の予見可能性を高める

中長期の計画的な投資を推進する政策運営を行い、積極果敢な民間投資を喚起。財源も一体的に検討

し多年度でバランス」とし、「財政健全化目標」にかかわっては、「『経済あっての財政』の下で経

済再生と財政健全化のバランスを両立させる。2030年代以降の長期的な経済・財政・社会保障の持続

可能性確保へとつなげる。一時的な景気の下押しへの機動的な対応を可能とする柔軟性をもたせる」

とした。 

令和３年10月に、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環の実現を目指す「新しい資本主義」の

実現に向けたビジョンを示し、その具体化を進めるために新たに設置された「新しい資本主義実現会

議」では、６月７日開催の同会議において、１）「市場も国家も」「官も民も」による新たな官民連

携、２）課題解決を通じての新たな市場の創造、すなわち社会的課題解決と経済成長の二兎の実現、 

３）課題解決を通じての一人ひとりの国民の持続的な幸福の実現と、基礎的条件としての経済安全保

障の徹底をテーマとして、令和４年６月に閣議決定した『新しい資本主義のグランドデザイン及び実

行計画』の昨年度に引き続いての２回目の改訂に向け、一層の取組の具体化が必要な項目を明らかに

し、新しい資本主義の取組全体の加速を図ることを目的とした『2024年改訂版案』について審議した。 

６月21日開催の経済財政諮問会議は、新しい資本主義実現会議との合同により開催され、内閣総理

大臣から経済財政諮問会議議長（内閣総理大臣）に対し、「当面の経済財政運営と改革の基本方針の

在り方いかん。」とする諮問がなされるとともに、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計

画2024年改訂版（案）』並びに『経済財政運営と改革の基本方針2024（案）』について審議し、その

とりまとめを進めた。 

『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版』は、「Ⅰ．新しい資本主義の進 

捗と実現」、「Ⅱ．人への投資に向けた中小・小規模企業等で働く労働者の賃上げ定着」、「Ⅲ．三

位一体の労働市場改革の早期実行」、「Ⅳ．企業の参入・退出の円滑化を通じた産業の革新」、「Ⅴ．

投資の推進」、「Ⅵ．GX・エネルギー・食料安全保障」、「Ⅶ．資産運用立国の推進」、「Ⅷ．社会

的課題を解決する経済社会システムの構築」、「Ⅸ．経済社会の多様化」、「Ⅹ．個別分野の取組」

と「Ⅺ．新しい資本主義実現に向けた枠組み」によって構成される。 

「Ⅰ．新しい資本主義の進捗と実現」では、「デフレを抜け出すチャンスをつかみ取れるか、後戻

りしてしまうかは、今回の実行計画の改訂に基づく、これからの対応次第である」、「物価高を乗り

越えるために、今年、物価上昇を上回る所得を必ず実現し、来年以降に、物価上昇を上回る賃上げを

必ず定着させる」、「物価上昇を上回る賃上げを「定着」させるためには、中小・小規模企業の賃上

げの「定着」が必要であり、このため、中小・小規模企業の「稼ぐ力」の向上に全力を挙げる」とし

た。また、「世界でも人口減少・少子高齢化にいち早く直面する我が国においては、人材・資源・資

金・データが円滑に循環することで、スパイラル状に付加価値を高め、継続的な所得向上を実現す

る」ための成長戦略として、１）生産性を高め供給を増やす循環（人口減少を機会と捉え、産業の革

新〔スタートアップの成長、既存企業のイノベーション・事業承継・M&A〕を促し、リ・スキリング

と 労働移動を通じて供給サイドを強化することで、継続的な所得向上を実現する）、２）需要を増

やす 循環（社会課題解決を通して需要を開拓し、対価を伴う付加価値の高い解決策を生み出すこと

で新たな市場を創出・拡大し、その成果を可視化していく）、３）海外とつながる循環（海外との双

方向のつながりによって、ソリューションの海外展開、投資や人材の流入を促し、市場拡大を加速さ
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については、「生産性向上、労働参加拡大、出生率向上等に取り組む。さらに、需給両面で成長を支
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せる）の三つの循環を作り出していくとしたうえで、「社会課題はブルーオーシャンであり、コスト
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等）や大学発スタートアップへの出資を充実・強化する」、「デジタル田園都市国家構想交付金によ

り、地方公共団体が実施するスタートアップの育成施策を重点的に支援するため、同交付金の採択審

査時にスタートアップに係る事業に加点措置を行う等の措置を講じる。あわせて、企業版ふるさと納

税の枠組みを活用し支援を行う」、「スタートアップと大企業に加え、スタートアップと中小企業や

大学が戦略的に連携して共同研究開発等を進めるオープンイノベーション体制の構築支援・人材育

成・研究開発の支援を検討する」とした。 

「Ⅴ．投資の推進」では、「医療・介護の情報を共有可能とする全国医療情報プラットフォームの 

核となる電子カルテ情報共有サービスを来年度に本格稼働すべく、システム構築を進める」、「診療

報酬の算定と患者の窓口負担金計算を行う共通算定システムを2026年度に本格的に提供すべく、開発

を進める」、「ＡＩスキルの習得、ＡＩリテラシー向上のための教育コンテンツの充実・普及啓発を

図る」、「次世代のＡＩ開発等を担う若手研究者や博士後期課程学生の研究費や生活費を支援する」、

「官民が連携して科学技術投資の拡充を図り、令和の時代の科学技術創造立国を実現する」、「地域
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中核・特色ある研究大学の総合振興のため、強みや特色を伸ばす取組を支援する。あわせて、研究時

間の確保を始めとする研究環境の改善等、大学の変革を促していく」、「論文等の研究成果へのアク

セスがグローバルな学術プラットフォーマーの制約を受けている状況を踏まえ、学術プラットフォー

マーに対する大学主体の集団交渉体制の構築、学術論文等の機関リポジトリ（アーカイブ）等の情報

基盤への掲載やシステム間の連携、研究成果発信のためのプラットフォームの整備・充実を図る」、

「博士人材や若手研究者の活躍促進のため、インターンシップやクロスアポイントメント制度の活用

等を含めた博士人材の多様なキャリアにつながる取組の推進や、博士課程学生を含む若手研究者等の

処遇向上、産学官が連携した活躍の場の創出等に取り組む」、「改正産業競争力強化法に基づく産学

共同研究開発の認定制度を推進する。これにより、企業・大学・研究機関における研究開発の初期段

階から並行しての市場創出を見据えた標準化活動や、経営層の標準化活動への積極的な関与を促す」

とした。 

「Ⅸ．経済社会の多極化」では、「地域が抱える課題の解決をけん引するデジタル人材について、

本年度末までに年間45万人を育成できる体制を構築し、2026年度までに合計330万人を確保する。こ

のため、大学生・高等専門学校生の育成（年17万人）、社会人等のスキルアップ支援（年13万人）、

職業訓練等（年13.5万人）などの各領域においてデジタル人材の育成を推進し、フォローアップを行

う」とした。 

『経済財政運営と改革の基本方針2024～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～』（以下、

『骨太方針2024』という。）は、「第１章 成長型の新たな経済ステージへの移行」、「第２章 社

会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性

の向上～」、「第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～『経済・財政新生計画』～」、「第

４章 当面の経済財政運営と令和７年度予算編成に向けた考え方」の４章によって構成される。 

「第１章 成長型の新たな経済ステージへの移行」では、「新たなステージへの移行のカギとなる 

のは、賃上げを起点とした所得と生産性の向上である」としたうえで、「人材や資本等の資源を成長

分野に集中投入することによって、経済全体の生産性を高め、日本経済を『成長型の新たな経済ステ

ージ』へと移行させていく」、「三位一体の労働市場改革を進め、全世代を対象とするリ・スキリン

グの強化に取り組む。個々の企業の実態に応じたジョブ型人事（職務給）の導入を促進するとともに、

雇用政策の方向性を、雇用維持から成長分野への労働移動の円滑化へとシフトしていく」とした。 

また、１）社会課題解決をエンジンとした生産性向上と成長機会の拡大、２）誰もが活躍できる 

Well-beingが高い社会の実現、３）経済・財政・社会保障の持続可能性の確保、４）地域ごとの特

性・成長資源をいかした持続可能な地域社会の形成、５）海外の成長市場との連結性向上とエネルギ

ー構造転換からなる「『新たなステージを目指すための５つのビジョン』からバックキャストしなが

ら、今後３年程度で必要な制度改革を含め集中的な取組を講じていく」とした。 

さらに、上記のビジョンを達成するための政策の方向性として、「新技術の社会実装によって社会

課題の解決を経済成長に結び付けていく観点から、人的投資、研究開発投資、企業の新陳代謝の向上

等を通じて付加価値生産性を高める」、「性別や年齢にかかわらず意欲のある人が生涯活躍できる社

会を実現するため、全世代型リ・スキリングや若年期からの健康管理を促す全世代型健康診断等のプ

ロアクティブケア、働き方に中立的な社会保障制度の構築を進める」、「社会保障を持続可能なもの

とするため、応能負担の徹底を通じて現役世代・高齢世代などの給付・負担構造を見直し、国民の安

心につながる効率的で強靱な医療・介護の提供体制を実現するなど、全世代型社会保障制度の構築を
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る取組や処遇向上等を進め、多様なフィールドで活躍する博士人材を中長期的に世界トップ水準並み

に引き上げるとともに、イノベーション創出に向けた地域や産業界の学び直しニーズを踏まえつつ、

産業界・個人・教育機関によるリカレント教育エコシステムの創出に向けた取組を加速する」とした。 

「５．地方創生及び地域における社会課題への対応」では、「『地方創生10年の取組と今後の推進

方向』を踏まえ、人口減少、東京一極集中、地域の生産年齢人口の減少や日常生活の持続可能性の低

下等の残された課題に対応するため、女性・若者にとって魅力的な地域づくり等地域の主体的な取組

を、伴走支援を含めて強力に後押しし、国民的議論の下、強い危機感を持って地方創生の新展開を図

る」とした。 

「第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現」では、「３．主要分野ごとの基本方針と重要課

題」の「（３）公教育の再生・研究活動の推進」において、「質の高い公教育の再生」の観点から、

「少子化の進行を見据え、高等教育の機能強化に向け、質・アクセス・規模の在り方について2024年

度中に一定の結論を得るとともに、高等教育費の負担軽減に向け、修学支援新制度等の制度改正の着

実な実施や運営体制の充実とともに、実施状況の効果検証を通じた機会均等及び少子化対策の両面か

らの適切な見直しを図りつつ、授業料後払い制度の本格導入について各般の議論を踏まえて速やかに

結論を得ることを含め、必要な支援の検討を進める」とするとともに、「研究の質を高める仕組みの

構築」の観点から、「研究の質や生産性向上による基礎研究力の抜本的な強化に向け、科学技術政策

全般のEBPMの強化を図りつつ、大学の教育・研究・ガバナンスの一体改革を推進する」、「運営費交

付金や私学助成等の基盤的経費を十分に確保するとともに、科研費の制度改革を始めとする研究資金

の不断の見直しと充実を図る」、「官民共同の仕組み等による大型研究施設の戦略的な整備・活用・

高度化の推進や研究DXによる生産性向上、若手研究者の処遇向上や、女性研究者、研究開発マネジメ

ント人材の活躍促進、産学官連携によるキャンパスの共創拠点化、大学病院における教育・研究・診

療機能の質の担保に向けた医師の働き方改革の推進等を図る」とした。 

そして、「第４章 当面の経済財政運営と令和７年度予算編成に向けた考え方」では、「２．令和 

７年度予算編成に向けた考え方」として、１）前述の情勢認識を踏まえ、持続可能な成長の実現に向

けた経済構造の強化を進め、日本経済を新たなステージへと移行させていく、２）令和７年度予算に

おいて、本方針に基づき、第３章で定める中期的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行う。ただ

し、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない、３）持続的・構造的賃上げの実現、官

民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本的強化を含めた新たなステージへの移行に

向けた取組の加速、防衛力の抜本的強化を始めとした我が国を取り巻く環境変化への対応など、重要

政策課題に必要な予算措置を講ずること等により、メリハリの効いた予算編成とする、４）EBPMや 

PDCAの取組を推進し、ワイズスペンディングを徹底する。単年度主義の弊害是正、本方針における重

点課題への対応など、中長期の視点に立った経済・財政・社会保障の持続可能性の確保に向けた取組

を進める、とした。 

上記の『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版』並びに『骨太方針2024』

は、規制改革のより一層の推進を目的として、規制改革を総合的に調査審議する内閣総理大臣の諮問

機関である規制改革推進会議が５月31日に決定した『規制改革推進に関する答申』等を踏まえ、対象

となった規制や制度、その運用等について、直ちに改革に着手し、期限を定めて着実に実現を図って

いくための『規制改革実施計画』とともに６月21日に閣議決定された。 

政府では、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）が司令塔となって毎年策定する『科学技術
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イノベーション総合戦略』に基づき、施策の重点化等を実行してきた。令和元年度からは、平成28年 

１月に閣議決定された第５期科学技術基本計画の策定以降、１）世界で想像を超えたイノベーション

が進展し、ゲーム構造が一変し、過去の延長線上の政策では世界に勝てないとの問題意識のもと、第 

５期科学技術基本計画（Plan）・科学技術イノベーション総合戦略2017（Do）の取り組みの評価

（Check）、今後とるべき取り組み（Action）の提示、２）硬直的な経済社会構造から脱却、わが国

の強みを活かしつつ、Society5.0の実現に向けて「全体最適な経済社会構造」を柔軟かつ自律的に見

出す社会の創造、３）「世界水準の目標」、「論理的道筋」、「時間軸」を示し、基礎研究から社会

実装・国際展開までを「一気通貫」で実行するための「政策の統合」、４）イノベーション関連の司

令塔機能強化を図る観点から統合イノベーション戦略推進会議の設置による横断的かつ実質的な調

整・推進機能の構築が必要であるとの認識のもと、「政策の統合により、知・制度・財政の基盤三本

柱を改革・強化しつつ、わが国の制度・慣習を柔軟に『全体最適化』すること」、「『世界で最もイ

ノベーションに適した国』を実現し、各国が直面する課題の解決モデルをわが国が世界に先駆けて提

示すること」を基本的な考え方とする『統合イノベーション戦略』を策定してきた。 

一方、第201回国会（令和２年１月20日～令和２年６月17日）では、平成７年の議員立法による科

学技術基本法の制定以降、AIやIoT、生命科学など、近年の科学技術・イノベーションの急速な進展

により、人間や社会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分なものとなり、人間

や社会への深い洞察に基づく科学技術・イノベーションの総合的な振興が必要となっているとの情勢

変化に鑑み、科学技術基本法を25年ぶりに本格的に改正するための法律が成立、公布された。 

改正科学技術基本法（科学技術・イノベーション基本法）では、現代の複雑化する諸課題に対峙し

ていくためには、人文・社会科学（科学技術・イノベーション基本法では「人文科学」とされている

が同じ意味である）が積極的に役割を果たすことが重要になってくること等から、人文・社会科学の

みに係る科学技術を振興対象に追加するとともに、「イノベーションの創出」について、イノベーシ

ョン創出に至る具体的な手段として、従来の新商品または新役務の開発などの企業活動を念頭に置い

たものに加え、科学的な発見または発明といった創造的活動についても規定し、「イノベーションの

創出」が多様な主体が関与し得る幅広い概念であることを明確化するなど、これまで「科学技術・イ

ノベーション創出の活性化に関する法律」に規定されていた定義を見直したうえで、科学技術・イノ

ベーション基本法に新たな概念として導入するなどとされた。 

その後政府は、「科学技術基本法」に基づき策定する５ヵ年計画である科学技術基本計画について、 

2021（令和３）年度から2025（令和７）年度を計画期間とする第６期の基本計画を25年ぶりに実質的 

に改正し、「科学技術・イノベーション基本法」へと名称を変更した改正基本法の下で策定される初

の計画となる「科学技術・イノベーション計画」を令和３年３月26日に閣議決定した。 

第６期科学技術・イノベーション計画（以下、「第６期基本計画」という。）では、「我が国が目

指すべきSociety5.0の未来社会」を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとと

もに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」と表現し、その実現に向けた 

「『総合知による社会変革』と『知・人への投資』の好循環」という科学技術・イノベーション政策

の方向性を示すとともに、その達成のため、次の５年間で約30兆円の政府研究開発投資を確保し、こ

れを呼び水として官民合わせて約120兆円の研究開発投資を行っていくことを明記した。 

令和６年度の総合科学技術・イノベーション会議では、第６期基本計画の実行計画として位置づけ

られる４年目の年次戦略である『統合イノベーション戦略2024』の策定に向けた調査審議を開始し、
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「2026年度からの次期科学技術・イノベーション基本計画を『令和の時代の科学技術創造立国』の実

現に向けた、長期的ビジョンを持った計画としていく」ための第一歩と位置づける『統合イノベーシ

ョン戦略2024』を６月３日に策定した。 

『統合イノベーション戦略2024』は、１）科学技術・イノベーションが、わが国の経済成長におけ 

る原動力であり、社会課題の解決や災害への対応等においてもその重要性が一層増している、２）ウ

クライナ情勢やイスラエル・パレスチナ情勢など、世界の安全保障環境が厳しさを増す中で、先端科

学技術等を巡る主導権争いが激化し、世界規模でのサプライチェーンの分断も起こっている、３）相

対的な研究力の低下やエコシステム形成の遅れは、我が国の経済成長や将来的な雇用創出への大きな

影響が懸念される、といった現下の情勢を踏まえ、グローバルな視点で研究力や産業競争力、経済安

全保障への対応を一層強化していくことが重要であり、G7を含む同盟国・同志国やASEAN・インドを

含むグローバル・サウスをはじめとする国際社会との連携を強化していく、国内では、人手不足の深

刻化に伴い、AI・ロボティクスによる自動化・省力化が急務であり、また、頻発する災害への備えや

対応も喫緊の課題となっており、これらに科学技術・イノベーションが果たす役割は一層重要であり、

テクノロジーの社会実装を加速していくとの方向性のもとに策定された。 

その内容は、「『先端科学技術の戦略的な推進』、『知の基盤（研究力）と人材育成の強化』、

『イノベーション・エコシステムの形成』の３つの基軸で引き続き政策を推進していく」としたうえ   

で、三つの強化方策として、『重要技術に関する統合的な戦略』、『グローバルな視点での連携強

化』、『AI分野の競争力強化と安全・安心の確保』を掲げ、「Society5.0の実現に向けて、第６期基

本計画の進捗状況の把握・評価を着実に進めていくとともに、国内外における情勢変化や最新動向等

をe-CSTI等も活用しながら継続的に把握・分析し、科学技術・イノベーション政策に反映することで、

効率的・効果的に施策を推進していく」とした。 

とくに第一の強化方策である「重要技術に関する統合的な戦略」については、１）コア技術の開発、

他の戦略分野との技術の融合による研究開発（産学官の連携、AI・ロボティクス・IoT等による研究 

開発推進等）、２）国内産業基盤の確立、スタートアップ等によるイノベーション促進（ユースケー 

スの早期創出、拠点・ハブ機能の強化等）、３）産学官を挙げた人材の育成・確保（産業化を担う人

材、市場開拓を担う人材、研究開発を担う人材の育成・確保等）といった柱の下、フュージョンエネ

ルギーや量子技術、AI、バイオテクノロジー、マテリアル、半導体、Beyond ５Ｇ（６Ｇ）等はわが

国の経済・社会を支える基盤的な技術であり、わが国の経済成長における重要性が高まっていること

を踏まえ、「これらの重要技術について、分野をまたいだ技術の融合による研究開発や産業化の促進、

人材育成などを俯瞰的な視点で強力に推進していく」などとした。 

第二の強化方策である「グローバルな視点での連携強化」については、１）重要技術等に関する国

際的なルールメイキングの主導・参画（開発・利用の促進、安全性確保、プレゼンスの確保等）、

２）科学技術・イノベーション政策と経済安全保障政策との連携強化（国際協力・国際連携を含めた

戦略的な研究開発、技術流出防止等）、３）グローバルな視点でのリソースの積極活用、戦略的な協

働（国際頭脳循環の拠点形成、国際科学トップサークルへの参画等）の三つの柱の下、「経済安全保

障上の重要技術について、国家間の共同研究を始めとした国際協力・国際連携を含めて戦略的な研究

開発を推進するとともに、研究セキュリティ・インテグリティの確保や技術流出防止等に取り組んで

いく」、「世界トップレベル研究拠点プログラム等による海外から研究者を呼び込む国際頭脳循環の

ハブとなる拠点形成を引き続き推進するとともに、科学研究費助成事業において、国際的にも高い波
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「2026年度からの次期科学技術・イノベーション基本計画を『令和の時代の科学技術創造立国』の実

現に向けた、長期的ビジョンを持った計画としていく」ための第一歩と位置づける『統合イノベーシ

ョン戦略2024』を６月３日に策定した。 

『統合イノベーション戦略2024』は、１）科学技術・イノベーションが、わが国の経済成長におけ 

る原動力であり、社会課題の解決や災害への対応等においてもその重要性が一層増している、２）ウ

クライナ情勢やイスラエル・パレスチナ情勢など、世界の安全保障環境が厳しさを増す中で、先端科

学技術等を巡る主導権争いが激化し、世界規模でのサプライチェーンの分断も起こっている、３）相

対的な研究力の低下やエコシステム形成の遅れは、我が国の経済成長や将来的な雇用創出への大きな

影響が懸念される、といった現下の情勢を踏まえ、グローバルな視点で研究力や産業競争力、経済安

全保障への対応を一層強化していくことが重要であり、G7を含む同盟国・同志国やASEAN・インドを

含むグローバル・サウスをはじめとする国際社会との連携を強化していく、国内では、人手不足の深

刻化に伴い、AI・ロボティクスによる自動化・省力化が急務であり、また、頻発する災害への備えや

対応も喫緊の課題となっており、これらに科学技術・イノベーションが果たす役割は一層重要であり、

テクノロジーの社会実装を加速していくとの方向性のもとに策定された。 

その内容は、「『先端科学技術の戦略的な推進』、『知の基盤（研究力）と人材育成の強化』、

『イノベーション・エコシステムの形成』の３つの基軸で引き続き政策を推進していく」としたうえ   

で、三つの強化方策として、『重要技術に関する統合的な戦略』、『グローバルな視点での連携強

化』、『AI分野の競争力強化と安全・安心の確保』を掲げ、「Society5.0の実現に向けて、第６期基

本計画の進捗状況の把握・評価を着実に進めていくとともに、国内外における情勢変化や最新動向等

をe-CSTI等も活用しながら継続的に把握・分析し、科学技術・イノベーション政策に反映することで、

効率的・効果的に施策を推進していく」とした。 

とくに第一の強化方策である「重要技術に関する統合的な戦略」については、１）コア技術の開発、

他の戦略分野との技術の融合による研究開発（産学官の連携、AI・ロボティクス・IoT等による研究 

開発推進等）、２）国内産業基盤の確立、スタートアップ等によるイノベーション促進（ユースケー 

スの早期創出、拠点・ハブ機能の強化等）、３）産学官を挙げた人材の育成・確保（産業化を担う人

材、市場開拓を担う人材、研究開発を担う人材の育成・確保等）といった柱の下、フュージョンエネ

ルギーや量子技術、AI、バイオテクノロジー、マテリアル、半導体、Beyond ５Ｇ（６Ｇ）等はわが

国の経済・社会を支える基盤的な技術であり、わが国の経済成長における重要性が高まっていること

を踏まえ、「これらの重要技術について、分野をまたいだ技術の融合による研究開発や産業化の促進、

人材育成などを俯瞰的な視点で強力に推進していく」などとした。 

第二の強化方策である「グローバルな視点での連携強化」については、１）重要技術等に関する国

際的なルールメイキングの主導・参画（開発・利用の促進、安全性確保、プレゼンスの確保等）、

２）科学技術・イノベーション政策と経済安全保障政策との連携強化（国際協力・国際連携を含めた

戦略的な研究開発、技術流出防止等）、３）グローバルな視点でのリソースの積極活用、戦略的な協

働（国際頭脳循環の拠点形成、国際科学トップサークルへの参画等）の三つの柱の下、「経済安全保

障上の重要技術について、国家間の共同研究を始めとした国際協力・国際連携を含めて戦略的な研究

開発を推進するとともに、研究セキュリティ・インテグリティの確保や技術流出防止等に取り組んで

いく」、「世界トップレベル研究拠点プログラム等による海外から研究者を呼び込む国際頭脳循環の

ハブとなる拠点形成を引き続き推進するとともに、科学研究費助成事業において、国際的にも高い波
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及効果が見込まれる研究等を高く評価して研究費配分額を増額するなど、研究の国際化をより一層加

速させる」、「戦略的な協働の基盤となる留学生交流においては、日本人学生の中長期的な海外留学

を促進するための継続的な支援の充実・実施及び優秀な外国人留学生のリクルーティングと国内定着

の促進に取り組むとともに、国内外での国際共修のための体制の構築や、大学間交流の強化、国際的

な業務における高度で専門的な知見を有する大学職員の採用・育成等を推進する」などとした。 

また、「先端科学技術の戦略的な推進」、「知の基盤（研究力）と人材育成の強化」、「イノベー

ション・エコシステムの形成」の三つの基軸にかかわっては、第二の基軸である「知の基盤（研究

力）と人材育成の強化」について、「研究に打ち込める研究環境の実現」の観点から、「国立大学法

人運営費交付金等の基盤的経費や科研費等の競争的研究費を通じた研究力の一層の強化、科研費にお

ける挑戦性・国際性を一層高める制度改革の検討や、創発的研究支援事業における研究環境改善の好

事例の横展開・事業の定常化を推進する」、「戦略的創造研究推進事業において、若手から中堅以上

の優秀な研究者に切れ目ない支援を行う」とするほか、「博士人材及び若手研究者の活躍促進・場の

創出と学生への支援」の観点から、「世界トップ水準の大学院教育を行う拠点形成や教育研究の国際

化、教育・研究環境整備などの大学院改革の推進とともに、特別研究員制度（DC・PD）を始めとした

博士課程学生・若手研究者の処遇向上に引き続き取り組む」、「博士人材の産業界での活躍促進に向

け、企業・大学等を対象としたガイドライン策定に向けた省庁横断での検討や、ロールモデルのＰＲ

等を通じた博士人材の魅力の発信を行う」、「経済団体等に対し、博士人材が産業界等で幅広く活躍

する重要性の理解促進に向けた働きかけを行っていくことに加え、企業と大学による優秀な若手研究

者の発掘（マッチング）の仕組みも活用しつつ、共同研究を通じた民間企業社員の博士号取得を推進

することにより、博士人材の活躍による研究力やイノベーション創出の強化を目指す」とするととも

に、「女性研究者の活躍促進」の観点からは、「出産・育児等のライフイベントと研究を両立できる

環境の整備や研究環境のダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの実現に向けた大学等の取

組を支援するなど、第６期基本計画や「第５次男女共同参画基本計画（2020年12月25日閣議決定）」

に基づき、指導的立場も含めた女性研究者の更なる活躍の促進に引き続き取り組む」とした。また、

「『Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ』に基づく施策の推進」の観 

点から、「①子供の特性を重視した学びの「時間」と「空間」の多様化、②探究・STEAM教育を社会

全体で支えるエコシステムの確立、③文理分断からの脱却・理数系の学びに関するジェンダーギャッ

プの解消を推進していく」とし、「リカレント教育の充実」の観点から、「希望する者が多様で質の

高いリカレント教育を受けられる環境を実現する」ために「個人の学び直しが適切に評価されるよう、

学修歴や必要とされる能力・学びの可視化、企業における学び直しの評価・処遇への反映を推進する

とともに、産学協働体制によるリカレント教育モデルの構築等の取組を引き続き進めていく」とした。 

第三の基軸である「イノベーション・エコシステムの形成」にかかわっては、「都市や地域（ロー

カル）の大学・企業等が有する優れた技術ポテンシャルをグローバルに開放し、新たな産業や社会変

革につながるイノベーションを次々と起こしていくためには、世界に伍するスタートアップ・エコシ

ステムの形成が不可欠である」としたうえで、「イノベーションの源泉となる大学等を中核とし、質

の高い基礎研究から生まれた新しい技術（ディープテック）を活用し、創造性に富んだ人材が起業の

道に躊躇なく飛び込み、スタートアップの創出と大規模な成長を実現していけるよう、イノベーショ

ン・エコシステムの形成を強力に推進する」とし、「グローバル・スタートアップ・キャンパス

（GSC）構想の実現加速」の観点から「統合イノベーション戦略推進会議の下、GSC構想の実現に向け
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た取組を加速する」とし、「スタートアップの基盤となる人材育成」の観点から「５年間1,000人派

遣プログラムの着実な推進、メンターによる若手人材育成の取組拡大、初等中等教育段階におけるア

ントレプレナーシップ教育の強化、希望する全ての大学生等に対するアントレプレナーシップ教育の

機会提供に取り組む」とするとともに、「デジタル田園都市国家構想の加速」の観点から「『地域中

核・特色ある研究大学総合振興パッケージ』を踏まえ、大学を核とした産学官連携やオープンイノベ

ーションを促進するとともに、スマートシティ、スタートアップ・エコシステム拠点都市、地域バイ

オコミュニティなどの座組を活用し、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献する」とした。 

７月19日開催の経済財政諮問会議では、「内閣府年央試算」並びに「予算の全体像に向けて」につ   

いて審議し、「予算の全体像に向けて」については、同会議有識者議員４名の連名により提出された

資料『令和７年度予算編成に向けて』において、「令和７年度予算においては、潜在成長率の引上げ

に軸足を置いた資源配分へと財政の質を変化させていく必要がある。こうした考え方の下、来年度予

算は、中長期の視点を踏まえつつ骨太方針2024にしたがって編成を進め、効果的・効率的に政策を実

行する」としたうえで、「メリハリある予算編成に向けた重点課題」の観点から、「人への投資、DX、 

GX、フロンティアの開拓、科学技術・イノベーション等について、官民連携の下で、民間の予見可能

性を高める中長期の計画的な投資を推進し、積極果敢な民間投資を喚起する」、「必要な財源の確

保・検討も進め、歳出と歳入を多年度でバランスさせる」、「2025年度PB黒字化に向けて、これまで

の歳出改革努力を継続する」、「政府が掲げる来年以降の物価上昇を上回る賃上げの定着に向けて、

各種の物価高騰対策の動向等を含め経済・物価動向等に配慮し、骨太方針2024に盛り込まれた賃上げ

や処遇改善の取組が実行できるよう、ワイズスペンディングを徹底の上、予算編成を行う」とした。

また、「EBPMの強化によるワイズスペンディングの徹底」の観点から、「多年度にわたる重要政策及

び計画について、エビデンスに基づくロジックモデルの検証やKPIの進捗確認等により必要となる政

策対応等に結び付けられるよう、来年度の概算要求と合わせて、担当省庁からエビデンス整備方針の

提出を求める」とし、「『EBPMアクションプラン』の対象とする重要政策・計画」として、少子化・

こども分野では「急激な人口減少に歯止めをかける少子化対策（こども未来戦略）」にかかわって、

「①若い世代の所得向上に向けた取組、②全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、③共

働き・共育ての推進、④こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革が少子化トレンドに

どのような影響をもたらしているか」、文教分野では「質の高い公教育の再生」にかかわって、「個

別最適・協働的な学びの実現等の取組が、どのように学校教育の質の向上につながるか」、「学校に

おける働き方改革、多様な教職員集団の実現、教職の魅力向上が、どのように学校教育の質の向上に

つながるか」、「科学技術」分野について、「研究・イノベーション力の向上」にかかわって、「研

究大学群の形成に向けた各種支援等により、戦略的な自律経営の下で、イノベーションを創出する研

究環境の構築による研究の質的改善などが、中長期的な成果創出に向けて効果的・効率的に進められ

ているか」、「産学官連携を通じた成果展開力の強化や民間投資の促進が効果的に進められている

か」といった内容が示された。 

７月29日開催の経済財政諮問会議では、「中長期の経済財政に関する試算」、「予算の全体像」並 

びに「令和７年度予算の概算要求基準」について審議し、「予算の全体像」については、「１．当面

のマクロ経済運営」として、「実質消費は４四半期連続で減少」しており、「円安・物価高による家

計の購買力への影響は看過できず、家計が防衛的な行動に迫られないようにする必要がある」ことを

踏まえ、「政府・日銀は最近の円安の動きを十分注視した政策運営を行うことが重要」としたうえで、
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た取組を加速する」とし、「スタートアップの基盤となる人材育成」の観点から「５年間1,000人派

遣プログラムの着実な推進、メンターによる若手人材育成の取組拡大、初等中等教育段階におけるア

ントレプレナーシップ教育の強化、希望する全ての大学生等に対するアントレプレナーシップ教育の

機会提供に取り組む」とするとともに、「デジタル田園都市国家構想の加速」の観点から「『地域中

核・特色ある研究大学総合振興パッケージ』を踏まえ、大学を核とした産学官連携やオープンイノベ

ーションを促進するとともに、スマートシティ、スタートアップ・エコシステム拠点都市、地域バイ

オコミュニティなどの座組を活用し、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献する」とした。 

７月19日開催の経済財政諮問会議では、「内閣府年央試算」並びに「予算の全体像に向けて」につ   

いて審議し、「予算の全体像に向けて」については、同会議有識者議員４名の連名により提出された

資料『令和７年度予算編成に向けて』において、「令和７年度予算においては、潜在成長率の引上げ

に軸足を置いた資源配分へと財政の質を変化させていく必要がある。こうした考え方の下、来年度予

算は、中長期の視点を踏まえつつ骨太方針2024にしたがって編成を進め、効果的・効率的に政策を実

行する」としたうえで、「メリハリある予算編成に向けた重点課題」の観点から、「人への投資、DX、 

GX、フロンティアの開拓、科学技術・イノベーション等について、官民連携の下で、民間の予見可能

性を高める中長期の計画的な投資を推進し、積極果敢な民間投資を喚起する」、「必要な財源の確

保・検討も進め、歳出と歳入を多年度でバランスさせる」、「2025年度PB黒字化に向けて、これまで

の歳出改革努力を継続する」、「政府が掲げる来年以降の物価上昇を上回る賃上げの定着に向けて、

各種の物価高騰対策の動向等を含め経済・物価動向等に配慮し、骨太方針2024に盛り込まれた賃上げ

や処遇改善の取組が実行できるよう、ワイズスペンディングを徹底の上、予算編成を行う」とした。

また、「EBPMの強化によるワイズスペンディングの徹底」の観点から、「多年度にわたる重要政策及

び計画について、エビデンスに基づくロジックモデルの検証やKPIの進捗確認等により必要となる政

策対応等に結び付けられるよう、来年度の概算要求と合わせて、担当省庁からエビデンス整備方針の

提出を求める」とし、「『EBPMアクションプラン』の対象とする重要政策・計画」として、少子化・

こども分野では「急激な人口減少に歯止めをかける少子化対策（こども未来戦略）」にかかわって、

「①若い世代の所得向上に向けた取組、②全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、③共

働き・共育ての推進、④こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革が少子化トレンドに

どのような影響をもたらしているか」、文教分野では「質の高い公教育の再生」にかかわって、「個

別最適・協働的な学びの実現等の取組が、どのように学校教育の質の向上につながるか」、「学校に

おける働き方改革、多様な教職員集団の実現、教職の魅力向上が、どのように学校教育の質の向上に

つながるか」、「科学技術」分野について、「研究・イノベーション力の向上」にかかわって、「研

究大学群の形成に向けた各種支援等により、戦略的な自律経営の下で、イノベーションを創出する研

究環境の構築による研究の質的改善などが、中長期的な成果創出に向けて効果的・効率的に進められ

ているか」、「産学官連携を通じた成果展開力の強化や民間投資の促進が効果的に進められている

か」といった内容が示された。 

７月29日開催の経済財政諮問会議では、「中長期の経済財政に関する試算」、「予算の全体像」並 

びに「令和７年度予算の概算要求基準」について審議し、「予算の全体像」については、「１．当面

のマクロ経済運営」として、「実質消費は４四半期連続で減少」しており、「円安・物価高による家

計の購買力への影響は看過できず、家計が防衛的な行動に迫られないようにする必要がある」ことを

踏まえ、「政府・日銀は最近の円安の動きを十分注視した政策運営を行うことが重要」としたうえで、
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「当面のマクロ経済運営の最大のポイントである消費の回復に向けた所得・賃金の拡大、依然として

強い企業の設備投資計画を実行に移すための後押しにより、年央試算で示された民需主導の経済成長

を実現させる」とした。「２．令和７年度予算編成に向けて」では、「経済・財政新生計画下で最初

の予算である令和７年度予算においては、潜在成長率の引上げに軸足を置いた、すなわち乗数効果が

高く、社会変革という投資のリターンが得られるような資源配分へと財政の質を変化させていく必要

がある」としたうえで、「来年度予算は、中長期の視点を踏まえつつ骨太方針2024にしたがって編成

を進め、効果的・効率的に政策を実行する」とした。 

７月29日の閣議では、６月21日開催の経済財政諮問会議と新しい資本主義実現会議との合同会議に

おける協議内容に基づきとりまとめられた『令和７年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針』

について、内閣総理大臣から、１）わが国経済が、デフレから完全に脱却し、成長型の経済を実現さ

せる千載一遇の歴史的チャンスを迎えている中、令和７年度予算では、日本経済を「成長型の新たな

経済ステージ」へと移行させるため、「骨太方針2024」等に盛り込まれた施策を速やかに実行してい

く、２）持続的・構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本

的強化を含めた新たなステージへの移行に向けた取り組みの加速、さらには、防衛力の抜本的強化を

はじめとしたわが国を取り巻く環境変化への対応など、重要な政策課題に着実に取り組むことによっ

て、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日本経済を新たなステージへと移行させ

ていく、３）経済成長と財政健全化とをともに進めていくため、これらの重要かつ困難な課題にしっ

かりと対応しつつ、これまでの歳出改革努力を継続していく必要がある、４）各大臣におかれては、

既存の予算、制度をゼロベースで見直していただき、こうした方針に沿った概算要求となるようにお

願いする、との説明があった。 

その後、財務大臣から、１）令和７年度予算においては、『骨太方針2024』等に基づき、経済・財

政一体改革を着実に推進していく、２）総理の指示を踏まえ、重要な政策課題にしっかりと対応する

とともに、歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、予算の中身を大胆に重点化していく必要

がある、３）閣僚各位におかれては、既存の予算を抜本的に見直すなど、要求・要望の段階からその

内容を十分に吟味するとともに、「重要政策推進枠」の仕組みを活用していただきたい、４）物価高

騰対策、賃上げ促進環境整備対応等を含めた重要政策については、必要に応じて、「重要政策推進

枠」や事項のみの要求も含め、適切に要求・要望を行っていただくようお願いしたい、５）予算編成

過程を通じて、「経済・財政新生計画」に盛り込まれた制度改革をしっかりと具体化していくようお

願いしたい、６）概算要求提出期限は８月末日とする、７）財政投融資については、日本経済を成長

型の新たなステージへ移行させる取り組み等を加速させるために、必要な資金需要に的確に対応した

要求をしていただくようお願いする、８）その際、民業補完性、償還確実性等の検討により、引き続

き、対象事業の重点化・効率化を図っていただきたい、９）税制改正要望についても、８月末日まで

の提出をお願いする、10）厳しい財政事情に鑑み、租税特別措置については、EBPMの取り組みや適切

な効果検証が強く求められていることを踏まえ、必要性や有効性等を見極めたうえでゼロベースで見

直すとともに、減収を伴う要望の場合には、しっかりと財源を確保しつつ、政策の重点化を図ること

が必要であり、要望段階から主体的に取り組んでいただくようお願いする、との発言があった。 

また、独立行政法人制度並びに政策評価制度を所管する総務大臣からは、１）独立行政法人等の新

設や業務追加などの要求にあたっては、法人の専門性の発揮や、効率的な業務運営等によるリソース

の有効活用を図るとともに、関係機関との連携を積極的に進めることにより、政策課題の解決に最大
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限貢献する観点から、内容を検討いただくようお願いする、２）政策評価の結果を概算要求に適切に

反映いただくようお願いする、３）昨年改定した政策評価の基本方針等を踏まえ、政策評価の結果を

意思決定過程で活用し、新たな挑戦や前向きな軌道修正を積極的に行っていただくようお願いする、 

４）『骨太方針2024』等に則り、経済・財政一体改革を推進する際には、国と地方の適切な役割分担

を踏まえ、国から地方への負担転嫁を行わないよう留意いただきたい、５）関係大臣に対し、概算要

求にあたって地方財政の観点から取り組んでいただきたい事項を文書にて要請するので、格別の協力

をお願いする、６）地方税に関する税制改正要望について、８月末日までの提出をお願いする、７）

税負担軽減措置等について、地方分権推進の観点や極めて厳しい地方財政の状況、整理合理化を求め

る地方団体の意見も十分に踏まえて対応していただくようお願いする、との発言があった。 

さらに、デジタル大臣、デジタル行財政改革担当・デジタル田園都市国家構想担当・行政改革担

当・国家公務員制度担当大臣、内閣府特命担当大臣（規制改革）から、１）機構、定員及び級別定数

に関する要求については、「令和７年度内閣の重要課題を推進するための体制整備及び人件費予算の

配分の方針」に沿って、適切に対応いただくようお願いする、２）要求にあたり、各大臣におかれて

は、行政需要の変化に対応したメリハリのある要求をしていただくとともに、行政DXにより公務員の

数を増やさずに行政サービスを持続できる環境の整備に配慮していただくようお願いする、３）行政

事業レビューについては、『骨太方針2024』に記載のとおり、予算事業全体について、行政事業レビ

ューと予算の連携を強化することとしており、基金を含むすべての予算事業におけるEBPMを推進する

とともに、本年度から行政事業レビューシートのシステムを導入することにより、予算関連情報の更

なる「見える化」を進めており、各大臣におかれては、このシステムを活用しつつ、レビューシート

によって把握される事業の効果を含む点検を行い、その結果を令和７年度予算の概算要求に的確に反

映していただくようお願いする、との発言があった。 

以上を経て、『令和７年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について』は閣議了解された。 

『令和７年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について』では、「令和７年度予算は、

『骨太方針2024』に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢を

せばめることがあってはならない。歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して

排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する」としたうえで、「１．要求・要望」において、１）年

金・医療等については、前年度当初予算額に高齢化等に伴ういわゆる自然増（4,100億円）を加算し

た範囲内で要求する（ただし、増加額について、「新経済・財政再生計画改革工程表」及び「全世代

型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」に沿って着実に改革を実行していくことを含め、

合理化・効率化に最大限取り組み、『骨太方針2024』等を踏まえつつ、その結果を令和７年度予算に

反映させる）、２）「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置

法」第１条第３項に規定する防衛力整備計画対象経費については、「防衛力整備計画」を踏まえ、所

要の額を要求する、３）『こども未来戦略』で示された「こども・子育て支援加速化プラン」の施策

については、同戦略に基づいて要求する、４）地方交付税交付金等については、「経済・財政新生計

画」との整合性に留意しつつ要求する、５）義務的経費については、前年度当初予算の額の範囲内で

要求する（義務的経費を削減した場合には同額を裁量的経費で要求可。令和７年度の参議院議員通常

選挙に必要な経費等の増減については加減算）、６）その他の経費については、前年度当初予算額の 

100分の90（「要望基礎額」）の範囲内で要求する、７）持続的・構造的賃上げの実現、官民連携に

よる投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本的強化を含めた新たなステージへの移行に向けた取
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限貢献する観点から、内容を検討いただくようお願いする、２）政策評価の結果を概算要求に適切に

反映いただくようお願いする、３）昨年改定した政策評価の基本方針等を踏まえ、政策評価の結果を

意思決定過程で活用し、新たな挑戦や前向きな軌道修正を積極的に行っていただくようお願いする、 

４）『骨太方針2024』等に則り、経済・財政一体改革を推進する際には、国と地方の適切な役割分担

を踏まえ、国から地方への負担転嫁を行わないよう留意いただきたい、５）関係大臣に対し、概算要

求にあたって地方財政の観点から取り組んでいただきたい事項を文書にて要請するので、格別の協力

をお願いする、６）地方税に関する税制改正要望について、８月末日までの提出をお願いする、７）

税負担軽減措置等について、地方分権推進の観点や極めて厳しい地方財政の状況、整理合理化を求め

る地方団体の意見も十分に踏まえて対応していただくようお願いする、との発言があった。 

さらに、デジタル大臣、デジタル行財政改革担当・デジタル田園都市国家構想担当・行政改革担

当・国家公務員制度担当大臣、内閣府特命担当大臣（規制改革）から、１）機構、定員及び級別定数

に関する要求については、「令和７年度内閣の重要課題を推進するための体制整備及び人件費予算の

配分の方針」に沿って、適切に対応いただくようお願いする、２）要求にあたり、各大臣におかれて

は、行政需要の変化に対応したメリハリのある要求をしていただくとともに、行政DXにより公務員の

数を増やさずに行政サービスを持続できる環境の整備に配慮していただくようお願いする、３）行政

事業レビューについては、『骨太方針2024』に記載のとおり、予算事業全体について、行政事業レビ

ューと予算の連携を強化することとしており、基金を含むすべての予算事業におけるEBPMを推進する

とともに、本年度から行政事業レビューシートのシステムを導入することにより、予算関連情報の更

なる「見える化」を進めており、各大臣におかれては、このシステムを活用しつつ、レビューシート

によって把握される事業の効果を含む点検を行い、その結果を令和７年度予算の概算要求に的確に反

映していただくようお願いする、との発言があった。 

以上を経て、『令和７年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について』は閣議了解された。 

『令和７年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について』では、「令和７年度予算は、

『骨太方針2024』に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢を

せばめることがあってはならない。歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して

排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する」としたうえで、「１．要求・要望」において、１）年

金・医療等については、前年度当初予算額に高齢化等に伴ういわゆる自然増（4,100億円）を加算し

た範囲内で要求する（ただし、増加額について、「新経済・財政再生計画改革工程表」及び「全世代

型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」に沿って着実に改革を実行していくことを含め、

合理化・効率化に最大限取り組み、『骨太方針2024』等を踏まえつつ、その結果を令和７年度予算に

反映させる）、２）「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置

法」第１条第３項に規定する防衛力整備計画対象経費については、「防衛力整備計画」を踏まえ、所

要の額を要求する、３）『こども未来戦略』で示された「こども・子育て支援加速化プラン」の施策

については、同戦略に基づいて要求する、４）地方交付税交付金等については、「経済・財政新生計

画」との整合性に留意しつつ要求する、５）義務的経費については、前年度当初予算の額の範囲内で

要求する（義務的経費を削減した場合には同額を裁量的経費で要求可。令和７年度の参議院議員通常

選挙に必要な経費等の増減については加減算）、６）その他の経費については、前年度当初予算額の 

100分の90（「要望基礎額」）の範囲内で要求する、７）持続的・構造的賃上げの実現、官民連携に

よる投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本的強化を含めた新たなステージへの移行に向けた取
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組の加速、防衛力の抜本的強化をはじめとしたわが国を取り巻く環境変化への対応など、重要政策課

題に対応する等のため、『骨太方針2024』及び『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 

2024改訂版』等を踏まえた重要な政策について、「重要政策推進枠」を措置する（各省大臣は、前年

度当初予算におけるその他の経費に相当する額と要望基礎額の差額に100分の300を乗じた額及び義務

的経費が前年度当初予算の額を下回る場合にあっては、当該差額に100分の300を乗じた額の合計額の

範囲内で要望）、とされた。 

また、「３．予算編成過程における検討事項」では、１）要求・要望について、施策・制度の抜本 

的見直しや各経費間の優先順位の厳しい選択を行うことにより真に必要なニーズにこたえるため精査

を行う、２）要求・要望は賃金や調達価格の上昇を踏まえて行い、予算編成過程において適切に反映

させる、３）そのうえで、物価高騰対策、賃上げ促進環境整備対応等を含めた重要な政策については、

必要に応じて、「重要政策推進枠」や事項のみの要求も含め、適切に要求・要望を行うこととし、予

算編成過程において検討を加え、『骨太方針2024』で示された方針を踏まえ措置する、とされた。 

 

１－２－２ 文部科学省概算要求・要望の内容 

 

文部科学省概算要求は、前項「１－２－１」による経過等を踏まえ、自由民主党の文部科学部会等

を経て決定され、８月30日に財務省に提出された。 

文部科学省の要求・要望額は、総額５兆9,530億円（対前年度予算比6,146億円、11.5％増）となっ

ている。このうち文教関係予算は４兆3,883億円（同3,320円、8.2％増）＋事項要求（個別政策の予

算要求額を明示せず、項目だけ記載）、スポーツ関係予算は436億円（同75億円、20.8％増）、文化

芸術関係予算は1,400億円（同338億円、31.8％増）＋事項要求、科学技術予算は１兆1,820億円（同 

2,040億円、20.9％増、エネルギー対策特別会計への繰入額〔1,391億円〕を含む）＋事項要求となっ

ている（資料編 資料１－３）。 

『令和７年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について』において、持続的・構造的賃上

げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本的強化を含めた新たなステー

ジへの移行に向けた取組の加速、防衛力の抜本的強化をはじめとしたわが国を取り巻く環境変化への

対応など、重要政策課題に対応する等のため、『骨太方針2024』及び『新しい資本主義のグランドデ

ザイン及び実行計画2024改訂版』等を踏まえた重要な政策について予算措置するための「重要政策推

進枠」は、文部科学省全体で9,088億円が要求され、そのうち私立大学に関連の深いものとしては、

私立大学等経常費補助金を81億円、私立大学等研究推進費補助金を129億円、私立大学等研究設備整

備等を36億円要求するほか、リカレント教育エコシステム構築支援事業を26億円、大学等の海外留学

支援制度を135億円、未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業を70億円、半導体人

材育成拠点形成事業を18億円、大学の世界展開力強化事業を５億円、高度医療人材養成事業（大学病

院における医療人材養成環境の更なる高度化）を50億円、研究マネジメント人材に関する体制整備事

業を15億円、科学研究費助成事業を498億円要求するなどしている。 

文教関係予算は、１）質の高い公教育の再生」、２）新しい時代の学びの実現に向けた学校施設の

整備等、３）高等教育機関の多様なミッションの実現、４）誰もが学ぶことができる機会の保障の四

つの柱からなる。 

「３．高等教育機関の多様なミッションの実現」の一環として位置づけられた私学助成関係予算の
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要求総額（私立大学等の改革の推進等～チャレンジする私立学校の主体的な改革を後押しする総合的

な支援の充実～）は、対前年度予算比392億円増の4,475億円＋事項要求であり、そのうち「私立大学

等経常費補助」は対前年度予算比113億円増の3,091億円が要求され、このうち「一般補助」は2,854

億円（対前年度予算比82億円増）、「特別補助」は237億円（同30億円増）が要求された。 

一般補助では、物価高騰等を踏まえ大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について支

援するとともに、客観的指標に基づくメリハリある資金配分により、教育研究の質の向上を促進する

ことが目指されている。 

特別補助では、各大学の特色・強みを活かして改革に取り組む大学等を重点的に支援すべく、地方

に貢献する大学や数理・データサイエンス・AI教育の充実、大学教育のDXによる質的転換等を支援す

る「成長力強化に貢献する質の高い教育」が16億円（同２億円増）、研究力強化、若手・女性研究者

支援、大学院等の機能高度化、短期大学・高等専門学校の教育研究の充実等を支援する「研究施設等

運営支援及び大学院等の機能高度化」が127億円（同12億円増）、海外からの学生の受け入れや教育

研究環境の国際化等を支援する「大学等の国際交流の基盤整備への支援」が25億円（同６億円増）、

社会人の学びのニーズに応じた環境整備を支援する「社会人の組織的な受け入れへの支援」が４億円

（同２億円増）要求された。 

また、令和６年度から10年度までを集中改革期間と位置づけ、将来を見据えたチャレンジや経営判

断をはじめとした意欲的な経営改革を行えるよう強力に後押しするため、令和６年度に策定された

「時代と社会の変化を乗り越えるレジリエントな私立大学等への転換支援パッケージ」は、一般補助

と特別補助の内数として位置づけられ、全体で147億円（同14億円増）要求された。 

その内訳は、少子化を乗り越えるレジリエントな私学への構造転換を図るため、日本の未来を支え

る人材育成を担い、付加価値を創出する新たな私立大学のあり方を提起し、将来を見据えたチャレン

ジや経営判断を自ら行う経営改革の実現を図るとともに、その知見やノウハウの普及・展開を図る取

り組みについて、継続的に支援する「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」は33億

円（同13億円増）、各種データや知見・ノウハウをフル活用する体制の構築等により、各大学の主体

的な経営判断や文部科学省・日本私立学校振興・共済事業団による「アウトリーチ型支援」を推進す

る「私学経営DXを通じた『アウトリーチ型支援』」が２億円（同１億円増）、成長分野等への組織転

換を促進するため、理工農系学部等を新設した大学等について、大学全体の収容定員を５か年以内に

学部等新設前の水準以内とすること等を要件に、完成年度を迎えるまでの設置計画履行期間中に必要

な経常的経費について支援する「成長分野等への組織転換促進のための支援」と定員規模適正化に係

る経営判断を支えるため、大学等の経営改善を目的として学生募集停止を行った学部等について、情

報の公表や教育の質に係る客観的指標等において減額措置を受けていないこと等を要件に、継続的な

教育研究活動を支援する「定員規模適正化に係る経営判断を支えるための支援」が一般補助の内数と

して要求された。また、未来を支える人材を育む特色ある教育の推進や高度研究を実現する体制・環

境の構築、地域と連携した取り組みや大学間や自治体等とのプラットフォーム形成等を通じた地域社

会への貢献、産学連携の強化等を通じた社会実装の推進など、自らの特色・強みや役割の明確化・伸

長に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援する「私立大学等改革総合支援事

業」は112億円（同同額）要求された。 

私学助成関係予算のうちの私立大学等経常費補助以外では、文教関係予算の「２．新しい時代の学

びの実現に向けた学校施設の整備等」の一環として位置づけられた「私立学校施設・設備の整備の推
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要求総額（私立大学等の改革の推進等～チャレンジする私立学校の主体的な改革を後押しする総合的

な支援の充実～）は、対前年度予算比392億円増の4,475億円＋事項要求であり、そのうち「私立大学

等経常費補助」は対前年度予算比113億円増の3,091億円が要求され、このうち「一般補助」は2,854

億円（対前年度予算比82億円増）、「特別補助」は237億円（同30億円増）が要求された。 

一般補助では、物価高騰等を踏まえ大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について支

援するとともに、客観的指標に基づくメリハリある資金配分により、教育研究の質の向上を促進する

ことが目指されている。 

特別補助では、各大学の特色・強みを活かして改革に取り組む大学等を重点的に支援すべく、地方

に貢献する大学や数理・データサイエンス・AI教育の充実、大学教育のDXによる質的転換等を支援す

る「成長力強化に貢献する質の高い教育」が16億円（同２億円増）、研究力強化、若手・女性研究者

支援、大学院等の機能高度化、短期大学・高等専門学校の教育研究の充実等を支援する「研究施設等

運営支援及び大学院等の機能高度化」が127億円（同12億円増）、海外からの学生の受け入れや教育

研究環境の国際化等を支援する「大学等の国際交流の基盤整備への支援」が25億円（同６億円増）、

社会人の学びのニーズに応じた環境整備を支援する「社会人の組織的な受け入れへの支援」が４億円

（同２億円増）要求された。 

また、令和６年度から10年度までを集中改革期間と位置づけ、将来を見据えたチャレンジや経営判

断をはじめとした意欲的な経営改革を行えるよう強力に後押しするため、令和６年度に策定された

「時代と社会の変化を乗り越えるレジリエントな私立大学等への転換支援パッケージ」は、一般補助

と特別補助の内数として位置づけられ、全体で147億円（同14億円増）要求された。 

その内訳は、少子化を乗り越えるレジリエントな私学への構造転換を図るため、日本の未来を支え

る人材育成を担い、付加価値を創出する新たな私立大学のあり方を提起し、将来を見据えたチャレン

ジや経営判断を自ら行う経営改革の実現を図るとともに、その知見やノウハウの普及・展開を図る取

り組みについて、継続的に支援する「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」は33億

円（同13億円増）、各種データや知見・ノウハウをフル活用する体制の構築等により、各大学の主体

的な経営判断や文部科学省・日本私立学校振興・共済事業団による「アウトリーチ型支援」を推進す

る「私学経営DXを通じた『アウトリーチ型支援』」が２億円（同１億円増）、成長分野等への組織転

換を促進するため、理工農系学部等を新設した大学等について、大学全体の収容定員を５か年以内に

学部等新設前の水準以内とすること等を要件に、完成年度を迎えるまでの設置計画履行期間中に必要

な経常的経費について支援する「成長分野等への組織転換促進のための支援」と定員規模適正化に係

る経営判断を支えるため、大学等の経営改善を目的として学生募集停止を行った学部等について、情

報の公表や教育の質に係る客観的指標等において減額措置を受けていないこと等を要件に、継続的な

教育研究活動を支援する「定員規模適正化に係る経営判断を支えるための支援」が一般補助の内数と

して要求された。また、未来を支える人材を育む特色ある教育の推進や高度研究を実現する体制・環

境の構築、地域と連携した取り組みや大学間や自治体等とのプラットフォーム形成等を通じた地域社

会への貢献、産学連携の強化等を通じた社会実装の推進など、自らの特色・強みや役割の明確化・伸

長に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援する「私立大学等改革総合支援事

業」は112億円（同同額）要求された。 

私学助成関係予算のうちの私立大学等経常費補助以外では、文教関係予算の「２．新しい時代の学

びの実現に向けた学校施設の整備等」の一環として位置づけられた「私立学校施設・設備の整備の推
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進」では、非構造部材（吊り天井・外壁など）や構造体の耐震対策、避難所機能の強化（空調・自家

発電・備蓄倉庫・バリアフリー化など）、バリアフリー（合理的配慮）対応（EV・多目的トイレな
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り組みを支援する「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業」が新規で70億円（皆

増）、ネットワークを生かした教育プログラムの展開など、産学協働の実践的な教育体制の構築を支
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ーク型大学院構築事業」が４億円（同同額）、地域社会のリソースを総結集し、個別大学の枠を超え

た横断的なSTEAM教育を基盤とした教育プログラムを構築・実施し、事業の成果を元に学部の再編等

を目指す取り組みを支援する「地域活性化人材育成事業～SPARC～」が８億円（同１億円減）、人

文・社会科学系等の分野の研究科等において、自らの専門分野だけでなく、専門分野に応じた数理・

データサイエンス・AIに関する知識・技術を習得し、課題の設定・解決や新たな価値を生み出すこと

のできる文理横断的なデジタル人材を輩出する学位プログラムを構築する大学を支援する「デジタル

と掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業」が５億円（同同額）要求されたほか、これまでに計４
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回実施した試行調査における課題に対応した円滑な実施サイクルを策定・実施することで、各大学に

おける教育内容等の改善や国の政策立案における基礎資料としての活用に資する「全国学生調査に関

する調査研究」が新規で0.2億円（皆増）、先導的な大学教育課題や政策内容に関する調査研究を大

学等に委託し、調査結果等の公表により各大学の取り組みを支援・促進することで、大学改革の一層

の推進、教育の質の向上、大学の構造転換を図る「先導的大学改革推進委託事業」が0.8億円（同同

額）、大学入学者選抜に資する先導的な取り組みや課題解決に向けた具体的な方策の調査研究を行う

ことで、大学入学者選抜改革を推進する「大学入学者選抜改革推進委託事業」が0.2億円（同0.2億円

減）、学生の就職指導、キャリア形成支援活動の一層の推進・普及を目的として各大学等の取組状況

を把握するための調査を行い、好事例となる大学等の取り組みを広く社会に普及する「学生の就職指

導、キャリア形成支援活動の推進」が新規で0.1億円（皆増）要求された。 

「３）大学教育のグローバル展開力の強化」では、日本人学生と外国人学生がそれぞれの文化的多

様性を活かしともに学修することを「多文化共修」と位置づけ、これらの共修科目や科目群・コース

などの開発・実施・普及を通して、優秀な人材の育成・獲得や、さらなる大学の国際化を図る「大学

の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」が18億円（同同額）、わが国の高等教育の国際

競争力のさらなる向上を図る「大学の世界展開力強化事業」として、グローバル・サウスの国々の大

学との、質保証を伴う国際交流プログラムの構築・実施、プログラム自走化のための改革、大学全体

の国際通用性ある体制の構築を一体的に行う先導的な大学を支援する「グローバル・サウスの国々と

の大学間交流形成支援」が新規で５億円（皆同）要求されるなど、計17億円（同４億円増）要求され

た。 

「４）先進的で高度な医療を支える人材養成の推進」では、各大学病院がそれぞれ置かれている実

情等を踏まえて取り組む人材養成プログラムを実施するために必要な最先端医療機器の導入を支援し、

医療人材養成・地域貢献機能のさらなる高度化を図る「高度医療人材養成事業」が新規で50億円（皆

増）、臨床・研究能力に優れた医師を養成する大学を拠点とした高度な臨床・研究能力を有する医師

養成の促進を支援する「高度医療人材養成拠点形成事業」が21億円（同同額）、がん医療の新たなニ

ーズや急速ながん医療の高度化に対応できる医療人を養成するため、大学院レベルにおける教育プロ

グラムを開発・実践する拠点形成の支援を行う「次世代のがんプロフェッショナル養成プラン」が９

億円（同同額）、ポストコロナ時代に必要とされる医療人材を養成するとともに、医療的ケア児支援

における指導的立場等の看護師養成や、改正感染症法の成立を踏まえた重症患者に対応できる看護師

養成といった、社会的要請に対応できる看護師を養成する「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形

成事業」が５億円（同同額）、わが国の社会・経済構造の変化に伴う保健医療分野におけるニーズの

変化に対応できる医療人養成のあり方について検討するための調査・研究を実施し、効率的かつ質の

高い医療提供体制の構築に貢献できる医療人や医療の進歩に貢献できる研究者、高度専門医療人材の

養成を図る「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究」が１億円（同0.7億円増）要求さ

れた。 

上記の国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進以外では、文教関係予算の「３．高等教育

機関の多様なミッションの実現」の柱の一つである「日本人学生の留学派遣、外国人留学生の受入

れ・定着、教育の国際化の推進」では、日本人留学生を送り出し、国際頭脳循環や世界の第一線へ参

画し、高度人材を誘引する大学の国際化等、一貫したグローバル人材育成を推進することを目指して、

全体で812億円（同109億円増）要求された。その内訳は、海外大学との協定に基づく留学生派遣の支
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の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」が18億円（同同額）、わが国の高等教育の国際

競争力のさらなる向上を図る「大学の世界展開力強化事業」として、グローバル・サウスの国々の大

学との、質保証を伴う国際交流プログラムの構築・実施、プログラム自走化のための改革、大学全体

の国際通用性ある体制の構築を一体的に行う先導的な大学を支援する「グローバル・サウスの国々と
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援を拡充するとともに、世界トップ大学の理系博士課程への留学支援の推進等を図る「大学等の留学

生交流の支援等」として135億円（同46億円増）、日本留学に関する情報発信を強化し、優秀な外国

人留学生のわが国への受け入れを促進するとともに、世界から優秀な学生を受け入れ、国内定着を促

進するため、奨学金を戦略的に確保し、外国人留学生の国内就職等に資する取り組みを支援する「優

秀な外国人留学生の戦略的な受入れ」として、「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事

業」が６億円（同１億円増）、「外国人留学生奨学金制度」が226億円（同４億円増）、「留学生就

職促進プログラム」が１億円（同同額）計上されるなど、合計で271億円（同14億円増）要求される

とともに、将来の日本を支える「グローバル人材の原石」である在留邦人の子の学びの保障、国内同

等の学びの環境整備、在外教育施設ならではの教育の充実を推進する「在外教育施設の戦略的な機能

強化」が190億円（同10億円）要求された。 

文教関係予算の「４．誰もが学ぶことができる機会の保障」では、「障害学生支援ネットワークの

形成支援及び連携の推進」、「専門的知識を有する障害学生支援人材の育成・教職員の理解啓発に向

けた研修実施」、「大学等や学生等からの相談への対応及び大学等に対する支援機器の貸出」や「規

模や体制にかかわらずすべての大学等が活用できる障害学生支援の好事例の収集・発信」を内容とす

る「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」が0.5億円（同同額）、障害者の持続的な学びの基

盤を整備する「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」が１億円（同0.13億円増）要求さ

れた。 

「リ・スキリングを含めたリカレント教育等社会人が学び直す機会の拡充」を目指しての「大学・

専門学校・高等専門学校等を活用した社会人向けの実践的なプログラムの開発・拡充」では、大学・

大学院が地域や産業界と連携・協働して、経営者を含む地域や産業界の人材育成ニーズを踏まえたリ

カレント教育プログラムを開発し、リカレント教育による産学官連携プラットフォームや、産学連携

の協働体制の構築を促進することで、産業界・個人・大学によるリカレント教育エコシステムの構築

の支援する「リカレント教育エコシステム構築支援事業」が新規で26億円（皆増）、社会人を対象に、

デザイン思考・アート思考の養成、分野横断型の学修を経て、創造的な発想をビジネスにつなぐ教育

プログラムの開発及び拠点の形成を行う「大学等における価値創造人材育成拠点の形成」が0.8億円

（同同額）、女性のキャリアアップ・キャリアチェンジに向けた学び直しやキャリア形成等の総合的

支援を行う「女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業」が0.2億円（同0.5億円
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は、こども家庭庁計上分も含めて事項要求（前年度予算6,412億円）とされた。 

文教関係予算の「３．高等教育機関の多様なミッションの実現」では、「高度専門人材の育成等の

推進」を目指して、各大学等が数理・データサイエンス・AI教育を実施するための施策を展開する

「数理・データサイエンス・AI人材育成の推進」として22億円（同１億円減）要求された。また、

「１．質の高い公教育の推進」では、「高等学校改革の推進」を目指して、情報、数学等の教育を重

視するカリキュラムを実施するとともに、専門的な外部人材の活用や大学等との連携などを通じて 

ICTを活用した探究的・文理横断的・実践的な学びを強化する学校などに対して、そのために必要な

環境整備の経費を支援する「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」が新規に107億円（皆

増）要求されるなど、探究・文理横断・実践的な学びの推進により、高校生の学習意欲を喚起し、可

能性及び能力を最大限に伸長するとともに、柔軟で質の高い学びの推進により、多様な学習ニーズへ

の対応と質保証を実現する「高等学校改革の推進」全体で、令和５年度補正予算における100億円に

続いて114億円（同106億円増）要求されるとともに、「学校における働き方改革の更なる加速化、教

師の処遇改善、学校の指導・運営体制の充実、教師の育成支援の一体的な推進」を目指して、教員養

成学部・大学と教育委員会が連携・協働した教員養成の取組強化に係る経費を一定期間支援するとと

もに、大学入学者選抜における「地域教員希望枠」の導入や地域課題に対応したコース・カリキュラ

ム構築、高校生に対する特別プログラムの構築・拡充により、大学における地域貢献機能を充実する

「地域教員希望枠を活用した教員養成大学・学部の機能強化」が５億円（同同額）要求された。 

科学技術予算は、「１．我が国の抜本的な研究力向上と優秀な人材の育成」、「２．Society5.0を

実現し未来を切り拓くイノベーション創出とそれを支える基盤の強化」、「３．重点分野の研究開発

の戦略的な推進」並びに「４．国民の安全・安心やフロンティアの開拓に資する課題解決型研究開発

の推進」の四つの柱からなる。 

「１．我が国の抜本的な研究力向上と優秀な人材の育成」では、「科学技術・イノベーション人材

の育成・確保」、「基礎研究をはじめとする抜本的な研究力の向上」と「科学技術・イノベーション

の戦略的な国際展開」が目指され、「科学技術・イノベーション人材の育成・確保」では、優れた若

手研究者に対して、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びな

がら研究に専念する機会を与え、わが国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保

を図る「特別研究員制度」が174億円（同11億円増）、わが国全体の研究開発マネジメント人材の量

的不足の解消及び質の向上を図るとともに、適切な処遇・キャリアパスの確立を推進すべく、体制強

化機関への支援と研修提供機関への支援を行う「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」

が新規に15億円（皆増）要求されるなど、令和６年３月に文部科学大臣を座長とする「博士人材の社

会における活躍促進に向けたタスクフォース」がとりまとめた「『博士人材活躍プラン』に基づく取

り組みの拡充」として、総額336億円（同89億円増）要求された。 

「基礎研究をはじめとする抜本的な研究力の向上」では、人文学・社会科学から自然科学まですべ

ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）

を格段に発展させることを目的とする競争的研究費である「科学研究費助成事業（科研費）」が 

2,492億円（同115億円増）、国が定めた戦略目標の下、組織・分野の枠を越えた時限的な研究体制

（ネットワーク型研究所）の構築により、イノベーションの源泉となる基礎研究の戦略的な推進と、

チーム型研究のCREST、若手の登竜門となっている「さきがけ」、卓越したリーダーによるERATO等の

競争的研究費を通じた戦略目標の達成を目指し、令和７年度においては、１）「科学技術・イノベー
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ション基本計画」で示された方向性（多様で卓越した研究成果の創出・蓄積、研究者への切れ目ない

支援の実現）に基づき、若手への重点支援と実力研究者（中堅・シニア）への切れ目ない支援を推進

する、２）さきがけ研究者のキャリアップを後押しするべく独立時の研究室立ち上げ（スタートアッ

プ）を支援する、３）CREST・さきがけの研究の増額により、研究成果の着実な創出を支えることを

内容とする「戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）」が469億円（同32億円増）、「世界を

先導する卓越研究と国際的地位の確立」、「国際的な研究環境と組織改革」と「次代を先導する価値

創造」の三つのミッションを掲げ、大学等への集中的な支援により研究システム改革等の取り組みを

促進し、高度に国際化された研究環境と世界トップレベルの研究水準を誇る国際研究拠点の充実・強

化を図る「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」が76億円（同４億円増）要求された。 

「科学技術・イノベーションの戦略的な国際展開」では、令和６年６月に閣議決定された『骨太方

針2024』や『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年』等に基づき、G7を始めとした

同志国やASEAN・インドを含むグローバル・サウスとの国際共同研究、人材交流等、科学技術の国際

展開に資する施策を推進するための「科学技術・イノベーションの戦略的な国際展開」を目指して、

海外の優秀な人材の獲得、国際頭脳循環、及び海外の国・地域との友好関係強化や科学技術外交への

貢献を目的として、科学技術分野における海外との青少年交流を促進すべく、科学技術分野における

インドとの人的交流を強化する「国際青少年サイエンス交流事業」が23億円（同８億円増）、優秀な

外国人若手研究者等を大学等研究機関に招へいし、我が国の研究者と外国人若手研究者等との研究協

力関係を通じ、国際化の進展を図るとともに、優秀な人材を呼び込むため、世界に伍する待遇として

家族帯同支援を行う「外国人研究者招へい事業」が39億円（同５億円増）、博士の学位を有する優れ

た若手研究者を海外に派遣し、大学等研究機関において長期間（２年間）研究に専念できるよう支援

すべく、支給額の増額や家族帯同支援の強化、帰国後の研究を支援するための科学研究費助成事業と

の連携を行い、優れた若手研究者が世界を舞台にポテンシャルを最大限に発揮できる環境を整備する

「海外特別研究員事業」が39億円（同14億円増）、新興国や多国間を中心として、多様な分野・体制

を設け最適な協力形態を組み、 相手国との合意に基づく国際共同研究を推進する「戦略的国際共同

研究プログラム（SICORP）」が12億円（同１億円増）、開発途上国のニーズに基づき地球規模課題の

解決と将来的な社会実装に向けた国際共同研究を推進すべく、国際協力によるSTI for SDGsを体現す

るプログラムである「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）」が21億円（同２

億円増）要求されるなど、全体で168億円（同27億円増）要求された。 

「２．Society5.0を実現し未来を切り拓くイノベーション創出とそれを支える基盤の強化」では、

「科学技術イノベーション・システムの構築」を目指して、研究力の飛躍的向上に向けて、大学間で

の連携も図りつつ、研究活動の国際展開や社会実装の加速・レベルアップの実現に必要なハードとソ

フトが一体となった環境構築の取り組みを支援する「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」が

２億円（同同額）、令和２年７月に選定されたスタートアップ・エコシステム拠点都市において、大

学発スタートアップの創出やその基盤となる人材育成に取り組み、エコシステムの形成を推進すると

ともに、拠点都市外の地域にも支援を拡充し、より早期からアントレプレナーシップ教育を展開すべ

く、小中高生向けのプログラムの実施により、アントレプレナーシップを備えた人材の裾野を拡大す

るとともに、起業を目指す大学院生を対象に、起業に必要な知見や能力を身につける実践的なプログ

ラムを開発・実施し、大学発等スタートアップ創出力を強化する「大学発新産業創出プログラム

（START）」が24億円（同４億円増）、大学生等のアントレプレナーシップ醸成を促進するとともに、
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第一線で活躍する起業家等（アントレプレナーシップ推進大使）を小中高の学校現場に派遣し、小中

高生が広くアントレプレナーシップを認知・理解する機会を提供する「全国アントレプレナーシップ

醸成促進事業」が２億円（同１億円増）、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に基づく未来のありた

い社会像を拠点ビジョン（地域共創分野では地域拠点ビジョン）の達成に向けた、「バックキャスト

によるイノベーションに資する研究開発」と「自立的・持続的な拠点形成が可能な産学官共創システ

ムの構築」をパッケージで推進するとともに、大学の可能性を最大限引き出す産学官共創拠点を拡充

すべく、令和７年度からは新たに「課題解決に寄与するグローバル水準の研究成果とイノベーション

の創出」と「産学官共創を牽引する研究者の育成及び拠点の機能強化」を推進する「共創の場形成支

援～知と人材が集積するイノベーション・エコシステム～」が141億円（同７億円増）、多様かつ優

れたシーズの掘り起こし、「学」と「産」のマッチングを行うとともに、強力なハンズオン支援の下

でシームレスに実用化につなげ、企業等への橋渡しを促進するとともに、産学連携研究のノウハウを

提供することで、共同研究体制構築や実用化・事業化の確度の向上を図る「研究成果最適展開支援プ

ログラム（A-STEP）」が48億円（同１億円増）、スタートアップと大企業の協働や、研究開発支援な

どスタートアップ成長を支援していくための大学・スタートアップ・大企業等の次世代型オープンイ

ノベーション（シン・オープンイノベーション）のモデルを形成するとともに、大学等のオープンイ

ノベーションに係る情報収集・分析や情報共有の場の形成を行うことを通じて、スタートアップの創

出支援から成長支援まで一貫した支援を行う仕組みや体制を大学等に構築し、大学発スタートアップ

の量・質の拡大を目指す「次世代型オープンイノベーションのモデル形成（シン・オープンイノベー

ション）」が新規に２億円（皆増）要求されるなど、全体で243億円（同17億円増）要求された。 

「３．重点分野の研究開発の戦略的な推進」では、「AI、量子技術、マテリアル、健康・医療等の 

国家戦略を踏まえた研究開発」を目指しての「次世代半導体のアカデミアにおける研究開発・基盤整

備・人材育成」にかかわって、AIロボット等が普及する未来社会を見据え、次世代エッジAI半導体の

ユースケースを日本から生み出すことを目指し、次世代エッジAI半導体開発とユースケース開発（革

新的AIロボット研究）を一体的に実施する「次世代エッジAI半導体・フィジカルインテリジェンスの

統合的研究開発」が新規に42億円（皆増）、全国の研究機関に点在する半導体研究基盤を連携・強化

し、幅広いユーザーからのアクセスを可能とするためのネットワーク（半導体基盤プラットフォー

ム）を構築することで、わが国の半導体分野の研究開発・人材育成の底上げと裾野拡大を目指す「半

導体基盤プラットフォームの構築」が新規に34億円（皆増）要求されるなど、合計で新規に94億円

（皆増）要求された。 

「生成AIの開発力強化と人材育成の推進」にかかわっては、生成AIモデルに関する基盤的な研究

力・開発力を醸成し、生成AIモデルの透明性・信頼性の確保に向けた研究開発を実施するとともに、

画像・音声など多様なモダリティのデータを扱うことのできるマルチモーダルモデルに関する研究開

発を行う「生成AIモデルの透明性・信頼性の確保に向けた研究開発拠点形成」が52億円（同45億円

増）、特定科学分野（ドメイン）に強い他の研究機関と連携し、ドメイン指向の科学研究向けAI基盤

モデル（科学基盤モデル）を開発するとともに、米国のAI for Scienceの中核機関とも深く連携する

ことで、多様な分野における科学研究の革新をねらう「科学研究向けAI基盤モデルの開発・共用

（TRIP-AGIS）が44億円（同27億円増）、世界最先端の研究者を糾合し、深層学習の原理の解明や社

会課題の解決等に向け、革新的なAI基盤技術の研究開発や我が国の強みであるビッグデータを活用し

た研究開発等を推進する「革新知能統合研究センター（AIPセンター）」が37億円（同６億円増）、
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「戦略的創造研究推進事業」の一部として、AIやビッグデータ等における若手研究者の独創的な発想

や、新たなイノベーションを切り拓く挑戦的な研究課題を支援し、「AIPネットワークラボ」として

の一体的運営により、課題選考から研究推進まで幅広いフェーズでの研究領域間の連携を促進するた

めの「科学技術振興機構（ファンディング）」が52億円（同27億円増）要求されるなど、合計で186

億円（同53億円増）要求された。 

また、Society5.0以降を見据えた未来社会における大きな社会変革を実現可能とする革新的な情報

通信技術の創出と、革新的な構想力を有した高度研究人材の育成に取り組み、わが国の情報通信技術

の強化を実現する「情報通信科学・イノベーション基盤創出（CRONOS)」が、戦略的創造研究推進事

業の一環として21億円（同12億円増）要求されたほか、研究者の研究活動と、大学病院・医学部とし

ての研究環境改善に係る取り組み（例：研究時間の確保、他分野・他機関との連携強化、一定の流動

性の確保等）とを一体的に支援することにより、医学系研究の研究力を抜本的に強化する「医学系研

究支援プログラム」が新規に26億円（皆増）要求された。 

「４．国民の安全・安心やフロンティアの開拓に資する課題解決型研究開発の推進」では、「宇

宙・航空分野の研究開発の推進」を目指して、非宇宙分野から宇宙分野への参入促進や、新たな宇宙

産業・利用ビジネスの創出、事業化へのコミット拡大等の観点から宇宙分野への関与・裾野拡大を図

るため、内閣府等と連携し、宇宙戦略基金による民間企業・大学等の技術開発への支援を強化・加速

する「宇宙戦略基金による民間企業・大学等の技術開発支援」が、令和５年度補正予算における 

1,500億円に続いて、新規に25億円（皆増）要求された。 

また、「環境エネルギー分野の研究開発の推進」を目指して、2050年カーボンニュートラル実現等

への貢献を目指し、従来の延長線上にない、非連続なイノベーションをもたらす革新的技術に係る基

礎研究を推進する「先端的カーボンニュートラル技術開発（ALCA-Next）」が戦略的創造研究推進事

業の一環として29億円（同13億円増）、大学等が地域と連携し、人文・社会科学の知見も活用しなが

ら、地域がカーボンニュートラル実現に向けた計画づくりをする際に活用できる科学的知見を生み出

す研究開発を推進する「大学の力を結集した、地域の脱炭素化加速のための基盤研究開発」が0.6億

円（同同額）要求されるなど、「カーボンニュートラルの実現に貢献する研究開発」全体では、451

億円（同112億円増）要求された。 

「Ⅰ．デフレ完全脱却、持続可能な経済社会の実現に向けた経済財政政策の推進」、「Ⅱ．フロン

ティアの開拓、科学技術の振興・イノベーションの促進」、「Ⅲ．デジタルの力を活用した地方創生

と地域における社会課題への対応」、「Ⅳ．幸せを実感できる包摂社会の実現」、「Ⅴ．経済安全保

障、防災・減災など安全・安心な暮らしの実現」並びに「Ⅵ．国民生活を支えるための行政基盤の整

備」の六つの柱からなる内閣府の概算要求では、「Ⅱ．フロンティアの開拓、科学技術の振興・イノ

ベーションの促進」を目指しての「２．科学技術・イノベーションへの投資」では、「科学技術・イ

ノベーション政策の戦略的推進」として、総合科学技術・イノベーション会議が主導し、府省・分野

の枠を超えた横断型プログラムである「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」、民間投資

誘発効果の高い領域等に各省庁施策を誘導する「研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム

（BRIDGE）」等を推進し、『第６期科学技術・イノベーション基本計画』に基づき、わが国が目指す

将来像（Society5.0）の実現に向けて、バックキャストで設定した課題について、フィージビリティ

スタディを通じて絞り込んだ技術・事業の両面からインパクトが大きいテーマをSIPにおいて推進す

る「科学技術イノベーション創造推進費」が、重要政策推進枠の56億円を含めて555億円（同同額）、
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わが国経済の新陳代謝を促し、継続的な経済発展を遂げるために、スタートアップの大規模な成長と 

グローバルマーケットへの進出を可能とする「世界に伍するスタートアップ・エコシステム」を形成

すべく、スタートアップのグローバル展開促進のための支援及びスタートアップ・エコシステム拠点

都市やバイオコミュニティの機能強化を推進する「グローバル・スタートアップ・アクセラレーショ

ンプログラムの推進」が重要政策推進枠で新規に32億円（皆増）、国内外のスタートアップ等との連

携を通じたイノベーション・エコシステムのハブを形成するとともに、海外トップ大学・研究機関等

と連携し、わが国全体のイノベーション・エコシステムの構造改革を促進すべく、フラッグシップ拠

点たるグローバル・スタートアップ・キャンパスの創設を目指し、構想の具体化に向けた取り組みを

推進する「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の推進」が重要政策推進枠で新規に16億円

（皆増）要求されるなど、657億円＋事項要求（同68億円増）要求された。 

また、「Ⅲ．デジタルの力を活用した地方創生と地域における社会課題への対応」を目指しての

「１．地方創生の新展開等」では、「デジタル田園都市国家構想の実現による新たな地方創生の推

進」 として、デジタル田園都市国家構想の実現による地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速

化・深化する観点から、観光や農林水産業の振興等の地方創生に資する取組や拠点施設の整備など、

各地方公共団体の意欲的な取組を支援するとともに、半導体等の戦略分野に関する国家プロジェクト

の生産拠点の整備に際し必要となる関連インフラの整備を支援する「デジタル田園都市国家構想交付

金」が、重要政策推進枠の300億円を含めて1,200億円（同200億円増）、地方大学・産業創生法に基

づく交付金として、首長のリーダーシップの下、産業創生・若者雇用創出を中心とした地方創生と、

地方創生に積極的な役割を果たすための組織的な大学改革に一体的に取り組む地方公共団体を重点的

に支援し、地域産業創生の駆動力となる特定分野に強みを持つ地方大学づくりを各地で進め、地域に

おける若者の修学・就業を促進する「地方大学・地域産業創生交付金」が、重要政策推進枠の２億円

を含めて18億円（同同額）、地方大学・地域産業創生交付金におけるデジタル技術等を活用した地域

の取り組みについて、調査・評価体制等を整備するとともに、地域における若者の修学・就業の促進

に資する真に優れた取り組みを支援する「地方大学・地域産業創生のための調査・支援事業」が重要

政策推進枠の0.15億円を含めて１億円（同0.01億円増）、マッチングサイトの運用等により地方公共

団体と大学等の連携を強化するとともに、デジタル技術等も活用した効果的な地域課題の解決等に資

する東京圏の大学等による地方へのサテライトキャンパス設置や地域の拠点における活動を促進する

「地方へのサテライトキャンパス設置等に関するマッチング支援事業」が、重要政策推進枠の0.08億

円を含めて0.2億円（同0.04億円増）、地方公共団体と高等学校等が連携し、高校生の地域留学を推

進するための取り組みを支援する「高校生の地域留学の推進のための高校魅力化支援事業」が重要政

策推進枠の0.45億円を含めて1.5億円（同同額）要求された。 

 

１－３ 令和６年度補正予算の内容 

 

政府は、「国民の皆様の暮らしが豊かになったと感じるためには、現在や将来の賃金・所得が増え

ていくことが必要である」との基本認識のもと、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現、

賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を確実なものとすることを目指して、『国民の安心・安

全と持続的な成長に向けた総合経済対策～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～』を11月

22日に閣議決定した。 
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点たるグローバル・スタートアップ・キャンパスの創設を目指し、構想の具体化に向けた取り組みを

推進する「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の推進」が重要政策推進枠で新規に16億円

（皆増）要求されるなど、657億円＋事項要求（同68億円増）要求された。 

また、「Ⅲ．デジタルの力を活用した地方創生と地域における社会課題への対応」を目指しての

「１．地方創生の新展開等」では、「デジタル田園都市国家構想の実現による新たな地方創生の推

進」 として、デジタル田園都市国家構想の実現による地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速

化・深化する観点から、観光や農林水産業の振興等の地方創生に資する取組や拠点施設の整備など、

各地方公共団体の意欲的な取組を支援するとともに、半導体等の戦略分野に関する国家プロジェクト

の生産拠点の整備に際し必要となる関連インフラの整備を支援する「デジタル田園都市国家構想交付

金」が、重要政策推進枠の300億円を含めて1,200億円（同200億円増）、地方大学・産業創生法に基

づく交付金として、首長のリーダーシップの下、産業創生・若者雇用創出を中心とした地方創生と、

地方創生に積極的な役割を果たすための組織的な大学改革に一体的に取り組む地方公共団体を重点的

に支援し、地域産業創生の駆動力となる特定分野に強みを持つ地方大学づくりを各地で進め、地域に

おける若者の修学・就業を促進する「地方大学・地域産業創生交付金」が、重要政策推進枠の２億円

を含めて18億円（同同額）、地方大学・地域産業創生交付金におけるデジタル技術等を活用した地域

の取り組みについて、調査・評価体制等を整備するとともに、地域における若者の修学・就業の促進

に資する真に優れた取り組みを支援する「地方大学・地域産業創生のための調査・支援事業」が重要

政策推進枠の0.15億円を含めて１億円（同0.01億円増）、マッチングサイトの運用等により地方公共

団体と大学等の連携を強化するとともに、デジタル技術等も活用した効果的な地域課題の解決等に資

する東京圏の大学等による地方へのサテライトキャンパス設置や地域の拠点における活動を促進する

「地方へのサテライトキャンパス設置等に関するマッチング支援事業」が、重要政策推進枠の0.08億

円を含めて0.2億円（同0.04億円増）、地方公共団体と高等学校等が連携し、高校生の地域留学を推

進するための取り組みを支援する「高校生の地域留学の推進のための高校魅力化支援事業」が重要政

策推進枠の0.45億円を含めて1.5億円（同同額）要求された。 

 

１－３ 令和６年度補正予算の内容 

 

政府は、「国民の皆様の暮らしが豊かになったと感じるためには、現在や将来の賃金・所得が増え

ていくことが必要である」との基本認識のもと、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現、

賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を確実なものとすることを目指して、『国民の安心・安

全と持続的な成長に向けた総合経済対策～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～』を11月

22日に閣議決定した。 
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同総合経済対策は、「第１章 経済の現状・課題及び経済対策の基本的考え方」、「第２章 国民

の安心・安全と持続的な成長に向けた具体的施策」からなる。「第１章 経済の現状・課題及び経済

対策の基本的考え方」では、「２．経済対策の基本的考え方」として、「経済対策は、以下の３本の

柱で構成し、予算、財政投融資、税制、制度・規制改革など、あらゆる政策手段を総動員する」とし

たうえで、３本の柱として「日本経済・地方経済の成長～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増

やす～」、「物価高の克服～誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける～」並びに

「国民の安心・安全の確保～成長型経済への移行の礎を築く～」を掲げた。 

「第２章 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた具体的施策」では、第一の柱である「日本経

済・地方経済の成長～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～」について、１）賃上げ環境

の整備～足元の賃上げに向けて～、２）新たな地方創生施策（「地方創生2.0」）の展開～全国津々

浦々の賃金・所得の増加に向けて～、３）「投資立国」及び「資産運用立国」の実現～将来の賃金・

所得の増加に向けて～を掲げた。 

そしてそれらの具体的施策として、「１）賃上げ環境の整備」では、「持続的・構造的賃上げに向

けた三位一体の労働市場改革を推進する」としたうえで、「改正雇用保険法によるリ・スキリング支

援策について周知広報を行い、デジタル分野等を含め、就職氷河期世代を始めとする全世代のリ・ス

キリングを支援する」、「産官学連携によるリカレント教育プログラムの実施を支援する」などとし、

文部科学省関連の「施策例」として、「リカレント教育エコシステム構築支援事業」を掲げた。 

「２）新たな地方創生施策（「地方創生2.0」）の展開」では、「「新しい地方経済・生活環境本

部」による新たな地方創生の起動」において、「既に地方に居住している人の流出を防止するととも

に、都市部から地方への移住を拡大する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくる」ため、

「地方創生の交付金を当初予算ベースで倍増することを目指す」、「「新しい地方経済・生活環境創

生交付金」を創設」するとした。また、「地域の生活環境を支える基幹産業等の活性化」において、

「中堅・シニア世代等の医師を対象としたリカレント教育や医師少数地域の医療機関とのマッチング

を支援する」、「地域枠学生を受け入れる大学の地域枠センター（仮称）の設置を支援する」とする

とともに、「民間事業者を含む地域の多様なステークホルダーが地方公共団体と連携し、事業分野の

垣根を越え、行政区域にとらわれずに、暮らしに必要なサービスの持続的な提供を行おうとする先導

的な取組について、実施体制の構築、仕組みの検討から事業の実施までを一体的に支援することによ

って、地域経営主体を育成し、「地域生活圏」の形成につなげる」として、総務省関連の「施策例」

として、「大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト」を掲げた。 

「３）「投資立国」及び「資産運用立国」の実現」では、「潜在成長率を高める国内投資の拡大」

の観点から、「科学研究費助成事業における「国際・若手支援強化枠」の創設」、「研究・教育に資

する基盤整備に向けた附属病院を含む大学における最先端研究・教育設備の導入を支援」するとして、

文部科学省関連の「施策例」として、「科学研究費助成事業（科研費）における国際性・若手研究者

支援の強化」、「医学系研究支援プログラム」を掲げた。また、「人生100年時代を見据え、いわば

「大人の義務教育」として、定期的かつ継続的なリ・スキリングによるデジタルスキルの習得・更新

を支援し、全世代のデジタルリテラシーを底上げする」、「政府として、こうした取組を体系的に推

進し、デジタル人材の質・量の確保、高齢世代を含めた就労者の労働生産性の向上につなげる」、

「高校段階からのデジタル人材育成を強化するため、デジタルを活用した探究・文理横断・実践的な

学びや産業界と連携した最先端の職業人材育成の取組等を行うDXハイスクールを拡大する」などとし、

-29-



30 

 

文部科学省関連の「施策例」として、「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」、「教育DX

を支える基盤的ツールの整備・活用」を掲げた。 

また、「イノベーションを牽引するスタートアップへの支援」の観点では、「イノベーションを生

み出し、我が国経済の潜在成長率を高める重要な存在であるスタートアップについて、資金・人材面

での課題への対応を支援する」としたうえで、「大学の優れた研究シーズの起業や商用化に向け、建

設・運輸分野、環境分野やICT分野の研究開発・拠点整備・人材育成を支援するとともに、有望なデ

ィープテック・スタートアップの研究開発から量産時の設備投資までを支援する」、「地域の大学が

持つ技術的な強みを活かし、大学と企業による共同研究の設備やスタートアップのインキュベーショ

ン施設といったオープンイノベーション拠点の整備を支援する」とした。 

第三の柱である「国民の安心・安全の確保～成長型経済への移行の礎を築く～」については、「自

然災害からの復旧・復興」、「防災・減災及び国土強靭化の推進」、「外交・安全保障環境の変化へ

の対応」並びに「「誰一人取り残されない社会」の実現」の４項目を掲げた。そのうち「「誰一人取

り残されない社会」の実現」では、「公教育の再生を始めとする学びの支援」として、「多子世帯の

学生の授業料無償化について、必要とする者に確実に経済的支援を届けるため、実施体制に万全を期

す」とした。また、「女性・高齢者の活躍・参画の推進」として、「STEM分野でのジェンダー・ギャ

ップを縮小させ、イノベーション領域で女性が公平に評価され、活躍できるよう環境を整備する」、

「地方を含め、理工農分野への学部転換や情報系分野の増員を行う大学を支援する中で、民間企業と

連携し、理工農分野における女子学生の修学や卒業後の活躍機会の確保の支援に取り組む」や「理系

分野を目指す女子の育成に資するため、ロールモデルによる理系の魅力の発信を進める」などとした。 

そして、今回の総合経済対策の規模として、第一の柱である「日本経済・地方経済の成長～全ての

世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～」については10.4兆円程度（事業規模19.1兆円程度）、第

二の柱である「物価高の克服～誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける～」につい

ては4.6兆円程度（事業規模12.7兆円程度）、第三の柱である「国民の安心・安全の確保～成長型経

済への移行の礎を築く～」については6.9兆円程度（事業規模7.2兆円程度）を財政支出とし、全体で

は財政支出が21.9兆円程度（事業規模39.0兆円程度）を見込み、21.9兆円の財政支出については、国

の一般会計で13.9兆円、特別会計で0.9兆円、財政投融資で1.1兆円を賄うとした。 

その後、政府では『国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策～全ての世代の現在・

将来の賃金・所得を増やす～』を実施するために必要な経費の追加等を行う一方、歳入面において、

最近までの収入実績等を勘案して租税及印紙収入の増収を見込むとともに、前年度剰余金の受入や公

債金の増額等を行うことを内容とする令和６年度補正予算を12月９日に閣議決定した。同補正予算は

同日開催の国会に提出され、衆議院における修正議決を経て、12月17日に成立した。 

その内容は、一般会計における歳出の追加事項は、１）「日本経済・地方経済の成長～全ての世代

の現在・将来の賃金・所得を増やす～」ための経費として５兆7,505億円、２）物価高の克服～誰一

人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける～」ための経費として３兆3,897億円、３）国

民の安心・安全の確保～成長型経済への移行の礎を築く～」ための経費として４兆7,909億円となり、

これらの総合経済対策に対応する追加額は合計13兆9,310億円を計上した。そしてこのほかに、その

他の経費を1,768億円、国債整理基金特別会計への繰入を4,259億円、地方交付税交付金を１兆398億

円、それぞれ増額することとし（地方交付税交付金は、総合経済対策を実施するために必要な経費分

7,926億円と合わせて、全体で１兆8,324億円）、他方、既定経費の減額として１兆6,303億円の修正
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文部科学省関連の「施策例」として、「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」、「教育DX

を支える基盤的ツールの整備・活用」を掲げた。 

また、「イノベーションを牽引するスタートアップへの支援」の観点では、「イノベーションを生

み出し、我が国経済の潜在成長率を高める重要な存在であるスタートアップについて、資金・人材面

での課題への対応を支援する」としたうえで、「大学の優れた研究シーズの起業や商用化に向け、建

設・運輸分野、環境分野やICT分野の研究開発・拠点整備・人材育成を支援するとともに、有望なデ

ィープテック・スタートアップの研究開発から量産時の設備投資までを支援する」、「地域の大学が

持つ技術的な強みを活かし、大学と企業による共同研究の設備やスタートアップのインキュベーショ

ン施設といったオープンイノベーション拠点の整備を支援する」とした。 

第三の柱である「国民の安心・安全の確保～成長型経済への移行の礎を築く～」については、「自

然災害からの復旧・復興」、「防災・減災及び国土強靭化の推進」、「外交・安全保障環境の変化へ

の対応」並びに「「誰一人取り残されない社会」の実現」の４項目を掲げた。そのうち「「誰一人取

り残されない社会」の実現」では、「公教育の再生を始めとする学びの支援」として、「多子世帯の

学生の授業料無償化について、必要とする者に確実に経済的支援を届けるため、実施体制に万全を期

す」とした。また、「女性・高齢者の活躍・参画の推進」として、「STEM分野でのジェンダー・ギャ

ップを縮小させ、イノベーション領域で女性が公平に評価され、活躍できるよう環境を整備する」、

「地方を含め、理工農分野への学部転換や情報系分野の増員を行う大学を支援する中で、民間企業と

連携し、理工農分野における女子学生の修学や卒業後の活躍機会の確保の支援に取り組む」や「理系

分野を目指す女子の育成に資するため、ロールモデルによる理系の魅力の発信を進める」などとした。 

そして、今回の総合経済対策の規模として、第一の柱である「日本経済・地方経済の成長～全ての

世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～」については10.4兆円程度（事業規模19.1兆円程度）、第

二の柱である「物価高の克服～誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける～」につい

ては4.6兆円程度（事業規模12.7兆円程度）、第三の柱である「国民の安心・安全の確保～成長型経

済への移行の礎を築く～」については6.9兆円程度（事業規模7.2兆円程度）を財政支出とし、全体で

は財政支出が21.9兆円程度（事業規模39.0兆円程度）を見込み、21.9兆円の財政支出については、国

の一般会計で13.9兆円、特別会計で0.9兆円、財政投融資で1.1兆円を賄うとした。 

その後、政府では『国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策～全ての世代の現在・

将来の賃金・所得を増やす～』を実施するために必要な経費の追加等を行う一方、歳入面において、

最近までの収入実績等を勘案して租税及印紙収入の増収を見込むとともに、前年度剰余金の受入や公

債金の増額等を行うことを内容とする令和６年度補正予算を12月９日に閣議決定した。同補正予算は

同日開催の国会に提出され、衆議院における修正議決を経て、12月17日に成立した。 

その内容は、一般会計における歳出の追加事項は、１）「日本経済・地方経済の成長～全ての世代

の現在・将来の賃金・所得を増やす～」ための経費として５兆7,505億円、２）物価高の克服～誰一

人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける～」ための経費として３兆3,897億円、３）国

民の安心・安全の確保～成長型経済への移行の礎を築く～」ための経費として４兆7,909億円となり、

これらの総合経済対策に対応する追加額は合計13兆9,310億円を計上した。そしてこのほかに、その

他の経費を1,768億円、国債整理基金特別会計への繰入を4,259億円、地方交付税交付金を１兆398億

円、それぞれ増額することとし（地方交付税交付金は、総合経済対策を実施するために必要な経費分

7,926億円と合わせて、全体で１兆8,324億円）、他方、既定経費の減額として１兆6,303億円の修正
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減少を行うこととし、今回の補正による一般会計の歳出総額の増加は１兆3,943億円となっている。
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築」が21億円計上されるなどした。 
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世界の学術研究を先導する国際共同研究を進めるために必要となる中規模研究設備を含む最先端研究

設備の整備等を支援する「大学・高専等における教育研究基盤の強化等」が379億円（成長分野をけ

ん引する私立学校の教育研究の高度化～私立大学等の教育研究環境高度化等による地方創生・国際競
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「DXの推進」では、情報、数学等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、専門的な外

部人材の活用や大学等との連携などを通じてICTを活用した探究的・文理横断的・実践的な学びを強

化する学校などに対して、そのために必要な環境整備の経費を支援する「高等学校DX加速化推進事業

（DXハイスクール）」が74億円計上されるなど、国策であるGIGAスクール構想を着実に推進するため

の一人１台端末の着実な更新や通信ネットワークの改善、次世代校務DX 環境の整備等、自治体への

徹底した伴走支援を実施するほか、生成AI等の先端技術の活用に関する実証を行うとともに、AIの活

用による英語教育や専門高校を含めた高校段階におけるデジタル等成長分野を支える人材育成の抜本
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強化を図る「初等中等教育におけるデジタル人材育成等の強化（基金を含む）」が383億円計上され

るなどした。 

『総合経済対策』の第三の柱である「国民の安心・安全の確保」に関連しては、１）自然災害から

の復旧・復興、２）防災・減災及び国土強靭化の推進、３）「誰一人取り残されない社会」の実現

（公教育の再生を始めとする学びの支援等）」の３項目からなる。 

「自然災害からの復旧・復興」では、令和６年能登半島地震や豪雨等により被害を受けた学校施

設・設備等の災害復旧等を迅速に進める「学校施設の災害復旧等」が337億円（私立学校：29億円、

公立学校・社会教育施設：202億円、国立大学・高専等：63億円、文化財：43億円等）計上され、私

立学校については、被災した私立学校施設の早期復旧のため、激甚災害に対処するための特別の財政

援助等に関する法律等に基づき、私立学校施設の災害復旧に要する経費の一部を補助する「私立学校

施設の災害復旧」が14億円、教育研究活動を被災前の状況に一刻も早く戻すことができるよう、復旧

に要する経費について、私立大学等経常費補助金及び私立高等学校等経常費助成費補助金により支援

する「私立学校教育研究活動復旧費」が６億円、家計支持者が被災等した学生の修学機会を確保すべ

く、授業料の減免等を実施した私立大学等に対し、私立大学等経常費補助金により所要額の一部を補

助（補助率２/３）する「私立大学等の学生に対する授業料減免等」が９億円計上された。 

「防災・減災及び国土強靭化の推進」では、児童生徒・学生等の安心・安全の確保、教育環境の向

上、老朽化対策、耐震対策、防災機能強化、空調設置、トイレ改修、特別支援学校の教室不足対策、

脱炭素化、イノベーション拠点の整備等を推進することに加え、避難所となる学校体育館への空調整

備を加速する「学校施設等の整備」が2,883億円（私立学校：113億円、公立学校・社会体育施設：

2,076億円、国立大学・高専等：624億円、独立行政法人等：70億円）計上された。 

「「誰一人取り残されない社会」の実現（公教育の再生を始めとする学びの支援等）」では、海外

留学支援制度を利用し留学中又は留学予定の日本人留学生が、留学先での物価高騰等の影響下におい

ても留学を継続できるよう支援する「海外留学支援制度を利用する日本人学生の留学継続緊急対策」

が４億円、高度人材の確保等による我が国の内なる国際化を促進するため、優秀な外国人留学生の受

入れ継続に必要となる環境・体制整備を推進するとともに、外国人生徒のキャリア支援等に関する調

査研究を行う「優秀な外国人留学生の受入れ継続に必要な環境・体制整備等」が５億円、多子世帯の

学生等の授業料等無償化に関する制度改正等を踏まえた円滑な奨学金事務の実施に必要となる日本学

生支援機構のシステムを改修する「奨学金業務システムの改修」が25億円計上されるなどした。 

 

１－４ 令和７年度政府予算等の内容と対策活動 

 

１－４－１ 令和７年度政府予算の決定経過と対策活動 

 

 令和６年10月１日の岸田文雄内閣の総辞職を受け、同日に招集された第214回国会（臨時会）の衆

参両院において首相指名投票が行われた。その結果、第102代内閣総理大臣として自由民主党の石破

茂総裁が指名され、石破内閣が発足した。 

10月１日の閣議では、「日本を守る」、「国民を守る」、「地方を守る」並びに「若者・女性の機

会を守る」の四つの柱を掲げ、「国民の納得と共感を得られる政治を実現し、日本を守り、国民を守

り、地方を守り、若者・女性の機会を守る。すべての人に安心と安全をもたらす社会を実現する。そ
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の強い覚悟の下、内閣の総力を挙げて、以下の政策を推し進める」とする『基本方針』を閣議決定し

た。「１）日本を守る」では、「子育て支援に全力を挙げるとともに、地方によって異なる少子化を

めぐる状況にも目を向け、若者・女性に選ばれる地方、多様性のある地域分散型社会づくりを目指

す」としたほか、「２）地方を守る」では、「『地方こそ成長の主役』との発想に基づき、少子高齢

化や人口減少にも対応するため、地方創生2.0を起動するべく、集中的に取り組む基本構想を策定し、

実行する」などとした。 

第214回国会（臨時会）は会期末を迎え、衆議院は10月９日の本会議で解散され、10月15日公示、

10月27日投開票による第50回衆議院議員総選挙が行われた。11月11日には、第215回国会（特別会）

が召集され、衆参両院の本会議で内閣総理大臣指名選挙が行われ、第103代内閣総理大臣として自由

民主党の石破茂総裁が指名され、その後、第２次石破内閣が発足した。 

11月11日の閣議では、第１次内閣発足時と同様に、「日本を守る」、「国民を守る」、「地方を守

る」並びに「若者・女性の機会を守る」の四つの柱からなる『基本方針』を閣議決定し、「国民を守

る」では、１）成長分野に官民挙げての思い切った投資を行い、「賃上げと投資が牽引する成長型経

済」を実現しつつ、財政状況の改善を進め、力強く発展する、危機に強靱な経済・財政を実現する、

２）コストカット型経済から高付加価値創出型経済へ移行しながら、持続可能なエネルギー政策を確

立し、イノベーションとスタートアップ支援を強化する、３）賃上げと人手不足緩和の好循環に向け、

生産性と付加価値の向上、実質賃金の増加を実現する、４）多様な人生の在り方、多様な人生の選択

肢を実現できる柔軟な社会保障制度を構築する、などとし、「地方を守る」では、１）少子高齢化や

人口減少にも対応するため、新しい地方経済・生活環境創生本部の下、集中的に取り組む基本構想を

策定し、実行する、２）各省庁の縦割りやバラマキを排するため、各省庁連携して施策を「統合化」、

「重点化」して取り組む、３）新たな地方創生交付金については、令和７年度予算で倍増を目指し、

施策の質・量ともに大幅に充実させる、４）子育て支援に全力を挙げるとともに、地域によって異な

る少子化をめぐる状況にも目を向け、若者・女性に選ばれる地方、多様性のある地域分散型社会づく

りを目指す、などとした。また、「若者・女性の機会を守る」では、「あらゆる人が最適な教育を受

けられる社会をつくるとともに、あらゆる組織の意思決定に女性が参画するための取組を推進し、若

者・女性、それぞれの方々の幸せ、そして人権が守られる社会を実現する」とした。 

連合会では、11月７日に開催された自由民主党の学校耐震化・施設整備等促進議員連盟総会におい

て、私立大学の耐震化、施設設備等の現状と課題について、地域防災、社会イノベーション、地方創

生への貢献の観点から意見発表を行うとともに、同議員連盟が「政府は、当初予算に限らず補正予算

も含めてあらゆる手段で財源を確保し、学校施設整備を強力に推進するよう、下記事項の実現に万全

を期すべきである」としたうえで、私立学校施設についても、１）防災機能強化のため、耐震対策や

空調設備の整備、照明設備のLED化、トイレ等のバリアフリー化等を推進すること、２）成長分野に

おける研究開発成果の社会実装を加速させるため、教育研究環境を一層高度化・強化すること、とし、

「これらの実現に向け、国公立学校と同水準の支援を目指しつつ、恒常的に必要な予算額を十分に確

保すること。併せて、耐震改築への補助制度の継続や、幼稚園における預かり保育やこども誰でも通

園制度の実施に必要な支援等を講じること」などを要望した『令和７年度予算等における学校施設整

備のための予算確保に関する緊急要望』に基づき、同連盟議員とともに加藤財務大臣への要望活動を

展開した（資料編 資料１－５）。 

また、全私学連合では、11月19日開催の自由民主党の予算・税制等に関する政策懇談会において、
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１）私立大学経常費補助（一般補助）に係る圧縮率の撤廃、２）施設・設備に関する支援拡充、３）

新たな教育財源の確保、４）私立学校法の改正に伴う税制上の措置、５）寄附税制に係る税額控除率

の拡充による外部資金を獲得しやすい環境整備等を要望した。 

政府では、11月１日に経済財政諮問会議を「新内閣・諮問会議における重点課題」と「マクロ経済

運営（金融政策、物価等に関する集中審議）」を議事として開催し、有識者議員４名の連名により提

出された『「日本創生」に向けた新政権の課題』では、「石破総理は、岸田前政権の経済財政政策を

踏襲し、「経済あっての財政」との考え方の下、デフレ脱却最優先の経済・財政運営を行い、「賃上

げと投資が牽引する成長型経済」を実現するとともに、イノベーション、スタートアップ支援の強化

と生産性向上を通じて、コストカット型経済から高付加価値創出型経済へ移行する方針を示された」

としたうえで、「政策運営の基本方針と重要政策への取組」の柱として、「地方創生」、「賃金向上、

人手不足対応」、「投資立国・安定的エネルギー供給」並びに「ハード・ソフト両面での防災・減

災」の４点を掲げ、「賃金向上、人手不足対応」については、「安定的な物価上昇とそれを上回る賃

金の上昇、人手不足解消に向け、人への投資、成長分野への人の移動、働きたい人が働けるための環

境整備等が必要」としたうえで、「リ・スキリングなど就職氷河期世代も対象とした人への投資強化、

女性活躍にもつながる年収の壁等の制度改革、高齢者や外国人等多様な人材の更なる活躍拡大に取り

組むとともに、適切な価格転嫁と生産性向上支援等により、賃上げ・最低賃金引上げの定着に向けた

環境整備を図るべき」として、「諮問会議として、賃金向上に向けて、マクロ経済の観点から集中的

に議論すべき」とした。また、「投資立国・安定的エネルギー供給」については、「成長型経済の実

現に向け、「資産運用立国」の政策を引き継ぐとともに、投資立国の実現、持続可能なエネルギー政

策の確立、イノベーションとスタートアップ支援の強化に取り組むべき」としたうえで、「科学技

術・イノベーション、GX、DX、AI・半導体、バイオ等、産業に思い切った投資が行われる「投資立

国」に向けた官民連携の取組を加速していくべき」、「イノベーション創出や生産性向上の牽引役に

なりうるスタートアップが絶え間なく生み出され、多数のユニコーン企業を創出する仕組みを構築す

るべき」とした。 

また、同じく有識者議員４名の連名により提出された『当面のマクロ経済財政運営と経済対策の方

向性』では、「現下の経済動向に合わせた必要かつ十分な経済対策を講じる一方で、来年度予算は、

骨太方針2024に基づく歳出効率化を継続し、防衛財源など多年度の財政フレームを着実に実行に移す

など、財政健全化の流れを止めず、持続可能な財政構造を確保すべき」とした。 

11月11日開催の財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度分科会では、「農林水産」

並びに「文教・科学技術」の２点を議題として開催された。「文教・科学技術」にかかわっては、

「義務教育」、「高等教育」並びに「科学技術」の三つの観点から協議され、「高等教育」について

は、１）国立大学法人運営費交付金は、配分が硬直化しており、教育研究の変化や質の向上努力に応

じたメリハリある配分を行うべきであるとともに、国立大学は、運営費交付金に過度に依存すること

なく、多様な財源の確保にも努める必要がある、２）学生から選ばれず、定員充足率の低い私立大学

が増加していることから、私学助成についても、教育研究の質の向上努力に応じたメリハリある配分

を行うべきである、３）世界トップクラスの科学系総合大学を目指して大学統合により東京科学大学

が発足したが、教育研究の質を持続的に確保・発展させていくため、戦略的な統合・規模縮小・撤退

等により大学の構造転換が進むインセンティブを生じさせるよう、予算面・制度面の改善を図ってい

くべきである、といった論点に基づき協議がなされ、委員からは、「高等教育機関について、社会に
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１）私立大学経常費補助（一般補助）に係る圧縮率の撤廃、２）施設・設備に関する支援拡充、３）

新たな教育財源の確保、４）私立学校法の改正に伴う税制上の措置、５）寄附税制に係る税額控除率

の拡充による外部資金を獲得しやすい環境整備等を要望した。 

政府では、11月１日に経済財政諮問会議を「新内閣・諮問会議における重点課題」と「マクロ経済

運営（金融政策、物価等に関する集中審議）」を議事として開催し、有識者議員４名の連名により提

出された『「日本創生」に向けた新政権の課題』では、「石破総理は、岸田前政権の経済財政政策を

踏襲し、「経済あっての財政」との考え方の下、デフレ脱却最優先の経済・財政運営を行い、「賃上

げと投資が牽引する成長型経済」を実現するとともに、イノベーション、スタートアップ支援の強化

と生産性向上を通じて、コストカット型経済から高付加価値創出型経済へ移行する方針を示された」

としたうえで、「政策運営の基本方針と重要政策への取組」の柱として、「地方創生」、「賃金向上、

人手不足対応」、「投資立国・安定的エネルギー供給」並びに「ハード・ソフト両面での防災・減

災」の４点を掲げ、「賃金向上、人手不足対応」については、「安定的な物価上昇とそれを上回る賃

金の上昇、人手不足解消に向け、人への投資、成長分野への人の移動、働きたい人が働けるための環

境整備等が必要」としたうえで、「リ・スキリングなど就職氷河期世代も対象とした人への投資強化、

女性活躍にもつながる年収の壁等の制度改革、高齢者や外国人等多様な人材の更なる活躍拡大に取り

組むとともに、適切な価格転嫁と生産性向上支援等により、賃上げ・最低賃金引上げの定着に向けた

環境整備を図るべき」として、「諮問会議として、賃金向上に向けて、マクロ経済の観点から集中的

に議論すべき」とした。また、「投資立国・安定的エネルギー供給」については、「成長型経済の実

現に向け、「資産運用立国」の政策を引き継ぐとともに、投資立国の実現、持続可能なエネルギー政

策の確立、イノベーションとスタートアップ支援の強化に取り組むべき」としたうえで、「科学技

術・イノベーション、GX、DX、AI・半導体、バイオ等、産業に思い切った投資が行われる「投資立

国」に向けた官民連携の取組を加速していくべき」、「イノベーション創出や生産性向上の牽引役に

なりうるスタートアップが絶え間なく生み出され、多数のユニコーン企業を創出する仕組みを構築す

るべき」とした。 

また、同じく有識者議員４名の連名により提出された『当面のマクロ経済財政運営と経済対策の方

向性』では、「現下の経済動向に合わせた必要かつ十分な経済対策を講じる一方で、来年度予算は、

骨太方針2024に基づく歳出効率化を継続し、防衛財源など多年度の財政フレームを着実に実行に移す

など、財政健全化の流れを止めず、持続可能な財政構造を確保すべき」とした。 

11月11日開催の財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度分科会では、「農林水産」

並びに「文教・科学技術」の２点を議題として開催された。「文教・科学技術」にかかわっては、

「義務教育」、「高等教育」並びに「科学技術」の三つの観点から協議され、「高等教育」について

は、１）国立大学法人運営費交付金は、配分が硬直化しており、教育研究の変化や質の向上努力に応

じたメリハリある配分を行うべきであるとともに、国立大学は、運営費交付金に過度に依存すること

なく、多様な財源の確保にも努める必要がある、２）学生から選ばれず、定員充足率の低い私立大学

が増加していることから、私学助成についても、教育研究の質の向上努力に応じたメリハリある配分

を行うべきである、３）世界トップクラスの科学系総合大学を目指して大学統合により東京科学大学

が発足したが、教育研究の質を持続的に確保・発展させていくため、戦略的な統合・規模縮小・撤退

等により大学の構造転換が進むインセンティブを生じさせるよう、予算面・制度面の改善を図ってい

くべきである、といった論点に基づき協議がなされ、委員からは、「高等教育機関について、社会に
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出るための教育の質を確保していくためには、定員未充足の大学等について抜本的に再編することが

必要ではないか」、「大学の再編が必要な中で、教育の無償化は大学の延命につながってしまうもの

であり、よくないのではないか。奨学金制度の改良により、向学心の高い学生を支援する制度とする

べき」や「大学全体としての規模適正化を図るため、大学・学部の新設規制だけでなく、廃止・撤退

を進めやすいルール作りが必要ではないか」といった意見が出された。 

11月20日開催の財務省財政制度等審議会財政制度等分科会では、令和７年度予算の編成及び今後の

財政運営に関する基本的考え方となる『令和７年度予算の編成等に関する建議』のとりまとめに向け

た審議がなされ、11月29日に財政制度審議会による『建議』としてとりまとめられ、財務大臣に提出

された。 

同『建議』は、「Ⅰ．財政総論」並びに「Ⅱ．令和７年度（2025年度）予算編成の課題」からなり、

「Ⅰ．財政総論」では、「生産年齢人口の更なる減少が見込まれる中、就業者数の大幅な伸びは期待

するべくもない。そうした下、経済の好循環を実現し、デフレからの脱却を確実なものとし、持続的

な経済成長を実現するためには、潜在成長率の引上げが急務であり、労働生産性の向上や資本投入の

増加が鍵を握っている。政策運営においても、これらを後押しする役割が今後重要になろう」とした

うえで、１）令和７（2025）年度は、国・地方を合わせた基礎的財政収支（プライマリーバランス）

黒字化の目標年度であり、我が国の経済財政運営に対する市場からの信認を維持・確保するためにも、

黒字化達成に向け、不退転の覚悟を持って予算編成に臨むことが求められる、２）令和８（2026）年

度以降も、経済の新たなステージへの移行を定着させるとともに、これまでの取組の進捗・成果を後

戻りさせることなく、経済再生と財政健全化を両立させる歩みをさらに前進させ、国家として培って

きた国際的な信用を次世代に引き継がなければならず、こうした将来を見据えた営みこそ、今を生き

るわれわれの責務であろう、とした。 

そのうえで、「社会保障」、「地方財政」、「防衛」、「外交」、「文教・科学技術」、「社会資

本整備」、「農林水産」、「国内投資・中小企業等」並びに「デジタル」の９項目からなる「Ⅱ．令

和７年度（2025年度）予算編成の課題」では、「１．社会保障」において、１）令和７年度予算編成

においては、令和５年末に閣議決定した『こども未来戦略』に基づく少子化対策の強化と全世代型社

会保障改革に向けた「改革工程」に基づく医療・介護保険制度の持続性を確保するための改革を着実

に推進するほか、５年に１度の年金制度改革に取り組む必要がある、２）少子化対策については、

『こども未来戦略』に基づく「加速化プラン」を着実に実施し、若い世代の所得向上、全てのこど

も・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に一体的に取り組んでいくとともに、

社会全体でこども・子育て世帯を応援する気運を高めるための企業や社会の構造・意識改革を車の両

輪として推進していく必要がある、とした。 

「２．地方財政」では、地方公共団体における教育部門の職員数は、全体の約４割を占め、そのう

ち、義務教育に係る教職員の給与費については、その３分の１が国の負担であるが、残りの３分の２

や一部の手当等は地方負担となっており、また、公立高校等の教職員の給与費については、その全額

が地方負担となっており、総務省の試算によれば、仮に教職調整額が４％から10％まで引き上げられ

た場合、3,000億円程度の地方負担の増加が見込まれているとしたうえで、１）令和５年末に閣議決

定した『こども未来戦略』に基づく3.6兆円規模の「こども・子育て支援加速化プラン」に係る財源

については、こども・子育て政策の強化は国と地方が車の両輪になって取り組んでいくべきものであ

ることを踏まえ、社会保障分野の歳出改革の徹底等により、地方負担も含めて必要な財源を確保した、
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２）教職調整額の水準の見直しなどの教員の処遇改善の検討に当たっても、『骨太2024』も踏まえ、

まずは働き方改革の取組を進めるとともに、文教分野の歳出改革の徹底等により、地方負担も含めて

必要な財源の確保を検討していく必要がある、とした。 

「５．文教・科学技術」では、「（２）高等教育」において、「近年、18歳人口が大幅に減少（平

成元（1989）年から令和５（2023）年にかけて89万人減）している一方、大学数・学生数・教員数は

大幅に増加（同期間において、大学数は311校増、学生数は70万人増、教員数は７万人増）しており、

その結果、学生当たり大学数・教員数、大学進学率も大幅に増加している」、「学生当たり大学数に

ついては、主要先進国の中では圧倒的に多い状況にある」としたうえで、「今後もさらに人口減少が

見込まれる中、教育の質を持続的に確保・発展させていくためには、地域間のバランスも踏まえた上

での大学の戦略的な統合・縮小・撤退の促進や、大学の新設等の際の審査の厳格化により、大学全体

の規模の適正化を図っていくことが喫緊の課題となっていると考えられる」とした。そのうえで「③

私立大学」では、「私立大学等経常費補助金について、令和２年度（2020年度）以降は修学支援新制

度によって授業料等減免に係る支援が拡充されていることを踏まえれば、私立大学への公的支援は大

きく増加している」、「私立大学全体の入学定員充足率は低下を続けており、足もとでは100％を下

回り、約６割の私立大学が学生から選ばれずに定員割れを起こしている」としたうえで、１）経常費

補助金の令和５（2023）年度における学生１人当たり補助額は定員割れの大学の方がむしろ大きくな

っており、全くメリハリが効いていない状況である、２）経常費補助金は、10項目の状況に基づいた

増減率に基づいて傾斜配分を行っているが、「定員充足率」以外の項目については、定員割れ大学と

それ以外の大学で差がついておらず、中には、「教員数に対する学生数割合」や「教育研究経費支出

及び設備関係支出の割合」など、定員割れ大学の交付額が多くなる結果となっている項目もある、

３）「教育の質にかかる客観的指標」という項目が存在はしているが、実際の教育の質を反映する指

標とはなっていない可能性があるため、大学・学部ごとに教育効果等を客観的に測定して横並びで公

表する仕組みを導入し、それに基づいて評価を行うなど、実際の教育の質を反映することのできる指

標とする必要がある、とし、「指標の設定や配分に課題があると考えられることから、メリハリの強

化に向けては、これらの改善が必要である」とし、「④まとめ」では、「急速に人口減少が進む中で、

教育研究の質を持続的に確保・発展させていくためには、地域間のバランスも踏まえた上での戦略的

な統合・規模縮小・撤退等により大学の構造転換を進めていく必要がある」、「国には、そのインセ

ンティブを生じさせるよう、教育研究の質の向上努力等に応じたメリハリある予算配分の強化を含め、

予算面・制度面の改善策を講じることが求められている」とした。 

また、「（３）科学技術」では、「①日本の科学技術の予算の生産性」において、１）わが国の財

政状況が極めて厳しい中においても、政府は科学技術に対して重点的な投資を行ってきている、２）

当初予算ベースでは、平成元（1989）年と比べ、一般歳出が約２倍の規模となっている中、科学技術

振興費は３倍を超える規模にまで増加させてきており、これは社会保障の伸びに次ぐ規模での増加と

なっている、３）その結果、政府の科学技術予算対GDP比は、主要先進国と比べて高水準で推移して

いる、４）政府だけでなく、民間を含めた研究開発費総額対GDP比で見ても、主要先進国と遜色ない

水準となっている、としたうえで、「わが国における科学技術政策で優先すべきは、科学技術に対す

る公的投資又は官民を合わせた投資の量をいたずらに拡大することではなく、研究開発の生産性を引

き上げる、すなわち、研究開発への投資効果を引き上げることであり、その要因となっている構造的

な問題に対して対処していくことである」、「研究者の研究時間を増やすため、学内事務負担の軽減
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２）教職調整額の水準の見直しなどの教員の処遇改善の検討に当たっても、『骨太2024』も踏まえ、
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やタスクシフトを進めるべきである」とした。「②若手研究者の活躍機会」では、「大学においては

若手研究者を登用する人事制度改革を進めるべきことは当然であるが、国においても、競争的資金を
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ある」、「③研究の国際性」では、「国際的に注目を集める研究領域、すなわち分野別のTop１％論

文が輩出されている研究領域について、我が国の研究者が参画している割合は31％であり、イギリス

（57％）やドイツ（49％）と比べ低く、中国（66％）の半分程度である」、「AIや燃料電池といった

学際的・分野融合的領域への参画数（84領域）も、イギリス（138領域）やドイツ（118領域）と比べ

低く、中国（180領域）の半分程度にとどまっている、としたうえで、「わが国の研究開発の生産性

を向上させていくためには、単に量的な拡大をするのではなく、研究開発の国際化の取組を促す政策

誘導を強化すべきである」、「④研究費の硬直性」では、「科学技術政策の司令塔たるCSTI（総合科
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ることが期待される」とし、「⑤基金の問題点」では、「今後、基金に対して予算措置を行うに当た

っては、そうした基金の問題点を踏まえて行政改革推進会議で決定された「基金ルール」を踏まえ、

予算決定と同時に定量的な成果目標を公表・策定し、新たな予算措置は３年程度として、成果目標の

達成状況を見て、次の措置を検討するなど、「基金ルール」を厳格に適用し、財政資金を効率的に使

用していくことが重要である」、「科学技術関係予算における基金が乱立し、基金残高が積み上がっ

ている状況を踏まえれば、科学技術予算を執行ベースで捉えた上で、予算の規模を正常化すべきであ

る」とした。 

経済財政諮問会議では、11月26日開催の同会議における財務大臣からの「財政制度等審議会の建議

の方向」に係る報告、『令和７年度予算編成の基本方針（案）』に係る協議を経て、12月３日開催の

同会議において、内閣総理大臣からの「「令和７年度予算編成の基本方針」いかん。」とする諮問を

受け、『令和７年度予算編成の基本方針（案）』を協議した。 

政府は経済財政諮問会議における協議を受け、12月６日に『令和７年度予算編成の基本方針につい

て』を閣議決定した。 

『令和７年度予算編成の基本方針について』は、「１．基本的考え方」並びに「２．予算編成につ

いての考え方」によって構成される。 

「１．基本的考え方」では、「（１）経済の現状及び課題」として、「最重要課題は、全ての世代

の現在・将来の賃金・所得の増加であり、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現し、新た

なステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実にすることである」とした

うえで、「（２）経済財政運営の基本的考え方」として、１）国民一人一人の生産性と所得を向上さ

せる全世代のリ・スキリング支援、成長分野への労働移動の円滑化など、三位一体の労働市場改革を

推進する、２）地域の産官学金労言が連携し、それぞれの知恵と情熱を活かして地域の可能性を引き

出そうとする取組を後押しする中で、買物、医療、交通など日常生活に不可欠なサービスの維持向上

や足元の経営状況の急変を踏まえた医療・介護の提供体制の確保、デジタルトランスフォーメーショ

ン（DX）・グリーントランスフォーメーション（GX）の面的展開等の取組を進め、新たな需要創出や

生産性向上につなげる、３）地方創生の交付金を当初予算ベースで倍増することを目指して取り組む、

４）科学技術の振興及びイノベーションの促進、創薬力の強化、GX・DX及びAI・半導体の分野におけ
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る官民連携での投資の促進や産業用地の確保、宇宙・海洋のフロンティアの開拓、スタートアップへ

の支援等に取り組むことによって、成長力を強化するとともに、新たな需要を創出する、５）若い世

代の所得の増加と社会全体の構造・意識の変革、全てのこども・子育て世帯に対し切れ目のない支援

を行う観点から、「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）で示された「こども・子育て支

援加速化プラン」を着実に実施する、「こども誰でも通園制度」の制度化やこどもの貧困等の多様な

支援ニーズへの対応の強化、育児休業制度の充実等に取り組む、６）誰一人取り残されない安心・安

全な社会の実現を目指し、都市部を含む社会全体での防犯・治安対策の強化、厳格かつ円滑な出入国

在留管理、全世代型社会保障の構築、健康寿命の延伸による生涯活躍社会の実現、公教育の再生、女

性や高齢者の活躍・参画の推進、障害者の社会参加や地域移行の推進、孤独・孤立対策・就職氷河期

世代のリ・スキリングの支援等に取り組む、などとした。 

「２．予算編成についての考え方」では、１）令和７年度予算は、令和６年度補正予算と一体とし

て、「１．」の基本的考え方及び『骨太方針2024』（令和６年６月21日閣議決定）に沿って編成する、

２）足元の物価高、賃金や調達価格の上昇に対応しつつ、デフレを脱却し、新たなステージとなる

「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現することを目指して、物価上昇を上回る賃金

上昇の普及・定着、地方創生2.0の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災及び国土強靱化、

防衛力の抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く外交・安全保障環境の変化への対応、充実した少

子化・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずることによって、メリハ

リの効いた予算編成を行う、３）その際、『骨太方針2024』に基づき、経済・物価動向等に配慮しな

がら、「中期的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択肢をせばめ

ることがあってはならない」との方針を踏まえる、４）『骨太方針2024』を踏まえ、経済・財政一体

改革の工程を具体化するとともに、EBPMやPDCAの取組を推進し、効果的・効率的な支出（ワイズスペ

ンディング）を徹底する、とした。 

一方、政府与党である自由民主党並びに公明党では、12月20日に「重要政策への思い切った重点化

などにより、メリハリの効いた予算 と なるよう留意するとともに、 公共事業や物品・サービス

（ビルメンテナンス・警備等）の公共調達を含め賃金の上昇や物価の適正な賃金の上昇や物価の適正

な上昇を念頭に置いた予算上昇を念頭に置いた予算編成を行う」とする『令和７年度予算編成大綱」

をとりまとめた。 

『令和７年度予算編成大綱』は、「１．力強い経済成長で、賃金・所得を増やす」、「２．地方創

生で、新しい日本を創造する」、「３．防災・減災、国土強靱化で、国民の命と暮らしを守る」「４．

誰もが安心して暮らせる社会を実現する」、「５．質の高い公教育の再生と文化芸術・スポーツの振

興を図る」、「６．農林水産業を成長産業化し、食料安全保障を確立する」、「７．毅然とした外

交・安全保障で国民と国益を守る」の７項目からなる。 

「１．力強い経済成長で、賃金・所得を増やす」では、１）デジタル人材の育成・確保、スタート

アップ企業等の支援、健康・医療・介護、教育、防災、交通、こども・子育て等のデジタル化を推進

する、２）経済成長の原動力となる科学技術・イノベーションの重要性が高まる中、第６期科学技

術・イノベーション基本計画の５年間の計画期間における官民の研究開発投資について120兆円を目

指して投資を拡大し、研究環境確保などを通じた博士後期課程学生を含む若手研究者や女性研究者の 

支援、基礎・学術研究の充実、国際頭脳循環の推進、スーパーサイエンスハイスクール等の取組み 

を推進する、などとした。 
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誰もが安心して暮らせる社会を実現する」、「５．質の高い公教育の再生と文化芸術・スポーツの振
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交・安全保障で国民と国益を守る」の７項目からなる。 

「１．力強い経済成長で、賃金・所得を増やす」では、１）デジタル人材の育成・確保、スタート

アップ企業等の支援、健康・医療・介護、教育、防災、交通、こども・子育て等のデジタル化を推進
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「２．地方創生で、新しい日本を創造する」では、１）「安心して働き、暮らせる地方の生活環境
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実、育成支援を一体的に進める、２）教職の特殊性や人材確保法の趣旨等に鑑み、教職調整額の水準 
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生徒指導担当教師の中学校への配置拡充等の教職員定数改善、支援スタッフ充実、管理職育成強化、
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いじめ対策等、性被害防止、幼児教育、高校改革、道徳教育、日本語教育、在外教育施設、体験・読

書活動、学校保健・安全、特別支援教育、外国人児童生徒等対応、職業教育、夜間中学設置、医療的

ケア児支援、障害者の生涯学習機会確保、学校・家庭・地域連携、部活動の地域連携・地域移行、大

学等の基盤的経費の十分な確保、改革に取り組む国公私立大学支援を通じた高度専門人材育成、高等

専門学校の高度化・国際化、専修学校の質向上、教育研究環境DX化、国際的な大学間・留学生交流、

大学等でのリ・スキリングを推進する、４）『こども未来戦略』も踏まえた教育費負担軽減、学校施

設教育環境向上と老朽化対策の一体的整備、防災機能強化等を推進する、などとした。 

その後、政府は12月27日に「令和７年度一般会計歳入歳出概算について」を「令和７年度税制改正

の大綱について」とともに閣議決定した。 

上記の経緯を経てとりまとめられた令和７年度政府予算案は令和７年１月24日に国会に提出された。 

その後、国会では、衆議院における歳出面に係る「いわゆる高校無償化関係（全世帯を対象とする

支援金の支給に係る収入要件の事実上撤廃等）による1,064億円増、「高額療養費関係（多数回該当

の自己負担額を見直さず据え置き）」で55億円増、「地方交付税交付金（所得税収減に伴う法定率分

の減」で2,056億円減、「予備費」で2,500億円減、歳入面に係る「税収（所得税の基礎控除の特例措

置の創設）」で6,210億円減、「税外収入（独立行政法人納付金・基金返納金等）」で2,793億円増、
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「公債金」で19億円減とし、歳入、歳出ともに3,437億円減とする修正を、参議院における歳出面に

係る「高額療養費関係（見直し全体の実施の見合わせ）」で105億円増、「予備費」で105億円減を内

容とする修正を経て、令和７年度政府予算案は３月31日に成立した。 

 

１－４－２ 令和７年度政府予算の内容 

 

令和７年度政府予算は、官民連携のもとでの「AI・半導体分野の投資促進」や「GX投資促進」の実

施、『こども未来戦略』に基づく子育て支援の本格実施、「防衛力の抜本強化」の着実な実施といっ

た、複数年度で計画的に取り組むこととしている重要課題への対応のほか、地方創生交付金の倍増や、

内閣府防災担当の予算・定員の倍増など、重要政策に予算を重点的に配分するとともに、公務員・教

職員・保育士の給与改善や物価動向の反映などを行いつつ、政策的予算を適切に確保するなど、『骨

太方針2024』に基づき、経済・物価動向等に配慮しつつ、これまでの歳出改革努力を継続する予算と

して編成された。 

一般会計予算の規模は、一般歳出は68兆1,071億円が計上され、これに地方交付税交付金等（18兆

8,728億円）及び国債費（28兆2,179億円）を加えた一般会計総額は、115兆1,978億円（対前年度当初

予算比２兆6,261億円増）となった。 

一方の歳入については、租税等の収入は77兆8,190億円、その他収入は８兆7,318億円を見込み、公

債金は平成20年度以来、17年ぶりに30兆円を下回る28兆6,471億円（同６兆8,019億円減）となった

（資料編 資料１－６）。 

文教・科学技術予算のポイントとしては、「義務教育」については、１）教員の処遇改善について、

人事院勧告の反映（＋3.7％）に加え、令和12年度までに教職調整額を４％から10％に段階的に引き

上げ（令和７年度は＋１％）、中間段階で働き方改革の進捗を検証、２）職責や業務負担に応じた給

与とする観点から、学級担任への義務教育等教員特別手当の加算や若手教師のサポート等を担う新た

な職の創設に伴う新たな級による処遇を実現するとともに、多学年学級担当手当の廃止など他の教員

特有の給与について見直し、３）今後、指導・運営体制の充実を４年間で計画的に実施することとし、

令和７年度においては、小学校35人学級の推進等に加え、小学校教科担任制の第４学年への拡大、新

採教師の支援や中学校の生徒指導担当教師の配置拡充などに必要な教職員定数の改善の３点があげら

れる。 

「高等教育」については、１）高等教育の負担軽減のため、修学支援新制度を拡充し、多子世帯の

学生等について、所得制限を設けずに授業料・入学金を無償化、２）国立大学法人運営費交付金につ

いて、実効的な大学改革に繋がる取組を厳選して支援するなどメリハリを強化しつつ、着実に支援を

実施、３）私学助成について、定員未充足大学への配分を見直しつつ、規模の適正化も含めた学部再

編等の経営改革や統合も見据えた大学間連携に関する取組への重点支援等により、大学の戦略的な統

合・縮小・撤退等による構造転換を促進、の３点があげられる。 

「研究力の向上と研究開発の戦略的推進」については、１）わが国の研究力向上に向けて、国際性

の高い研究や若手研究者への支援を強化、２）AI、量子、健康・医療等の重要分野における研究開発

を推進、「宇宙・航空分野等を始めとした大型プロジェクトの推進」については、１）宇宙・航空分

野におけるＨ３ロケットの研究開発やアルテミス計画等を推進、２）高輝度放射光施設

（NanoTerasu）の整備・共用やポスト「富岳」の開発・整備等を推進、のそれぞれ２点があげられる。 
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文部科学関係予算は、一般会計が５兆5,094億円（対前年度予算比1,709億円〔3.2％〕増）、エネ

ルギー対策特別会計が1,084億円（同１億円〔0.0％〕減）計上された。また、財政投融資計画につい

ては、日本学生支援機構関連が対前年度予算比109億円減の5,147億円（ほか財投機関債1,200億円）、

日本私立学校振興・共済事業団関連が対前年度予算比７億円増の294億円、大学改革支援・学位授与

機構関連が対前年度予算比527億円減の348億円計上されたほか、科学技術振興機構の財投機関債とし

て200億円が措置された。 

５兆3,384億円が計上された文部科学省予算（一般会計）の構成は、義務教育費国庫負担金が１兆

6,210億円（構成比29.4％）と最も大きく、次いで国立大学法人運営費交付金が１兆784億円（同

19.6％）、科学技術予算が9,777億円（同17.7％）、高校生等への修学支援が5,285億円（同9.6％）

に次いで私学助成関係予算が4,073億円（同7.4％）となった。 

文部科学関係予算は、文教関係予算（４兆2,282億円〔対前年度予算比1,720億円増〕）、スポーツ

関係予算（363億円〔同２億円増〕）、文化芸術関係予算（1,063億円〔同１億円増）並びに科学技術

予算（9,777億円〔同３億円減、エネルギー対策特別会計への繰入額1,079億円を含む〕）によって構

成される（資料編 資料１－７）。 

文教関係予算は、「１．質の高い公教育の再生」、「２．新しい時代の学びの実現に向けた学校施

設の整備等」、「３．高等教育機関の多様なミッションの実現」並びに「４．誰もが学ぶことができ

る機会の保障」の４点からなる。 

「３．高等教育機関の多様なミッションの実現」の一環として位置づけられた私学助成関係予算は、

「持続可能な教育研究機能の強化に向けた基盤的経費の十分な確保、改革インセンティブとなる重点

配分の徹底、高専の高度化・国際化の推進」の一環として位置づけられた「私立大学等の改革の推進

等」として、3,993億円（同３億円増）計上された。 

そのうち「私立大学等経常費補助」は2,979億円（同１億円増）計上され、大学等の運営に不可欠

な教育研究に係る経常的経費を支援する「一般補助」は2,773億円（同１億円増）、わが国が取り組

む課題を踏まえ、自らの特色を活かして改革に取り組む大学等を重点的に支援する「特別補助」は

207億円（同同額）計上され、一般補助の割合は93.1％（同同率）となった。 

一般補助では、物価高騰等を踏まえた理工農系・医歯系の教員単価の改善や、地域需要やアクセス

に貢献する地方中小規模大学の学生単価の改善等を通じた重点支援を実施するとともに、令和４年度

以降同様、客観的指標に基づくメリハリある資金配分により、教育の質の向上を促進することとされ

た。 

特別補助では、地方に貢献する大学や数理・データサイエンス・AI教育の充実、大学教育のDXによ

る質的転換等を支援する「成長力強化に貢献する質の高い教育」が14億円（同同額）、研究力強化、

若手・女性研究者支援、大学院等の機能高度化、短大・高専の教育研究の充実等を支援する「研究施

設等運営支援及び大学院等の機能高度化」が116億円（同１億円増）、海外からの学生の受け入れや

教育研究環境の国際化等を支援する「大学等の国際交流の基盤整備への支援」が19億円（同同額）、

社会人の学びのニーズに応じた環境整備を支援する「社会人の組織的な受け入れへの支援」が２億円

（同同額）計上された。 

また、令和６年度から10年度までの集中改革期間を通じ、「チャレンジ」、「連携・統合」、「縮

小・撤退」の三つの方向性に向けた支援を充実させるため、令和６年度に策定された「時代と社会の

変化を乗り越えるレジリエントな私立大学等への転換支援パッケージ」は全体で128億円計上された。 
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その内訳は、「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」が24億円（同４億円増）計

上され、少子化を乗り越えるレジリエントな私学への構造転換を図るため、日本の未来を支える人材

育成を担い、付加価値を創出する新たな私立大学等のあり方を提起し、将来を見据えたチャレンジや

経営判断を自ら行う経営改革の実現を図るとともに、その知見やノウハウの普及・展開を図る取り組

みを選定し、その大学等に対し、文部科学省・日本私立学校振興・共済事業団・有識者によるフォロ

ーアップ・支援体制を整備するとともに、中間評価を実施し、その結果を支援に反映するとともに、

自走化を促進することを通じて継続的に支援するとされた。この「少子化時代を支える新たな私立大

学等の経営改革支援」では二つのメニューが用意され、「メニュー１ 少子化時代をキラリと光る教

育力で乗り越える、私立大学等戦略的経営改革支援」は、社会・地域等の将来ビジョンを見据え、自

治体や産業界等と緊密に連携しつつ、社会・地域等の未来に不可欠な専門人材（グローバルな学生や

社会人学生等を含む）の育成を担うことを目的とし、教育研究面の構造的な転換や資源の集中等によ

る機能強化を図ること等により、未来を支える人材育成機能強化に向けた経営改革を行う大学、短期

大学、高等専門学校（中・小規模中心）を支援することを目的として、「50校×1,000万円～2,500

万円程度（加えて一般補助による増額措置）」、令和７年度に新規で５件の選定が想定されている。

一方の「メニュー２ 複数大学等の連携による機能の共同化・高度化を通じた経営改革支援」は、人

的リソースや各種システムの共用化、大学等連携推進法人制度や教育課程の特例制度等の活用により、

複数の大学等が強固な連携関係を構築することで、経営の効率化や開設科目の相互補完等を通じた経

営改革の取り組みを支援することを目的として、「10グループ×3,500万円程度」、令和７年度に新

規で５グループの選定が想定されている。 

また、「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」以外の「時代と社会の変化を乗り

越えるレジリエントな私立大学等への転換支援パッケージ」では、各種データや知見・ノウハウをフ

ル活用する体制の構築等により、各大学の主体的な経営判断や文部科学省・日本私立学校振興・共済

事業団による「アウトリーチ型支援」を推進する「私学経営DXを通じた「アウトリーチ型支援」」が

１億円（同同額）計上されたほか、成長分野等への組織転換を促進するため、理工農系学部等を新設

した大学等について、大学全体の収容定員を５か年以内に学部等新設前の水準以内とすること等を要

件に、完成年度を迎えるまでの設置計画履行期間中に必要な経常的経費について支援する「成長分野

等への組織転換促進のための支援」並びに大学等の経営改善や効率化のための学生募集停止や合併等

による定員規模の適正化を図る場合、情報の公表や教育の質に係る客観的指標等において減額措置を

受けていないこと等を要件に、募集停止学部等への継続的な教育研究活動の支援や完成年度を迎える

までの設置計画履行期間中に必要な経常的経費についての支援を実施する「定員規模適正化に係る経

営判断を支えるための支援」が一般補助の内数で計上された。さらに、一般補助と特別補助とにまた

がって、特色ある教育研究の推進や地域と連携した取り組みや大学間や自治体等とのプラットフォー

ム形成等を通じた地域社会への貢献、社会実装の推進など、自らの特色・強みを活かした改革に全学

的・組織的に取り組む大学等を支援する「私立大学等改革総合支援事業」が103億円（同９億円減）

計上された。 

私学助成関係予算のうちの私立大学等経常費補助以外では、「２．新しい時代の学びの実現に向け

た学校施設の整備等」の一環として位置づけられた「私立学校施設等の整備」において、非構造部材

の（吊り天井・外壁など）や構造体の耐震対策、避難所機能の強化（空調・自家発電・備蓄倉庫・バ

リアフリー化など）、バリアフリー（合理的配慮）対応（EV・多目的トイレなど）、防犯対策並びに
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アスベスト対策を内容とする「防災・減災、国土強靱化の推進による安全・安心な教育環境の実現」

が45億円（同同額）計上された。また、私立大学等の多様で特色ある成長分野（AI、バイオ、マテリ

アル、半導体、Beyond５Ｇ（６Ｇ）、健康・医療等）等の教育研究環境を一層高度化・強化すること

で、優秀な若手研究者等を引き付け研究力・国際競争力を向上し、研究成果の社会実装を加速化する

など社会経済の発展に寄与することを目指して、教育研究環境（装置・設備・施設）の高度化を図る

「成長分野等をけん引する私立大学等教育研究環境の高度化による研究力・国際競争力の向上」が23

億円（同同額）、学校教育の基盤的なツールであるICT教育端末・設備を更新し、各私立学校の特色

を活かした個別最適な学び・協働的な学びを実現することを目指して、一人１台端末の整備、電子黒

板や周辺機器等ICT教育設備並びに校内LANの整備を内容とする「私立高等学校等ICT環境の整備によ

る教育DXの推進」が22億円（同１億円増）、熱中症による事故を防止するための空調設備の整備の推

進、光熱費高騰等への対応として省エネルギー化を加速することにより、持続可能な教育研究環境を

実現するとともに、温暖化対策に貢献することを目指して、空調設備の整備や高効率化、照明設備の

LED化を内容とする「熱中症・光熱費高騰・温暖化等への対応の加速化による持続可能な教育環境の

実現」が１億円（同３億円減）計上された。また、私立学校施設の耐震化等促進のため、学校法人が

日本私立学校振興・共済事業団の融資を利用した場合、利息の一部を国から助成する「私立学校施設

高度化推進事業（利子助成）」は８億円（同２億円増）計上された。 

国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進（大学教育再生戦略推進費）は、概算要求同様、

１）次代を牽引する高度専門人材育成拠点の形成、２）革新的・先導的教育研究プログラム開発やシ

ステム改革の推進等、３）大学教育のグローバル展開力の強化、４）先進的で高度な医療を支える人

材養成の推進の４本柱で構成されている。 

「１）次代を牽引する高度専門人材育成拠点の形成」では、令和６年３月に文部科学大臣を座長と

する「博士人材の社会における活躍促進に向けたタスクフォース」が、大学院教育において博士人材

が必要な力を身に付けられるようにするとともに、社会全体で学生一人一人の自由な発想と挑戦を支

え、博士の学位の価値を共有しながら、国内外のさまざまな場で活躍できる環境を構築することによ

り、博士人材の増加を図ることを目的としてとりまとめた『博士人材活躍プラン』を踏まえ、「徹底

した国際拠点形成」と「徹底した産学連携教育」の実施を通じて、豊かな学識と国際性、高度な実践

性を身につけた博士人材を育成する機能を高めるとともに、組織内の資源配分の見直し等により、質

の高い博士人材の増加を図り、世界トップレベルの大学院教育を行う拠点を形成する取り組みを支援

する「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業」が新規で19億円（皆増）、次世代

の高度人材や基盤人材の持続的な育成に向け、各大学等の特色や地域性等を踏まえつつ、ネットワー

クを生かした教育プログラムの展開など、産学協働の実践的な教育体制の構築を支援する「半導体人

材育成拠点形成事業」が、令和６年度補正予算における10億円に続いて、新規で６億円（皆増）計上

された。 

「２）革新的・先導的教育研究プログラム開発やシステム改革の推進等」では、国内外のトップ大   

学や民間企業等の外部機関と組織的な連携を図り、企業等からの外部資金をはじめとする学内外資金

を活用しつつ、世界最高水準の教育力と研究力を結集した学位プログラムの構築・実践を通じて、人

材育成・交流、及び新たな共同研究の創出が持続的に展開される拠点を形成し、あらゆるセクターを

牽引する卓越した博士人材の育成を進める「卓越大学院プログラム」が15億円（同21億円減）、国内

の複数大学院や海外大学院、産業界・国際関係機関等との連携による、ネットワーク型の教育研究指
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導やキャリア支援を通じて、社会の期待にこたえる新たな人文科学・社会科学系の高度人材養成モデ

ルの構築を支援する「人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業」が４億円（同同額）、地域

社会のリソースを総結集し、個別大学の枠を超えた横断的なSTEAM教育を基盤とした教育プログラム

を構築・実施し、事業の成果を元に学部の再編等を目指す取り組みを支援する「地域活性化人材育成

事業～SPARC～」が８億円（同１億円減）、人文・社会科学系等の分野の研究科等において、自らの

専門分野だけでなく、専門分野に応じた数理・データサイエンス・AIに関する知識・技術を習得し、

課題の設定・解決や新たな価値を生み出すことのできる文理横断的なデジタル人材を輩出する学位プ

ログラムを構築する大学を支援する「デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業」が５億

円（同１億円減）計上されたほか、令和７年度より「全国学生調査」の本格実施を行うに当たり、円

滑な実施サイクルを策定し、各大学における教育内容等の改善や国の政策立案における基礎資料とし

ての活用に資する「全国学生調査に関する調査研究」が新規で0.1億円（皆増）、今後の大学改革課

題に機動的に対応するため、先導的な大学教育課題や政策内容に関する調査研究を大学等に委託し、

調査結果等の公表により各大学の取り組みを支援・促進することで、大学改革の一層の推進、教育の

質の向上、大学の構造転換を図る「先導的大学改革推進委託事業」が0.8億円（同同額）、大学入試

業務における生成AIの活用可能性と範囲を明らかにし、一定のガイドラインをとりまとめ、その成果

を全国の大学に普及するなど、大学入学者選抜に資する先導的な取り組みや課題解決に向けた具体的

な方策の調査研究を行うことで、大学入学者選抜改革を推進する「大学入学者選抜改革推進委託事

業」が新規で0.1億円計上された。 

「３）大学教育のグローバル展開力の強化」では、日本人学生と外国人学生がそれぞれの文化的多

様性を活かしともに学修することを「多文化共修」と位置づけ、これらの共修科目や科目群・コース

などの開発・実施・普及を通して、優秀な人材の育成・獲得や、さらなる大学の国際化を図る「大学

の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」が15億円（同３億円減）、わが国にとって戦略

的に重要な国・地域との間で、質保証を伴った学生交流等を推進する国際教育連携やネットワーク形

成の取り組みを支援し、わが国の高等教育の国際競争力のさらなる向上を図る「大学の世界展開力強

化事業」として、グローバル・サウスの国々の大学との、質保証を伴う国際交流プログラムの構築・

実施、プログラム自走化のための改革、大学全体の国際通用性ある体制の構築を一体的に行う先導的

な大学を支援する「グローバル・サウスの国々との大学間交流形成支援」が新規で３億円計上される

など、計15億円（同２億円増）計上された。 

「４）先進的で高度な医療を支える人材養成の推進」では、医師の働き方改革を進めながら、高度

な医療人材の養成を推進できるように、大学病院を活用し医学系大学院生等をTA、RA、SAとして教育

研究に参画する機会を創出することなどにより、臨床・研究能力に優れた医師を養成する大学を拠点

とした高度な臨床・研究能力を有する医師養成の促進を支援する「高度医療人材養成拠点形成事業

（高度な臨床・研究能力を有する医師養成促進支援）」が21億円（同同額）、がん医療の新たなニー

ズや急速ながん医療の高度化に対応できる医療人を養成するため、大学院レベルにおける教育プログ

ラムを開発・実践する拠点形成の支援を行う「次世代のがんプロフェッショナル養成プラン」が９億

円（同同額）、コロナ禍で、特に地域で必要とされた総合診療や救急医療、感染症対応等について、

地域医療機関での実践等を通じて履修できるプログラムを開発することにより、ポストコロナ時代に

必要とされる医療人材を養成するとともに、医療的ケア児支援における指導的立場等の看護師養成や、

改正感染症法の成立を踏まえた重症患者に対応できる看護師養成といった、社会的要請に対応できる
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導やキャリア支援を通じて、社会の期待にこたえる新たな人文科学・社会科学系の高度人材養成モデ

ルの構築を支援する「人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業」が４億円（同同額）、地域

社会のリソースを総結集し、個別大学の枠を超えた横断的なSTEAM教育を基盤とした教育プログラム

を構築・実施し、事業の成果を元に学部の再編等を目指す取り組みを支援する「地域活性化人材育成

事業～SPARC～」が８億円（同１億円減）、人文・社会科学系等の分野の研究科等において、自らの

専門分野だけでなく、専門分野に応じた数理・データサイエンス・AIに関する知識・技術を習得し、

課題の設定・解決や新たな価値を生み出すことのできる文理横断的なデジタル人材を輩出する学位プ

ログラムを構築する大学を支援する「デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業」が５億

円（同１億円減）計上されたほか、令和７年度より「全国学生調査」の本格実施を行うに当たり、円

滑な実施サイクルを策定し、各大学における教育内容等の改善や国の政策立案における基礎資料とし

ての活用に資する「全国学生調査に関する調査研究」が新規で0.1億円（皆増）、今後の大学改革課

題に機動的に対応するため、先導的な大学教育課題や政策内容に関する調査研究を大学等に委託し、

調査結果等の公表により各大学の取り組みを支援・促進することで、大学改革の一層の推進、教育の

質の向上、大学の構造転換を図る「先導的大学改革推進委託事業」が0.8億円（同同額）、大学入試

業務における生成AIの活用可能性と範囲を明らかにし、一定のガイドラインをとりまとめ、その成果

を全国の大学に普及するなど、大学入学者選抜に資する先導的な取り組みや課題解決に向けた具体的

な方策の調査研究を行うことで、大学入学者選抜改革を推進する「大学入学者選抜改革推進委託事

業」が新規で0.1億円計上された。 

「３）大学教育のグローバル展開力の強化」では、日本人学生と外国人学生がそれぞれの文化的多

様性を活かしともに学修することを「多文化共修」と位置づけ、これらの共修科目や科目群・コース

などの開発・実施・普及を通して、優秀な人材の育成・獲得や、さらなる大学の国際化を図る「大学

の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」が15億円（同３億円減）、わが国にとって戦略

的に重要な国・地域との間で、質保証を伴った学生交流等を推進する国際教育連携やネットワーク形

成の取り組みを支援し、わが国の高等教育の国際競争力のさらなる向上を図る「大学の世界展開力強

化事業」として、グローバル・サウスの国々の大学との、質保証を伴う国際交流プログラムの構築・

実施、プログラム自走化のための改革、大学全体の国際通用性ある体制の構築を一体的に行う先導的

な大学を支援する「グローバル・サウスの国々との大学間交流形成支援」が新規で３億円計上される

など、計15億円（同２億円増）計上された。 

「４）先進的で高度な医療を支える人材養成の推進」では、医師の働き方改革を進めながら、高度

な医療人材の養成を推進できるように、大学病院を活用し医学系大学院生等をTA、RA、SAとして教育

研究に参画する機会を創出することなどにより、臨床・研究能力に優れた医師を養成する大学を拠点

とした高度な臨床・研究能力を有する医師養成の促進を支援する「高度医療人材養成拠点形成事業

（高度な臨床・研究能力を有する医師養成促進支援）」が21億円（同同額）、がん医療の新たなニー

ズや急速ながん医療の高度化に対応できる医療人を養成するため、大学院レベルにおける教育プログ

ラムを開発・実践する拠点形成の支援を行う「次世代のがんプロフェッショナル養成プラン」が９億

円（同同額）、コロナ禍で、特に地域で必要とされた総合診療や救急医療、感染症対応等について、

地域医療機関での実践等を通じて履修できるプログラムを開発することにより、ポストコロナ時代に

必要とされる医療人材を養成するとともに、医療的ケア児支援における指導的立場等の看護師養成や、

改正感染症法の成立を踏まえた重症患者に対応できる看護師養成といった、社会的要請に対応できる
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看護師を養成する「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」が５億円（同同額）、わが国の

社会・経済構造の変化に伴う保健医療分野におけるニーズの変化に対応できる医療人養成のあり方に

ついて検討するための調査・研究を実施し、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に貢献できる医

療人や医療の進歩に貢献できる研究者、高度専門医療人材の養成を図る「大学における医療人養成の

在り方に関する調査研究」が0.6億円（同0.3億円増）計上された。 

上記の国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進以外では、文教関係予算の「３．高等教育

機関の多様なミッションの実現」を目指して、その柱の一つである「日本人学生の留学派遣、外国人

留学生の受入れ・定着、教育の国際化の推進」において、その第一の柱である「大学教育のグローバ

ル展開力の強化」として、国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進の一部である「大学の国

際化によるソーシャルインパクト創出事業（15億円）」、「大学の世界展開力強化事業（15億円）」、

「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業（19億円）」及び「人文・社会科学系ネ

ットワーク型大学院構築事業（国際連携型）（２億円）」の計51億円計上されたほか、第二の柱であ

る「大学等の留学生交流の充実」は345億円（同１億円減）計上され、全体で716億円（同13億円増）

計上された。 

「大学等の留学生交流の充実」では、奨学金等支給による経済的負担の軽減により、海外大学との

協定に基づく留学生派遣の支援を拡充するとともに、世界トップ大学の理系博士課程への留学支援の

推進等を図る「大学等の海外留学支援制度」が96億円（同７億円増）計上されたほか、戦略的な留学

生受け入れのための情報収集・分析、海外における関係機関の連携により、日本留学に関する情報発

信を強化し、優秀な外国人留学生のわが国への受け入れを促進するとともに、世界から優秀な学生を

受け入れ、国内定着を促進するため、奨学金を戦略的に確保し、外国人留学生の国内就職等に資する

取り組みを支援する「優秀な外国人留学生の戦略的な受入れ」として、ASEANやインド等の重点地域

を中心に、在外公館や関係機関、企業との連携のもと、学生の早期からのリクルートや帰国後のフォ

ローアップまでを一体的に促進する日本留学サポート体制の強化を実施する「日本留学促進のための

海外ネットワーク機能強化事業」が５億円（同同額）、「国費外国人留学生制度（177億円）」、

「留学生受入れ促進プログラム（学習奨励費）（32億円）」並びに「高度外国人材育成課程履修支援

制度（２億円）」を主な内容とする「外国人留学生奨学金制度」が219億円（同５億円減）、留学生

就職促進プログラムが１億円（同同額）、留学を巡る諸外国の動向やデータ等の収集・分析・戦略提

言の実施、留学生に対する学資金の支給、留学生宿舎の運営、日本留学試験等を実施するための

「（独）日本学生支援機構運営費交付金（留学生事業）」が、「留学生受入れ促進プログラム（学習

奨励費）（32億円）」を除いて25億円（同２億円減）計上されるなど、合計で250億円（同７億円

減）計上された。 

文教関係予算の「３．高等教育機関の多様なミッションの実現」ではそのほかに、「高度専門人材

の育成等の推進」を目指して、専門分野におけるモデルとなるカリキュラムの開講や教材等の開発、

社会における具体の実課題や実データを活用した実践的教育等、先進的な取り組みを実施するととも

に、ワークショップやFD活動等を通じ、他の私立大学等への普及・展開を図る私立大学等を支援する

「私立大学等における数理・データサイエンス・AI教育の充実」が私立大学等経常費補助金の内数に

として７億円（同同額）計上されるなど、国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進における

「デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業～Ⅹプログラム～」等を含めた「数理・デー

タサイエンス・AI人材育成の推進」が22億円（同１億円減）計上された。 
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なお、「１．質の高い公教育の推進」では、探求・文理横断・実践的な学びの推進により、高校生

の学習意欲を喚起し、可能性及び能力を最大限に伸長するとともに、柔軟で質の高い学びの推進によ

り、多様な学習ニーズへの対応と質保証を実現する「高等学校改革の推進」を目指して、情報、数学

等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、専門的な外部人材の活用や大学等との連携な

どを通じてICTを活用した探究的・文理横断的・実践的な学びを強化する学校などに対して、そのた

めに必要な環境整備の経費を支援する「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」が、令和６

年度補正予算における74億円に続いて、新規に２億円（皆増）計上されるなど、全体で８億円（同

0.1億円減）計上された。 

また、全国的な教育水準の維持・向上に資する教員養成をミッションとする教員養成学部・大学と

教育委員会が連携・協働した教員養成の取り組み強化に係る経費を支援し、大学入学者選抜における

「地域教員希望枠」の導入や地域課題に対応したコース・カリキュラム構築、高校生に対する特別プ

ログラムを構築・拡充し、大学における地域貢献機能を充実する「地域教員希望枠を活用した教員養

成大学・学部の機能強化」が５億円（同同額）計上された。 

文教関係予算の「４．誰もが学ぶことができる機会の保障」では、「生涯を通じた障害者の学びの

推進」を目指して、「障害学生支援ネットワークの形成支援及び連携の推進」、「専門的知識を有す

る障害学生支援人材の育成・教職員の理解啓発に向けた研修実施」、「大学等や学生等からの相談へ

の対応及び大学等に対する支援機器の貸出」や「規模や体制にかかわらずすべての大学等が活用でき

る障害学生支援の好事例の収集・発信」を内容とする「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」

が0.5億円（同同額）「障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会」の実現に向け、障害者

の持続的な学びの基盤を整備する「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」が１億円（同

0.12億円減）計上された。 

「リ・スキリングを含めたリカレント教育等社会人の学び直しの機会の拡充」を目指しての「大

学・専門学校・高等専門学校等を活用した社会人向けの実践的なプログラムの開発・拡充」では、社

会人を対象に、デザイン思考・アート思考の養成、分野横断型の学修を経て、創造的な発想をビジネ

スにつなぐ教育プログラムの開発及び拠点の形成を行う「大学等における価値創造人材育成拠点の形

成」が0.8億円（同同額）、女性のキャリアアップ・キャリアチェンジに向けた学び直しやキャリア

形成等の総合的支援を行う「女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業」が0.2億

円（同0.3億円増）、「リカレント教育推進のための学習基盤の整備」において、社会人の学びを応

援するポータルサイト「マナパス」の機能強化やコンテンツ拡充に取り組み、大学等における社会人

向け講座情報や受講に当たって活用できる経済的支援の情報、実際の学習成果・ロールモデル等の情

報発信を強化するとともに、学習歴の可視化・キャリアップへの活用等を促進する「社会人の学びの

情報アクセス改善に向けたポータルサイト『マナパス』の改良・充実」が0.3億円（同0.1億円減）計

上されるなど、「リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実」全体で85億円（同３億円減）

計上された。 

「各教育段階の負担軽減による学びのセーフティネットの構築」を目指して、「大学等における修

学の支援に関する法律」に基づき、１）少子化の対処に寄与するため、社会で自立し活躍できる人材

を育成する大学等において修学できるよう高等教育の修学支援新制度（給付型奨学金・授業料等減

免）を確実に実施（こども家庭庁計上）する、２）無利子奨学金事業について、意欲のある学生等が

経済的理由により進学を断念することがないよう、貸与基準を満たす希望者全員に対する貸与を確実
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なお、「１．質の高い公教育の推進」では、探求・文理横断・実践的な学びの推進により、高校生

の学習意欲を喚起し、可能性及び能力を最大限に伸長するとともに、柔軟で質の高い学びの推進によ

り、多様な学習ニーズへの対応と質保証を実現する「高等学校改革の推進」を目指して、情報、数学

等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、専門的な外部人材の活用や大学等との連携な

どを通じてICTを活用した探究的・文理横断的・実践的な学びを強化する学校などに対して、そのた

めに必要な環境整備の経費を支援する「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」が、令和６

年度補正予算における74億円に続いて、新規に２億円（皆増）計上されるなど、全体で８億円（同

0.1億円減）計上された。 

また、全国的な教育水準の維持・向上に資する教員養成をミッションとする教員養成学部・大学と

教育委員会が連携・協働した教員養成の取り組み強化に係る経費を支援し、大学入学者選抜における

「地域教員希望枠」の導入や地域課題に対応したコース・カリキュラム構築、高校生に対する特別プ

ログラムを構築・拡充し、大学における地域貢献機能を充実する「地域教員希望枠を活用した教員養

成大学・学部の機能強化」が５億円（同同額）計上された。 

文教関係予算の「４．誰もが学ぶことができる機会の保障」では、「生涯を通じた障害者の学びの

推進」を目指して、「障害学生支援ネットワークの形成支援及び連携の推進」、「専門的知識を有す

る障害学生支援人材の育成・教職員の理解啓発に向けた研修実施」、「大学等や学生等からの相談へ

の対応及び大学等に対する支援機器の貸出」や「規模や体制にかかわらずすべての大学等が活用でき

る障害学生支援の好事例の収集・発信」を内容とする「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」

が0.5億円（同同額）「障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会」の実現に向け、障害者

の持続的な学びの基盤を整備する「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」が１億円（同

0.12億円減）計上された。 

「リ・スキリングを含めたリカレント教育等社会人の学び直しの機会の拡充」を目指しての「大

学・専門学校・高等専門学校等を活用した社会人向けの実践的なプログラムの開発・拡充」では、社

会人を対象に、デザイン思考・アート思考の養成、分野横断型の学修を経て、創造的な発想をビジネ

スにつなぐ教育プログラムの開発及び拠点の形成を行う「大学等における価値創造人材育成拠点の形

成」が0.8億円（同同額）、女性のキャリアアップ・キャリアチェンジに向けた学び直しやキャリア

形成等の総合的支援を行う「女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業」が0.2億

円（同0.3億円増）、「リカレント教育推進のための学習基盤の整備」において、社会人の学びを応

援するポータルサイト「マナパス」の機能強化やコンテンツ拡充に取り組み、大学等における社会人

向け講座情報や受講に当たって活用できる経済的支援の情報、実際の学習成果・ロールモデル等の情

報発信を強化するとともに、学習歴の可視化・キャリアップへの活用等を促進する「社会人の学びの

情報アクセス改善に向けたポータルサイト『マナパス』の改良・充実」が0.3億円（同0.1億円減）計

上されるなど、「リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実」全体で85億円（同３億円減）

計上された。 

「各教育段階の負担軽減による学びのセーフティネットの構築」を目指して、「大学等における修

学の支援に関する法律」に基づき、１）少子化の対処に寄与するため、社会で自立し活躍できる人材

を育成する大学等において修学できるよう高等教育の修学支援新制度（給付型奨学金・授業料等減

免）を確実に実施（こども家庭庁計上）する、２）無利子奨学金事業について、意欲のある学生等が

経済的理由により進学を断念することがないよう、貸与基準を満たす希望者全員に対する貸与を確実
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に実施する、３）令和７年度からの多子世帯学生等について授業料・入学金を所得制限なく無償化す

るとともに、大学院修士段階における授業料後払い制度を本格実施する「高等教育の修学支援の充

実」は、こども家庭庁計上分も含めて7,494億円（同1,082億円増）計上された。 

科学技術予算は、「１．我が国の抜本的な研究力向上と優秀な人材の育成」、「２．Society5.0を

実現し未来を切り拓くイノベーション創出とそれを支える基盤の強化」、「３．重点分野の研究開発

の戦略的な推進」並びに「４．国民の安全・安心やフロンティアの開拓に資する課題解決型研究開発

の推進」の四つの柱からなる。 

「１．我が国の抜本的な研究力向上と優秀な人材の育成」では、「科学技術・イノベーション人材

の育成・確保」、「基礎研究をはじめとする抜本的な研究力の向上」と「科学技術・イノベーション

の戦略的な国際展開」が目指され、「科学技術・イノベーション人材の育成・確保」では、優れた若

手研究者に対して、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びな

がら研究に専念する機会を与え、わが国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保

を図る「特別研究員制度」が163億円（同同額）、令和６年３月に文部科学大臣を座長とする「博士

人材の社会における活躍促進に向けたタスクフォース」がとりまとめた『博士人材活躍プラン』に基

づき、わが国全体の研究開発マネジメント人材の量的不足の解消及び質の向上を図るとともに、適切

な処遇・キャリアパスの確立を推進すべく、研究開発マネジメント人材の確保・育成、機関内の人事

制度の構築に取り組む意欲のある体制強化機関への支援と優れた研究開発マネジメント人材の育成制

度を持ち、他機関に対してノウハウ展開を行う研修提供機関への支援を行う「研究開発マネジメント

人材に関する体制整備事業」が新規で６億円（皆増）、先進的な理数系教育や文理融合領域に関する

研究開発を実施している高等学校等を指定し支援することを通じて、将来のイノベーションの創出を

担う科学技術人材の育成を図る「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援事業」が23億円（同

同額）、初等中等教育（小学校高学年～高校生）段階において、理数系に優れた意欲・能力を持つ児

童生徒を対象に、その能力のさらなる伸長を図る育成プログラムの開発・実施に取り組む大学等を支

援する「次世代科学技術チャレンジプログラム（STELLA）」が９億円（同同額）、日本科学未来館や

「サイエンスポータル」「サイエンスティーム」等を活用したSTEAM教育機能強化や、多層的な科学

技術コミュニケーションに向けた取り組みを推進する「未来共創推進事業」が32億円（同同額）計上

された。 

なお、令和６年３月に文部科学大臣を座長とする「博士人材の社会における活躍促進に向けたタス

クフォース」がとりまとめた『博士人材活躍プラン』に基づく「『博士人材活躍プラン』に基づく取

組の拡充」では、「社会における博士人材の多様なキャリアパスの構築」を目指して、ポストドクタ

ー・若手研究者の活躍促進のための「特別研究員事業（PD）」が44億円（0.4億円増）、産業界での

活躍促進のための「ジョブ型インターンシップ」が0.3億円（同同額）、「研究人材のためのキャリ

ア支援／求人ポータルサイト」が１億円（同0.05億円増）、海外研さん機会の充実のための「海外特

別研究員制度（RPD）」が28億円（同２億円増）、女性博士人材等の活躍促進のための「特別研究員

事業（RPD）」が１億円（同同額）、研究と出産・育児等のライフイベントとの両立や女性研究者の

研究力向上を通じたリーダーの育成を一体的に推進するダイバーシティ実現に向けた大学等の取り組

みを支援する「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」が11億円（同同額）、「大学院改革と

学生等への支援」を目指して、大学院改革の推進のための「未来を先導する世界トップレベル大学院

教育拠点創出事業」が新規で19億円（皆増）、留学機会の充実のための「大学等の海外留学支援制
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度」、博士課程学生の処遇向上のための「特別研究員事業（DC）」が106億円（同同額）、「次世代

を担う人材への動機づけ」を目指しての「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援事業」が23

億円並びに「次世代科学技術チャレンジプログラム（STELLA）」が９億円計上されるなど、科学技術

関係以外も含めて総額250億円（同３億円増）計上された。 

「基礎研究をはじめとする抜本的な研究力の向上」では、人文学・社会科学から自然科学まですべ

ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）

を格段に発展させることを目的とする競争的研究費である「科学研究費助成事業（科研費）」が 

2,379億円（同２億円増）、国が定めた戦略目標の下、組織・分野の枠を越えた時限的な研究体制

（ネットワーク型研究所）の構築により、イノベーションの源泉となる基礎研究の戦略的な推進と、

チーム型研究のCREST、若手の登竜門となっている「さきがけ」、卓越したリーダーによるERATO等の

競争的研究費を通じた戦略目標の達成を目指し、『第６期科学技術・イノベーション基本計画』で示

された方向性（多様で卓越した研究成果の創出・蓄積、基礎研究力の強化に向けた研究者への切れ目

ない支援の実現）に基づき、若手研究者への重点支援と実力研究者（中堅・シニア）への切れ目ない

支援を推進する「戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）」が438億円（同１億円増）、「世

界を先導する卓越研究と国際的地位の確立」、「国際的な研究環境と組織改革」と「次代を先導する

価値創造」の三つのミッションを掲げ、大学等への集中的な支援により研究システム改革等の取り組

みを促進し、高度に国際化された研究環境と世界トップレベルの研究水準を誇る国際研究拠点の充

実・強化を図る「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」が72億円（同同額）計上された。 

令和６年６月に閣議決定された『骨太方針2024』や『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行

計画2024年』等に基づき、G7を始めとした同志国やASEAN・インドを含むグローバル・サウスとの国

際共同研究、人材交流等、科学技術の国際展開に資する施策を推進するための「科学技術・イノベー

ションの戦略的な国際展開（G7等の先進国やグローバル・サウスとの国際連携の強化）」では、海外

の優秀な人材の獲得、国際頭脳循環、及び海外の国・地域との友好関係強化や科学技術外交への貢献

を目的として、科学技術分野における海外との青少年交流を促進すべく、科学技術分野での連携が強

化されつつある一方で、留学生は少ないインドとの科学技術分野における人的交流を強化する「国際

青少年サイエンス交流事業」が18億円（同３億円増）、優秀な外国人若手研究者等を大学等研究機関

に招へいし、わが国の研究者と外国人若手研究者等との研究協力関係を通じ、国際化の進展を図る

「外国人研究者招へい事業」が34億円（同同額）、博士の学位を有する優れた若手研究者を海外に派

遣し、大学等研究機関において長期間（２年間）研究に専念できるよう支援すべく、支給額の増額や

帰国後の研究を支援するための科学研究費助成事業との連携を行い、優れた若手研究者が世界を舞台

にポテンシャルを最大限に発揮できる環境を整備する「海外特別研究員事業」が28億円（同３億円

増）、新興国や多国間を中心として、多様な分野・体制を設け最適な協力形態を組み、相手国との合

意に基づく国際共同研究を推進する「戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）」が11億円（同同

額）、国際協力によるSTI for SDGsを体現するプログラムとして、開発途上国のニーズに基づき地球

規模課題の解決と将来的な社会実装に向けた国際共同研究を推進する「地球規模課題対応国際科学技

術協力プログラム（SATREPS）」が20億円（同１億円増）計上されるなど、全体で143億円（同２億円

増）計上された。 

なお、令和６年３月に文部科学大臣を座長とする「博士人材の社会における活躍促進に向けたタス

クフォース」がとりまとめた『博士人材活躍プラン』に基づく「『博士人材活躍プラン』に基づく取
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度」、博士課程学生の処遇向上のための「特別研究員事業（DC）」が106億円（同同額）、「次世代

を担う人材への動機づけ」を目指しての「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援事業」が23

億円並びに「次世代科学技術チャレンジプログラム（STELLA）」が９億円計上されるなど、科学技術

関係以外も含めて総額250億円（同３億円増）計上された。 
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を格段に発展させることを目的とする競争的研究費である「科学研究費助成事業（科研費）」が 

2,379億円（同２億円増）、国が定めた戦略目標の下、組織・分野の枠を越えた時限的な研究体制
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競争的研究費を通じた戦略目標の達成を目指し、『第６期科学技術・イノベーション基本計画』で示

された方向性（多様で卓越した研究成果の創出・蓄積、基礎研究力の強化に向けた研究者への切れ目

ない支援の実現）に基づき、若手研究者への重点支援と実力研究者（中堅・シニア）への切れ目ない

支援を推進する「戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）」が438億円（同１億円増）、「世

界を先導する卓越研究と国際的地位の確立」、「国際的な研究環境と組織改革」と「次代を先導する

価値創造」の三つのミッションを掲げ、大学等への集中的な支援により研究システム改革等の取り組

みを促進し、高度に国際化された研究環境と世界トップレベルの研究水準を誇る国際研究拠点の充
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を目的として、科学技術分野における海外との青少年交流を促進すべく、科学技術分野での連携が強

化されつつある一方で、留学生は少ないインドとの科学技術分野における人的交流を強化する「国際

青少年サイエンス交流事業」が18億円（同３億円増）、優秀な外国人若手研究者等を大学等研究機関

に招へいし、わが国の研究者と外国人若手研究者等との研究協力関係を通じ、国際化の進展を図る

「外国人研究者招へい事業」が34億円（同同額）、博士の学位を有する優れた若手研究者を海外に派

遣し、大学等研究機関において長期間（２年間）研究に専念できるよう支援すべく、支給額の増額や

帰国後の研究を支援するための科学研究費助成事業との連携を行い、優れた若手研究者が世界を舞台

にポテンシャルを最大限に発揮できる環境を整備する「海外特別研究員事業」が28億円（同３億円

増）、新興国や多国間を中心として、多様な分野・体制を設け最適な協力形態を組み、相手国との合
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組の拡充」では、「社会における博士人材の多様なキャリアパスの構築」を目指して、ポストドクタ
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築」をパッケージで推進するとともに、研究大学の抜本的な機能強化に向けて、大学の可能性を最大

限引き出す産学官共創拠点を拡充すべく、令和７年度からは新たに地域の未来に向けて解決すべき課

題の深掘り、課題解決プロセスの練り上げ、それらを踏まえた研究開発を重点支援することで、「課

題解決に寄与するグローバル水準の研究成果とイノベーションの創出」、「産学官共創を牽引する研

究者の育成及び拠点の機能強化」を推進する「共創の場形成支援～知と人材が集積するイノベーショ

ン・エコシステム～」が134億円（同同額）、大学等が創出する学術を基盤とする戦略的創造研究推
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進事業や科学研究費助成事業等によって多様かつ優れたシーズの掘り起こし、「学」と「産」のマッ

チングを行うとともに、強力なハンズオン支援の下でシームレスに実用化につなげ、企業等への橋渡

しを促進するとともに、ハンズオン支援等を通じて、産学連携研究のノウハウを提供することで、共

同研究体制構築や実用化・事業化の確度の向上を図る「研究成果最適展開支援プログラム（A-

STEP）」が46億円（同１億円減）、大学等のアセットをフルに活用して、スタートアップと大企業の

協働や、研究開発支援などスタートアップ成長を支援していくための大学・スタートアップ・大企業

等の次世代型オープンイノベーションのモデル形成を図るとともに、大学等においてスタートアップ

の創出支援から成長支援まで一貫した支援を行う仕組みや体制の構築を促進し、大学発スタートアッ

プの量・質の拡大を目指す「次世代型オープンイノベーションのモデル形成」が新規で１億円（皆

増）計上されるなど、「大学発スタートアップ創出とアントレプレナーシップ教育の推進」として21

億円（同１億円増）、「本格的産学官連携によるオープンイノベーションの推進」として204億円

（同同額）計上された。 

「３．重点分野の研究開発の戦略的な推進」では、「生成AIをはじめとするAI開発力の強化」にか

かわって、国立情報学研究所（NII）において、 アカデミアを中心とした一定規模のオープンな生成

AIモデルを構築できる環境を整備し、生成AIモデルに関する基盤的な研究力・開発力を醸成し、生成

AIモデルの透明性・信頼性の確保に向けた研究開発を実施するとともに、画像・音声など多様なモダ

リティのデータを扱うことのできるマルチモーダルモデルに関する研究開発を行う「生成AIモデルの

透明性・信頼性の確保に向けた研究開発拠点形成［AI For Society］」が８億円（同１億円増）、特

定科学分野（ドメイン）に強い他の研究機関と連携し、基盤モデルを活用して、科学研究データを追

加学習等することで、ドメイン指向の科学研究向けAI基盤モデル（科学基盤モデル）を開発するとと

もに、米国のAI for Scienceの中核機関とも深く連携することで、世界に先駆けて科学基盤モデルを

開発し、その利用を産学に広く開放することで、多様な分野における科学研究の革新をねらう「科学

研究向けAI基盤モデルの開発・共用（TRIP-AGIS）［AI For Science］」が25億円（同８億円増）の

ほか、世界最先端の研究者を糾合し、深層学習の原理の解明や社会課題の解決等に向け、革新的なAI

基盤技術の研究開発や我が国の強みであるビッグデータを活用した研究開発等を推進する「革新知能

統合研究センター（AIPセンター）」が30億円（同１億円減）、「戦略的創造研究推進事業」の一部

として、AIやビッグデータ等における若手研究者の独創的な発想や、新たなイノベーションを切り拓

く挑戦的な研究課題を支援し、「AIPネットワークラボ」としての一体的運営により、課題選考から

研究推進まで幅広いフェーズでの研究領域間の連携を促進するための「科学技術振興機構（ファンデ

ィング）」が75億円（同４億円減）計上されるなど、合計で138億円（同５億円増）計上された。 

また、令和６年６月に閣議決定された『骨太方針2024』や『新しい資本主義のグランドデザイン及

び実行計画2024年』等に基づき、医学研究・ライフサイエンス研究の抜本的な研究力強化や、認知症

等の克服につながる脳神経科学研究、ips細胞等の再生・細胞医療・遺伝子治療研究等のライフ・コ

ースに着目した研究開発、感染症有事を見据えた体制整備・研究開発等を推進するとともに、「創薬

力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」中間とりまとめを踏まえ、ファ

ースト・イン・ヒューマン（FIH）試験実施に向けた支援を充実するための橋渡し研究支援機関の活

用・強化や、先端研究基盤の整備・維持・共用等を行うことを目指して、１）医学研究・ライフサイ

エンス研究の研究力強化、２）ライフ・コースに着目した研究開発、３）創薬力向上への貢献、４）

感染症有事を見据えた体制整備・研究開発、５）ライフサイエンスを支える基盤整備・国際展開等、
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による「健康・医療分野の研究開発の推進」にかかわっては、「１）」では、革新的な医薬品等につ

ながる画期的シーズの創出・育成を目的に、新たな研究領域を追加したうえで、組織の枠を超えた研

究体制を構築して先端的研究開発を推進し、有望な成果について研究開発を加速・深化させる「革新

的先端研究開発支援事業」が110億円（同同額）、「２）」では、基礎・臨床の連結や、アカデミア

と産業界との連携を強化しつつ、精神・神経疾患の克服を目指して革新的なシーズ創出、病態メカニ

ズム解明などを推進する「脳神経科学統合プログラム」が65億円（同同額）、免疫学や遺伝子工学、

核医学などの多様な分野の先端技術を融合させることで、革新的な医薬品の創生に資する基礎的研究

を戦略的に推進する「次世代がん医療加速化研究事業」が35億円（同同額）、「３）」では、FIH試

験実施に向けた支援を充実するため、橋渡し研究支援機関を活用・強化する「橋渡し研究プログラ

ム」が54億円（同同額）、ニーズを踏まえた先端研究基盤を整備・維持・共用し、人材育成に係る取

り組み等を強化する「生命科学・創薬研究支援基盤事業（BINDS）」が36億円（同同額）、「４）」

では、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（令和６年７月２日閣議決定）を踏まえ、アジ

ア・アフリカ・南米に設置している海外研究拠点の継続・発展によるモニタリング体制の基盤強化・

充実により、感染症インテリジェンス強化に貢献する「新興・再興感染症研究基盤創生事業」が22億

円（同１億円減）、計上されるなど、合計で850億円（同３億円増）計上された。 

「４．国民の安全・安心やフロンティアの開拓に資する課題解決型研究開発の推進」では、「環境

エネルギー分野の研究開発の推進」を目指して、先端的低炭素化技術開発（ALCA）等の取り組みを発

展させ、2050年カーボンニュートラル実現等への貢献を目指し、従来の延長線上にない、非連続なイ

ノベーションをもたらす革新的技術に係る基礎研究を推進し、重要となる技術領域を複数設定したう

えで幅広いチャレンジングな提案を募りつつ、厳格なステージゲート評価等により技術的成熟度の向

上を図り、技術シーズを育成する「先端的カーボンニュートラル技術開発（ALCA-Next）」が戦略的

創造研究推進事業の一環として22億円（同６億円増）、大学等が地域と連携し、人文・社会科学の知

見も活用しながら、地域がカーボンニュートラル実現に向けた計画づくりをする際に活用できる科学

的知見を生み出す研究開発を推進する「大学の力を結集した、地域の脱炭素化加速のための基盤研究

開発」が0.4億円（同0.2億円減）計上されるなど、「カーボンニュートラルの実現に貢献する研究開

発」全体で、332億円（同３億円減）計上された。 

「Ⅰ．デフレ完全脱却、持続可能な経済社会の実現に向けた経済財政政策の推進」、「Ⅱ．フロン

ティアの開拓、科学技術の振興・イノベーションの促進」、「Ⅲ．地方創生2.0と地域における社会

課題への対応」、「Ⅳ．幸せを実感できる包摂社会の実現」、「Ⅴ．経済安全保障、防災・減災など

安全・安心な暮らしの実現」並びに「Ⅵ．国民生活を支えるための行政基盤の整備」の六つの柱から

なる内閣府の政府予算では、「Ⅱ．フロンティアの開拓、科学技術の振興・イノベーションの促進」

の「２．科学技術・イノベーションへの投資」において、「科学技術・イノベーション政策の戦略的

推進」を目指して、総合科学技術・イノベーション会議が主導し、府省・分野の枠を超えた横断型プ

ログラムである「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」、民間投資誘発効果の高い領域等

に各省庁施策を誘導する「研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）」等を推進すると

ともに、『第６期科学技術・イノベーション基本計画』に基づき、わが国が目指す将来像

（Society5.0）の実現に向けて、バックキャストで設定した課題について、フィージビリティスタデ

ィを通じて絞り込んだ技術・事業の両面からインパクトが大きいテーマをSIPにおいて推進する「科

学技術イノベーション創造推進費」が555億円（同同額）計上された。 
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また、「Ⅲ．地方創生2.0と地域における社会課題への対応」の「１．地方創生の新展開等」では、

「地方こそ成長の主役という考え方に立ち、新たな地方創生施策（地方創生2.0）を展開する。地域

の産官学金労言が連携し、それぞれの知恵と情熱を活かして地域の可能性を引き出そうとする取組を

後押しする。地方分権改革推進本部、地方分権改革有識者会議により、地方分権改革を着実かつ強力

に進める」としたうえで、「地方創生2.0の起動」 として、地方の特性に応じた発展を遂げることが

できるよう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、地方公共団体の自主

性と創意工夫に基づき、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生に資する地域の独自の取り組みを

支援する「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が2,000億円（同1,000億円増）計上された。 

「地方創生2.0」は、「地方こそ成長の主役」との発想に基づき、地方がそれぞれの特性に応じた

発展を遂げることができるよう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、

内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官と新しい地方経済・生活環境創生担当大臣を副本部長、他のす

べての国務大臣を本部員として、内閣に設置された新しい地方経済・生活環境創生本部が12月24日に

決定した『地方創生2.0の「基本的な考え方」』に基づくものであり、『地方創生2.0の「基本的な考

え方」』では、「地方創生」を10年前に開始して以降、「まち・ひと・しごと創生法」の制定、政府

関係機関の地方移転や地方創生の交付金などにより、全国各地で地方創生の取組が行われ、さまざま

な好事例が生まれたことは大きな成果である一方で、「こうした好事例が次々に「普遍化」すること

はなく、人口減少や、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった」としたうえで、今

後、人口減少のペースが緩まるとしても、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面か

ら受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていくため、

１）一極集中をさらに進めるような政策の見直し、２）持てるポテンシャルがまだまだ眠っているそ

れぞれの地域の経済・社会、これらを支える人材の力を最大限に引き出す政策の強化、３）若者や女

性にも選ばれる職場や暮らしを実現する政策の強化、４）都市と地方の新たな結びつき・人の往来を

円滑化する政策の強化などに取り組む、こととしている。 

また、地方大学・産業創生法に基づく交付金として、首長のリーダーシップの下、デジタル技術等

を活用し、産業創生・若者雇用創出を中心とした地方創生と、地方創生に積極的な役割を果たすため

の組織的な大学改革に一体的に取り組む地方公共団体を重点的に支援し、地域産業創生の駆動力とな

る特定分野に強みを持つ地方大学づくりを各地で進め、地域における若者の修学・就業を促進する

「地方大学・地域産業創生交付金」が５億円（同13億円減）、地方大学・地域産業創生交付金におけ

るデジタル技術等を活用した地域の取り組みについて、専門性を有する外部の有識者や調査機関によ

る調査・評価体制等を整備するとともに、地方自治体の計画作成や事業の伴走支援を強化し、地域に

おける若者の修学・就業の促進に資する真に優れた取り組みを支援する「地方大学・地域産業創生の

ための調査・支援事業」が１億円（同0.01億円減）、マッチングサイトの運用等により地方公共団体

と大学等の連携を強化するとともに、誘致を希望する地方公共団体へのコンサルティングの実施や研

修会の開催を通じて、デジタル技術等も活用した効果的な地域課題の解決等に資する東京圏の大学等

による地方へのサテライトキャンパス設置や地域の拠点における活動を促進する「地方へのサテライ

トキャンパス設置等に関するマッチング支援事業」が0.2億円（同0.02億円減）、地方公共団体と高

等学校等が連携し、全国から高校生が集まるような高等学校の魅力化をデジタル技術等を活用しなが

ら進めることにより、高校生の地域留学を推進するための取り組みを支援する「高校生の地域留学の

推進のための高校魅力化支援事業」が１億円（0.04億円減）計上された。 
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また、「Ⅲ．地方創生2.0と地域における社会課題への対応」の「１．地方創生の新展開等」では、

「地方こそ成長の主役という考え方に立ち、新たな地方創生施策（地方創生2.0）を展開する。地域

の産官学金労言が連携し、それぞれの知恵と情熱を活かして地域の可能性を引き出そうとする取組を

後押しする。地方分権改革推進本部、地方分権改革有識者会議により、地方分権改革を着実かつ強力

に進める」としたうえで、「地方創生2.0の起動」 として、地方の特性に応じた発展を遂げることが

できるよう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、地方公共団体の自主

性と創意工夫に基づき、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生に資する地域の独自の取り組みを

支援する「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が2,000億円（同1,000億円増）計上された。 

「地方創生2.0」は、「地方こそ成長の主役」との発想に基づき、地方がそれぞれの特性に応じた

発展を遂げることができるよう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、

内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官と新しい地方経済・生活環境創生担当大臣を副本部長、他のす

べての国務大臣を本部員として、内閣に設置された新しい地方経済・生活環境創生本部が12月24日に

決定した『地方創生2.0の「基本的な考え方」』に基づくものであり、『地方創生2.0の「基本的な考

え方」』では、「地方創生」を10年前に開始して以降、「まち・ひと・しごと創生法」の制定、政府

関係機関の地方移転や地方創生の交付金などにより、全国各地で地方創生の取組が行われ、さまざま

な好事例が生まれたことは大きな成果である一方で、「こうした好事例が次々に「普遍化」すること

はなく、人口減少や、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった」としたうえで、今

後、人口減少のペースが緩まるとしても、当面は人口・生産年齢人口が減少するという事態を正面か

ら受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていくため、

１）一極集中をさらに進めるような政策の見直し、２）持てるポテンシャルがまだまだ眠っているそ

れぞれの地域の経済・社会、これらを支える人材の力を最大限に引き出す政策の強化、３）若者や女

性にも選ばれる職場や暮らしを実現する政策の強化、４）都市と地方の新たな結びつき・人の往来を

円滑化する政策の強化などに取り組む、こととしている。 

また、地方大学・産業創生法に基づく交付金として、首長のリーダーシップの下、デジタル技術等

を活用し、産業創生・若者雇用創出を中心とした地方創生と、地方創生に積極的な役割を果たすため

の組織的な大学改革に一体的に取り組む地方公共団体を重点的に支援し、地域産業創生の駆動力とな

る特定分野に強みを持つ地方大学づくりを各地で進め、地域における若者の修学・就業を促進する

「地方大学・地域産業創生交付金」が５億円（同13億円減）、地方大学・地域産業創生交付金におけ

るデジタル技術等を活用した地域の取り組みについて、専門性を有する外部の有識者や調査機関によ

る調査・評価体制等を整備するとともに、地方自治体の計画作成や事業の伴走支援を強化し、地域に

おける若者の修学・就業の促進に資する真に優れた取り組みを支援する「地方大学・地域産業創生の

ための調査・支援事業」が１億円（同0.01億円減）、マッチングサイトの運用等により地方公共団体

と大学等の連携を強化するとともに、誘致を希望する地方公共団体へのコンサルティングの実施や研

修会の開催を通じて、デジタル技術等も活用した効果的な地域課題の解決等に資する東京圏の大学等

による地方へのサテライトキャンパス設置や地域の拠点における活動を促進する「地方へのサテライ

トキャンパス設置等に関するマッチング支援事業」が0.2億円（同0.02億円減）、地方公共団体と高

等学校等が連携し、全国から高校生が集まるような高等学校の魅力化をデジタル技術等を活用しなが

ら進めることにより、高校生の地域留学を推進するための取り組みを支援する「高校生の地域留学の

推進のための高校魅力化支援事業」が１億円（0.04億円減）計上された。 
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２．令和７年度私立学校関係税制改正等に関する私立大学側要望及び文部科学省税制改

正要望の決定経過等について 

 

私大連では、これまでの税制改正要望内容や政府・与党の税制に関する審議過程において、税務当 

局から出された意見等を踏まえ、この数年にわたり実現に至っていない要望項目を中心に、その内容、

現状及び問題点などを整理するとともに、既存の仕組みを有効に活用しながら新規要望内容を組み立

て、日本私立大学団体連合会（以下、「連合会」という。）並びに日本私立小学校連合会並びに全日

本私立幼稚園連合会で構成する全私学連合（以下、「全私連」という。）等の関係団体と連携を図り

つつ、その要望実現に向け活動を展開した。 

令和７年度に向けた私立学校関係税制改正要望に関する基本方針並びに要望内容等のとりまとめに

あたっては、公財政政策委員会のもとで協議のうえ、常務理事会及び理事会において協議を重ね、そ

の任務にあたった。 

 

２－１ 私立大学側要望等の決定経過 

 

令和５年12月22日に閣議決定された「令和６年度税制改正の大綱」では、文部科学省が要望した７

項目のうち、全私連からの要望も踏まえ、文部科学省税制改正要望事項として掲げられていた「２）

学校法人への個人寄附に係る税額控除の要件の見直し【所得税】」については、１）税額控除対象法

人となるために必要な寄附者数・寄附金額といった実績要件を、年度ごとに満たしていること（小規

模法人向けの緩和措置は引き続き適用）、２）税額控除に係る証明申請が令和７年度～12年度の間に

行われるものであること、３）経営改革に向けた具体的な取り組みに係る計画を作成していること

（作成を求める計画の詳細については今後通知等で周知）、４）実績判定期間中に税額控除に係る証

明を受けている期間が含まれていないこと、とする四つの要件を満たす場合には、実績判定期間を５

年間から２年間に短縮する、こととされた。 

「１）国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大【所得税】」については、国

立大学法人、公立大学法人または独立行政法人国立高等専門学校機構に対する寄附金のうち、現行の

「経済的理由により修学が困難な学生等の修学支援に係る事業」と「不安定な雇用状態である研究者

等に対する研究助成・能力向上のための事業」を対象とする場合に限って税額控除を選択できるとこ

ろ、１）障害のある学生等に対して、個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するた

めに必要な事業、２）外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的とした

施設整備費や賃料の一部を負担する事業に充てられるものについても、税額控除を選択できるように

する、こととされた。 

「３）障害者に対応した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置の延長【固定資産税等】」につ

いては、民間事業者が設置する劇場・音楽堂等が、建築物移動等円滑化誘導基準に適合するバリアフ

リー改修を行う場合において、固定資産税・都市計画税額の３分の１を減額する特例措置について、

適用期限を２年延長（令和８年３月31日まで）する、とされたが、拡充は認められなかった。「４）

高等教育の奨学金制度の拡充に係る税制上の所要の措置【印紙税等】」については、高等教育の修学

支援新制度にかかわって、令和６年４月から対象となる、中間所得層の多子世帯や理工農系の学部・

学科に通う学生等に対する授業料等減免措置及び給付型奨学金支給についても、関係法令の改正を前
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提に、差押禁止等の措置を講ずるとともに、令和６年度に授業料後払い制度を創設することに伴い、

関係法令の改正を前提に、本制度に関する文書に係る印紙税についても非課税措置を講ずる、ことと 

された。「５）国民健康保険税における流行初期医療確保措置の創設等に伴う所要の措置（厚生労働

省、財務省、総務省との共同要望）【国民健康保険税等】」については、健康保険法等の改正に伴い、

各税目に係る法令に規定されている本人確認書類の範囲に、私立学校教職員共済組合加入者の資格の

確認に必要な書面を加えることとする、とされた。また、「こども未来戦略方針に基づく支援金制度

（仮称）の創設に伴う税制上の所要の措置（こども家庭庁、総務省、財務省、厚生労働省との共同要

望）【所得税等】」については、法案の内容をみて検討するとされた。 

私大連では、２回の公財政政策委員会（令和６年４月16日、５月20日開催）、５月14日開催の理事

会における協議内容に基づき、「過去の要望内容で実現していないものを要望し続ける」とのこれま

での基本方針に基づき、これまで通り要望内容の大きな柱として「寄附の促進」と「経済負担の軽

減」を掲げることとし、とくに「経済負担の軽減」にかかわっては、私立大学学生の家計支持者は、

私立大学の授業料と国立大学の授業料との差額である約70万円を国立大学生の家計支持者に比べて多

く負担しつつ、納税をもって運営費交付金を通じて国立大学生の就学を支えている現状は、「納税者

間に不合理な不平等を生じさせている」として、その改善を求めていくこととし、令和６年度第１回

（第 230回・定時）総会（６月18日開催）において私大連としての要望書をとりまとめた。 

要望の柱は、昨年度同様、「１．学校法人に対する寄附促進のための措置の創設・拡充」、「２．

教育費に係る 家計負担軽減と納税者（国立大学学生と私立大学学生の家計支持者）間の不平等是正

のための措置の創設・拡充」、「３．学校法人の健全な財政基盤の確立に向けた優遇措置の創設・拡

充」、「４．大規模災害等により被災した学校法人の復興のための特例措置の拡充」、「５．退職等

年金給付の積立金に対する特別法人税の撤廃」の５点で構成することとした。 

「１．学校法人に対する寄附促進のための措置の創設・拡充」では、「（１）寄附促進のための措

置の創設・拡充等」として、昨年度同様、１）税額控除対象法人への個人寄附に係る税額控除率

（40％）の引き上げと繰越控除制度の導入、２）寄附金控除の年末調整の対象化など手続きの改善、 

３）直系尊属からの寄附に係る税額控除限度額の撤廃、４）リカレント、リスキリングに資する社会

人教育に係る企業等法人からの寄附に係る受配者指定寄付金の対象範囲の拡大、あるいは企業等法人

による損金算入限度額を撤廃することを可能とする制度の創設、５）寄附金税額控除の対象法人とな

るための認定要件の撤廃、の５点を要望するとともに、「（２）若手・女性研究者奨励のための寄附

税制の創設」を要望している。 

「２．教育費に係る家計負担軽減と納税者（国立大学学生と私立大学学生の家計支持者）間の不平

等是正のための措置の創設・拡充」では、１）特定扶養親族に係る所得控除制度における私立大学生

控除率割増制度の創設並びに扶養控除の拡充、２）リカレント・リスキリング教育を通じた社会人の

教育費負担軽減のための所得控除制度の創設等、３）教育資金贈与信託に係る贈与税の非課税措置の

拡充並びに恒久化、の３点を要望し、とくに「１）」では、「私立大学学生の家計支持者は、私立大

学の授業料（124万円）と国立大学の授業料（54万円）との差額（70万円）を国立大学生の家計支持

者に比して多く負担しつつ、納税をもって運営費交付金を通じて国立大学生の就学を支えており、こ

うした現状は納税者間に不合理な不平等を生じさせている」としたうえで、「納税者間の国私間不平

等是正の観点から、教育費の占める割合が大きい私立大学学生の家計支持者の税負担の軽減を図るべ

く、特定扶養親族に係る所得控除制度における控除率割増制度の創設を要望するとともに、教育費の
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提に、差押禁止等の措置を講ずるとともに、令和６年度に授業料後払い制度を創設することに伴い、
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人教育に係る企業等法人からの寄附に係る受配者指定寄付金の対象範囲の拡大、あるいは企業等法人
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者に比して多く負担しつつ、納税をもって運営費交付金を通じて国立大学生の就学を支えており、こ

うした現状は納税者間に不合理な不平等を生じさせている」としたうえで、「納税者間の国私間不平

等是正の観点から、教育費の占める割合が大きい私立大学学生の家計支持者の税負担の軽減を図るべ
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家計負担軽減の観点から、現行の所得控除額（63万円）の拡充を要望する」とし、「１．寄附の促

進」と「２．経済負担の軽減」の双方でリカレント、リスキリングに資する社会人教育に係る要望項

目を掲げることとした。 

一方、連合会においては、私大連がとりまとめた要望書をベースに、日本私立大学協会からの意見

を盛り込む形で連合会としての要望書のとりまとめを進めるとともに、文部科学省との協議内容をも

とに協議した。 

上記の経過を経てとりまとめられた「要望の趣旨」、「要望項目」からなる「令和７年度私立大学

関係税制改正に関する要望」は、連合会としての要望としてとりまとめられた後、全私連において、

連合会でとりまとめた内容に基づき「令和７年度私立学校関係税制改正に関する要望」としてとりま

とめられ、各団体の会長への報告、了承を経て、私立大学関係政府予算に関する要望とともに文部科

学大臣及び文部科学省の政務三役をはじめ政府・与党関係者に提出（８月２日）された（資料編 資

料２－１）。 

 

２－２ 文部科学省税制改正要望の内容 

 

文部科学省では、関係団体等による要望を受け、同省の所管事項に関する税制改正要望について、

「令和６年度文部科学省税制改正要望事項」としてとりまとめ、８月30日に財務省に提出した。 

要望事項は、１）特定公益増進法人等への法人寄附に係る特別損金算入限度額の拡充（内閣府との

共同要望）【法人税等】、２）特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非

課税措置の延長（内閣府との共同要望）【印紙税】、３）（独）日本学生支援機構が実施する奨学金

事業に係る印紙税の非課税措置の拡充【印紙税】、４）公益法人が所有・取得する重要無形文化財の

公演のための施設（能楽堂）に係る課税標準の特例措置の拡充【固定資産税等】、５）障害者に対応

した劇場・音楽堂等に係る課税標準の特例措置の拡充【固定資産税等】、６）私立学校法改正に伴う

税制上の所要の措置【所得税等】、７）公的年金制度の見直しに伴う税制上の所要の措置（厚生労働

省、財務省、総務省との共同要望）【所得税等】、８）（独）国立女性教育会館の機能強化に係る税

制上の所要の措置（内閣府との共同要望）【法人税等】の８項目で構成されている。 

「１）特定公益増進法人等への法人寄附に係る特別損金算入限度額の拡充」では、法人から特定公

益増進法人等に対して寄附する場合に損金算入が認められる範囲である特別損金算入限度額を拡充

（所得の10％）するとともに、寄附額が特別損金算入限度額を超過した場合でも、翌年度以降５年間、

限度額超過分を繰り越して損金算入することを可能とすることを、「６）私立学校法改正に伴う税制 

上の所要の措置」では、改正私立学校法が令和７年４月に施行されることを踏まえ、１）改正後にお

いても、これまで学校法人に適用されていた税制上の優遇措置を引き続き適用すること、２）みなし

譲渡所得等に係る特例において、すべての学校法人の国税庁長官の承認手続きを簡素化すること、

３）税額控除対象法人に課される閲覧対象書類について、作成が求められる書類が加わることを踏ま

え、所要の措置を行うこと、を内容とする私立学校法の改正に伴う税制上の所要の措置を要望した。 

 

２－３ 令和７年度私立学校関係税制改正の概要 

 

政府与党である自由民主党並びに公明党では、12月20日に『令和７年度税制改正大綱』をとりまと
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めた。 

『令和７年度税制改正大綱』では、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を最重点事項としたう

えで、「物価上昇面における税負担の調整」の観点から、所得税の基礎控除等の見直しを行う、「就

業調整対策」の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除（特定扶養控除と同額の63万円）を創

設する、とするとともに、エンジェル税制の見直しによりスタートアップへの投資促進を図る、NISA

の利便性向上等を行い「資産運用立国」の実現に向けた環境整備を図る、今後の法人税について、こ

れまで現預金を大きく積み上げてきた大企業を中心に企業が国内設備投資や賃上げに積極的に取り組

むよう、メリハリある法人税体系を構築していく、とした。 

また、石破内閣において、新たな地方創生施策（「地方創生2.0」）の展開を政策の柱としており、

税制面でも地方創生や活力ある地域経済の実現に向けた取り組みが求められていることを踏まえ、中

小企業税制について売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業の設備投資に対してさらな

る税制上の措置を講じ、地域経済の好循環を生み出していく、住民生活に密着した行政サービスを支

える地方公共団体の税収をしっかり確保するとともに、経済社会の構造変化に対応し、税源の偏在性

が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む、とした。 

さらに、「少子高齢化、働き方やライフコースの多様化、経済活動のグローバル化・デジタル化と

いった経済社会の様々な構造変化に対応し、適正・公平な課税の実現を図る」観点から、老後に向け

た資産形成を促進する観点からiDeCo（個人型確定拠出年金）の拠出限度額の引上げ等を行う、経済

のグローバル化・デジタル化の進展に対応し、企業間の公平な競争条件を確保するため、国際合意に

沿ってグローバル・ミニマム課税の法制化を進める、消費税の外国人旅行者向け免税制度について、

不正を排除しつつインバウンド消費を拡大する観点からリファンド方式へ見直すとともに、国境を越

えた物品販売に係る電子商取引の消費課税のあり方について検討を進める、とした。 

なお、衆議院における令和６年度補正予算の採決に当たり、12月11日に自由民主党、公明党及び国

民民主党の幹事長間で、１）いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、

来年から引き上げる、２）いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する、３）上記の各項目の具体

的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める、とした合意の内容について、

引き続き真摯に協議を行っていく、とした。 

そのうえで、「基本的考え方」として、「１．成長型経済への移行」、「２．地方創生や活力ある

地域経済の実現」、「３．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」、「４．自動車関係諸税の

総合的な見直し」、「５．防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」、「６．円滑・適正な納税

のための環境整備」の６点を基本的な考え方に据えた。 

「１．成長と分配の好循環の実現」では、「（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調

整への対応」として、１）所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円、20％

程度引き上げる、２）19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円（給与収入150 

万円に相当）までは、親等が特定扶養控除と同額（63万円）の所得控除を受けられ、また、大学生年

代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕

組みを導入する、３）扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎

控除と同額の48万円を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円とする、とし、いずれも令和７年から適

用するとした。 

また、個人住民税について、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほ
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る税制上の措置を講じ、地域経済の好循環を生み出していく、住民生活に密着した行政サービスを支

える地方公共団体の税収をしっかり確保するとともに、経済社会の構造変化に対応し、税源の偏在性

が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む、とした。 

さらに、「少子高齢化、働き方やライフコースの多様化、経済活動のグローバル化・デジタル化と

いった経済社会の様々な構造変化に対応し、適正・公平な課税の実現を図る」観点から、老後に向け
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のための環境整備」の６点を基本的な考え方に据えた。 

「１．成長と分配の好循環の実現」では、「（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調

整への対応」として、１）所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円、20％

程度引き上げる、２）19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円（給与収入150 

万円に相当）までは、親等が特定扶養控除と同額（63万円）の所得控除を受けられ、また、大学生年

代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕

組みを導入する、３）扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎

控除と同額の48万円を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円とする、とし、いずれも令和７年から適

用するとした。 

また、個人住民税について、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほ
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か、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、給与所得控除の見直し、大

学生年代の子等に関する特別控除の創設並びに扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要

件の引上げについて対応することとし、令和８年度分の個人住民税から適用する、とした。 

「（２）企業版ふるさと納税」では、地方経済が、人口減少・過疎化や地域産業の衰退等の課題に

直面する中、官民が連携してそれらを成長のエンジンへと転換することが求められていることを踏ま

え、「地方への資金の流れの創出・拡大や地方への人材還流を促す地方創生応援税制（企業版ふるさ

と納税）の適用期限を３年延長する」とした。 

 「３．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」では、「（１）個人所得課税のあり方」につ

いて、「高校生年代の扶養控除及びひとり親控除については、令和８年分の所得税及び令和９年度分

の個人住民税は現行制度を維持し、その見直しについては、児童手当をはじめとする子育て関連施策

との関係、所得税の所得再分配機能等の観点や令和６年度税制改正大綱で示した考え方を踏まえつつ、

令和８年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る」とした。 

「（２）子育て世帯への支援」については、令和６年度税制改正大綱において高校生年代の扶養控

除の見直しとあわせて行うものとした、１）子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充（令和６年

限りの措置として対応した上乗せ措置について、令和７年限りの措置として講ずる。所得税額から控

除しきれない額は、現行制度と同様に個人住民税額から控除し、個人住民税の減収額は、全額国費で

補塡する）、２）子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充（令和６年限りの措置として対応

した特例措置について、令和７年限りの措置として講ずる）、３）子育て世帯に対する生命保険料控

除の拡充（令和８年分所得税において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠（遺族保

障）について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の４万円の適用限度額に対して２万円の

上乗せ措置を講ずる）の三つの子育て支援税制について、「高校生年代の扶養控除の取り扱いを踏ま

えてそのあり方を検討する」こととし、令和７年度については「１年間の時限的な措置として対応す

る」とした。 

 なお、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の早

期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支

援し、経済活性化に寄与することを目的として、平成25年度から「教育資金一括贈与に係る贈与税の

非課税措置」が創設される一方で、その２年後の平成27年度から、将来の経済的不安が若年層に結

婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移

転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的とする「結婚・子育て資金

の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について、「令和５年度税制改正大綱で「制度の廃止も含め、

改めて検討する」とされた後も、利用件数が低迷する等の状況にあり、関係省庁において、子育てを

巡る給付と負担のあり方や真に必要な対応策について改めて検討すべきである」としつつ、「現在、

「こども未来戦略」の集中取組期間（令和８年度まで）の最中にあり、こども・子育て政策を総動員

する時期にある」ことから、「本措置は、特に集中取組期間であることを勘案し、適用期限を２年延

長する」とした。 

一方の政府では、政府与党における『令和７年度税制改正大綱』のとりまとめを受け、「賃上げと

投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応すべく、１）物価上昇

局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控

除の最低保障額の引き上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う、２）老後に向け
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た資産形成を促進する観点から、確定拠出年金（企業型DC及びiDeCo）の拠出限度額等を引き上げる、

３）成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営

強化税制を拡充する、４）国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税

制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。これら

により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応す

る、ことを主な内容とする『令和６年度税制改正の大綱』としてとりまとめ、12月27日に閣議決定し

た。 

『令和６年度税制改正の大綱』では、文部科学省が要望した項目のうち、「特定の学資としての資

金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の延長（内閣府との共同要望）【印紙税】」

については「非課税措置の適用期限を３年延長する」とされた。「（独）日本学生支援機構が実施す

る奨学金事業に係る印紙税の非課税措置の拡充【印紙税】」については、「印紙税を課さないことと

する」とされた。「公益法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設（能楽堂）に係る

課税標準の特例措置の拡充【固定資産税等】」について認められ、「特例措置の適用期限を２年延長

する」とされた。 

また、「私立学校法改正に伴う税制上の所要の措置【所得税等】」、「公的年金制度の見直しに伴

う税制上の所要の措置（厚生労働省、財務省、総務省との共同要望）【所得税等】」並びに「（独）

国立女性教育会館の機能強化に係る税制上の所要の措置（内閣府との共同要望）【法人税等】」はい

ずれも認められた（資料編 資料２－２）。 
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３．審議会等への対応について 

 

３－１ 中央教育審議会大学分科会「高等教育の在り方に関する特別部会」のヒアリング対応

について 

 

中央教育審議会大学分科会は、令和５年９月25日に文部科学大臣の諮問を受け、10月25日に「高等

教育の在り方に関する特別部会」（以下、「特別部会」という。）を設置し、急速な少子化が進行す

る中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について審議を進めている。具体的には、①2040年以

降の社会を見据えた高等教育が目指すべき姿、②今後の高等教育全体の適正な規模を視野に入れた地

域における質の高い高等教育へのアクセス確保の在り方、③国公私の設置者別等の役割分担の在り方、

④高等教育の改革を支える支援方策の在り方、を主な検討事項として答申をとりまとめることとして

いる（資料編 資料３－１）。 

特別部会では、有識者や委員のプレゼンテーションや意見交換を通じて議論を進め、「急速な少子

化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について（中間まとめ）」（以下、「中間

まとめ」という。）を８月８日に公表した。その後、答申に向けた審議を進めるにあたり、特別部会

から関係各団体に対して「中間まとめ」に対するヒアリングの依頼があった。 

これを受け、私大連では、将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト（以

下、「プロジェクト」という。）から意見聴取し、意見書案をとりまとめ、第670回理事会（９月11

日）での協議を経て、私大連としての意見書を確定した（資料編 資料３－２）。 

関係団体へのヒアリングは、第９回特別部会（９月10日）、第10回特別部会（９月27日）の２回に

分けて実施され、一般社団法人国立大学協会、専門職大学コンソーシアム、一般社団法人公立大学協

会、全国知事会、一般社団法人全国高等専門学校連合会、日本私立高等専門学校協会、全国専修学校

各種学校総連合会、全国公立短期大学協会、日本私立短期大学協会、日本私立大学協会、私大連の11

団体から意見表明が行われた。 

私大連は、第10回特別部会において、曄道佳明副会長・プロジェクト担当理事（上智学院、大学

長）が意見を発表した。意見書では、はじめに、2040年に向けての前提となる私大連の考えとして

「質の高い教育研究によって学生一人ひとりの能力を高めていくことが極めて重要な大学の役割」で

あり、「学生の約８割の教育を担う私立大学がどれだけ質の向上を図れるかが、国民全体の能力の総

量に大きく関わる」ことを述べた。そのあとに、「１．全体を通じて」、「２．教育研究の“質”の

更なる高度化」、「３．高等教育全体の「規模」の適正化」、「４．高等教育への“アクセス”の確

保」、「５．機関別・設置者別の役割／連携・統合」、「６．高等教育改革を支える支援方策の在り

方」の６項目で構成する意見書をまとめた。 

「１．全体を通じて」では、今回の「中間まとめ」の重要な論点として「高等教育の質」「全体の

規模」「学修アクセス」の３点が挙げられているが、これらがどのように連動し具体的な施策に反映

されるのかについてのビジョンが明確ではないことを指摘した。また、この３点のうち「高等教育の

質」を論点の核にして「全体の規模」や「学修アクセス」を考えるべきであることや、産官学の連携

を強化して高等教育の将来像を示す必要があると提案した。 

「２．教育研究の“質”の更なる高度化」では、① 教育制度や規制の見直し、② 文理横断教育と

初等中等教育との接続、③ 大学院教育とリカレント教育の推進、④ 外国人留学生の受け入れ、につ
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いて論点を提示した。 

「３．高等教育全体の“規模”の適正化」については、2040年に向けて、人口減少により現在の大

学規模を維持するのは難しいが、全ての高等教育機関を一律に縮小するのは効果的ではなく避けるべ

きであること、また、高度人材を育成するためには、大学全体の規模を学部だけでなく大学院教育も

含めて考える必要があることを提言した。 

「４．高等教育への“アクセス”の確保」については、地方の高等教育において、学修アクセスの

確保は学問分野と地理的観点から重要であるため、広域的な分析を行い、少子化に対応した適正な大

学規模と配置を示す必要があること、また、学生への支援として給付型奨学金の増額や集約型寮の設

置を提案した。さらに、地方活性化には大学と産業界、自治体の連携が必要で、雇用創出が不可欠で

あること、ジェンダー格差是正により女性の大学・大学院進学率を高めることが求められると述べた。 

「５．機関別・設置者別の役割／連携・統合」については、今後は、国公私立大学の設置形態にと

らわれず、各大学を機能別に捉える必要性を指摘した。また、私立大学は建学の精神に基づき経営さ

れているため合併や統合が難しく、大学間でいかに有機的な連携体制の構築できるかが重要となるこ

とを主張した。 

「６．高等教育改革を支える支援方策の在り方」については、プロジェクトで８月にとりまとめた

「新たな公財政支援のあり方」（資料編 資料３－３、３－４）に基づき、大学教育を将来の社会発

展に向けた人的投資と位置づけ、国が大学に対し教育国債などの新たな財源を確保し支援することを

提言した。 

意見発表後、永田特別部会長から今後検討するにあたり、非常に重要な論点が示されたとの発言が

あった。また、特別部会委員から多くの意見・質問が出され、活発な意見交換が行われた。 

その後、特別部会では、ヒアリング内容を踏まえ審議を重ね、大学分科会、中央教育審議会総会

（令和７年２月12日開催）を経て文部科学大臣に「我が国の『知の総和』向上の未来像 ～高等教育

システムの再構築～」を答申した（資料編 資料３－５）。 

 

３－２ 文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」への対応について 

 

文部科学省では、「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）を踏まえ、令和６年３月に、

高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」という。）における学業要件等の見直しに向けた有識者

による検討会議「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」（以下「検討会議」という。）を設

置した。 

検討会議では、新制度の施行から４年が経過したことを受けて、その実績や成果をもとに、学業要

件等の見直しについて議論が進められた。また、令和６年度からは中間層への支援拡充、令和７年度

からは多子世帯の無償化により、支給対象となる学生数の拡大が見込まれるため、これに応じた学業

要件等の変更についても検討が進められた。 

検討の経過において、４月25日に検討会議から「学業要件（成績等）を管理・運用している側でも

ある大学等の関係団体から意見を伺いたい」として、私大連をはじめとする関係団体に以下６点につ

いての意見提出依頼があった。 

１．入学時の学力・資質要件の確認方法について 

２．進学後の学修状況等に関する要件について 
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いて論点を提示した。 
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あること、ジェンダー格差是正により女性の大学・大学院進学率を高めることが求められると述べた。 
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３．学業要件の特例について 

４．学校内での学修支援・生活支援について 

５．学生等の修学状況について 

６．高等教育の修学支援新制度に関する御意見 

依頼を受け、私大連では、総合政策センター政策研究部門会議委員及び学生委員会委員に意見聴取

し、意見書をとりまとめ、正副会長の確認を経て検討会議に提出した（資料編 資料３－６）。 

意見書では、１．については、現行の方針をおおむね妥当と判断しつつも、GPAや出席率、修得単

位数に関する「厳しさ」の解釈は大学や学部によって異なるため、「学修状況について“厳しい”要

件を課し」という表現から“一定の要件”といったニュートラルな表現に変更すべきと提案した。ま

た、要件やその妥当性を生徒や社会に丁寧に説明する必要があると考えると指摘した。 

２．については、現行の学修状況等の確認方法である三つの要件「修得した単位数の割合」、「授

業への出席率」、「GPA等の成績評価」について意見を述べた。「修得した単位数の割合」について

は、学業上の問題が深刻で本人の学修意欲が低い場合には、通常、修得単位数が少なくGPAも下位に

なるため、「①修得単位数が標準の６割以下であること」かつ「②GPAが学部の下位４分の１に属す

る場合」を警告対象とした方が、実態に合っていると意見を述べた。「授業への出席率」については、

大学によって授業形式が多様化しており一律の基準で測定することは難しいため、学習意欲の評価は

修得単位数とGPAで十分判断できるとの意見を述べた。「GPA等の成績評価」については、「修得した

単位数の割合」において述べたのと同様、「GPA下位４分の１」というGPA基準のみ未達の学生を一概

に学修意欲が低いと判断することは難しいことから、「修得した単位数の割合」と合わせて判定する

よう見直すべきと提案した。 

３．については、「修業年限で卒業・修了できないことが確定した場合」に一律に支援を廃止とす

るのは避け、特例として認められる「①やむを得ない事由等がある場合」について、「留学」等も追

加することを提案した。一方で、「②教育課程の特例」については、学修意欲や状況に厳しい要件を

課す現行制度と整合性が取れておらず、大学等の判断に恣意性が働く可能性があるため、削除または

見直しが必要であると述べた。 

４．５．については、学生委員会委員の所属大学における取組事例や実態等を別紙資料として提出

した（資料編 資料３－７）。 

６．については、①国私間の学生に対する格差是正、②所得中間層への一層の支援、③社会人等へ

の支援対象の拡大、④制度の周知と分かりやすい制度設計、⑤事務負担への財政支援等について意見

を提出した。 

これらの私大連をはじめとする各関係団体の意見は、５月24日に開催された第３回検討会議で文部

科学省担当者より紹介された。その後、検討会議では、各関係団体等の意見を踏まえ検討を進め、６

月28日に「高等教育の修学支援新制度における学業要件の在り方について（報告）」（以下「報告」

という。）をとりまとめ、公表した。報告では、採用時の学業要件については、当面の間、現行基準

を維持するものの、学生に不利な取扱いとなる場合は、例外的配慮を行うこととされた。また、支援

継続の学業要件については、一定程度厳格な基準を定めることが適切とされ、具体的には、「廃止要

件」に定められている「授業への出席率」及び「修得した単位数の合計数」が、これまでの「５割以

下」から「６割以下」に、「警告要件」に定められている「修得した単位数の合計数」が「６割以

下」から「７割以下」に引き上げられ、より厳格化されることとなった（資料編 資料３－８）。 
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３－３ 文部科学省「学校法人会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループ」への対応

について 

 

文部科学省では、「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」を設置し、ステークホルダーへの

情報開示を主な目的とする会計基準の検討を進め、令和６年１月に「学校法人会計基準の在り方に関

する検討会報告書」をとりまとめた。同報告書においては、「内訳表」を計算書類から除き、新たに

追加された「注記事項」において、拠点区分別（設置学校・付属施設別）の「セグメント情報」を記

載することとしている。 

このセグメント情報に記載する情報に関して、同報告書では、「学校法人等のセグメントごとの経

済の実態を反映するための基準として、現行の資金収支内訳表作成の配分基準とは別に、『経済の実

態をより適切に表す配分基準』が必要である」とされている。文部科学省では同配分基準を新たに定

めるため、令和６年３月より「学校法人会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループ（以下、

「ワーキンググループ」という。）」を新たに設置した。 

セグメント情報の基となる「資金収支内訳表」は、「資金収支内訳表について（昭和47年４月26日

文管振第93号文部省管理局長通知）」及び「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について（昭和

55年11月４日文管企第250号文部省管理局長通知）」による発令に則った基準（以下、「発令基準」

という。）により作成されている。この点を踏まえ、ワーキンググループの議論では、発令基準は概

ね適切に経済実態を表していると考えられるものの、一部経済実態と異なる可能性がある点を考慮し

た新たな配分基準を定めることが確認された。例外となる点に関しては、主に「収入項目及び共通経

費」と「人件費」が挙げられており、それらの配分基準を中心に議論を深めた結果、７月に「学校法

人会計基準のセグメント情報における配分基準について（たたき台）」（資料編 資料３－９）（以

下、「たたき台」という。）をとりまとめた。その後、「たたき台」に関して、大学現場の意見を聴

取した上で、最終的なワーキンググループの結論をとりまとめることとし、各私学団体へのヒアリン

グを行うこととなった。 

このような経緯を経て、ワーキンググループより当連盟に対するヒアリング依頼があったため、経

営委員会委員校から「たたき台」に対する意見を収集し、意見書（資料編 資料３－10）をとりまと

めた。本意見書を文部科学省へ提出するとともに、経営委員会委員長がワーキンググループでのヒア

リングに対応した。 

意見書においては、「たたき台」の提案に概ね賛意を表明するものの、特に配分基準の例外とされ

た「人件費」について、①「たたき台」で提案のあった業務従事の実態を把握して按分する場合、多

大な実務負担を伴い準備期間や財政支援などの配慮が必要である点、②「学校法人」部門の業務を担

当する教職員の人件費に関しては、測定可能な勤務実態による按分が特に困難であるため、発令基準

によって配分するのが妥当である点、③「複数セグメントの業務を兼務する教職員の人件費の扱い」

に関しては、「大学・短大とその他附属学校を兼務する場合」は発令基準で把握している兼務先の科

目担当手当のみを兼務先セグメントに計上する方法ならば、既に把握している情報で経済実態をより

適切に表すことができる点から、「類型と計上基準（案）」の採用を提案した。 

ワーキンググループでは、各団体へのヒアリング内容を踏まえて検討を深め、令和６年12月18日付

で「学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について」をとりまとめた。その後、令和

７年２月に開催された第２回「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」で、同ワーキンググルー
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３－３ 文部科学省「学校法人会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループ」への対応
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追加された「注記事項」において、拠点区分別（設置学校・付属施設別）の「セグメント情報」を記
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このセグメント情報に記載する情報に関して、同報告書では、「学校法人等のセグメントごとの経

済の実態を反映するための基準として、現行の資金収支内訳表作成の配分基準とは別に、『経済の実

態をより適切に表す配分基準』が必要である」とされている。文部科学省では同配分基準を新たに定

めるため、令和６年３月より「学校法人会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループ（以下、

「ワーキンググループ」という。）」を新たに設置した。 

セグメント情報の基となる「資金収支内訳表」は、「資金収支内訳表について（昭和47年４月26日

文管振第93号文部省管理局長通知）」及び「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について（昭和

55年11月４日文管企第250号文部省管理局長通知）」による発令に則った基準（以下、「発令基準」

という。）により作成されている。この点を踏まえ、ワーキンググループの議論では、発令基準は概

ね適切に経済実態を表していると考えられるものの、一部経済実態と異なる可能性がある点を考慮し

た新たな配分基準を定めることが確認された。例外となる点に関しては、主に「収入項目及び共通経

費」と「人件費」が挙げられており、それらの配分基準を中心に議論を深めた結果、７月に「学校法

人会計基準のセグメント情報における配分基準について（たたき台）」（資料編 資料３－９）（以

下、「たたき台」という。）をとりまとめた。その後、「たたき台」に関して、大学現場の意見を聴

取した上で、最終的なワーキンググループの結論をとりまとめることとし、各私学団体へのヒアリン

グを行うこととなった。 

このような経緯を経て、ワーキンググループより当連盟に対するヒアリング依頼があったため、経

営委員会委員校から「たたき台」に対する意見を収集し、意見書（資料編 資料３－10）をとりまと

めた。本意見書を文部科学省へ提出するとともに、経営委員会委員長がワーキンググループでのヒア

リングに対応した。 

意見書においては、「たたき台」の提案に概ね賛意を表明するものの、特に配分基準の例外とされ

た「人件費」について、①「たたき台」で提案のあった業務従事の実態を把握して按分する場合、多

大な実務負担を伴い準備期間や財政支援などの配慮が必要である点、②「学校法人」部門の業務を担

当する教職員の人件費に関しては、測定可能な勤務実態による按分が特に困難であるため、発令基準

によって配分するのが妥当である点、③「複数セグメントの業務を兼務する教職員の人件費の扱い」

に関しては、「大学・短大とその他附属学校を兼務する場合」は発令基準で把握している兼務先の科

目担当手当のみを兼務先セグメントに計上する方法ならば、既に把握している情報で経済実態をより

適切に表すことができる点から、「類型と計上基準（案）」の採用を提案した。 

ワーキンググループでは、各団体へのヒアリング内容を踏まえて検討を深め、令和６年12月18日付

で「学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について」をとりまとめた。その後、令和

７年２月に開催された第２回「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」で、同ワーキンググルー
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プのとりまとめを受けて、「セグメント情報」をはじめとする新配分基準が決定された。 

文部科学省では、ワーキンググループの一連の議論及び「学校法人会計基準の在り方に関する検討

会」の決定内容を踏まえ、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について（通

知）」（資料編 資料３－11）を作成し、計算書類の作成及び令和８年度以降の事業報告書に関する

事務処理上の留意点について令和７年３月27日付で発出した。同通知の第二にて、当連盟意見書の計

上基準案が一部採用されている。 

 

３－４ 文部科学省「大学入学者選抜協議会」への対応について 
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校推薦型選抜に学力テストを課している大学が多く、関西地区の一部の大学においては数十年前から

実施していることなどを共有した上で、「いずれの選抜においても基礎学力の把握は重要であり、そ

のためには大学入学共通テストを活用することが合理的であること。学校推薦型選抜であるのに年内

に学力テストのみで実施している場合はルール違反と言わざるを得ない」こと等を確認した。さらに、

今般の事態を一大学の問題だけにするのではなく、顕在化した課題を踏まえ時代に即した包括的な大

学入試のあり方を再考すべきであることを主張することとし、意見案については、事務局及び正副会

長のもとでとりまとめ、１月７日開催の第673回理事会で最終決定する運びとなった。 

また理事会までの間、正副会長による打ち合わせを行い意見書案の論点を協議した結果、大学入学

者選抜の結果に説明責任を伴う大学機関として入試日程の期日の遵守と実施要項の趣旨に沿う入試方
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法となっているかについて改めて精査すべきであることを表明することとした。 

一方、文部科学省では、社会的影響に鑑み、12月24日、高等教育局長名で全大学宛に「大学入学者

選抜実施要項において定める試験期日等の遵守について（依頼）」という文書を発出し、改めて総合

型選抜及び学校推薦型選抜において個別学力検査を行うことはルール違反であるため、期日のルール

を遵守するよう通知した（資料編 資料３－12）。 

 第673回理事会では、事務局及び正副会長でとりまとめた意見書案について協議した。意見の多

くは、今般の事態が生じるに至った要因の一つとして、大学入学者選抜実施要項の「第４ 試験期日

等２」に示されている「個別学力検査」と、「各教科・科目に係るテスト」の定義があいまいであり

再考が必要であること、東洋大学のケースにおいては学校推薦型選抜でありながら「併願」としてい

る点に違和感を持つというものであった。そこで、これら理事会の意見を反映すべく本意見書の最終

案は、正副会長一任としてまとめ、１月10日、文部科学省の選抜協議会に提出した（資料編 資料３

－13）。 

入試に関しては社会的影響力が大きいこともあり、この間、私大連においてはマスメディアからの

取材を多く受け田中会長が対応、選抜要項の規範を逸脱することの問題提起のほか各選抜における学

力把握の重要性と大学入学共通テストの活用策について主張するとともに、とくに直近の課題として

総合型選抜と学校推薦型選抜においては多面的評価を可能とするため基礎学力を把握することが重要

であり、それを可能とするよう文部科学省へ働きかけを行った。 

また全会員代表者に向けては、２月21日付文書により「大学入学者選抜における学力把握に関する

考え」として、選抜協議会に要項にある試験期日の遵守と選抜ごとの趣旨に合った方法となっている

かを精査してほしい旨を通知した（資料編 資料３－14）。 

 その後、３月13日に文部科学省の選抜協議会が開催され、総合型選抜及び学校推薦型選抜におけ

る学力把握に関する関係団体の意見開陳があった。種々協議の結果、大学団体からの提案により、令

和８年度の大学入学者選抜実施要項策定に向けた方向性として、最大の課題であった以下の事項を決

定した。 

〇高大接続改革における議論も踏まえ、総合型選抜や学校推薦型選抜については、多面的・総合的な

評価を実施するという基本原則に立ち戻る。その上で、総合型選抜は調査書、学校推薦型選抜は調

査書及び推薦書に加え２種類以上の評価方法（小論文、面接、実技検査等）を適切に組み合わせて

丁寧に選抜を行うこととし、その評価方法の一つとして、教科科目に係る基本的な知識を問うテス

トで基礎学力を把握することを認める。ただし、これを実施する場合には、実施時期が主に年内と

なることが想定されるため、高等学校の学修状況に十分配慮した問題（例えば、進学後の学部・学

科で学ぶために必要な関連分野の基礎的理解度等を把握するための基礎的な内容や範囲に限定）と

する。 

 

なお、選抜協議会は６月に発出予定の令和８年度の大学入学者選抜実施要項策定に向け、選抜実施

要項の文言の整理や大学入学共通テストから２月１日までの期間に実施している個別学力検査の取り

扱い、学校推薦に関する条件（専願・併願等）については次回以降の継続課題とした。また私大連が

以前から主張している基礎学力を把握するために大学入学共通テストを活用することや実施時期など

については中長期的課題として取り扱うこととなった。 
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４．就職問題等について 

 

４－１ 就職問題等について  

  

22002244年年度度（（令令和和６６年年度度））  
就就職職・・採採用用活活動動ををめめぐぐるる動動きき  

  22002244年年  

【【政政府府（（文文部部科科学学省省等等））ににおおけけるる動動きき】】  

・・４４月月1100日日  文文部部科科学学省省  「「大大学学生生等等のの求求職職

者者にに対対すするる公公正正採採用用選選考考のの取取組組

ににつついいてて」」発発出出  

  

・・４４月月1166日日  就就問問懇懇  「「申申合合せせ」」発発出出  

2025年度卒業者に係る申合せを全国の大学・

短大・高専に発出。同時に、企業等に対して、

３月広報活動解禁、６月採用選考活動解禁の現

行スケジュールの遵守を求めるとともに、学生

の学業への配慮、インターンシップの適切な実

施、卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱いへ

の対応等を求めた。 

  

・・４４月月1166日日  ４４府府省省連連名名でで経経済済団団体体・・業業界界団団

体体にに「「要要請請」」をを発発出出  

 ４府省（内閣府、文部科学省、厚生労働省、

経済産業省）連名で経済団体等に対して「2025

年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関

する要請等について」を発出。「就職・採用活

動日程の遵守」、「学事日程等への配慮」、

「インターンシップの取扱い」等を要請した。 

 

・・５５月月2299日日  文文部部科科学学省省  就就問問懇懇（（第第１１回回））開開催催  

  

・・７７月月2299日日  文文部部科科学学省省  就就問問懇懇（（第第２２回回））開開催催  

  

・・1111月月2255日日  文文部部科科学学省省  就就問問懇懇（（第第３３回回））開開催催  

 採用日程ルールが守られていないことにより、

影響を受けている学事日程等を確認したうえで、

就職・採用活動及び採用日程ルールのあり方に

ついて、意見交換した。 

  

【【経経団団連連とと大大学学ににおおけけるる動動きき】】  

・・４４月月2233日日  採採用用とと大大学学教教育育のの未未来来にに関関すするる

産産学学協協議議会会  22002233年年度度報報告告書書  

「「産産学学連連携携にによよるる高高度度専専門門人人材材

育育成成とと、、未未来来志志向向のの採採用用をを目目指指

ししてて」」公公表表  

 2023年度夏休みにおけるタイプ３のインター

ンシップの実施状況の共有と「2030年に向けた

採用のあり方」の検討内容について報告した。

「2030年に向けた採用のあり方」の検討の方向

性としては、「様々な選択に対応可能な採用の

実現－各主体の多様性を踏まえて、学生の主体

性の発揮を起点とした複線化の進展」とした。

具体的には、各人が望むタイミングで、多様な

チャンス・選択肢に挑戦できるよう、多様な選

択肢の共存を追求することとした。 

 「2030年に向けた採用のあり方」の実現にあ

たり取り組むべき課題としては、①就職・採用

活動の早期化・長期化、②新卒採用日程ルール、

③卒後の就職活動などが挙げられた。 

 

・・1100月月1188日日  採採用用・・イインンタターーンンシシッッププ分分科科会会

（（第第１１回回））開開催催  

  タイプ３のインターンシップ推進に関するフ

ォローアップ及び様々な選択に対応可能な採用

(多様な選択肢)のあり方について意見交換した。 

 

・・1111月月2255日日  採採用用・・イインンタターーンンシシッッププ分分科科会会

（（第第２２回回））開開催催  

 卒後や卒業・修了年度における秋・冬就活

と、キャリア教育を深化させるための取り組

みについて意見交換した。 
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【【政政府府（（文文部部科科学学省省等等））ににおおけけるる動動きき】】          【【経経団団連連とと大大学学ににおおけけるる動動きき】】  

  22002255年年  

・・３３月月2211日日  就就問問懇懇  「「申申合合せせ」」発発出出  

 2026年度卒業者に係る申合せを全国の大学・

短大・高専に発出。同時に、企業等に対して、

以下の点を要請した。 

 

・・２２月月2277日日  採採用用・・イインンタターーンンシシッッププ分分科科会会

（（第第３３回回））開開催催  

  卒業・修了年度における秋・冬採用／既卒

採用（卒後就活）とキャリア教育について意

見交換した。

((１１))就就職職・・採採用用選選考考活活動動開開始始時時期期のの遵遵守守：３月広報活動解禁、６月採用選考活動解禁、10月正式な

内定日の現行スケジュールの遵守。 

((２２))採採用用選選考考活活動動ににおおけけるる学学業業成成果果等等のの評評価価：卒業・修了前年度までの学修成果や学業への取組状

況を表す書類の早期取得や留学経験を含む学生の学

修成果等を適切に評価。  

((３３))学学生生のの学学業業へへのの配配慮慮：採用選考活動への土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯の活用。 

((４４))多多様様なな学学生生へへのの選選考考機機会会のの提提供供：必要に応じて日本人海外留学生や外国人留学生のみを対象と

する採用選考等の実施。 

((５５))雇雇用用機機会会均均等等、、職職業業選選択択のの自自由由をを妨妨げげるる行行為為等等のの抑抑制制：学生の職業選択の自由を妨げる行為等

の抑制、学生の意思に反して就職活動

の終了を強要するようなハラスメント

的な行為の抑制。 

((６６))イインンタターーンンシシッッププのの適適切切なな実実施施：インターシップを実施する場合、原則として広報活動や採用

選考活動と異なるものであることの明確化、「インターシッ

プ」と称する場合、就業体験要件や指導要件等の一定の要件

を満たしているかの確認。 

((７７))学学生生のの健健康康状状態態へへのの配配慮慮：季節的に学生のクールビズ等の取扱いの明示。 

((８８))卒卒業業・・修修了了後後３３年年以以内内のの既既卒卒者者のの取取扱扱いい：新規卒業・修了予定者の採用枠への応募が可能とな

るような募集条件の設定。 

((９９))本本要要請請のの周周知知とと対対応応  

 

・・３３月月2211日日  ４４府府省省連連名名でで経経済済団団体体・・業業界界団団体体にに「「要要請請」」をを発発出出  

  

・・３３月月2266日日  文文部部科科学学省省  就就問問懇懇（（第第５５回回））開開催催  

 就職・採用活動日程について、現在の課題や問題点を踏まえ、新たな就職・採用活動の日程のあり

方について意見交換した。 

 

 

（１）就職・採用活動に関する議論の動向 

 大学等卒業予定者の就職活動のあり方については、国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校関

係団体で構成される就職問題懇談会（以下、「就問懇」という。）にて検討・協議を行い、内閣官房、

-66-



66 
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 就職・採用活動日程について、現在の課題や問題点を踏まえ、新たな就職・採用活動の日程のあり

方について意見交換した。 
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文部科学省、厚生労働省、経済産業省で組織される就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議や

その他経済団体（経団連、商工会議所、経済同友会等）と連携を図りながら検討を進めている。 

 2025年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動については、令和６年４月16日付で就問懇から大学、

短期大学、高等専門学校に向けて「申合せ」が発出された。あわせて、企業に対しても、 

・・３３月月広広報報活活動動解解禁禁、、６６月月採採用用選選考考活活動動解解禁禁のの現現行行ススケケジジュューールルのの遵遵守守を求めるとともに、 

・・学学生生のの学学業業等等へへのの配配慮慮（採用選考活動は、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯などを活用する

とともに、大学等の所在地や学生の居住地が遠方である場合などには、多様な通信手段を活用して採

用選考活動を行うこと等）、 

・・多多様様なな選選考考機機会会のの提提供供（日本人海外留学者や外国人留学生が、就職活動で不利になるとの認識が

生じないよう、日本人海外留学者や外国人留学生のみを対象とする採用選考等の取り組みを各企業の

必要に応じて行うこと等）、 

・・イインンタターーンンシシッッププ等等のの適適切切なな実実施施（広報活動や採用選考活動とは異なるものであることを明示す

ること、令和５年度以降に実施するインターンシップには、就業体験要件や指導要件等、一定の要件

が定められていることから、既存のプログラムが要件を満たしているかを確認するとともに、要件を

満たさない場合には「インターンシップ」と称して実施することは厳に慎むこと、学生の学業を妨げ

ることがないようインターンシップの実施時期に十分配慮し、原則として長期休暇の活用など学事日

程に十分配慮して実施すること、一定の要件を満たしたインターンシップに限り、取得した学生の個

人情報を、３月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できるが、令和６年度卒業・修了

予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に実施されるインターンシップを始めと

する学生のキャリア形成支援に係る取り組みで、あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むこ

とが示されている場合には、この限りではないこと等）、 

・・採採用用選選考考活活動動ににおおけけるる学学業業成成果果等等のの評評価価（採用選考において、卒業・修了前年度までの学修成果

や学業への取組状況を表す書類（例えば成績証明書や履修履歴等）を選考の早期の段階で取得したり、

学生が提出する学修成果等に関する資料（例えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメント等）

を採用面接等において積極的に活用することにより、学生の学修成果等を適切に評価すること等）、 

・・学学生生のの健健康康状状態態へへのの配配慮慮（採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たるため、学生のクールビ

ズ等の取扱いを明示することで、学生の健康面に配慮すること）、 

・・卒卒業業・・修修了了後後３３年年以以内内のの既既卒卒者者のの取取扱扱いいへへのの配配慮慮などを求めた。 

また、同日（４月16日）には４府省（内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省）連名で経済

団体等に対して「2025（令和７）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」

が発出された。主な要請事項としては、 

・「「就就職職・・採採用用活活動動日日程程のの遵遵守守」」として、広報活動開始は卒業・修了年度に入る直前の３月１日以

降、採用選考活動開始は卒業・修了年度の６月１日以降、正式な内定日は卒業・修了年度の10月１日

以降とすることを遵守すること、 

・「「学学事事日日程程等等へへのの配配慮慮」」として、①面接や試験の実施に際して、土日・祝日、平日の夕方以降の

時間帯等を活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること、②学生の授業、ゼミ、実験、試験、

教育実習などの時間と重ならないよう、採用選考活動の日時を設定すること、 

・「「イインンタターーンンシシッッププのの取取扱扱いい」」として、産学協議会2021年度報告書「産学協働による自律的なキ

ャリア形成の推進」におけるインターンシップ等の類型や「インターンシップを始めとする学生のキ
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ャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を踏まえ、適切なインターンシップ等

を行うこと、 

・「「卒卒業業・・修修了了後後３３年年以以内内のの既既卒卒者者のの取取扱扱いい」」として、①若者雇用促進法に基づく指針も踏まえ、

卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにす

ること、②上記①の既卒者について、通年採用などさまざまな募集機会を積極的に提供するとともに、

その場合には、その旨の情報発信を行うこと、 

・「「日日本本人人海海外外留留学学者者やや外外国国人人留留学学生生ななどどにに対対すするる多多様様なな採採用用選選考考機機会会のの提提供供」」として、日本人海

外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用など多様な採用選考機会を設けるなど

の取り組みを、各企業の必要に応じて行うとともに、積極的に周知すること、 

・「「オオンンラライインンのの活活用用」」として、①オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、

その旨を積極的に情報発信すること、特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を積極的に

検討し、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること、②通信手段や使用ツールな

ど、どのような条件で実施するかについて事前に明示し、学生が準備する時間を確保すること、③通

信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対応すること、④オンラ

イン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手段による企業説明会や面

接・試験等も併せて実施すること、 

・「「成成績績証証明明等等のの一一層層のの活活用用」」として、採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を

取得して一層活用すること（例えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成

果や学業への取組状況を適切に評価すること、 

・「「公公平平・・公公正正でで透透明明なな採採用用、、個個人人情情報報のの不不適適切切なな取取扱扱いいのの防防止止のの徹徹底底」」として、関係法令等を踏

まえ公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生の個人情報の取扱い等を適切に行うこと、 

・「「セセククシシュュアアルルハハララススメメンントトのの防防止止のの徹徹底底」」として、採用選考活動やＯＢ・ＯＧ訪問対応時等に

おいて、性的な冗談やからかい、身体に接触するなどセクシュアルハラスメントを行ってはならない

旨を社員に対して周知をするほか、学生からの相談に対して適切な対応を行うなど、セクシュアルハ

ラスメントの防止のための対応を徹底すること、 

・「「採採用用選選考考ににおおけけるる学学生生のの職職業業選選択択のの自自由由をを妨妨げげるる行行為為のの防防止止のの徹徹底底」」として、正式な内定前に

他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりすることや、内（々）定期間中に行われ

た業務性が強い研修について、内（々）定辞退後に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を

要求したりすることなど、採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底

すること、 

・「「学学生生かかららのの苦苦情情・・相相談談へへのの対対応応」」として、若者雇用促進法に基づく指針等も踏まえ、職業安定

機関（ハローワーク等）等と連携を図りつつ、相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を迅速、

適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めることなどを要請した。 

 

（２）令和６年度就職・採用活動の動向 

 ５月29日に開催された令和６年度第１回就就問問懇懇では、まず、座長に伊藤公平慶應義塾長を、副座

長に益 一哉東京工業大学長を選出した。次に、令和６年度就職問題懇談会の体制について確認後、

今後の当会における進め方について意見交換を行った。経団連の産学協議会のインターンシップ分科

会において、今年度、就職・採用日程ルールの見直しを含む検討をすることを踏まえ、現状としては、
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信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対応すること、④オンラ

イン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手段による企業説明会や面
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果や学業への取組状況を適切に評価すること、 
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おいて、性的な冗談やからかい、身体に接触するなどセクシュアルハラスメントを行ってはならない

旨を社員に対して周知をするほか、学生からの相談に対して適切な対応を行うなど、セクシュアルハ
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要求したりすることなど、採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底
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会において、今年度、就職・採用日程ルールの見直しを含む検討をすることを踏まえ、現状としては、
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３月の広報活動、６月の選考活動開始、10月の正式内定を前提として令和６年５月の現時点では、企

業は一方的に広報しているだけで、選考活動を始めていない段階のはずだが、リクルートの調査によ

ると、来年４月採用の３月卒業者の就職内定率は、５月15日時点で既に78.1％という結果であった。

このことを踏まえ、就職・採用日程ルールの形骸化をどのように捉えていくかということについて、

全体で統一したルールを作るのか、またはそれぞれのニーズに応じたルールを作るのか、要は就職・

採用日程ルールの形骸化をどのようにすれば避けられるのかを議論していくことなどが挙げられた。

また、ルールは必要であるということが大学側の強い要望であることから、これを完全になくしたい

という企業側の要望は受け入れることができないというのが当会の立場であり、この前提に立って、

どのように形骸化しないルールを提案していけるかが一つの論点であることを確認した。加えて、企

業側が学生の学習成績をどこまで重視してくれるかということも一つの重要なポイントになることも

含め検討を進めることとした。 
 ７月29日に開催された令和６年度第２回就就問問懇懇では、現行の就職・採用日程ルールの課題及び課

題を踏まえたルールのあり方等について意見交換を行った。現行の就職・採用日程ルールの課題につ

いては、４年制大学、短期大学、高等専門学校における設置形態ごとの課題がさまざまで、共通の最

適なルールを策定することは困難であることを確認したうえで、2040年には18歳人口の減少などによ

り現在と比較して学生が25％～30％減少すること、また、現在、大学２年生の授業外の勉強時間が週

５時間以内の割合が50％存在することから、大学３年生の途中で選考することが企業にとってもマイ

ナスが大きいこと、現在の学生の４割以上が転職を前提に就職していることや、その割合が今後より

増える可能性があることから、企業内で研修などを実施しても早期退職する社員が増えることとなり

企業にとっても大きな損失となることなどを踏まえ、今後の就職のあり方を検討することとした。ま

た、現状３年生の３月の時点で４割の学生が内々定を得ていることを踏まえ、選考活動開始時期を現

状の６月から３月に変更したところで、そのルールも守らない企業が出てくることが予想され、より

早期化を助長することにもなりかねないとしたうえで、現行のルールが守られていないことは問題と

しつつも、運用面では大きな問題は生じていないことなどから、今後、当会としては上記のことを踏

まえ、2027年度（令和９年度）の卒業者に係る申合せや４府省（内閣府、文部科学省、厚生労働省、

経済産業省）連名で経済団体等に対して発出される要請等を見据えて、就職・採用日程ルールのあり

方について検討を進めることとした。 

また、令和６年度の就職・採用活動の実態を把握するために、文部科学省が主体となり、大学等向

けと企業向けにそれぞれ「2024年度就職・採用活動に関する調査」を実施することについて案内があ

り、調査項目など実施概要については、後日メールにて審議することとした。 

11月25日に開催された令和６年度第３回就就問問懇懇では、第２回就就問問懇懇までの検討経過を踏まえ、引

き続き、就職・採用活動及び採用日程ルールのあり方について意見交換を行った。座長から、今後の

進め方について「就職・採用活動及び採用日程ルールのあり方について、令和10年度卒の就職活動へ

の影響を想定し、今年度中に就問懇としての方向性を含めた考え方をとりまとめ、翌年度夏までに具

体案をまとめていきたい」旨の確認があった。委員からは、「現行のルールでは、ルールを守らず早

く動いた企業が十分な採用を確保し、ルールを守っている企業が十分な採用ができていない現状があ

る。どこかで歯止めをかける必要があるだろう」、「学期中に就職活動が行われることが望ましくな

いということから、学部３年の春休み（３月）、４年の夏休み（８月）、春休み（３月）と卒後の就

職活動と複数回の採用・選考期間を設けることも一案ではないか」、「現行のように３月・６月・10
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月というルールを定めることが先ではなく、就職活動がどうあるべきかという観点から、学業（学期

中）にかかる就職活動は望ましくないということを前提として、春休みや夏休みに就職活動すること

を提案することが望ましいのではないか」といった意見が挙げられた。また、設置形態（４年制大

学・短大・高専）別に、それぞれの事情に応じた採用日程ルールの設定は必要かどうかについては、

企業の対応の負担感（複雑化等）を考慮し、設置形態別には採用日程ルールを設定しない方向で検討

を進めることを確認した。座長から、今回のとりまとめとして、学期中に就職活動を実施することは

望ましくないことと、設置形態別に採用日程ルールを策定する必要はないことを確認し、現行の採用

日程ルールについては、アンケートでは一定の賛同が得られているなかで、今後の会合では、複数回

の実施なども含めどのようなあり方が望ましいか検討を続けていくことが確認された。 

また、座長から、「今年度末までに就問懇として、①採用・選考活動において、学業を基に選考し

てほしい、②学業を妨げる採用・選考活動は控えてほしい、③留学等の国際的なチャレンジをした人

を評価する採用日程・方法を望むことについてメッセージの発出に向けて準備を進めること」の提案

があり、了承された。 

その後、「令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申

合せ）」が令和７年３月21日付で大学、短期大学、高等専門学校に向けて発出された。また、同日付

で経済団体等に対し、４府省連名で「2026（令和８）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関

する要請等について」が発出された（資料編 資料４－１） 

３月26日に開催された令和６年度第５回就就問問懇懇では、文科省の担当者より、「令和８年度卒業・

修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」、「令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校

卒業・修了予定者に係る就職について（企業等への要請）」及び「令和８年度大学、短期大学及び高

等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」について報告があった。「令和８年度

卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」では、就職・採用活動日程ルールについて

は、令和７年度のものと同様（広報活動開始：卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降、採用選考

活動開始：卒業・修了年度の６月１日以降、正式な内定日：卒業・修了年度の10月１日以降）として

いること、「６．障害のある学生の採用選考」について、文言を追加・充実していること、「10．採

用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底」において、「オヤカク」を含む

「オワハラ」を行わないことを強調していることが報告された。「令和８年度大学、短期大学及び高

等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（企業等への要請）」では、これまでの就問懇にお

いて出された意見「①学業成績を基に選考してほしい」、「②留学等の経験を評価してほしい」、

「③学業の妨げとならないような採用選考をしてほしい」、「④早期選考に対する危機感を示してほ

しい」の４点を踏まえ更新していることが報告された。また、鏡文では、「なお、就職問題懇談会と

しては、現状の就職活動の課題や社会事情等を踏まえた就職活動の在り方について、今後具体的に議

論を行ってまいります。」の一文を追加していることが報告された。 

続いて、就職・採用活動日程に関する今後の検討の方向性について意見交換を行い、最初に座長か

ら、就職・採用活動日程に関する課題を踏まえた日程ルールのあり方について、ケース①～③の提案

があった。ケース①については、在学期間外（卒業後）に採用選考活動を実施するというもの、ケー

ス②については、在学期間の後半に集中的に採用選考活動を行うという現行のルールのあり方をもと

に時期の変更を行うもので、想定される変更案１としては、採用選考を４月に前倒しするもので、想

定される変更案２としては、採用選考を卒業・修了年度の夏休みからに後ろ倒しするというもの、ケ
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月というルールを定めることが先ではなく、就職活動がどうあるべきかという観点から、学業（学期

中）にかかる就職活動は望ましくないということを前提として、春休みや夏休みに就職活動すること

を提案することが望ましいのではないか」といった意見が挙げられた。また、設置形態（４年制大

学・短大・高専）別に、それぞれの事情に応じた採用日程ルールの設定は必要かどうかについては、

企業の対応の負担感（複雑化等）を考慮し、設置形態別には採用日程ルールを設定しない方向で検討

を進めることを確認した。座長から、今回のとりまとめとして、学期中に就職活動を実施することは

望ましくないことと、設置形態別に採用日程ルールを策定する必要はないことを確認し、現行の採用

日程ルールについては、アンケートでは一定の賛同が得られているなかで、今後の会合では、複数回

の実施なども含めどのようなあり方が望ましいか検討を続けていくことが確認された。 

また、座長から、「今年度末までに就問懇として、①採用・選考活動において、学業を基に選考し

てほしい、②学業を妨げる採用・選考活動は控えてほしい、③留学等の国際的なチャレンジをした人

を評価する採用日程・方法を望むことについてメッセージの発出に向けて準備を進めること」の提案

があり、了承された。 

その後、「令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申

合せ）」が令和７年３月21日付で大学、短期大学、高等専門学校に向けて発出された。また、同日付

で経済団体等に対し、４府省連名で「2026（令和８）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関

する要請等について」が発出された（資料編 資料４－１） 

３月26日に開催された令和６年度第５回就就問問懇懇では、文科省の担当者より、「令和８年度卒業・

修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」、「令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校

卒業・修了予定者に係る就職について（企業等への要請）」及び「令和８年度大学、短期大学及び高

等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」について報告があった。「令和８年度

卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」では、就職・採用活動日程ルールについて

は、令和７年度のものと同様（広報活動開始：卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降、採用選考

活動開始：卒業・修了年度の６月１日以降、正式な内定日：卒業・修了年度の10月１日以降）として

いること、「６．障害のある学生の採用選考」について、文言を追加・充実していること、「10．採

用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底」において、「オヤカク」を含む

「オワハラ」を行わないことを強調していることが報告された。「令和８年度大学、短期大学及び高

等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（企業等への要請）」では、これまでの就問懇にお

いて出された意見「①学業成績を基に選考してほしい」、「②留学等の経験を評価してほしい」、

「③学業の妨げとならないような採用選考をしてほしい」、「④早期選考に対する危機感を示してほ

しい」の４点を踏まえ更新していることが報告された。また、鏡文では、「なお、就職問題懇談会と

しては、現状の就職活動の課題や社会事情等を踏まえた就職活動の在り方について、今後具体的に議

論を行ってまいります。」の一文を追加していることが報告された。 

続いて、就職・採用活動日程に関する今後の検討の方向性について意見交換を行い、最初に座長か

ら、就職・採用活動日程に関する課題を踏まえた日程ルールのあり方について、ケース①～③の提案

があった。ケース①については、在学期間外（卒業後）に採用選考活動を実施するというもの、ケー

ス②については、在学期間の後半に集中的に採用選考活動を行うという現行のルールのあり方をもと

に時期の変更を行うもので、想定される変更案１としては、採用選考を４月に前倒しするもので、想

定される変更案２としては、採用選考を卒業・修了年度の夏休みからに後ろ倒しするというもの、ケ
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ース③については、在学期間を通じて学業期間以外の長期休暇で採用選考活動を実施するというもの

で、各学年の長期休暇（夏休み、冬休み、春休み）に実施するというものである。本ケース案に基づ

き意見交換を行い、現段階での方向性としては、ケース③の卒業・修了年度に入る前の春休みから採

用選考活動を開始し、その後、卒業・修了年度の夏休み、春休み（卒業・修了年度の授業期間には実

施しない）とケース①の卒後を組み合わせたものを軸に、令和８年度の夏まで引き続き検討を進める

こととした。 

 

（３）経団連における検討経過 

 10月18日に開催された採採用用・・イインンタターーンンシシッッププ分分科科会会（第１回）では、企業側分科会長である清

水正生氏（住友化学常務執行役員）、大学側分科会長である佐藤 和氏（慶應義塾大学就職部長。伊

藤公平慶應義塾長から交代して分科会長に就任）からの挨拶のあと、産学協議会における令和６年度

活動方針及び活動計画（案）について審議、決定を行った。次いで「タイプ３のインターンシップ推

進に関するフォローアップ」について事務局説明を受けた後、タイプ３のインターンシップに関する

アンケートで指摘された課題に関する産学の対応状況の共有と改善策について、経団連側、大学側の

委員で意見交換を行った。続いて、就職・採用のあり方に関することとして、「１．様々な選択に対

応可能な採用（多様な選択肢）」及び「２．多様な選択を促すためのキャリア教育（タイプ２）のあ

り方」について意見交換を行った。 

「様々な選択に対応可能な採用（多様な選択肢）」については、複線化を図っていくという観点か

ら、「Ａ：卒業後に就職活動（卒後就活）を行うケース」及び「Ｂ：就職先を在学中の早い段階で確

定させるケース」が例示され、 

①どのような学生であれば、当該ケースが妥当と考えられるか 

②当該ケースの環境整備に向けて、産学それぞれが連携して取り組むべきことはあるか 

③ケースＡ・ケースＢ以外で、複線化を図るうえで有望と考えられるケースはあるか 

について意見交換を行った。 

また、「Ｃ：就職先決定に長期を要するケース」への対応として、 

①志望先（業界や個社）を絞るという観点ではなく、多様な選択を促すことを目的としたキャリア

教育として、どのようなものが考えられるか。産学としてどのような取組みを目指すべきと考え

るか 

②キャリア教育以外の取組みとして、有望な方策はあるか 

について意見交換を行った。 

 11月25日に開催された採採用用・・イインンタターーンンシシッッププ分分科科会会（第２回）では、卒後就活や秋・冬の就活

について、学生の不安をできるだけ減らしつつ、選択肢の一つとして選べるようにするための方策は

あるのかという前提を踏まえ、「学生・社会向けメッセージや効果的な情報の発信」について、①企

業、②大学、③就職情報会社からそれぞれどのような情報発信が必要か意見交換を行った。続いて、

修士課程学生が、学びの成果をより発揮した就職活動を行えるようにするために、どのような方策が

考えられるかについて、 

①企業側における工夫（採用選考活動における工夫等） 

②大学側における工夫（学事スケジュールにおける工夫等） 

③産学連携による工夫（企業と学生の接点の作り方等） 
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について意見交換を行った。 

また、学生が自分自身を見つめ直す・自己探索につながるような「キャリア教育」の実施に向けて、

どのような工夫が必要か、その工夫を実現するために企業はどのような協力ができるか。もしくは、

企業主体のキャリア形成支援活動を改善できるかということや、大学の教育課程や学生生活全般を通

じて、どのような工夫が考えられるかについて意見交換を行った。 

 ２月27日に開催された採採用用・・イインンタターーンンシシッッププ分分科科会会（第３回）では、『産学協議会2024年度報

告書（素案）』について意見交換を行った。検討事項１の「秋・冬採用／既卒採用（卒後就活）（学

部・修士課程学生）」については、「現在、大学の現場では就活の早期化が大きな問題になっている。

学生に多様な選択肢を与えることは歓迎するが、それがいつからなのかを示すことが重要である。あ

くまで就活は最終学年になってからというのが、就問懇などの考えだが、本素案ではその部分が分か

りにくい。今回の報告書では、早期化を許容するものではないということを明確に述べるべきではな

いか」、「産学の取り組みにおいて、早期化に歯止めをかけるためにどのようなルールを設けるかが

重要で、何かしないと益々早期化が進んでしまう。早期化の進行による学生と企業のミスマッチは、

人材育成の観点からも企業にとっても不利益が生じる」、「早期化が課題であることを書くことは否

定しないが、それに対する有効な手段がないことは事実である。企業としても就活をエンドレスでや

っている学生を取りたいわけではない。目的意識を持ち、やりたいことをやり切って秋・冬を迎えた

学生を採用したいと考えていて、そのようなメッセージを出していくことが大事だろう。早期化を助

長せずに秋・冬も含めて考えていくという構成にしてはどうか」といった意見が挙げられた。 

検討事項２の「キャリア教育」については、「キャリア教育を産学で実施することは賛成だが、早

期化が進むとキャリア教育どころではない。キャリア意識を醸成するための時間を確保することが重

要で、最終学年になるまではキャリア教育の時間を確保することを打ち出していきたい」、「キャリ

ア教育については、大学で何を学びたいか、大学で何を学び社会でどう活かしていきたいかを考える

機会にすることが重要で、この部分は企業と大学の連携も可能だろう」、「キャリア教育は、１社で

対応すると採用活動の色が濃くなってしまうので、大学に複数の企業を呼んで対応してもらうと参加

しやすい部分もある」といった意見が挙げられた。今後、これらの意見交換などを踏まえ、『産学協

議会2024年度報告書』のとりまとめを進めることを確認した。 

なお、清水分科会長から、今年度末をもって本分科会が発展的に解消されることになったとの報告

があった。 
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５．その他 

 

５－１ 日本経済団体連合会「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」への対応について 

 

経団連では、平成30（2018）年12月に公表した「今後の採用と大学教育に関する提案」において、

2021年度以降入社対象の「採用選考の指針」を策定しないことを決定する一方で、経済社会の課題や

技術革新の状況、求める人材像やインターンシップの今後のあるべき姿などについて、大学側に継続

的に発信し、大学と対話の仕組みを構築することが必要であるとして、経団連と国公私立大学のトッ

プで構成する「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」（以下、「産学協議会」という。）の設

置を提起し、平成31年１月31日開催の第１回産学協議会では、「Society5.0人材育成分科会」、「今

後の採用とインターンシップのあり方に関する分科会」並びに「地域活性化人材育成分科会」の三つ

の分科会を立ち上げた。 

産学協議会では、Society5.0時代の人材に求められる能力やそれらの人材を育成するために必要な

大学教育、企業の採用や処遇のあり方などについて、現状の課題、今後の改革の方向性、産学が協働

して取り組むアクションについて多くの認識を共有し、平成31年４月22日に『中間とりまとめと共同

宣言』をとりまとめ、公表するとともに、その内容を令和元年５月15日開催の政府における第27回未

来投資会議において、同会議議員の中西宏明経団連会長並びに連合会代議員・就職問題員会委員長と

して産学協議会に参画している土屋恵一郎私大連常務理事・学生委員会担当理事（明治大学、大学

長）から報告・説明した。 

その後、産学協議会では、採用日程のあり方だけではなく、学生・大学・企業の多様性を前提に、 

Society5.0において新たな領域に挑戦し社会に付加価値をもたらすことのできる人材を、産学がいか

に協働して育成し、それをどう実現していくかについて、約１年をかけた四つのタスクフォース、三

つの分科会における協議成果を踏まえ、未来志向で議論した成果を、令和２年３月31日に

『Society5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方』としてとりまとめ、公表し、同日に内閣府特

命担当大臣（一億総活躍担当）に、４月23日に文部科学大臣に手交するとともに、経団連の中西会長

が経済財政諮問会議、未来投資会議において報告書の内容に言及するなどした。 

令和２年度の産学協議会では、『Society5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方』における

「産学協議会の10のアクションプラン」のフォローアップ事項として、大学と企業が共同で取り組む

べき項目について、引き続き検討するとともに、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が大学教育

や企業の採用選考活動、インターンシップに与えた大きな影響を踏まえ、「ウィズ・コロナ」への短

期的な対応として、令和３年度入社対象者の採用選考活動やインターンシップ、大学教育の変容につ

いての議論を重ねることとし、Society5.0人材の育成に資する産学協働の取り組みに関連して、新型

コロナウイルスの感染拡大により新たに生じた１）対面とリモートによるハイブリッド型教育、２）

共同研究・PBL型教育（「組織対組織」連携）、３）リカレント教育（「組織対組織」連携）並びに 

４）新たなインターンシップの四つの課題と改善策について重点的に議論し、その検討の状況と今後

の方向性を令和３年４月19日に『ポスト・コロナを見据えた新たな大学教育と産学連携の推進』とす

る2020（令和２）年度報告書としてとりまとめ、公表した。 

令和３年度は、産学連携推進分科会における「産学協働によるリカレント教育の推進」にかかわっ

ての１）大学側のシーズと企業側のニーズを踏まえたプログラムの共同開発等、２）受講希望者（企
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業・個人）がリカレント・プログラムを選択しやすい情報提供のあり方を切り口とした検討成果、

「地方大学を核とした産学連携・産学官連携の推進」にかかわっての１）地方大学の魅力発信（シー

ズのPR強化）と産学連携強化への支援策、２）官の効果的介在を可能にするための工夫・必要な措置

を切り口とした検討成果、そして採用・インターンシップ分科会における「学生のキャリア形成支援

における産学協働の取り組みに関する具体的検討」にかかわっての四つに類型化したそれぞれの取り

組みについて、特に新たな定義に基づく「インターンシップ」の内容や、他の類型・採用選考活動と

の違いの明確化を切り口とした検討成果を、令和４年４月18日に『産学協働による自律的なキャリア

形成の推進』とする2021（令和３）年度報告書をとりまとめ、公表した。 

令和４年度は、産学協議会委員が大所高所から産学間の対話・意見交換を行うことを目的として、

令和４年度から開催することとしたテーマ別懇談会において、１）文理融合を前提としつつ、理系分

野に進学・従事する人材の拡充、２）社会に一層評価され、かつ若者・社会人にとって、より魅力あ

る大学院教育の実現（企業における博士人材の活用推進を含む）、３）グローバル人材育成の一層の

推進、４）教育に対する産業界の取り組み（投資を含む）の促進について協議した。また、採用・イ

ンターンシップ分科会では、質の高いインターンシップを核とした「学生のキャリア形成支援活動」

の推進に向け、１）学生のキャリア形成支援４類型の周知活動及びフォローアップ、２）「ジョブ型

研究インターンシップ（タイプ４【Ａ】）」の令和３年度におけるトライアルを経ての制度及び運用

面の改善、３）「高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ」の３点に係る検討を

深めるとともに、産学連携推進分科会では、企業と大学等との連携によるリカレント教育の推進に向

け、「大学の強みを活かしたリカレント教育プログラム」の特徴や類型等について検討を深め、教育

プログラムの目的、中心となるレベル（難易度）、想定される主な受講生、特徴による七つに類型化

した。また、産学協議会委員によるテーマ別懇談会では、政府が閣議決定した『経済財政運営と改革

の基本方針2022新しい資本主義へ～課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～』や

『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』等で指摘された課題を深掘りし、取り組みを推

進する観点から、１）文理融合を前提としつつ、理系分野に進学・従事する人材の拡充、２）社会に

一層評価され、かつ若者・社会人にとってより魅力ある大学院教育の実現（企業における博士人材の

活用推進を含む）、３）グローバル人材育成の一層の推進、４）教育に対する産業界の取組み（投資

を含む）の促進」の４点を懇談テーマとして設定し、検討を深め、二つの分科会と懇談会における検

討の成果と今後のアクションプランを、令和５年４月26日に『産学協働で取り組む人材育成としての

「人への投資」』とする2022（令和４）年度報告書としてとりまとめ、公表した。 

令和５年度は、実務家による分科会の活動が、産学のトップで構成される協議会の問題意識から乖

離しないよう、少人数の協議会委員により設置され、令和元年度にとりまとめた報告書におけるフォ

ローアップ活動の内容の報告を定期的に受けるとともに、必要に応じて産学協議会で新たに取り上げ

る事項を決定することを目的として、令和２年度に設置された幹事会を７月28日に開催した。 

幹事会では、令和５年度の活動方針・活動計画について検討し、採用・インターンシップ分科会で

は、１）就職・採用活動の現状把握、２）「2030年の採用・雇用・大学教育の姿」に係る産学間の共

通認識の改めての醸成、３）今後の就職・採用活動のあり方に関する議論の３点を「就職・採用活動

のあり方に関する対話の進め方」の基本方針の柱に据え、処遇を含む雇用制度、採用方法、採用・入

社時期や卒業時期の多様化、卒業時の学修成果・修得した能力の可視化、リスキリングを含むリカレ

ント教育の推進、キャリア形成に対する学生・働き手の意識改革といった現在の採用・雇用・大学教
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業・個人）がリカレント・プログラムを選択しやすい情報提供のあり方を切り口とした検討成果、
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の違いの明確化を切り口とした検討成果を、令和４年４月18日に『産学協働による自律的なキャリア

形成の推進』とする2021（令和３）年度報告書をとりまとめ、公表した。 

令和４年度は、産学協議会委員が大所高所から産学間の対話・意見交換を行うことを目的として、

令和４年度から開催することとしたテーマ別懇談会において、１）文理融合を前提としつつ、理系分

野に進学・従事する人材の拡充、２）社会に一層評価され、かつ若者・社会人にとって、より魅力あ

る大学院教育の実現（企業における博士人材の活用推進を含む）、３）グローバル人材育成の一層の

推進、４）教育に対する産業界の取り組み（投資を含む）の促進について協議した。また、採用・イ

ンターンシップ分科会では、質の高いインターンシップを核とした「学生のキャリア形成支援活動」

の推進に向け、１）学生のキャリア形成支援４類型の周知活動及びフォローアップ、２）「ジョブ型

研究インターンシップ（タイプ４【Ａ】）」の令和３年度におけるトライアルを経ての制度及び運用

面の改善、３）「高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ」の３点に係る検討を

深めるとともに、産学連携推進分科会では、企業と大学等との連携によるリカレント教育の推進に向

け、「大学の強みを活かしたリカレント教育プログラム」の特徴や類型等について検討を深め、教育

プログラムの目的、中心となるレベル（難易度）、想定される主な受講生、特徴による七つに類型化

した。また、産学協議会委員によるテーマ別懇談会では、政府が閣議決定した『経済財政運営と改革

の基本方針2022新しい資本主義へ～課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～』や

『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』等で指摘された課題を深掘りし、取り組みを推

進する観点から、１）文理融合を前提としつつ、理系分野に進学・従事する人材の拡充、２）社会に

一層評価され、かつ若者・社会人にとってより魅力ある大学院教育の実現（企業における博士人材の

活用推進を含む）、３）グローバル人材育成の一層の推進、４）教育に対する産業界の取組み（投資

を含む）の促進」の４点を懇談テーマとして設定し、検討を深め、二つの分科会と懇談会における検

討の成果と今後のアクションプランを、令和５年４月26日に『産学協働で取り組む人材育成としての

「人への投資」』とする2022（令和４）年度報告書としてとりまとめ、公表した。 

令和５年度は、実務家による分科会の活動が、産学のトップで構成される協議会の問題意識から乖

離しないよう、少人数の協議会委員により設置され、令和元年度にとりまとめた報告書におけるフォ

ローアップ活動の内容の報告を定期的に受けるとともに、必要に応じて産学協議会で新たに取り上げ

る事項を決定することを目的として、令和２年度に設置された幹事会を７月28日に開催した。 

幹事会では、令和５年度の活動方針・活動計画について検討し、採用・インターンシップ分科会で
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のあり方に関する対話の進め方」の基本方針の柱に据え、処遇を含む雇用制度、採用方法、採用・入

社時期や卒業時期の多様化、卒業時の学修成果・修得した能力の可視化、リスキリングを含むリカレ

ント教育の推進、キャリア形成に対する学生・働き手の意識改革といった現在の採用・雇用・大学教
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育の姿を踏まえ、現状にとらわれずに建設的な議論となるよう、「現状の課題」ではなく、日本の国

力向上の観点から、「目指すべき姿・あり方」にフォーカスした意見交換を行っていくこととした。
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別テーマのフォローアップ会合」のメンバーは、経団連側は教育・大学改革推進委員会をベースに、

大学教育に関心の高い副会長、審議員会副議長、関係委員会幹部等とし、大学側は日本私立大学団体

連合会、国立大学協会並びに公立大学協会から適宜、メンバーを推薦し、協議テーマは双方からの提

案を可能とする、４）「採用・インターンシップ分科会」では、「2030年に向けた就職・採用のあり

方」にかかわって、学生の主体性の発揮に資する形で複線化を進展させる観点から、「様々な選択

（学業を修めてから就職活動を開始したいと思っている学生、希望する就職先を早期に確定したいと

考えている学生、明確なビジョンを持つことができていない学生）に対応可能な採用」と「選択の多

様化を実現するためのキャリア教育のあり方」について協議を進めるとともに、就業体験を通じた学

生にとっては自らの能力の見極め、企業にとっては学生の評価材料の取得を目的として実施する「タ

イプ３」型のインターンシップ推進に関するフォローアップを進めていく、などとした。 

 

５－１－１ 博士人材に関する産学協議会合 

 

 ７月17日開催の幹事会における協議結果に基づき、「個別テーマのフォローアップ会合」として新

たに「博士人材に関する産学協議会合」（以下「産学協議会合」という。）が設置され、その第１回

会合が11月15日に開催された。 

第１回産学協議会合では、１）「科学技術立国（「先端技術立国」「無形資産立国」）」の実現に

は、多様な人々と協働しながら、社会課題の解決に取り組み、新たな価値を創出するなど、成長を牽

引し得る高度専門人材である博士人材が不可欠である、２）主要国では博士号取得者数が増加傾向に

ある一方、日本では低水準、かつ、横ばいで推移しており、高度専門人材を巡る国際的な人材獲得競

争において、日本は後れをとっている、３）博士人材の育成・活躍は、国の今後のありようにかかわ

る重要な課題であり、産学が連携して課題の解決に取り組む必要があるとの基本認識のもと、１）

「科学技術立国（「先端技術立国」「無形資産立国」）」の実現に向けて、高度専門人材である博士

人材の必要性についての共通認識が主要企業と主要大学の間で形成されている、２）国内外の企業や

アカデミア等の多様な場で活躍する博士人材の数が増えている、３）大学院教育において社会のニー

ズを理解できる人材を育成し、学生・社会人・企業が魅力を感じ、修士課程から博士課程へ進学する

学生数、博士課程に進学する社会人数のいずれも増加している、といった現状を踏まえ、令和６年度

からの２年にわたって協議し、その成果を産学協議会合としての「産学が目指すべき姿と具体的な取

り組み」として示すことを目標に協議を進めていくことを確認した。 

そのうえで、令和６年度は「博士人材の必要性、その育成と活躍推進に向けた機運醸成のあり方」、

「採用・処遇のあり方」、「企業が博士人材に求める人材像の博士人材等への伝達の仕方（ジョブ・

ディスクリプションのあり方等）」や「博士人材に求められる資質・能力をめぐる企業からの情報発

信のあり方」等をテーマとして協議を進めていくこととした。 

令和７年１月17日開催の第２回産学協議会合では、「博士人材の必要性、その育成・活躍推進に向

けた機運醸成のあり方」、「企業における博士人材の活躍推進に向けた採用・処遇のあり方」の２点

について協議した。 

２月19日開催の第３回産学協議会合では、「企業が博士人材に求める人材像（専門性、能力・資

質）の博士人材等への伝達の仕方（ジョブ・ディスクリプションのあり方等）」、「博士人材に求め

られる資質・能力をめぐる企業からの情報発信のあり方」の２点について協議した。 
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産学協議会合では今後、「産学連携プログラムの拡充」、「大学院教育改革」や「大学の財政基盤

強化」等をテーマ候補として、引き続き協議を進めていく予定としている。 

 

５－１－２ 採用・インターンシップ分科会 

 

産学協議会が公表した『2023年度報告書 産学連携による高度専門人材育成と、未来志向の採用を

目指して』（４月22日）を受け、採用・インターンシップ分科会では、産学で整理した「2030年の採

用・雇用の姿」に基づき、「就職・採用のあり方」に関する共通認識の形成を目指し令和６年度の議

論を開始した。 

第１回分科会（10月18日開催）では、タイプ３のインターンシップのフォローアップとして、経団

連企業を対象としたアンケート結果が報告され、企業側のインターンシップに関する課題が共有され

た。続いて、学生のさまざまな選択肢に対応可能な採用のあり方についての意見交換が行われた。具

体的には、ケース１：学業を修めてから就職活動を開始したいと思っている学生、ケース２：希望す

る就職先を早期に確定したいと考えている学生、ケース３：明確なビジョンを持つことができていな

い学生、の三つのパターンが示され、意見交換が行われた。大学側からは就職先を早期に確定したい

ケース２の学生に、明確なビジョンを持たないケース３の学生が引きずられる形で学生全体の就職活

動の早期化・長期化が進む懸念が指摘され、慎重な検討が必要との意見があった。一方、企業側から

は、現行の一括採用には限界があり、多様な選択肢の検討が必要であるとの意見が出された。採用・

就職時期については、産学で意見の相違がみられたものの、学生が自身のキャリアについて明確なビ

ジョンを持つために、産学協働でキャリア教育を充実させる必要があることについては共通認識が形

成された。 

第２回（11月25日開催）では、卒後就活や秋・冬の就活における学生の不安軽減と選択肢拡大のた

めの「学生・社会向けメッセージや効果的な情報の発信」について、企業・大学・就職情報会社それ

ぞれの役割を議論した。また、修士課程学生が学びの成果をより発揮した就職活動を行うための①企

業側における工夫（採用選考活動の改善等）、②大学側における工夫（学事スケジュール調整等）、

③産学連携による工夫（企業と学生の接点構築等）について検討した。さらに、学生の自己探索につ

ながる「キャリア教育」の実施に必要な工夫や、企業の協力可能性、大学の教育課程や学生生活全般

を通じた取り組みについても意見交換を行った。 

第３回（令和７年２月27日開催）では、『産学協議会2024年度報告書（素案）』について討議し、

大学側からは、「秋・冬採用／既卒採用（卒後就活）」など学生に多様な選択肢を与えることは歓迎

するものの就職活動の早期化が大きな課題となっており、採用時期の明確化や早期化に歯止めをかけ

るルールの必要性が指摘された。企業側からは、目的意識を持ち学業を終えた学生の秋・冬採用を望

む声も挙がり、早期化を助長せずに秋・冬採用も含めた総合的な検討が提案された。「キャリア教

育」については、産学連携での実施を支持しつつ、キャリア意識醸成のための時間確保や、大学での

学びと社会での活かし方を考える機会の重要性、複数企業の参加による偏りのない教育の実現などが

議論された。今後はこれまでの議論を踏まえ、『産学協議会2024年度報告書』をとりまとめることで

同分科会の任務を終え、発展的解消することが確認された。また、引き続き就職活動の早期化等の課

題について、日本の国全体でどのように対応していくかを議論していくことの重要性も共有された。 
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Ⅱ． 事 業 報 告 

 

※（２）事業の経過 １）開催時期、開催回数、場所に 

ある「ハイブリッド開催」は、対面とオンラインを 

併用した開催を表す。（：以下は対面の会場）   

 

１．当法人の機能強化に関する事業 

 

１－１ 政策提言機能の強化 

 

１－１－１ 総合政策センター 企画会議 

 

１－１－１－１ 事業の企画立案・調整 

 

（１）任務 

当法人が行う事業の企画立案並びに既往事業の点検、事業間の連携・調整を行い、意思決定機関

（常務理事会、理事会）へ提案する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年10月28日（オンライン開催） 

第２回：令和６年12月11日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回会議では、令和６年度上半期における事業の進捗状況を確認するとともに、令和７年度

事業の策定方針について協議した。その結果、「令和６年度事業策定の方針」を継続し、①国、社

会に対する政策の提言・実現機能の強化、②会員法人へのきめ細かな対応の推進に重点的に取り組
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１－１－２ 総合政策センター企画会議 創立75周年記念事業準備委員会 

 

１－１－２－１ 創立75周年記念事業の企画及び実施に関する検討 

 

（１）任務 

私大連は、令和８（2026）年に創立75周年を迎える。この周年事業を契機とし、改めて会員と

ともに設立宣言に掲げた「学問の独立、良心の保障、建学の精神の尊重」を問い直す機会とする。

また激変する社会状況下において、将来に向け、私立大学の多様で質の高い教育研究の重要性を確

認し、内外に私立大学の存在意義を示す。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年10月28日（オンライン開催） 

第２回：令和６年12月11日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回委員会では、創立75周年記念事業の目的と実施までのスケジュールを確認し、記念事業

の二つの柱として①記念式典の開催と②記念誌の刊行を決定した。 

第２回委員会では、記念式典のプログラム及び記念誌の検討体制について協議した。式典は都

内ホテルにて令和８年９月29日（火）に開催し、①記念基調講演、②式典、③祝賀会でプログラム

を構成することとした。記念誌は、『日本私立大学連盟50年史』以降の主な活動や高等教育政策の

変遷等を整理するとともに、団体としての存在意義と将来に向けた展望を示す内容で、コンパクト

な形式で制作することを決定した。制作体制については、創立75周年記念事業準備委員会の下に

「記念誌アドバイザリー・チーム」を設置し、準備委員会による編集方針に基づき、記念誌の具体

的な企画内容の監修と制作過程の管理を担当することとした。 

これらの記念事業の概要は、第11回常務理事会及び第675回理事会（令和７年２月18日開催）、

第232回春季総会（令和７年３月18日開催）において報告され、令和７年度から具体的な準備を進

めることとしている。 

 

１－１－３ 総合政策センター 政策研究部門会議 

 

１－１－３－１ 政策課題への取り組み 

 

（１）任務 

各事業組織における検討成果及び国の高等教育政策を含めた情報の収集等から見出された加盟大学

や私立大学に共通して取り組むべき課題について協議し、必要に応じて意思決定機関（常務理事会、

理事会）への政策提言を行う。 
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（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

開催なし 

 

２）経過概要 

４月に文部科学省から高等教育の修学支援新制度における学業要件の見直しについて意見提出の依

頼があったことを受け、関係委員に意見照会の上、学生委員会と共同で私大連の意見書を取りまとめ

た。（詳細は、「Ⅰ．一般報告 ３－２ 文部科学省『高等教育の修学支援新制度の在り方検討会

議』への対応について」を参照） 

意見書は、５月24日に開催された文部科学省の「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」に

資料配付され、同会議が取りまとめた「高等教育の修学支援新制度における学業要件の在り方につい

て（報告）」にも一部反映されている。 

 

（３）成果の概要 

「『こども未来戦略』を踏まえた高等教育の修学支援新制度における学業要件等の見直しに関する

質問への回答」（令和６年５月15日 一般社団法人日本私立大学連盟） 

 

１－２ 情報収集・発信の強化 

 

１－２－１ 広報・情報委員会 

 

１－２－１－１ 社会に向けた情報発信の強化 

 

（１）任務 

「社会に向けた情報発信方策」にとりまとめた考えに基づき、前年度取り組み成果及び課題を踏ま

えて、社会に向けた更なる情報発信方策を検討して展開する。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月15日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第２回：令和６年６月17日（オンライン開催） 

第３回：令和６年７月29日（オンライン開催） 

  第４回：令和７年２月19日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回委員会では本年度の活動について次の６点に取り組むことを確認した。第４回までの検

討状況及び結果は以下の通り。 

①社会に向けた情報発信方策の検討・実施：令和４年度より取り組みを開始しており、これまで

の３か年の取り組み成果について、主にWebサイトアクセス数やユーザー登録者数、私立大学１・

２・３ページビュー数、SNS登録者数の数値について報告があった。総じて右肩上がりに増加して
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いることを確認。情報発信強化方策の成果が表れていることを共有した。なお、長年にわたり運営

してきたFacebookは登録者数861人を記録し、情報発信に大きく寄与してきたが、有料広告の出稿

や投稿記事の周知等に制限がかかるようになり、SNSとしての機能を十分に生かせない状況になっ

たため、令和７年１月31日を持って閉鎖した。 

②記者懇談会・記者会見等の実施：私大連の将来の高等教育のあり方と公財政支援を考えるプ

ロジェクトがとりまとめた「新たな公財政支援のあり方について」に基づき、令和６年８月７日に

記者会見を開催した。大学教育に対する十分な財源の確保によって学生の約８割の教育を担う私立

大学の高度化を図り、そのことが社会の活力と経済成長を生み出すという循環型社会の提案を行い、

報道関係者と意見交換した。 

③私大連フォーラムの企画検討・実施：企画の詳細は「（３）成果の概要」参照。新たな取り

組みとして、防災・減災に係る加盟大学の研究の取り組みを収集した事例集を制作して配布した。 

④加盟大学概要パンフレットの制作：加盟大学の存在を広く社会に対して周知することを目的

に本年度新たに制作した。国への予算要望活動、記者会見や私大連フォーラムなど、主に対外活動

時に配付している。 

⑤動画「学長ときどき私」の制作：学長８名を対象に、計10本の動画を制作。 

⑥Webサイト改修の必要性の検討：現行のWebサイトになり６年が経過することから、デザイン

性や機能性、費用面やセキュリティ面の観点からWebサイトリニューアルの要否を検討した。その

結果、リニューアルの必要性はないと判断し、必要な項目のみ部分的に改修することを決定した。 

 

（３）成果の概要 

１）記者会見 

開催日：令和６年８月７日 

場 所：アルカディア市ヶ谷 

参加者：報道関係者21名、私大連関係者４名（会長、副会長、常務理事） 

プログラム： 

主催者挨拶 

田 中 愛 治（私大連会長、早稲田大学総長） 

報告・説明「新たな公財政支援のあり方について」 

曄 道 佳 明（私大連副会長、将来の高等教育のあり方と公財政支援を考えるプロジェ

クト委員長、上智大学学長） 

質疑応答 

 

２）私大連フォーラム2024 

開催日：令和６年12月10日 

会 場：コモレ四谷タワーコンファレンス（ハイブリッド開催） 

参加形式：会場参加、オンライン視聴、オンデマンド配信 

テーマ：「これからの時代に向けた私立大学の未来型防災教育を考える ～大学連携、地域連携

に基づく安全社会の実現を目指して～」 

プログラム： 

開会挨拶 
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森   康 俊  広報・情報委員会担当理事、関⻄学院⼤学学⻑ 

特別座談「東日本大震災への想い－東北学院大学『被災学』の取り組みとともに」 

     いとう せいこう氏 作家・クリエーター  

聞き手：土 方 正 志 氏 有限会社荒蝦夷代表 

講演「熊本地震における阿蘇キャンパスの震災対応～震災遺構として後世につなぐ～」 

木之内   均 氏 東海大学 熊本キャンパス長 

事例発表１「『関大防災Day ～広がれ！みんなの安全・安心！～』の取り組み」  

     中 村 匡 志 氏 関西大学 総務局次長 

事例発表２「防災・減災・ボランティアを中心とした社会貢献教育の展開～TKK３大学連携プ 

ロジェクト～ 」 

村 上 正 浩 氏 工学院大学建築学部教授 

事例発表３「市民や社会の防災意識を変える～防災教材の作成とプログラム開発～」 

伊 村 則 子 氏 武蔵野大学工学部教授 

パネル・ディスカッション 

パネリスト：   木之内   均 氏、中 村 匡 志 氏、 

村 上 正 浩 氏、森   康 俊 氏  

コーディネーター：川 島  葵 氏（フリーアナウンサー） 

 

３）「加盟大学紹介2024」パンフレット  

発行年月：令和６年８月 

 

４）加盟大学学長インタビュー動画「学長 ときどき 私」 

①赤 楚 治 之 氏 名古屋学院大学学長 

②髙 橋 裕 子 氏 津田塾大学学長 

③真 銅 正 宏 氏 追手門学院大学学長 

④大久保 英 哲 氏 金沢星稜大学学長 

⑤樺 山 祐 和 氏 武蔵野美術大学学長 

⑥「一問一答編」（名古屋学院大学、津田塾大学、追手門学院大学、金沢星稜大学） 

⑦梅 村 清 英 氏 中京大学学長 

⑧米 山   裕 氏 立命館アジア太平洋大学学長 

⑨前 沢 浩 子 氏 獨協大学学長 

⑩「一問一答編」（武蔵野美術大学、中京大学、立命館アジア太平洋大学、獨協大学） 

インタビュアー：①⑤⑨川 島   葵 氏（フリーアナウンサー） 

②④⑦外 川 智 恵 氏（大正大学 表現学部教授、フリーアナウンサー） 

③⑧ 脇 浜 紀 子 氏（京都産業大学 現代社会学部現代社会学科教授、

フリーアナウンサー） 

撮影時期：令和６年５月～令和６年12月 

撮影会場：各大学キャンパス 

動画制作本数：10本 
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１－２－２ 広報・情報委員会 大学時報分科会 

 

１－２－２－１ 『大学時報』の発行 

 

（１）任務 

大学の教育研究、管理運営等に関する情報、国の高等教育改革に関する動き等を加盟大学並びに社

会一般に情報提供するとともに、私立大学に関する正しい理解を社会から得るための情報発信媒体と

して、『大学時報』を企画・編集・刊行する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月24日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第２回：令和６年７月17日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第３回：令和６年９月25日（ハイブリッド開催：関西大学梅田キャンパス） 

第４回：令和６年11月20日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第５回：令和７年１月14日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第６回：令和７年３月13日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

 

２）経過概要 

私大連唯一の定期刊行物である『大学時報』では、加盟校のニーズに即した情報や加盟校の広

報誌として、大学の教育研究、管理運営、学生に関する諸問題を取り上げ、「意見形成の場」、

「諸情報を提供する場」、「研究成果を表現する場」として、広い視野に立ち、私立大学の発展に

寄与する立場で編集を行っている。企画を具体化するにあたっては、加盟校のポテンシャルと機関

誌としての性格を可能な限り考慮している。奇数月20日に年６回刊行することとしており、内容の

構成、テーマや執筆者の選定等にあたっては、会議において、加盟校の多様性に配慮した企画案の

とりまとめを行っている。 

『大学時報』は、令和５年度に実施した発行に係る委託業者選定結果に基づき、令和６年度よ

り、①表紙デザイン等のリニューアル、②ユニバーサルデザインを意識したインデックスの採用、

③環境に配慮したFSC認証紙の使用を開始した。 

企画についても見直しを行い、『大学時報』では唯一の写真を中心とした企画である「大学点

描」について、ビジュアル重視の企画と再定義し、加盟校のブランディングや、印象的なキャンパ

ス風景を提示するデザインでの作成を依頼・掲載することとした。また、時宜にかなったテーマで

の執筆を依頼する「寄稿」については、企画検討の結果、掲載しない号が生じていることを踏まえ、

空きが生じた場合において、新企画「私立大学のミライ」の不定期掲載を開始した。同企画は、

「研究編」と「教育・地域貢献編」からなり、中央教育審議会（以下「中教審」という。）答申

『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（平成30年11月）』において、大学の役割として掲

げられている、「教育」「研究」「社会貢献」の好事例を紹介することを想定し、加盟校教員の興

味深い研究成果（テーマ）や、加盟校で展開されている特徴的な地域連携事例などを取り上げるこ

とで、読者の知的好奇心を刺激することを意識した内容となっている。 

『大学時報』の加盟校職員に向けた情報発信については、これまで私大連各事業の参加者を対
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１－２－２ 広報・情報委員会 大学時報分科会 

 

１－２－２－１ 『大学時報』の発行 

 

（１）任務 

大学の教育研究、管理運営等に関する情報、国の高等教育改革に関する動き等を加盟大学並びに社

会一般に情報提供するとともに、私立大学に関する正しい理解を社会から得るための情報発信媒体と

して、『大学時報』を企画・編集・刊行する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月24日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第２回：令和６年７月17日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第３回：令和６年９月25日（ハイブリッド開催：関西大学梅田キャンパス） 

第４回：令和６年11月20日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第５回：令和７年１月14日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

第６回：令和７年３月13日（ハイブリッド開催：アルカディア市ヶ谷） 

 

２）経過概要 

私大連唯一の定期刊行物である『大学時報』では、加盟校のニーズに即した情報や加盟校の広

報誌として、大学の教育研究、管理運営、学生に関する諸問題を取り上げ、「意見形成の場」、

「諸情報を提供する場」、「研究成果を表現する場」として、広い視野に立ち、私立大学の発展に

寄与する立場で編集を行っている。企画を具体化するにあたっては、加盟校のポテンシャルと機関

誌としての性格を可能な限り考慮している。奇数月20日に年６回刊行することとしており、内容の

構成、テーマや執筆者の選定等にあたっては、会議において、加盟校の多様性に配慮した企画案の

とりまとめを行っている。 

『大学時報』は、令和５年度に実施した発行に係る委託業者選定結果に基づき、令和６年度よ

り、①表紙デザイン等のリニューアル、②ユニバーサルデザインを意識したインデックスの採用、

③環境に配慮したFSC認証紙の使用を開始した。 

企画についても見直しを行い、『大学時報』では唯一の写真を中心とした企画である「大学点

描」について、ビジュアル重視の企画と再定義し、加盟校のブランディングや、印象的なキャンパ

ス風景を提示するデザインでの作成を依頼・掲載することとした。また、時宜にかなったテーマで

の執筆を依頼する「寄稿」については、企画検討の結果、掲載しない号が生じていることを踏まえ、

空きが生じた場合において、新企画「私立大学のミライ」の不定期掲載を開始した。同企画は、

「研究編」と「教育・地域貢献編」からなり、中央教育審議会（以下「中教審」という。）答申

『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（平成30年11月）』において、大学の役割として掲

げられている、「教育」「研究」「社会貢献」の好事例を紹介することを想定し、加盟校教員の興

味深い研究成果（テーマ）や、加盟校で展開されている特徴的な地域連携事例などを取り上げるこ

とで、読者の知的好奇心を刺激することを意識した内容となっている。 

『大学時報』の加盟校職員に向けた情報発信については、これまで私大連各事業の参加者を対

 

85 

 

象として情報発信を行ってきた。令和６年度は新たに、会員法人新入職員と『大学時報』の出会い

を創出し、今後の業務において私大連が持つ各種情報・コンテンツの活用に役立ててもらうべく、

第416号（令和６年５月20日刊行）を各種情報発信チラシと共に、会員法人人事担当者を通じて配

布した。今後も、継続的に取り組みを進めていく予定としている。 

また、クローズアップ・インタビューゲストから読者へのメッセージ動画については４本公開

した。今後も、ゲストの了解が得られた際に撮影・公開を進めていく予定である。 

 

（３）成果の概要 

１）『大学時報』第416号（令和６年５月20日）5,660部発行 

座談会： [寄稿連動企画] これからの障害学生支援 —合理的配慮義務化と大学— 

特 集： 数理・データサイエンスとAIで未来を切り開く 

小特集： 不要になったアクリルパーテーション —学びの付加価値を付けた再生— 

 

２）『大学時報』第417号（令和６年７月20日）5,310部発行 

座談会： 時代の変化に挑む大学職員像 

特 集： 共同学習空間「ラーニングコモンズ」の今。 

小特集： 大学の研究力促進に向けた学内環境整備の取り組み 

 

３）『大学時報』第418号（令和６年９月20日）5,100部発行 

座談会： 大学発 進化するリカレント教育 —生涯にわたり学び続ける意義— 

特 集： 通信課程教育の現状と可能性 

小特集： 学術情報流通をめぐる課題への対応 

 

４）『大学時報』第419号（令和６年11月20日）5,100部発行 

座談会： 令和時代の女子大学―その役割と可能性— 

特 集： どうする？デジタル時代における大学広報 

小特集： 入学試験はどう変わるのか－大学入学者選抜における好事例集から－ 

 

５）『大学時報』第420号（令和７年１月20日）5,010部発行 

座談会： [小特集連動企画］ともに復興へ。大学がつなぐ復興へのバトン。－阪神・淡路大震

災から30年－ 

特 集： 未来を創造する国際教育環境－日本型教育の海外展開と大学の国際化－ 

小特集： [座談会連動企画］ともに復興へ。大学がつなぐ復興へのバトン。－阪神・淡路大震

災から30年－ 

 

６）『大学時報』第421号（令和７年３月20日）5,080部発行 

座談会： 「万博」で示す、大学のプレゼンス 

特 集：  地域の中核的拠点として大学に期待される役割－地域連携・社会連携の観点から－ 

小特集：  大学体育が描く未来図 
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７）動画「大学時報」クローズアップ・インタビューゲストから読者（視聴者）へメッセージ 

  令和６年度公開動画：４本 

①織 田 有理子 氏（NPO法人ウィーログ代表） 

②中 澤 創 太 氏（株式会社日本ヴァイオリン代表取締役社長） 

③柏 原 竜 二 氏（東洋大学大学院社会学研究科博士前期課程） 

④山 田 泰 子 氏（日本郵便株式会社本社 郵便・物流事業統括部 

切手・葉書室 切手デザイン担当） 

 

１－２－３ 広報・情報委員会 情報分科会 

 

１－２－３－１ 調査の実施、情報収集 

 

（１）任務 

会員法人に関する基本情報を収集するため、下記の調査を実施するとともに私立大学の役割等に対

する国や社会、国民の十分な理解を得るための情報収集を行う。 

〔実施調査〕 

①財務状況調査（継続） 

②学生・教職員数等調査（継続） 

③学生納付金等調査（継続：連合会への協力） 

④教職員待遇状況調査（継続） 

⑤University Facts調査（継続） 

 

（２）事業の経過 

１）分科会開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和７年２月28日（私大連会議室） 

 

２）経過概要 

当分科会が実施する調査については、社会の変化や会員法人のニーズに対応した情報の収集・

提供方法等について、必要に応じて検討、見直しを図ることとしている。令和６年度は事業計画に

基づき上記①～⑤の調査を継続した。 

令和５年度情報分科会で決定した通り、「①財務状況調査」、「②学生・教職員数等調査」及

び「③学生納付金等調査」において、調査の概要と活用事例を記した「調査概要」を作成し、私大

連Webサイト内のトピックスや、私大連メールマガジンに掲載することで、調査の利用促進やデー

タライブラリへの登録促進を図った。その結果、データライブラリへの登録者数が増加した。 

 

（３）成果の概要 

１）令和５年度「学生納付金等調査（令和６年度入学生）」 

実施年月：令和６年３月（私学事業団の学校法人基礎調査データを入手） 

集計結果：私大連webサイト会員専用ページ「データライブラリ」に掲載（令和６年６月） 
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２）令和５年度「教職員待遇状況調査」 

実施年月：令和６年３月 

集計結果：報告書Ⅰ刊行（令和６年６月）、報告書Ⅱ刊行（令和６年９月） 

 

３）令和６年度「教職員待遇状況調査」（本棒改定状況調査【先行調査】） 

実施年月：令和６年７月 

集計結果：報告書刊行（令和６年９月） 

 

４）「University Facts 2024」調査 

実施年月：令和６年５月 

集計結果：私大連webサイト会員専用ページ「データライブラリ」に掲載（令和６年９月） 

 

５）令和６年度「財務状況調査」（令和５年度決算） 

実施年月：令和６年11月（私学事業団の学校法人基礎調査データを入手） 

集計結果：私大連webサイト会員専用ページ「データライブラリ」に掲載（令和７年２月） 

 

６）令和６年度「学生・教職員数等調査」 

実施年月：令和６年11月（私学事業団の学校法人基礎調査データを入手） 

集計結果： 私大連webサイト会員専用ページ「データライブラリ」に掲載（令和７年２月） 

 

１－２－４ その他 

 

１－２－４－１ インターネットを活用した情報発信 

 

私大連Webサイト等を通じて、実施調査結果及び各事業組織による検討成果等を会員法人に提供す

るため、事務局が中心となって推進することとしている。令和６年４月から令和７年３月末までの

インターネットを活用した情報発信は以下の通りである。 

 

（１）成果の概要   ＜  ＞内は前年度からの増減数 

１）私大連Webサイトを活用した情報提供 

新規掲載情報数：100件（会員向け情報） 

データライブラリ登録者数：2,221人＜16人増＞ 

 

２）「私立大学１・２・３」を活用した情報提供 

新規掲載情報数：243件 

記事閲覧回数 ：91,528回（30,738回増） 

 

３）メールマガジンの配信 

発行回数：24回（第２・４週木曜日） 

登録者数：4,257人＜317人増＞ 
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４）Facebookを活用した情報提供 

新規掲載情報数：272件 

私大連ページフォロー数：861人＜５人増＞ 

※令和７年１月31日をもって閉鎖 

 

５）Ｘ（旧Twitter）を活用した情報提供 

新規掲載情報数：341件 

私大連ページフォロー数：312人＜190人増＞ 

 

６）私大連公式YouTubeチャンネル 

新規掲載情報数：16本 

私大連チャンネル登録者数：562人＜165人増＞ 
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２．公財政活動に関する事業 

 

２－１ 税財政改革にかかる活動 

 

２－１－１ 公財政政策委員会 

 

２－１－１－１ 私立大学関係政府予算・税制改正への対応 

 

（１）任務 

私立大学の新たな価値の創出や機能のさらなる強化をはじめ、私立大学が多様性を発揮するために

必要な令和７年度私立大学関係政府予算要求及び私立大学関係税制改正要望に関する要求方針と内容

等をとりまとめる。また、昨年度設置された「将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考える

プロジェクト」との連携を図り、高等教育に対する公財政支出の低位性、国私間格差是正の必要性に

対する社会の理解促進も含め、要求内容等の実現に向けた活動を展開する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年４月16日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第２回：令和６年５月20日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第３回：令和７年３月28日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

 

２）経過概要 
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立大学等経常費補助金における国私間の公正な競争環境の構築に向けた一般補助に係る圧縮率の改
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望事項と特別補助に対する要望事項とは性質が異なっていることから、これらを明確にするため分

けて記載する、３）「最重点要望項目」には、「私立大学の教育研究条件並びに経営の健全性の維

持・向上のための国私間の公正な競争環境の整備」並びに「学生の修学上の経済的負担に係る国私

間格差の是正」の２本柱を据えることとした。 

「最重点要望項目」では、「１．私立大学の教育研究条件並びに経営の健全性の維持・向上の

ための国私間の公正な競争環境の整備」において、公財政支出に係る不合理な国私間格差の是正、

私立大学等経常費補助金（一般補助）に係る圧縮額の抑制、施設・設備に対する公財政支援に係る

国私間格差の是正、私立大学等経常費補助金対象項目の拡充などを求めることとした。「２．学生

の修学上の経済的負担に係る国私間格差の是正」では、修学支援新制度対象外の所得中間層に係る

家計負担の軽減、修学支援新制度に係る支援の拡充、「授業料後払い制度」の拡充、修学環境や能

力に応じた適切な修学支援の実現などを求めることとした。 

また、「重点要望項目」と税制改正要望は昨年度の要望内容をベースにとりまとめるとともに、

「重点要望項目」については「最重点要望項目」とすべき既存の要望事項や追加すべき新規の要望

事項について引き続き検討すること、税制改正要望については要望の項目順を整理したうえで「特

定扶養親族に係る所得控除制度における私立大学生控除率割増制度の創設」を新たに盛り込むこと

とした。 

これらの協議を経てとりまとめた令和７年度政府予算並びに税制改正に係る要望書（案）は、

６月18日開催の第230回定時総会へ報告された。両要望書は連合会が作成する要望書へ反映され、

要望活動の際に予算要望及び税制改正要望のエビデンスを示すための付随資料としてとりまとめら

れた「データ編」とともに７月16日開催の第669回理事会へ報告された。その後、全私連でのとり

まとめを経て、各構成団体の要望とともに８月７日付で文部科学省へ提出された。 

第３回委員会（３月28日開催）では、令和８年度の予算要望及び税制改正要望に向け、中教審

答申『我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～（令和７年２月）』や

2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議をはじめとする政府審議会等におけ

る高等教育予算に係る審議の動向、私大連をはじめとする私学団体によるこれまでの提言、要望や

私立大学に対する公財政支援の動向等を踏まえ、特に予算要望にかかわっては、各高等教育機関の

機能や特性に応じた教育研究の質向上につながる取り組みに対する設置者の枠を超えた公財政支援、

「分野別」や「地域別」等のカテゴリーに基づいた公財政支援のあり方等の観点から協議した。 

 

（３）成果の概要 

１）要望関係資料 

タイトル：令和７年度私立学校関係政府予算に関する要望（全私連） 

令和７年度私立大学関係政府予算に関する要望（データ編）（連合会） 

令和７年度私立学校関係税制改正に関する要望（全私連） 

内  容：資料編（資料１－１、１－２、２－１）参照 

 

２－１－１－２ 国の補助金等に関する説明会の実施 

 

（１）任務 

加盟大学における今後の教育研究活動事業の企画・立案等に資するため、私立大学関係の令和７年
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度文部科学省概算要求及び政府予算案の内容について、加盟大学の関係者に情報提供するための説明

会を開催する。 

 

（２）事業の経過 

１）経過概要 

「国の補助金等に関する説明会」は令和元年度まで対面形式で、令和２年度からは新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため私大連webサイト（加盟大学専用ページ内〔要ログイン〕）を通じ

たオンデマンド形式で実施してきた。参加者アンケートにおいても、いつでも、どこでも、何度で

も閲覧可能なオンデマンド配信を希望する声が多く寄せられていることから、引き続きオンデマン

ド配信にて実施した。 

第１回説明会では、令和７年度文部科学省概算要求等に関する文部科学省関係者による説明を

収録して配信し、加盟大学関係者の理解深化に資するための情報提供の機会とした。説明会では、

例年実施している「私学助成」、「国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進等」、「科学

技術・学術の推進」、「留学生交流の充実」及び「リカレント教育の推進」の五つをテーマとして

設定した。 

第２回説明会は、第１回の五つのテーマに「地方創生2.0の動向と地方大学・地域産業創生交付

金事業」を加えた６点に係る令和７年度政府予算案について、文部科学省関係者による説明動画を

オンデマンド配信した。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度第１回国の補助金等に関する説明会（オンデマンド配信） 

収 録 日：令和６年９月17日 

収録会場：文部科学省 

配信期間：令和６年９月30日～11月18日 

配信方法：私大連webサイト（会員メニュー内） 

プログラム： 

①私学助成に関する概算要求について 

板 倉   寛 氏（文部科学省高等教育局私学部私学助成課長） 

②国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進等に関する概算要求について 

吉 田 光 成 氏（文部科学省高等教育局高等教育企画課長） 

③科学技術・学術の推進に関する概算要求について 

先 﨑 卓 歩 氏（文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官） 

④留学生Mobility推進及び大学の国際化に関する概算要求について 

佐 藤 邦 明 氏（文部科学省高等教育局参事官（国際担当）） 

⑤リカレント教育の推進に関する概算要求について 

西   明 夫 氏（文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課リカレント教育・民間 

教育振興室長） 

 

２）令和６年度第２回国の補助金等に関する説明会（オンデマンド配信） 

収 録 日：令和７年１月９日、10日 

-91-



 

92 

 

収録会場：文部科学省 

配信期間：令和７年１月20日～３月18日 

配信方法：私大連webサイト（会員メニュー内） 

プログラム： 

①私学助成について 

板 倉   寛 氏（文部科学省高等教育局私学部私学助成課長） 

②国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進等について 

吉 田 光 成 氏（文部科学省高等教育局高等教育企画課長） 

③科学技術・学術の推進について 

先 﨑 卓 歩 氏（文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官） 

④留学Mobility推進及び大学の国際化について 

佐 藤 邦 明 氏（文部科学省高等教育局参事官（国際担当）） 

⑤リカレント教育の推進について 

西   明 夫 氏（文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課リカレント教育・民間 

教育振興室長） 

⑥地方創生2.0の動向と地方大学・地域産業創生交付金事業について 

山 下   洋 氏（文部科学省高等教育局大学改革官） 
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３．教育研究に関する事業 

 

３－１ 教育研究の質の向上 

 

３－１－１ 教育研究委員会 

 

３－１－１－１ 関係機関等への対応 

 

（１）任務 

大学入学者選抜改革及び教大学教育改革にかかる関係諸機関の審議動向を注視し、適時、私立大学

の立場から意見具申を行う。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

令和６年度は不開催。 

 

２）経過概要 

委員会は不開催であるが、文部科学省「大学入学者選抜協議会」から総合型選抜や学校推薦型

選抜における学力把握措置の実施にあたり留意すべき事項等に関する意見照会があり、委員長の意

見を聴取。その後、常務理事会における協議を経て確定した意見書を同協議会へ提出した。詳細は、

「一般報告３－４」参照。 

 

３－１－２ 教育研究委員会 ＦＤ推進ワークショップ運営委員会 

 

３－１－２－１ ＦＤ推進ワークショップの実施 

 

（１）任務 

加盟大学におけるＦＤの組織的推進の一助として、主として新任専任教員を対象にＦＤ推進ワ

ークショップを開催する。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会回数、開催時期、場所 

第１回：令和６年６月４日（オンライン開催） 

第２回：令和６年11月11日（オンライン開催） 

第３回：令和７年２月20日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

コロナ禍を契機に参加者の会合等への参加形態の志向が変化していることを踏まえ、令和６年

度のワークショップは、試験的に【オンライン参加コース】と【対面参加コース】の２つを設定し、

別日程で開催した。募集対象については、【対面参加コース】では令和元年度における対面開催の
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募集対象に基づき、専任教員となって概ね４年未満の新任教員を対象とした。【オンライン参加コ

ース】については昨年度と同様、新任のみならずオンライン授業における授業運営の改善に意欲の

ある専任教員も参加可とした。 

第１回運営委員会ではワークショップ当日の運営及び役割分担の確認を行った後、全体ふりか

えりの運営方法について協議を行った。その結果、【対面参加コース】では、参加者全員で実施し

ていた形式からグループ単位かつメンバーを入れ替えて２回行う形式へ変更。参加者の発言機会の

均等化及び交流範囲の拡大を図りつつ、グループ内ふりかえりで出た特徴的な事項と模擬授業を経

験しての気づきや今後の授業運営で実践してみたいことを中心に意見交換する機会を設けた。【オ

ンライン参加コース】では、より円滑な運営を図るため司会を２人体制とすることとした。 

また、【対面参加コース】において、昨今の授業運営形態も踏まえて、模擬授業の教材資料に

パワーポイントの利用も可能としたほか、授業実践の観点をまとめたセルフチェックリストの対面

授業版を作成し、模擬授業の補助教材として参加者に提供することとした。 

第２回運営委員会では、令和６年度のワークショップの総括とともに、令和７年度ＦＤ推進ワ

ークショップの開催形式やプログラム内容、対面形式を継続する場合の会場等について協議を行っ

た。その結果、今年度に引き続き、【対面参加コース】１回と【オンライン参加コース】１回を別

日程にて実施するほか、【対面参加コース】の会場をアルカディア市ヶ谷とすることとした。 

第３回運営委員会では、プログラム構成、ＦＤに係る新プログラムの検討等について協議を行

った。【対面参加コース】では全体ふりかえりにおけるグループのシャッフル方法の工夫を図るこ

と、【オンライン参加コース】では模擬授業・グループ内ふりかえりの時間を延長することとした。

両コースともに、プログラムや運営方法等の詳細については、参加申込期限後に開催予定の次年度

第１回運営委員会にて検討する。新プログラムに関しては、新任専任教員以外を対象としたＦＤプ

ログラム、後期博士課程在学者向けのプレＦＤプログラム等について次年度の運営委員会で継続し
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参 加 者：21大学30名 
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開 催 日：令和６年８月８日～９日 

場   所：グランドホテル浜松 

参 加 者：17大学31名 

プログラム：全体説明、模擬授業説明、グループ討議①②、 

模擬授業ワークシート作成、情報交換会、模擬授業・意見交換、グループ内ふりか
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３－１－３ 教育研究委員会 大学院の人材育成に関する検討分科会 

 

３－１－３－１ 大学院における人材育成に向けた検討 

 

（１）任務 

大学院教育（専門職大学院を含む）の重要性を世論形成するために、大学院教育における高度専門

人材の育成に向けた充実策をとりまとめる。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会回数、開催時期、場所 

第１回：令和６年５月18日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第２回：令和６年６月10日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第３回：令和６年７月４日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第４回：令和６年８月19日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第５回：令和６年10月５日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第６回：令和６年11月11日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第７回：令和６年12月23日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

ヒアリング第１回：令和６年12月７日（オンライン開催） 

ヒアリング第２回：令和６年12月９日（オンライン開催） 

ヒアリング第３回：令和６年12月11日（オンライン開催） 

ヒアリング第４回：令和６年12月12日（オンライン開催） 

ヒアリング第５回：令和６年12月17日（オンライン開催） 

ヒアリング第６回：令和６年12月21日（オンライン開催） 

ヒアリング第７回：令和７年１月９日（オンライン開催） 

ヒアリング第８回：令和７年１月27日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

議論の方向性を定めるにあたって、第１回分科会では、髙見英樹氏（文部科学省高等教育局企

画官（併）高等教育企画課高等教育政策室長）を招聘し、大学院教育への国の支援状況及び支援策

の方針等の説明や意見交換を行うことで、国の最新動向を確認した。 

第２回以降は、各委員の所属大学における大学院教育の状況と抱えている問題・課題を共有し、

大学院の実情把握を行った。これらの議論を通じて、大学院教育の充実を妨げる問題は、一つには

大学院教育の意義や価値の必要性が社会に全く認識されていないこと、二つ目に良質な大学院教育

を支える学内体制が十分に整備できていないことが浮き彫りとなった。 

上記の問題を受け、本分科会では大学院教育の重要性の世論形成の検討に焦点を当て、日本社

会における大学院教育の理解醸成を図る充実策をとりまとめること、そのうえで大学院自らも教育

を一層推進していくうえで必要となる学内体制の課題と解決策を提示することとした。 

また、大学院教育が社会に浸透しない要因について分科会は、企業等で働く大学院修了者数が

少なく、多くの企業では学部卒が大半を占めていることに加え、大学院修了者を適正に評価するた

めの制度や仕組みが十分に整備されていないことにあると捉えている。そこで、社会で活躍する大
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学院修了者を対象にヒアリング調査を実施し、大学院に進学した目的、在学中で得られた学び、修

了後の勤め先の環境などについて、修了生12名へのヒアリング調査を実施して結果をとりまとめた。 

これらのヒアリング結果や分科会での議論を踏まえ、報告書策定方針及びヒアリング調査結果

を中間報告としてとりまとめ、令和７年３月４日開催の常務理事会に上程し、了承された。令和７

年度は策定方針に基づき、学内体制の課題と解決策に関して協議を進め、報告書をとりまとめる予

定である。 

 

（３）成果の概要 

大学院修了者を対象としたヒアリング調査の実施 

対 象：修士課程修了生：９名、博士課程修了生：３名 

 

３－２ 学生・就職支援の充実 

 

３－２－１ 学生委員会 

 

（１）任務 

 学生委員会は、「教育研究に関する事業」のもとに設定された「学生・就職支援の充実」にかか

る分野の検討を担うことを目的に設置されている。 

 その具体的任務は、①学生支援研究会議の開催による加盟大学学生・就職支援の充実に資する情

報共有と人的ネットワーク構築の場の創出、②奨学金等調査の実施・学部機関との協議（奨学金等

分科会）、③就職にかかわる諸問題への対応（キャリア・就職支援分科会）、④次回学生生活実態

調査実施に向けた準備（学生生活実態調査分科会）である。②③④の任務遂行に当たっては、委員

会の下に分科会を設置し対応している。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年６月10日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月12日～13日（神戸ポートピアホテル） 

第３回：令和６年11月７日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

 学生委員会の主な事業である「学生支援研究会議」の開催については、昨年度に引き続きグルー

プメンバー間の交流がより活発に行われるよう１泊２日のプログラムにて、開催した。 

 また、令和３年６月に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月１日より、国公立・私立を問

わず、すべての大学等において、障がいのある人への障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁

止及び障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されることになったことから、合理的配慮の

考え方やポイント、私立大学として整えておくべき施設環境や関係部署との連携のあり方等につい

て、「障害者差別解消法による合理的配慮の提供の義務に関する説明会」をzoomウェビナーによる

オンライン形式で開催し、文部科学省高等教育局学生支援課の担当者より説明をいただいた。質疑

応答（事前質問への回答含む）の内容については、とりまとめて、参加者へ共有した。 

-96-



 

96 

 

学院修了者を対象にヒアリング調査を実施し、大学院に進学した目的、在学中で得られた学び、修

了後の勤め先の環境などについて、修了生12名へのヒアリング調査を実施して結果をとりまとめた。 

これらのヒアリング結果や分科会での議論を踏まえ、報告書策定方針及びヒアリング調査結果

を中間報告としてとりまとめ、令和７年３月４日開催の常務理事会に上程し、了承された。令和７

年度は策定方針に基づき、学内体制の課題と解決策に関して協議を進め、報告書をとりまとめる予

定である。 

 

（３）成果の概要 

大学院修了者を対象としたヒアリング調査の実施 

対 象：修士課程修了生：９名、博士課程修了生：３名 

 

３－２ 学生・就職支援の充実 

 

３－２－１ 学生委員会 

 

（１）任務 

 学生委員会は、「教育研究に関する事業」のもとに設定された「学生・就職支援の充実」にかか

る分野の検討を担うことを目的に設置されている。 

 その具体的任務は、①学生支援研究会議の開催による加盟大学学生・就職支援の充実に資する情

報共有と人的ネットワーク構築の場の創出、②奨学金等調査の実施・学部機関との協議（奨学金等

分科会）、③就職にかかわる諸問題への対応（キャリア・就職支援分科会）、④次回学生生活実態

調査実施に向けた準備（学生生活実態調査分科会）である。②③④の任務遂行に当たっては、委員

会の下に分科会を設置し対応している。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年６月10日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月12日～13日（神戸ポートピアホテル） 

第３回：令和６年11月７日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

 学生委員会の主な事業である「学生支援研究会議」の開催については、昨年度に引き続きグルー

プメンバー間の交流がより活発に行われるよう１泊２日のプログラムにて、開催した。 

 また、令和３年６月に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月１日より、国公立・私立を問

わず、すべての大学等において、障がいのある人への障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁

止及び障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されることになったことから、合理的配慮の

考え方やポイント、私立大学として整えておくべき施設環境や関係部署との連携のあり方等につい

て、「障害者差別解消法による合理的配慮の提供の義務に関する説明会」をzoomウェビナーによる

オンライン形式で開催し、文部科学省高等教育局学生支援課の担当者より説明をいただいた。質疑

応答（事前質問への回答含む）の内容については、とりまとめて、参加者へ共有した。 

 

97 

 

（３）成果の概要 

１）障害者差別解消法による合理的配慮の提供の義務に関する説明会 

開 催 日：令和６年５月31日 

開催形式：オンライン開催 

開会挨拶：学生委員会委員長・慶應義塾大学学生総合センター長 田上 雅徳 氏 

講 演 者：文部科学省 高等教育局 学生支援課課長補佐 奥井 雅博 氏 

参 加 者：100大学527名 

 

３－２－１－１ 学生支援研究会議の開催 

 

（１）任務 

加盟大学における学生支援に係る諸方策に資するため、加盟大学の教職員を対象に諸活動の情報を

共有する学生支援研究会議を開催する。 

 

（２）事業の経過 

１）経過概要 

令和６年度学生支援研究会議の開催に向け、令和５年度中の委員会に引き続き、第１回学生委

員会において検討を行った。その結果、「『どこまで？』から考える学生支援」をテーマに、１泊

２日の集合形式により開催することとした。分科会報告・課題提起の講師のうち、未決定であった

「学生相談の視点から」については、深見久美子氏（名古屋大学ハラスメント相談センター相談

員）から報告してもらうこととした（他の分科会報告者については令和５年度中に決定済み）。プ

ログラムについては、「障害者差別解消法による合理的配慮の提供の義務に関する説明会」（５月

31日開催）の反響の大きさに鑑み、２日目全体討議を文部科学省担当者からの「合理的配慮の提供

の義務化」に関する講演に替えることとした。なお、文部科学省講演について、当初は合理的配慮

に限定した内容とする予定だったが、例年の参加者の傾向として、キャリア・就職支援や奨学金担

当者の参加が多く、学生支援担当者の参加が少ないことから、合理的配慮を含めた学生支援にかか

わる全般的な内容についての講演とした。 

会議の運営については、令和６年度学生支援研究会議の初日に開催した第２回学生委員会にお

いて確認を行った。 

会議開催後は、グループ討議概要を私大連ウェブサイトの会員専用ページに掲載した。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度学生支援研究会議 

開 催 日：令和６年９月12日～13日 

場  所：神戸ポートピアホテル 

テ ー マ：「どこまで？」から考える学生支援 

参加者数：40大学69名 

プログラム： 

開会・趣旨説明 

田 上 雅 徳（学生委員会委員長、慶應義塾大学学生総合センター長・法学部教授） 
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学生委員会各分科会報告／課題提起 

①キャリア・就職支援分科会報告／キャリア形成・就職活動支援の視点からの課題提起 

佐 藤   和（キャリア・就職支援分科会長、慶應義塾大学就職部長・商学部教授） 

②奨学金等分科会報告／経済支援の視点からの課題提起 

山 口   徹（奨学金等分科会委員、慶應義塾大学学生部福利厚生支援グループ課長） 

③学生相談の視点からの課題提起 ＊ハラスメント相談の視点から 

深 見 久美子（名古屋大学ハラスメント相談センター相談員） 

④学生生活実態調査分科会報告／多様な学生支援の視点からの課題提起 

＊正課教育・正課外活動/デジタルツールの活用とコミュニケーションなども含めて 

北 條 英 勝（学生生活実態調査分科会長、武蔵野大学副学長・人間科学部教授） 

グループ討議 

グループ討議課題（キャリア形成・就職活動支援／経済支援／学生相談／多様な学生支

援）ごとのグループに分かれ、事前提出レポートに基づき情報交換、意見交換等を行った。

また、文部科学省講演講師の奥井氏の希望により、２日間のグループ討議にアドバイザーと

して参加いただいた。 

・文部科学省講演「合理的配慮の義務化と学生支援をめぐる状況」 

奥 井 雅 博（文部科学省高等教育局学生支援課 課長補佐） 

閉会 

田 上 雅 徳（学生委員会委員長、慶應義塾大学学生総合センター長・法学部教授） 

 

３－２－２ 学生委員会 奨学金等分科会 

 

３－２－２－１ 奨学金等調査の実施並びに外部機関との協議 

 

（１）任務 

加盟大学における奨学金並びに経済支援に係る諸方策の検討に資するため、「令和６年度奨学金等

調査」を実施するとともに、国の奨学事業の充実改善に資するため、文部科学省や外部機関（学生支

援機構等）との協議の場を持ち、私立大学の意見を反映させる取組を行う。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年７月24日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月30日（アルカディア市ヶ谷） 

第３回：令和６年12月５日（アルカディア市ヶ谷） 

 

２）経過概要 

第１回分科会では、令和２年４月よりスタートした修学支援新制度について、令和７年度から

は学業要件の見直しが実施されること、また多子世帯学生等について授業料・入学金を所得制限な

く無償化されるとともに、大学院修士段階における授業料後払い制度が本格実施となることから、

分科会では文部科学省や外部機関等からの情報収集ならびに意見交換を積極的に行い、加盟校へ提
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供していくことの確認を行った。 

第２回分科会では、文部科学省高等教育局学生支援課の奨学金担当者から、国の奨学金政策に

関する最新の動向についての説明をいただいた後、意見交換を行った。意見交換の内容については、

概要をとりまとめて、11月25日に私大連webサイトの加盟大学専用ページにて公開を行った。 

第３回分科会では、任務のひとつである外部機関との協議として、日本学生支援機構との間で

第１回懇談会を12月５日に開催した。令和７年度より多子世帯への支援が拡充されることに伴い、

多子世帯の要件や各大学における事務手続きの進め方等、早急に意見交換を行っておくべき事項を

優先的にテーマとして取り上げた。「令和７年度改正予定の多子世帯の授業料・入学料の無償化

（所得制限なし）について」「授業料後払い制度について」を皮切りに多岐にわたるテーマについ

て、懇談を行った。懇談内容については、概要をとりまとめて、私大連webサイトの加盟大学専用

ページに掲載予定で作業を進めている。 

「令和６年度奨学金等調査（令和５年度実績）」については、令和６年６月17日から７月16日

の期間で実施した。調査実施にあたって、企画進行、調査票更新、各加盟大学が調査票のダウンロ

ードや提出にあたって使用するID-PWの発行ならびにシステム設定、調査データのとりまとめ、ク

ロス集計や調査結果サマリー原案の作成、『令和６年度奨学金等調査報告書』の印刷用版下の作成

等については、株式会社進研アドに業務委託している。 

「令和６年度奨学金等調査（令和５年度実績）」における調査結果は、「令和６年度奨学金等

調査報告書」として令和７年１月に冊子にとりまとめ、加盟大学等へ送付を行い、詳細なデータに

ついては、私大連webサイトのデータライブラリにて公開した。 

なお「令和７年度奨学金等調査（令和６年度実績）」の実施については、メール審議にて検討

を行い、修学支援新制度の改定に伴う調査票の更新内容の確定をはじめ、調査実施にあたっては高

度かつ専門的な業務が求められるため、令和６年度に引き続き、株式会社進研アドに委託すること

とした。 

 

（３）成果の概要 

１）文部科学省学生支援課担当者との意見交換 

開 催 日：令和６年９月30日 

場  所：アルカディア市ヶ谷 

出 席 者：文部科学省 高等教育局 学生支援課専門官 後藤 彰宏 氏 

     私大連側12名（奨学金等分科会長、委員、私大連事務局） 

懇談内容：高等教育の修学支援新制度における学業要件の見直しの決定事項をはじめ、令和７

年度より多子世帯学生等について授業料・入学金を所得制限なく無償化されること等、

奨学金に関わる最新の動向について意見交換を行った。 

 

２）令和６年度第１回学生支援機構との懇談会 

開 催 日：令和６年12月５日 

場  所：アルカディア市ヶ谷 

懇談内容： 

①開会（両団体代表あいさつ） 

田上 雅徳 氏（学生委員会委員長、慶應義塾大学 学生総合センター長・法学部教授） 
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頼本 維樹 氏（日本学生支援機構 奨学事業戦略部 審議役） 

②日本私立大学連盟からの要望事項に関する日本学生支援機構からの回答 

テーマ１：令和７年度改正予定の多子世帯の授業料・入学料の無償化 

（所得制限なし）について 

テーマ２：授業料後払い制度について 

テーマ３：適格認定（学業）について 

テーマ４：現行制度の改善要望について 

テーマ５：システム改修について 

テーマ６：支援対象者等へ分かり易く情報を伝える方法について 

テーマ７：貴機構と大学事務担当者とのやり取りについて 

その他 

③閉会（両団体代表あいさつ） 

吉村   務 氏（日本学生支援機構 奨学事業戦略部 部長） 

鳴子 博子 氏（奨学金等分科会分科会長、 

中央大学 副学長（学生総合支援担当）・学生部長・経済学部教授） 

司会進行：鳴子 博子 氏（奨学金等分科会分科会長、 

中央大学 副学長（学生総合支援担当）・学生部長・経済学部教授） 

参 加 者：私大連側14名（学生委員会委員長、奨学金等分科会長、委員、連盟事務局） 

支援機構側13名（担当部署部課長ほか） 

 

３）報告書 

タイトル：令和６年度奨学金等調査報告書 

発行年月：令和７年１月 

 

３－２－３ 学生委員会 キャリア・就職支援分科会 

 

３－２－３－１ 就職にかかわる諸問題への対応 

 

（１）任務 

大学の卒業・修了予定者等の就職・採用活動の秩序の確立、正常な学校教育と学生の学修環境の確

保及び学生の公平・公正な就職環境の確保を目指し、そのあり方について国や経済団体等と協議を行

う。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年７月16日（オンライン開催） 

第２回：令和６年12月９日（オンライン開催） 

第３回：令和７年３月17日（オンライン開催） 
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２）経過概要 

当分科会は、大学の卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関して国や経済団体等と連携、協

議することとしているため、連合会を通して委員派遣を行っている就職問題懇談会や経団連の産学

協議会での活動が中心となっている。 

７月16日に開催した第１回分科会では、「就職問題懇談会」、「採用・インターンシップ分科

会」における検討経過を共有し、意見交換を行った。「採用・インターンシップ分科会」では、政

府から示される「就職・採用日程ルール」の見直し等を含め「2030年に向けた採用のあり方」につ

いて検討を行っていることと、2024年度中に一定の結論を出すことを目指していることを共有した

うえで、当分科会としてこの動向を注視し、必要に応じて対応することを確認した。 

その後、分科会の各委員の大学における就職活動状況及び課題等の情報共有を行い、一昨年度、

経団連の「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」でとりまとめた学生のキャリア形成支援活

動の４類型について、依然としてタイプ１の「オープン・カンパニー」の実施が多く、タイプ３の

「インターンシップ」の実施がまだまだ少ないこと、「インターンシップ」は採用選考に必須でも

就職するための近道でもないこと、授業を休む理由にはならないことを確認した。また、学生の就

職活動について、インターネットを活用した求人情報の取得や就活サイトの利用が増えていること

から、各大学におけるキャリアセンター等の合同企業説明会の参加者数や相談件数が減少している

ことについて今後の課題として位置付けることとした。 

12月９日に開催した第２回分科会では、第１回分科会以降の「就職問題懇談会」、「採用・イ

ンターンシップ分科会」、「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」における検討結果を

共有し、「就職問題懇談会」において、就職・採用活動及び採用日程ルールのあり方について、令

和10年度卒の就職活動への影響を想定し、今年度中に就問懇としての方向性を含めた考え方をとり

まとめ、翌年度夏までに具体案をまとめていく予定であることを確認した。また、「採用・インタ

ーンシップ分科会」では、タイプ３のインターンシップの現状や課題、対応策について意見交換し、

現状と課題としては業界や企業体力により、タイプ３のインターンシップを実施できるところとそ

うでない企業に分かれることが課題であることや、スケジュールに関しては、企業側から、学業に

配慮し、候補日を複数提示している事例などを確認した。 

その後、分科会の各委員の大学における就職活動状況や課題等の情報共有を行った。課題とし

ては、就活の早期化が進んでいることで、大学として政府や文科省のガイダンスに従って組んでい

る就活のスケジュールが、全く実態に追いついていないこと、オワハラについて、以前のような強

い縛りのあるものは減少傾向にある一方で、後付け推薦を求める企業が増加傾向にあること、理系

の学部において、内定後の課題が多く課されるため、卒業研究とのバランスで負担になっているこ

とや研究が必修となっていない学部は研究室を途中で辞める学生も出てきていることなどが挙げら

れた。 

令和７年３月17日に開催した第３回分科会では、第２回分科会以降の「就職問題懇談会」、

「採用・インターンシップ分科会」における検討結果を共有した。「採用・インターンシップ分科

会」については、産学協議会の2024年度報告書における採用・インターンシップに係る内容として、

産学で重要性に関する認識を共有した課題として「秋・冬採用／既卒採用（卒後就活）（学部・修

士課程学生）」と「キャリア教育」の２点について検討がなされていることを確認した。また、同

分科会が今年度末をもって発展的に解消されることについても情報共有を行った。 

その後、委員校における就職活動状況や課題等の情報共有を行った。課題としては、大学で主
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催する就職に関するイベントに学生が来なくなったことが挙げられ、ネットや就職会社などからの

アプローチによって就職活動が進んでいくという傾向になっている中で、大学にしかできないキャ

リア支援とは何かということを考え直す時期にきていることを踏まえ、大学として学生にどのよう

にネットを活用するのか、就職情報会社をどのように活用していくことが正しいのかを伝える必要

があることや、キャリアを組んでいく、あるいは就職活動とはどのタイミングで何をすることなの

か、低学年のときには最初に何を考えて、高学年になったら何をして、その後企業にどのようにア

プローチするのかというステップや考え方などを低学年の段階から伝えていく必要があること、ネ

ットに騙されない、早期化に流されないような学生を育てることが今後の就職支援として重要な要

素になっていくことなどを確認した。 

また、加盟大学のキャリア・就職支援関係部署に対して、経団連の採用と大学教育の未来に関

する産学協議会2023年度報告書「産学連携による高度専門人材育成と、未来志向の採用を目指し

て｣の公表について、メールによる情報提供を行った。 

 

（３）成果の概要 

【メール配信による情報提供】 

・令和６年５月31日 

 経団連 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2023年度報告書「産学連携による高度専門人

材育成と、未来志向の採用を目指して｣ 

 

３－２－４ 学生委員会 学生生活実態調査分科会 

 

３－２－４－１ 次回学生生活実態調査に向けた準備 

 

（１）任務 

令和７年度に実施予定の第17回学生生活実態調査（WEB調査）に向け、調査設問ならびに実施体制

の見直しを行う。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月16日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

「第17回学生生活実態調査」（令和７年度実施予定）の実施に向けて、①調査実施体制や設問

見直しの検討、②調査実施・集計に係る業務及び『私立大学学生生活白書2026』作成、発送等に係

る業務の委託業者選定を行った。 

第１回分科会では、昨年度までの協議内容を踏まえ、原則として前回調査時から設問数を増や

すことなく、学生のコミュニケーションの変化など、コロナ禍の影響を経年比較するため設問の見

直しを行うとともに、学生の答えやすさや、集計作業の効率化の視点からも意見交換を行った。そ

の結果、回答者の所属学部について、各大学の学部リストより選択する従来の方式から、集計の際

に集約する七つの学部系統（１．人文科学、２．法律・政治・社会系、３．商・経済・経営系、４．
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理・工系、５．スポーツ・体育系、６．医・歯・薬系、７．教養・芸術・学際その他）を予め選択

肢として設けその中から選んでもらう方式へ変更することとした。学生が判断に迷うことが想定さ

れる学部については、各大学の担当者が学生への調査回答依頼時に文書等にて回答選択肢を指定す

ることで対応する。また、合理的配慮の義務化や修学支援新制度など国の法令・制度の改正、学生

の生活様式や経済への意識の変化も踏まえ、施設設備や奨学金への要望、アルバイトの目的等に関

する設問は、設問及び選択肢の見直しを行った。また、近年インターンシップを含む就職活動の早

期化が顕著である背景から、学業との両立の状況を測る設問を１問追加し、最終的には前回調査時

から１問増の61問にて設問項目を確定した。加えて、第17回調査からは、留学生等への配慮として

英語版の回答画面も用意することを決定した。設問項目の確定並びに英語版回答画面用意の件につ

いては、第１回学生委員会（６月10日開催）にも報告し、了承された。 

設問項目の確定に伴い、事務局において、①調査の実施及び学生生活実態調査集計報告書の作

成、並びに②『私立大学学生生活白書2026』の作成を委託する業者選定案の資料を作成し、分科会

委員によるメール審議を行った。審議にあたっては、前回調査までのノウハウを生かした効率性と、

業務の安定遂行を最優先した。メール審議の結果、①調査の実施及び学生生活実態調査集計報告書

の作成については、WEB調査への移行以来、委託実績も３回目となり、今回の調査における英語版

回答画面作成などの追加業務内容を加味したうえで前回調査時費用と比較して妥当な見積額であっ

たことから、前回に引き続き株式会社ＷＡＶＥに委託する。また、②『私立大学学生生活白書

2026』の作成・発送についても、前回からほとんど値上げが無かったため、引き続き株式会社デ

ィ・プラスに委託することとした。委託業者決定の件については、第２回学生委員会（９月12日開

催）にて了承された。 

調査実施委託業者の決定を受け、令和６年度第２回（第231回・秋季）総会（令和６年11月26

日）にて北條分科会長から調査の実施概要について説明し、次年度実施予定であることを予告・周

知し、協力依頼を行った。また、令和６年11月下旬に「『第17回学生生活実態調査』」（WEB調

査）のお知らせ並びに同調査のオプション利用のご案内」として、加盟大学会員代表者並びに学生

支援担当部署宛に文書を送付し予告・周知を行った。 

 

（３）成果の概要 

１）「第17回学生生活実態調査」の調査設問確定 

 

３－３ グローバル教育の推進 

 

３－３－１ 国際連携委員会 

 

３－３－１－１ 国際連携の諸課題に関する情報提供 

 

（１）任務 

留学等の国際連携に関する情報等を、加盟大学間で共有するとともに、国の留学生政策、入国管理

の最新動向等を把握し情報共有するため、適切な時期にシンポジウムを開催する。また、必要に応じ

てオンライン情報交換会を開催、あるいはメール配信を行い、加盟大学への情報提供を行う。 
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（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

 第１回：令和６年 ５月 17日（オンライン開催） 

 第２回：令和６年 ７月 12日（オンライン開催） 

 第３回：令和６年 ９月 ６日（オンライン開催） 

 第４回：令和６年 10月 18日（オンライン開催） 

 第５回：令和７年 ２月 ７日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回委員会では、本年度の活動目標について、昨年度に引き続きコロナ禍において一時停滞し

ていた国際交流の更なる活性化と、教育未来創造会議第二次提言の掲げる2033年までの派遣・受入

留学の数値目標達成に向け、加盟校のさまざまなニーズに応えるべく情報発信の強化や協議の場を

設定する役割があることを確認した。また、岩切担当理事より、学生支援機構の海外留学支援制度

（協定派遣）にて支援される奨学金月額の派遣先地域区分について、オーストラリア及びニュージ

ーランドの乙地域から甲地域への区分見直しを求める要望書を国際連携委員会名で提出することに

ついて提案があり、了承された。令和６年６月４日に岩切担当理事及び国際基督教大学国際連携部

長、私大連事務局職員が学生支援機構東京事務所を訪問し、吉岡知哉理事長へ要望書を手交した。 

第２回委員会及び第３回委員会では、令和６年度シンポジウムの具体的検討を行い、開催日時や

プログラム等を決定した。第４回委員会では、シンポジウムのプログラム内容、当日の運営に関し

ての確認を行った。シンポジウムは10月21日に、対面とオンラインを併用した形で開催した。その

後、第５回委員会にてシンポジウムの参加者アンケートをもとに振り返りを行い、特にグループ討

議の満足度が高かったことなど、対面開催を併用することの意義を確認した。また、令和７年度の

事業計画案や活動について確認し、意見交換を行った。 

   

（３）成果の概要 

 １）「海外留学支援制度（協定派遣）奨学金月額の派遣先地域区分見直しに関する要望書」の提出

（令和６年６月４日） 

 

２）令和６年度国際連携委員会シンポジウム 

テ ー マ：未来を創造する若者の留学促進を考える ～J-MIRAI 2033年の目標達成のために～  

開 催 日：令和６年10月21日 

会  場：アルカディア市ヶ谷（ハイブリッド開催） 

参加者数：38大学67名（対面：32名、オンライン：35名） 

プログラム： 

   開会挨拶 

     岩 切 正一郎 担当理事（国際基督教大学学長） 

   基調講演「派遣・受入留学の最新動向 ～J-MIRAI 2033年の目標達成に向けて～」 

     丸 山 敬 司 氏（独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 部長） 

   事例発表１「アジア圏への留学の魅力 ～短期プログラムを中心に～」 

     出 口 真紀子 氏（上智大学 グローバル教育センター長） 
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   事例発表２「アジア圏への留学の魅力 ～長期プログラムを中心に～」 

     小酒井 祐 二 氏（拓殖大学 国際部 前国際部長） 

事例発表３「国際学生交流促進と学内連携～一橋大学ＨＧＰの事例から～」 

     太 田   浩 氏 

（一橋大学 森有礼高等教育国際流動化機構全学共通教育センター 教授） 

   グループ討議 

     「受入留学生」「派遣留学生」「部局間連携・国際化推進」に分かれて討議。 

   情報交換会 

 

３－３－１－２ 「国際教育・交流調査」の実施 

 

（１）任務 

「国際教育・交流調査」を実施し、受入留学生数、派遣留学生数等、国際教育・交流に関わるデー

タ・情報を社会一般並びに加盟大学に発信する。特に加盟大学向けには、データライブラリにおいて

より詳細なデータを提供する。 

 

（２）事業の経過 

「国際教育・交流調査」は、支援機構からのデータ提供を受けて集計し、私大連ウェブサイトを通

じて調査結果概要を公表し、社会一般並びに加盟大学に向けて情報提供を行っている。特に加盟大学

向けには、データライブラリにおいて加盟大学別のより詳細なデータを提供している。 

国際連携委員会では、「国際教育・交流調査」の公式データについては、日本人学生の海外派遣留

学は「単位認定あり」を基本としているが、併せて「単位認定なし」の派遣留学に係るデータを提供

することにより、海外派遣留学の全体像についての情報共有を図ることを目的として、調査を実施し

ている。 

 

（３）成果の概要 

１）「国際教育・交流調査2023」調査結果 

①「国際教育・交流調査2023」調査実施概要・加盟大学別データ（単位認定あり） 

②「国際教育・交流調査2023」調査実施概要・加盟大学別データ（単位認定なし） 

  発行日：令和６年９月６日（私大連ウェブサイトデータライブラリで公開） 
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４．大学マネジメントに関する事業 

 

４－１ 自律的大学経営の確立 

 

４－１－１ 経営倫理委員会 

 

４－１－１－１ 倫理綱領・指針に抵触した事態への対応 

 

（１）任務 

会員法人における経営倫理の確立に向け、「私立大学経営倫理綱領」及び「私立大学の経営に関す

る指針」に基づき、経営倫理に関する啓発活動を行うとともに、発生した問題に対処する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

開催なし 

 

２）経過概要 

委員会は経営倫理委員会規程において、「私立大学経営倫理綱領」及び「私立大学の経営に関

する指針」に基づき、経営倫理問題に適切に対処することとされている。令和６年度は、これまで

の間、委員会として対処すべき問題が発生しなかったことから、委員会は開催されなかった。 

 

４－１－２ 経営委員会 

 

４－１－２－１ 私立学校法改正に係る検討・情報発信 

 

（１）任務 

私立学校法の改正に基づき会員法人が遺漏なく寄附行為変更認可申請等に対応できるよう、適時、

情報発信や情報共有の機会を設定する。また改正法の施行（令和７年度４月）に向けた準備期間の最

後の年として、会員法人の課題を集め、課題解決策を講じる。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年６月５日（オンライン開催） 

第２回：令和６年10月２日（オンライン開催） 

第３回：令和６年11月12日（私大連会議室） 

第４回：令和７年２月３日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

令和７年４月１日に改正私学法の施行が迫る中、各法人が同法への準備に遺漏なく対応できる

ようにするため、令和６年度は「寄附行為変更認可申請」、「新体制への移行準備」、「内部統制
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４．大学マネジメントに関する事業 
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の間、委員会として対処すべき問題が発生しなかったことから、委員会は開催されなかった。 
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４－１－２－１ 私立学校法改正に係る検討・情報発信 

 

（１）任務 

私立学校法の改正に基づき会員法人が遺漏なく寄附行為変更認可申請等に対応できるよう、適時、

情報発信や情報共有の機会を設定する。また改正法の施行（令和７年度４月）に向けた準備期間の最

後の年として、会員法人の課題を集め、課題解決策を講じる。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年６月５日（オンライン開催） 

第２回：令和６年10月２日（オンライン開催） 

第３回：令和６年11月12日（私大連会議室） 

第４回：令和７年２月３日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

令和７年４月１日に改正私学法の施行が迫る中、各法人が同法への準備に遺漏なく対応できる

ようにするため、令和６年度は「寄附行為変更認可申請」、「新体制への移行準備」、「内部統制
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システムの整備」の３点について、年間を通じて継続的に情報交換会等を企画・開催した。 

７月及び11月に実施した改正私学法対応の実務担当部門担当者を対象とした情報交換会では、

担当者同士の情報交換の場を提供するとともに、参加法人の改正私学法対応の重要情報を調査し参

加者の連絡先情報とあわせて共有することで、参加者同士が情報交換会後も連絡を取り合える体制

の構築・維持を目指した。 

また、２月には、会員法人関係者全体を対象とした「私立大学における内部統制システム整備

の実例解説」をオンデマンドで配信し、同システム整備に対する理解の醸成と浸透を図った。 

本委員会では改正私学法施行年度となる令和７年度も継続して、会員法人が適切に新体制に移

行するための支援を実施していく予定である。 

なお、「文部科学省学校法人会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループへの対応」の

詳細は「Ⅰ一般報告３－３」を参照されたい。 

 

（３）成果の概要 

１）改正私立学校法対応に関する情報交換会 ～内部統制システムをはじめとする改正法対応の

「いま」～ 

開 催 日：令和６年７月22日 

場    所：アルカディア市ヶ谷（ハイブリッド開催） 

参加者数：65法人65名(対面55名、オンライン10名） 

プログラム： 

   講演「内部統制システムの整備」 

    植 村 礼 大 氏（俵法律事務所弁護士） 

 グループ討議 

文部科学省質疑応答 

    片 見 悟 史 氏（文部科学省高等教育局私学部私学行政課課長補佐） 

 

２）第２回 改正私立学校法対応に関する情報交換会 

開 催 日：令和６年11月12日 

場  所：ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター 

参加者数：57法人57名 

プログラム： 

開会挨拶 

 奥 村 陽 一（経営委員会委員長、学校法人立命館常務理事） 

講演「内部統制システムの整備・運用について」 

    千 家 充 伸 氏（国立大学法人島根大学前常勤監事） 

グループ討議①② 

 

３）「私立大学における内部統制システム整備の実例解説」（オンデマンド配信） 

配信期間：令和７年２月３日～９月30日 

配信方法：私大連webサイト（会員メニュー内） 

プログラム： 
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動画①「内部統制システム整備の基本方針」 

動画②「内部統制システム整備の検討ポイント」 

動画③「令和７年度以降の内部統制システムの運用とモニタリング」 

  ＜パネリスト＞ 

  木 田 成 也 氏（学校法人立命館常務理事（総務担当）） 

   滝 浦 昌 敏 氏（学校法人明治大学監査室室長補佐） 

  ＜コーディネーター＞ 

   植 村 礼 大 氏（俵法律事務所弁護士） 

 

４－１－３ 経営委員会 大学ガバナンス検討分科会 

 

４－１－３－１ 「私立大学ガバナンス・コード」の実質化・高度化に向けた検討 

 

（１）任務 

会員法人に向け、令和７年度改正私学法を踏まえた「私立大学ガバナンス・コード【第2.0版】」

を広く周知する。また、効果的な施策を「実施項目」の形に落とし込んだ【第2.1版】をとりまとめ

る。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月８日（オンライン開催） 

第２回：令和６年６月19日（オンライン開催） 

第３回：令和６年10月９日（オンライン開催） 

第４回：令和６年12月３日（オンライン開催） 

第５回：令和７年１月13日（私大連会議室） 

第６回：令和７年３月７日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

本分科会では、これまで継続的に「日本私立大学連盟 私立大学ガバナンス・コード（以下、

「私大連コード」という。）」の実質化・高度化に取り組んできた。改正私学法の立法主旨を取り

込むため、私大連コードの改訂を行うこととし、まずは令和５年度に【第2.0版】として「基本原

則」、「遵守原則」及び「重点事項」の関連性を再整理し、今後の私立大学に求められる事項を体

系化して提示した。令和６年度は、改正私学法に基づく体制の点検・評価に適応した【第2.1版】

への改訂に向け、「実施項目」の拡充と整理を中心に検討を行った。 

「実施項目」の検討にあたっては、現行の私学法に基づく【第1.1版】の既存「実施項目」を改

正私学法に基づいて更新したことに加え、会員法人の最新の取組事例を収集し反映させることとし

た。私立大学の多様なガバナンス構造を反映させたことにより、多くの会員法人に共通する実効的

な取組例とガバナンス向上のために推奨される取組例が混在することとなったため、【第2.1版】

の「実施項目」を、多くの会員法人に共通する実効的な取組例（Ａ）とガバナンス向上のために推

奨される取組例（Ｂ）に分けて明示することとした。 
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動画①「内部統制システム整備の基本方針」 

動画②「内部統制システム整備の検討ポイント」 

動画③「令和７年度以降の内部統制システムの運用とモニタリング」 

  ＜パネリスト＞ 

  木 田 成 也 氏（学校法人立命館常務理事（総務担当）） 

   滝 浦 昌 敏 氏（学校法人明治大学監査室室長補佐） 

  ＜コーディネーター＞ 

   植 村 礼 大 氏（俵法律事務所弁護士） 

 

４－１－３ 経営委員会 大学ガバナンス検討分科会 

 

４－１－３－１ 「私立大学ガバナンス・コード」の実質化・高度化に向けた検討 

 

（１）任務 

会員法人に向け、令和７年度改正私学法を踏まえた「私立大学ガバナンス・コード【第2.0版】」

を広く周知する。また、効果的な施策を「実施項目」の形に落とし込んだ【第2.1版】をとりまとめ

る。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月８日（オンライン開催） 

第２回：令和６年６月19日（オンライン開催） 

第３回：令和６年10月９日（オンライン開催） 

第４回：令和６年12月３日（オンライン開催） 

第５回：令和７年１月13日（私大連会議室） 

第６回：令和７年３月７日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

本分科会では、これまで継続的に「日本私立大学連盟 私立大学ガバナンス・コード（以下、

「私大連コード」という。）」の実質化・高度化に取り組んできた。改正私学法の立法主旨を取り

込むため、私大連コードの改訂を行うこととし、まずは令和５年度に【第2.0版】として「基本原

則」、「遵守原則」及び「重点事項」の関連性を再整理し、今後の私立大学に求められる事項を体

系化して提示した。令和６年度は、改正私学法に基づく体制の点検・評価に適応した【第2.1版】

への改訂に向け、「実施項目」の拡充と整理を中心に検討を行った。 

「実施項目」の検討にあたっては、現行の私学法に基づく【第1.1版】の既存「実施項目」を改

正私学法に基づいて更新したことに加え、会員法人の最新の取組事例を収集し反映させることとし

た。私立大学の多様なガバナンス構造を反映させたことにより、多くの会員法人に共通する実効的

な取組例とガバナンス向上のために推奨される取組例が混在することとなったため、【第2.1版】

の「実施項目」を、多くの会員法人に共通する実効的な取組例（Ａ）とガバナンス向上のために推

奨される取組例（Ｂ）に分けて明示することとした。 
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また、会員法人でガバナンス体制の機能不全等が生じた場合に、私大連コードの遵守状況を公

表する「遵守状況報告書」の運用が適時適切に行われない場合、私大連コードを遵守する会員法人

全体の信頼を毀損するおそれがあることに鑑み、「遵守状況報告書」の運用方法についても検討し

た。会員法人が機動的に「遵守状況報告書」の遵守状況を変更できる仕組みを整備し、運用するこ

とで社会からの信頼を得ることができるよう、運用方法に係る記載を充実させた。 

【第2.1版】の改訂については、第231回秋季総会で新規実施項目案の経過報告を行った後、第

674回理事会での協議及び有識者による第三者チェックを経てとりまとめた。その後、第232回春

季総会における了承を得て、私大連webサイト上で公開した。 

 

（３）成果の概要 

 １）『日本私立大学連盟 私立大学ガバナンス・コード【第2.1版】』 

発行年月：令和７年３月 

 

４－１－４ 経営委員会 人事労務検討分科会 

 

４－１－４－１ 私立大学における人事労務政策に係る検討 

 

（１）任務 

人事労務に関する法改正への対応や顕在化した会員法人の人事労務上の課題を整理した上で、人事

労務関係業務の担当者向けに協議会を開催し、会員法人間で共通する課題等について情報共有する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和５年６月28日（オンライン） 

第２回：令和６年10月16日（オンライン） 

 

２）経過概要 

人事労務検討分科会では、加盟大学の人事・労務担当者向けに年２回の「人事労務部門実務担

当者向け情報交換会」（以下、「情報交換会」という。）を開催することとしている。 

第１回分科会では、第１回情報交換会の「開催テーマ」及び「運営方法」について検討した。

その結果、大学におけるメンタルヘルスの件数が増加し、実務担当者の負担が増大していることか

ら、「教職員メンタルヘルス問題」を開催テーマとし、対面開催にて事例報告及び専門家（弁護

士）からの講演、グループ討議における実務上の対応事例の共有を目的に開催することとした。 

第２回分科会では、第１回情報交換会を総括するとともに、第２回情報交換会の検討を行った。

その結果、大学に求められる業務の多様化に伴い、多くの大学で業者委託の検討あるいはその見直

しが活発化していることが確認された。一方で、外部業者への業務委託には偽装請負（労働派遣法

違反）等のリスクを伴うことから、外部業者への委託事例や法的留意点に対する実務担当者の理解

を深めることを目的に情報交換会を開催することとした。 
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（３）成果の概要 

１）人事労務部門実務担当者向け情報交換会「教職員メンタルヘルス問題の対応と予防について」 

開 催 日：令和６年９月12日 

場  所：アルカディア市ヶ谷 

参加者数：32大学34名 

プログラム： 

開会挨拶 

  柘 植   敏 （人事労務検討分科会分科会長、中央大学人事部副部長） 

事例報告 

メンタルヘルス問題に関する中央大学の事例 

  柘 植   敏 （人事労務検討分科会分科会長、中央大学人事部副部長） 

メンタルヘルス問題に関する立命館大学の事例 

  中 本 洋 樹 （人事労務検討分科会委員、立命館大学人事部人事課長） 

   講演「メンタルヘルス不調を発症した労働者への対応と就業規則等の留意点」 

     小鍛冶 広 道 （人事労務検討分科会特別委員、第一芙蓉法律事務所弁護士） 

   座談会 

  柘 植   敏 （人事労務検討分科会分科会長、中央大学人事部副部長） 

  中 本 洋 樹 （人事労務検討分科会委員、立命館大学人事部人事課長） 

     小鍛冶 広 道 （人事労務検討分科会特別委員、第一芙蓉法律事務所弁護士） 

     植 村 礼 大 （人事労務検討分科会特別委員、俵法律事務所弁護士） 

グループ討議 

 

２）第２回人事労務部門実務担当者向け情報交換会「実務と法的視点から考える大学業務の委託に

ついて」 

開 催 日：令和７年２月17日 

場  所：アルカディア市ヶ谷（ハイブリッド開催） 

参加者数：47大学69名（対面25名、オンライン44名） 

プログラム： 

開会挨拶 

  柘 植   敏 （人事労務検討分科会分科会長、中央大学人事部副部長） 

①事務委託について 

事例報告「追手門学院大学」 

高 本 優 一（人事労務検討分科会委員、追手門学院大学事務局長） 

講演「事務委託の留意点について」 

     小鍛冶 広 道 （人事労務検討分科会特別委員、第一芙蓉法律事務所弁護士） 

②教育業務（授業等）委託について 

事例報告「早稲田大学」 

神 馬 豊 彦 氏（株式会社早稲田大学アカデミックソリューション代表取締役社長 

執行役員、早稲田大学総務部調査役（株式会社早稲田大学アカデミックソリューション出

向）） 
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事例報告 

メンタルヘルス問題に関する中央大学の事例 

  柘 植   敏 （人事労務検討分科会分科会長、中央大学人事部副部長） 

メンタルヘルス問題に関する立命館大学の事例 

  中 本 洋 樹 （人事労務検討分科会委員、立命館大学人事部人事課長） 

   講演「メンタルヘルス不調を発症した労働者への対応と就業規則等の留意点」 

     小鍛冶 広 道 （人事労務検討分科会特別委員、第一芙蓉法律事務所弁護士） 

   座談会 

  柘 植   敏 （人事労務検討分科会分科会長、中央大学人事部副部長） 

  中 本 洋 樹 （人事労務検討分科会委員、立命館大学人事部人事課長） 

     小鍛冶 広 道 （人事労務検討分科会特別委員、第一芙蓉法律事務所弁護士） 

     植 村 礼 大 （人事労務検討分科会特別委員、俵法律事務所弁護士） 

グループ討議 

 

２）第２回人事労務部門実務担当者向け情報交換会「実務と法的視点から考える大学業務の委託に

ついて」 

開 催 日：令和７年２月17日 

場  所：アルカディア市ヶ谷（ハイブリッド開催） 

参加者数：47大学69名（対面25名、オンライン44名） 

プログラム： 

開会挨拶 

  柘 植   敏 （人事労務検討分科会分科会長、中央大学人事部副部長） 

①事務委託について 

事例報告「追手門学院大学」 

高 本 優 一（人事労務検討分科会委員、追手門学院大学事務局長） 

講演「事務委託の留意点について」 

     小鍛冶 広 道 （人事労務検討分科会特別委員、第一芙蓉法律事務所弁護士） 

②教育業務（授業等）委託について 

事例報告「早稲田大学」 

神 馬 豊 彦 氏（株式会社早稲田大学アカデミックソリューション代表取締役社長 

執行役員、早稲田大学総務部調査役（株式会社早稲田大学アカデミックソリューション出

向）） 
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講演「教育業務委託の留意点について」 

     植 村 礼 大 （人事労務検討分科会特別委員、俵法律事務所弁護士） 

   グループ討議 

番外講演「大学教員への任期法適用について」 

     植 村 礼 大 （人事労務検討分科会特別委員、俵法律事務所弁護士） 

 

４－２ 教学・経営マネジメントの確立 

 

４－２－１ 理事長会議 幹事会 

 

４－２－１－１ 理事長会議の企画・実施 

 

（１）任務 

学校法人の最高責任者である理事長の立場から、私立大学の教育研究を支える財政や管理運営

に関する課題を設定し、研究・討議する。また、必要に応じて、他の関係事業組織と連携し、学校

法人の課題を集め解決策を検討する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月22日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月10日（アルカディア市ヶ谷） 

第３回：令和７年１月20日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回幹事会では、令和６年度理事長会議について、令和５年度第３回幹事会で決定した方向

性を踏まえ、開催方法や開催テーマ、プログラム等について検討した。その結果、「学校法人の連

携と経営統合」をテーマに、講演、事例報告２本、ディスカッションから構成されるプログラムを、

対面とオンラインのハイブリッド形式により実施することとした。 

第２回幹事会は、令和６年度理事長会議の直前に開催し、会議の運営方法等について最終確認

を行った。 

第３回幹事会では、令和６年度理事長会議の総括を行ったうえで、令和７年度理事長会議のテ

ーマ及びプログラム等に係る検討を行った。その結果、「大学経営とリスクマネジメント」を仮の

テーマに、半日形式で東京において開催することとした。プログラム構成や講師等の詳細は、令和

７年度第１回理事長会議幹事会において改めて検討することとした。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度理事長会議 

開 催 日：令和６年９月10日 

場 所：アルカディア市ヶ谷（ハイブリッド開催） 

テ ー マ：学校法人の連携と経営統合 

-111-



 

112 

 

参加者数：72法人72名 

プログラム： 

開会挨拶 

森 本 あんり（理事長会議担当理事、東京女子大学学長） 

講演「経営環境の変化とこれからの私学経営」 

小 林 一 之 氏（日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター長） 

事例報告①「法人間の連携と建学の精神～本法人の法人合併事例をもとに～」 

アガスティン・サリ 氏（学校法人上智学院理事長） 

事例報告②「神山まるごと高専の挑戦～新しい学校のカタチを模索する～」 

松 坂 孝 紀 氏（神山まるごと高等専門学校事務局長） 

ディスカッション 

事例報告①②の講師が登壇し、参加者との意見交換を行った。 

コーディネーター：加 藤 映 子（大阪女学院大学学長） 

閉会挨拶 

芝 井 敬 司（理事長会議幹事会委員長、学校法人関西大学理事長） 

 

４－２－２ 学長会議 幹事会 

 

４－２－２－１ 学長会議の企画・実施 

 

（１）任務 

教学に関する最高責任者である学長の立場から、教育研究並びに教育研究を支える財政、管理運営

に関する課題を設定し、研究・討議する。また、必要に応じて、他の関係事業組織との連携を図る。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年６月６日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月11日（オンライン開催） 

第３回：令和７年２月26日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回幹事会では、令和６年度第１回学長会議について、開催テーマ、プログラム構成及び当

日の運営について検討を行った。その結果、「『集中改革期間』に取り組むべきことは何か」をテ

ーマに、集中改革期間及び転換支援パッケージに関する文部科学省からの講演、合併を経験した会

員法人からの事例紹介、並びにグループ討議をプログラムとすることとした。また、司会進行を担

当する委員が各グループの討議概要を作成し、後日参加者へ共有することとした。 

第２回幹事会では、第１回学長会議の総括を行ったうえで、第２回学長会議の開催テーマ及び

プログラム等、並びに令和７年度事業申請に係る検討を行った。その結果、「学位プログラムから

考える新しい大学教育の形」をテーマに講演、事例紹介、グループ討議を行うこととし、１月の開

催に向けて準備を進めることとした。 
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第３回幹事会では、第２回学長会議の総括を行ったうえで、令和７年度第１回学長会議の開催

テーマ及びプログラム等に係る検討を行った。その結果、「中央教育審議会答申を読み解く－答申

が示す高等教育の未来像と私立大学の対応－」を仮のテーマに、一泊二日の形式で近畿圏において

開催し、講演、パネル・ディスカッション、事例紹介、グループ討議等を行うこととした。プログ

ラム構成や講師等の詳細は、令和７年度第１回学長会議幹事会において改めて検討することとした。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度第１回学長会議 

開 催 日：令和６年８月28日 

場  所：ホテルグランヴィア大阪（ハイブリッド開催） 

参加者数：89大学98名 

テ ー マ：「『集中改革期間』に取り組むべきことは何か」 

プログラム： 

開会挨拶 

小 原 克 博 （学長会議担当理事、同志社大学学長） 

基調講演「集中改革期間と転換支援パッケージについて」 

板 倉   寛 氏 （文部科学省高等教育局私学部私学助成課長） 

講  演「私立大学にとっての法人合併－経験からの一考察－」 

森   康 俊 （学長会議幹事会委員、関西学院大学学長） 

グループ討議 

閉会挨拶 

一 楽   真 （学長会議幹事会委員、大谷大学学長） 

 

２）令和６年度第２回学長会議 

開 催 日：令和７年１月24日 

場  所：アルカディア市ヶ谷（ハイブリッド開催） 

参加者数：74大学79名 

テ ー マ：「学位プログラムから考える新しい大学教育の形」 

プログラム： 

開会挨拶 

小 原 克 博 （学長会議担当理事、同志社大学学長） 

基調講演「多様で柔軟な学位プログラムへの転換 

－人口減少社会と単線的年齢主義を超えて－」 

吉 見 俊 哉 氏（國學院大學観光まちづくり学部教授） 

事例紹介「Minerva University's Approach to Learning, Student Development, 

and Global Engagement 」 

Dr. Mike Magee（President, Minerva University） 

グループ討議 
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４－２－３ 財務・人事担当理事者会議 幹事会 

 

４－２－３－１ 財務・人事担当理事者会議の企画・実施 

 

（１）任務 

財務・人事担当の理事者の立場から、私立大学の充実・発展のための財務・人事計画の立案等に資

するべく、私立大学の財政、人事等経営全般に関する課題を自主的に設定し、研究・討議する。また、

必要に応じて、他の関係事業組織との連携を図る。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月21日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月20日（オンライン開催） 

第３回：令和７年３月７日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

 

２）経過概要 

令和５年度の検討において、「第１回財務・人事担当理事者会議」は財務系をテーマに東京で

開催することを決定していたことから、第１回幹事会では、講師候補、プログラムの具体化、運営

方法等について協議し、「将来を見据えた学校法人の経営と事業継続性」をテーマに開催すること

を決定した。あわせて11月に神戸で開催する「第２回財務・人事担当理事者会議」の開催テーマに

ついても意見交換を行い、DXに関する問題意識が委員の中から多数上がったことから、「大学にお

けるDX」をキーワードにテーマを構成することを決定した。 

第２回幹事会では、「第１回財務・人事担当理事者会議」を総括するとともに、「第２回財

務・人事担当理事者会議」の企画、講師候補、プログラム構成について協議を行い、その結果、

「『労働供給制約社会』に向けた大学DXの推進」をテーマとして、講演、事例紹介及びグループ討

議を行うことを決定した。 

第３回幹事会では、「第２回財務・人事担当理事者会議」を総括したのち、令和７年度「第１

回財務・人事担当理事者会議」の開催テーマについて検討を行い、中教審答申「我が国の『知の総

和』向上の未来像～高等教育システムの再構築～（令和７年２月）」に関連するテーマとして、東

京で２日間開催することを決定し、プログラム等詳細は次年度幹事会にて協議することとした。 

 

（３）成果の概要 

１）第１回財務・人事担当理事者会議 

開 催 日：令和６年７月25日～26日 

場  所：アルカディア市ヶ谷（講演のみハイブリッド開催） 

参加者数：64法人90名（対面53名、オンライン37名） 

プログラム： 

開会挨拶 

笠 原 喜 明（財務・人事担当理事者会議幹事会委員長、 

学校法人東洋大学理事・事務局長） 

-114-



 

114 

 

４－２－３ 財務・人事担当理事者会議 幹事会 

 

４－２－３－１ 財務・人事担当理事者会議の企画・実施 

 

（１）任務 

財務・人事担当の理事者の立場から、私立大学の充実・発展のための財務・人事計画の立案等に資

するべく、私立大学の財政、人事等経営全般に関する課題を自主的に設定し、研究・討議する。また、

必要に応じて、他の関係事業組織との連携を図る。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月21日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月20日（オンライン開催） 

第３回：令和７年３月７日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

 

２）経過概要 

令和５年度の検討において、「第１回財務・人事担当理事者会議」は財務系をテーマに東京で

開催することを決定していたことから、第１回幹事会では、講師候補、プログラムの具体化、運営

方法等について協議し、「将来を見据えた学校法人の経営と事業継続性」をテーマに開催すること

を決定した。あわせて11月に神戸で開催する「第２回財務・人事担当理事者会議」の開催テーマに

ついても意見交換を行い、DXに関する問題意識が委員の中から多数上がったことから、「大学にお

けるDX」をキーワードにテーマを構成することを決定した。 

第２回幹事会では、「第１回財務・人事担当理事者会議」を総括するとともに、「第２回財

務・人事担当理事者会議」の企画、講師候補、プログラム構成について協議を行い、その結果、

「『労働供給制約社会』に向けた大学DXの推進」をテーマとして、講演、事例紹介及びグループ討

議を行うことを決定した。 

第３回幹事会では、「第２回財務・人事担当理事者会議」を総括したのち、令和７年度「第１

回財務・人事担当理事者会議」の開催テーマについて検討を行い、中教審答申「我が国の『知の総

和』向上の未来像～高等教育システムの再構築～（令和７年２月）」に関連するテーマとして、東

京で２日間開催することを決定し、プログラム等詳細は次年度幹事会にて協議することとした。 

 

（３）成果の概要 

１）第１回財務・人事担当理事者会議 

開 催 日：令和６年７月25日～26日 

場  所：アルカディア市ヶ谷（講演のみハイブリッド開催） 

参加者数：64法人90名（対面53名、オンライン37名） 

プログラム： 

開会挨拶 

笠 原 喜 明（財務・人事担当理事者会議幹事会委員長、 

学校法人東洋大学理事・事務局長） 

 

115 

 

講演１「永続性を実現するための経営改善計画について」 

三島木   武 氏（日本私立学校振興・共済事業団 

私学経営情報センター経営支援室長） 

事例紹介「創立100周年に向けた大学経営戦略」 

丁    龍 鎮 氏（学校法人芝浦工業大学 理事・事務局長） 

グループ討議１ 

講演２「岡山大学におけるERMの取り組み～BCP/BCMからERMへの展開～」 
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研究・イノベーション共創機構 価値創造統合リスクマネジメント本部長） 

グループ討議２ 

 

２）第２回財務・人事担当理事者会議 

開 催 日：令和６年11月27日～28日 

場  所：ANAクラウンプラザホテル神戸（講演のみハイブリッド開催） 

参加者数：53法人71名（対面40名、オンライン31名） 

プログラム： 

開会挨拶 

笠 原 喜 明（財務・人事担当理事者会議幹事会委員長、 

学校法人東洋大学理事・事務局長） 
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講演２「労働市場の動向と新たな人材マネジメントについて」 

小 池 陽二郎 氏（小池コンサルティング株式会社 代表取締役社長） 

グループ討議１ 

担当理事挨拶 

仲 谷 善 雄（財務・人事担当理事者会議担当理事、学校法人立命館総長・大学長） 

事例紹介「大学DXアライアンスの取り組み」 

藤 本 一 之 氏（国立大学法人東北大学 情報部デジタル変革推進課長） 

グループ討議２ 

 

４－２－４ 教学担当理事者会議 幹事会 

 

４－２－４－１ 教学担当理事者会議の企画・実施 

 

（１）任務 

教学担当の理事者の立場から、その業務や役割、権限や責任などについて課題を設定し、研究・討

議する。また、必要に応じて、他の関係事業組織との連携を図る。 
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（２）事業の経過 

１）幹事会回数、開催時期、場所 

第１回：令和６年５月８日（オンライン開催） 

第２回：令和７年１月８日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回幹事会では、令和６年度教学担当理事者会議の開催に向けた協議を行った。令和５年度の幹

事会において、「教育の質保証」と「社会人教育」の２本の柱を会議テーマに含めることを決定して

おり、２つのテーマ点を包含する上位テーマとして「少子化時代における高等教育の新しい課題」を

掲げ、１日目に教育の質保証、２日目に社会人教育について討議を行うこととした。また、２日目の

グループ討議終了後、全体会議を持ち、各グループの討議内容の共有と、全グループの議論に共通す

る教学上の課題等について意見交換を行うこととした。 

開催方法については、集中しやすい環境でグループ討議を行うため、１泊２日の合宿形式による対

面参加開催とした。また、両日の討議を円滑に進めるため、参加者への事前課題として各テーマに関

する各大学の事例等を含む情報提供と、グループ討議において討議を希望する内容について提出を求

めることとした。なお、講演・事例紹介については、動画収録を行い、会議終了後、全参加者に対し

期間限定で動画配信を行った。 

第２回幹事会では、令和６年度教学担当理事者会議の振り返りと令和７年度の開催概要について協

議を行った。令和６年度の実施方法を対面開催に限定し、グループ討議を充実させたことにより、参

加者から高い満足度を得られたことを踏まえ、令和７年度についても対面での開催を予定することと

した。会議テーマについては「改正大学設置基準と教育の質保証」など、大きな枠組みを設定したう

えで、参加者の関心に応じてグループ討議で具体的なトピックについて議論する柔軟性を持たせるこ

ととし、講演講師等の詳細については、次年度の幹事会で引き続き検討を行うこととした。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度教学担当理事者会議  

開 催 日：令和６年８月20日～８月21日 

会  場：神戸ポートピアホテル 

テ － マ：大学教育の質保証と大学教育改革の行方 

参加者数：61法人61名（１法人につき１名の参加に限定） 

プログラム： 

 司会進行 

   小秋元   段（教学担当理事者会議幹事会委員、法政大学常務理事・副学長） 

開会挨拶  

髙 橋 裕 子（教学担当理事者会議担当理事、津田塾大学学長） 

講演（１日目） 

「教育の質保証における学修成果とは何か～評価と教育・学修改善への活かし方」 

半 藤 英 明 氏（公益財団法人大学基準協会基準委員会委員長、熊本県立大学教授 ） 

事例紹介１（１日目） 

「学生参画から学生連携へ」 
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加者から高い満足度を得られたことを踏まえ、令和７年度についても対面での開催を予定することと

した。会議テーマについては「改正大学設置基準と教育の質保証」など、大きな枠組みを設定したう

えで、参加者の関心に応じてグループ討議で具体的なトピックについて議論する柔軟性を持たせるこ

ととし、講演講師等の詳細については、次年度の幹事会で引き続き検討を行うこととした。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度教学担当理事者会議  

開 催 日：令和６年８月20日～８月21日 

会  場：神戸ポートピアホテル 

テ － マ：大学教育の質保証と大学教育改革の行方 
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プログラム： 

 司会進行 
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事例紹介１（１日目） 

「学生参画から学生連携へ」 
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沖   裕 貴 氏（立命館大学教育開発推進機構教授） 

事例紹介２（１日目） 

「創価大学における大学運営への学生参画」  

西 浦 昭 雄 氏（創価大学副学長、全学自己点検・評価委員会委員長、経済学部

長・教授） 

講演（２日目） 

「今後のリカレント教育において私立大学が果たすべき役割」 

村 田   治 氏（関西学院大学名誉教授） 

グループ討議（１日目前半・後半、２日目） 

８グループに分かれ、講演・事例紹介講演の内容を踏まえて討議した。 

   全体討議（２日目） 

      

閉会挨拶 須 賀 晃 一（教学担当理事者会議幹事会委員長、早稲田大学副総長） 

 

２）令和６年度教学担当理事者会議 講演・事例紹介動画配信 

 配信期間：令和６年９月17日～10月８日 

 配信方法：オンデマンド配信 

 

４－２－５ 監事会議 幹事会 

 

４－２－５－１ 監事会議の企画・実施 

 

（１）任務 

監事の立場から、監事の職務実態を明らかにするとともに、その役割、権限や責任などについて研

究・討議する。また、必要に応じて、他の関係事業組織との連携を図る。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回幹事会：令和６年７月１日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第２回幹事会：令和６年11月１日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

第３回幹事会：令和７年２月10日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

 

２）経過概要 

令和６年度監事会議は、令和５年度中に開催要項が概ね確定していたことから、５月上旬に参

加者募集を開始した。第１回幹事会では、申込状況、講師への事前質問、グループ討議希望事項等

を踏まえ、グループ編成方針や運営方法等を確定し、開催に向けた準備を進めていくこととした。 

しかし、令和６年度監事会議開催直前に、非常に大型の台風10号が発生し、開催期間（８月27

日～28日）に、開催地である京都府を含む近畿地方に上陸する予報が出された。これを踏まえ、台

風の進路や各種影響を注視しながら、担当理事・委員長との協議の結果、開催期間・参加方法に関

して下記のとおり変更することを決定・周知の上、開催した。 
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・８月27日講演のみの開催とし、同日グループ討議以降のプログラムと８月28日の全プログラムを

中止とする。 

・参加出席予定者について、連絡不要にて、オンライン視聴への切り替えを可とする。 

・講演を参加者限定で２週間のオンデマンド配信を行う。 

第３回幹事会においては、令和６年度監事会議の振り返りを踏まえて令和７年度監事会議の開

催方針を確認し、この内容を踏まえた準備を進めていくこととした。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度監事会議 

開 催 日：令和６年８月27日 

場  所：ホテルグランヴィア京都（ハイブリッド開催） 

参加対象：監事会議登録者、会員法人の監事、会員法人の監査室等関係者 

参加者数：84法人154名（対面16名、オンライン138名） 

プログラム： 

担当理事挨拶 

矢 口 悦 子（監事会議担当理事、学校法人東洋大学学長） 

講演１「私立学校法の改正等について」 

三 木 忠 一 氏（文部科学省高等教育局私学部私学行政課長） 

講演２「私立学校法の改正と監事監査実務」 

植 村 礼 大 氏 

（俵法律事務所弁護士、中部大学監事、元当連盟監事会議幹事会委員） 

オンデマンド配信：令和６年９月３日～18日 

 

４－２－５－２ 監事監査業務への理解及び監事監査機能の向上・促進への取り組み 

 

（１）任務 

監事監査業務への理解及び監事監査機能の向上・促進への取り組みとして、「監事監査ガイドライ

ン－令和５年度版」を基に、外部環境の変化等に応じ見直した「令和６年度版」を刊行する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回小委員会：令和６年10月３日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

  第２回小委員会：令和６年11月１日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

  第３回小委員会：令和６年12月９日（ハイブリッド開催：私大連会議室） 

 

２）経過概要 

令和６年度版ガイドラインの検討にあたっては、第１回小委員会において、①第１回幹事会に

おける意見交換結果等を踏まえ、令和５年度改訂版をベースとして検討を行うこと、②改正私立学

校法施行時期の刊行となるため、令和６年度版ガイドラインの使用時期に留意した改訂を行う必要

があること（令和６年度にかかる監事監査、及び監事監査報告書作成においては改正前の私立学校
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・８月27日講演のみの開催とし、同日グループ討議以降のプログラムと８月28日の全プログラムを

中止とする。 

・参加出席予定者について、連絡不要にて、オンライン視聴への切り替えを可とする。 

・講演を参加者限定で２週間のオンデマンド配信を行う。 

第３回幹事会においては、令和６年度監事会議の振り返りを踏まえて令和７年度監事会議の開

催方針を確認し、この内容を踏まえた準備を進めていくこととした。 

 

（３）成果の概要 

１）令和６年度監事会議 
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法に基づくこと。また令和７年４月以降に始まる令和７年度にかかる監事監査については改正法に

基づくこと）を確認した。 

上記について第２回幹事会での審議結果等を踏まえて検討した結果、「監事監査ガイドライン

〔令和６年度改訂版〕」は、改正私立学校法（令和７年４月１日施行）に基づき記載することを基

本に作成すると共に、改正前の私立学校法に基づいて行われる令和６年度にかかる監事監査に関し

ては【令和６年度の監事監査報告の留意事項】として記載することにより、法改正過渡期にかかる

状況に対応した内容としてとりまとめた。 

 

（３）成果の概要 

「監事監査ガイドライン〔令和６年度改訂版〕」刊行（令和７年３月） 

私大連webサイト「資料・刊行物」に会員限定で掲載 

 

４－３ 大学経営人材の養成 

 

４－３－１ 研修委員会 

 

（１）任務 

私立大学の競争力向上のための専任教職員の資質・能力の向上並びに戦略的な視点・アプローチに

基づく思考・発想方法の修得等に資する研修を実施する。また、令和５年度に小委員会で検討した結

果に基づき、いわゆる中途採用者向けの研修をスタートさせる。 
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 さらに、令和６年度についても、小委員会を設け、令和７年度からの実施を目標に、新任部長職を

対象とした研修について、その実施の可否を含めて検討を行う。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年７月23日（オンライン開催） 

第２回：令和６年11月８日（オンライン開催） 

第３回：令和６年12月13日（同志社大学室町キャンパス） 
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第５回：令和７年３月27日（オンライン開催） 
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２）経過概要 

第１回研修委員会においては、前年（令和５年）度の研修事業の収支決算状況について報告を

受けるとともに、今年度各研修の参加申し込み状況、すでに実施した研修の参加者アンケート結果

等について情報共有、意見交換を行った。また、新研修検討小委員会における新任部長研修に関す

る検討状況について報告を受け、意見交換を行った。 

第２回研修委員会では、今年度各研修の参加申し込み状況並びに実施状況について共有すると

ともに、次年度の事業申請案について審議・決定を行った。その後、次年度から新規に実施する予

定の新任部長研修（仮称）の実施計画概要について、新研修検討小委員会座長から報告を受け、方

向性を承認した。また、新任部長研修（仮称）の設置に伴い、次年度から「新任管理職研修」の名

称を「新任課長研修」に変更することを決定した。 

第３回研修委員会では、各研修実施状況について共有した後、次年度創発思考プログラム並び

に新任課長研修の講師（委託会社）について審議・決定を行った。また、次年度の研修事業予算案

についても審議を行い、原案どおり承認した。新任部長研修（仮称）については、募集要項案に基

づいて報告を受けた後、意見交換を行った。この中で、コロナ禍対応として拡充したオンデマンド

研修については、研修事業の柱の一つに据え、小委員会の活動にも力を入れていく必要があるとの

意見があった。また、オンデマンド研修のコンテンツ更新予定等についても報告を受け、意見交換

を行った。また、アドミニストレーター研修と新任課長研修の参加対象の棲み分けの問題について

意見交換を行った。さらに、各研修における修了証の発行基準、運用等に関して問題が提起され、

そもそもの修了証の必要性から議論を始めた。 

なお、第３回委員会における検討結果を踏まえ、西野委員長の指示の下、急遽ではあるが、加

盟大学の人事・研修担当部署宛に「研修会「修了証」に関するアンケート」をメール送付で実施し

た（実施期間：令和７年１月８日～１月20日）。117大学に依頼し、48大学から回答を得た（回収

率41.0％）。 

第４回研修委員会では、「修了証」に関するアンケート結果並びに前回議論を踏まえて、各研

修の「修了証」発行に関する考え方並びに修了証発行に関するガイドラインの改定案について西野

委員長から提案があったが、そもそもの修了証発行の必要性に関して賛否が分かれ、結論は持ち越

しとなった。また、次年度各研修会参加者募集要項案に基づいて各研修の計画について確認を行い、

これらを承認した。また、前回議論を受けて修正された研修体系図変更案についても承認するとと

もに、「新任部長研修」（仮称）の「仮称」を取り、正式名称とすることを決定した。さらに、今

後のオンデマンド研修の企画・運営体制について、次年度１年間をかけてオンデマンド研修検討小

委員会において検討することとした。 

第５回研修委員会では、まず、令和６年度の修了証の発行状況（アドミニストレーター研修、

キャリア・ディベロップメント研修、業務創造研修、ＰＤＣＡサイクル修得プログラム、創発思考

プログラムの５研修）について確認を行った。その後、西野委員長からの再提案を受ける形で令和

８年度以降の各研修における修了証の発行に関する考え方、並びに「修了証の発行に関する各研修

共通ガイドライン」修正案について検討を行った。意見交換の結果、原案どおり決定した。これに

より、令和８年度以降は、一部基準を緩和した「ガイドライン」に基づき、修了証を発行すること

となった。ただし、修了証そのものを発行するかしないかについては、各研修運営委員会あるいは

担当委員において令和７年度中に検討し決定のうえ、廃止する場合には、加盟大学に事前予告する

ことを確認した。また、新しい試みとして、私大連研修説明会を開催してはどうかと事務局から提
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２）経過概要 

第１回研修委員会においては、前年（令和５年）度の研修事業の収支決算状況について報告を

受けるとともに、今年度各研修の参加申し込み状況、すでに実施した研修の参加者アンケート結果

等について情報共有、意見交換を行った。また、新研修検討小委員会における新任部長研修に関す

る検討状況について報告を受け、意見交換を行った。 

第２回研修委員会では、今年度各研修の参加申し込み状況並びに実施状況について共有すると

ともに、次年度の事業申請案について審議・決定を行った。その後、次年度から新規に実施する予

定の新任部長研修（仮称）の実施計画概要について、新研修検討小委員会座長から報告を受け、方

向性を承認した。また、新任部長研修（仮称）の設置に伴い、次年度から「新任管理職研修」の名

称を「新任課長研修」に変更することを決定した。 

第３回研修委員会では、各研修実施状況について共有した後、次年度創発思考プログラム並び

に新任課長研修の講師（委託会社）について審議・決定を行った。また、次年度の研修事業予算案

についても審議を行い、原案どおり承認した。新任部長研修（仮称）については、募集要項案に基

づいて報告を受けた後、意見交換を行った。この中で、コロナ禍対応として拡充したオンデマンド

研修については、研修事業の柱の一つに据え、小委員会の活動にも力を入れていく必要があるとの

意見があった。また、オンデマンド研修のコンテンツ更新予定等についても報告を受け、意見交換

を行った。また、アドミニストレーター研修と新任課長研修の参加対象の棲み分けの問題について

意見交換を行った。さらに、各研修における修了証の発行基準、運用等に関して問題が提起され、

そもそもの修了証の必要性から議論を始めた。 

なお、第３回委員会における検討結果を踏まえ、西野委員長の指示の下、急遽ではあるが、加

盟大学の人事・研修担当部署宛に「研修会「修了証」に関するアンケート」をメール送付で実施し

た（実施期間：令和７年１月８日～１月20日）。117大学に依頼し、48大学から回答を得た（回収

率41.0％）。 

第４回研修委員会では、「修了証」に関するアンケート結果並びに前回議論を踏まえて、各研

修の「修了証」発行に関する考え方並びに修了証発行に関するガイドラインの改定案について西野

委員長から提案があったが、そもそもの修了証発行の必要性に関して賛否が分かれ、結論は持ち越

しとなった。また、次年度各研修会参加者募集要項案に基づいて各研修の計画について確認を行い、

これらを承認した。また、前回議論を受けて修正された研修体系図変更案についても承認するとと

もに、「新任部長研修」（仮称）の「仮称」を取り、正式名称とすることを決定した。さらに、今

後のオンデマンド研修の企画・運営体制について、次年度１年間をかけてオンデマンド研修検討小

委員会において検討することとした。 

第５回研修委員会では、まず、令和６年度の修了証の発行状況（アドミニストレーター研修、

キャリア・ディベロップメント研修、業務創造研修、ＰＤＣＡサイクル修得プログラム、創発思考

プログラムの５研修）について確認を行った。その後、西野委員長からの再提案を受ける形で令和

８年度以降の各研修における修了証の発行に関する考え方、並びに「修了証の発行に関する各研修

共通ガイドライン」修正案について検討を行った。意見交換の結果、原案どおり決定した。これに

より、令和８年度以降は、一部基準を緩和した「ガイドライン」に基づき、修了証を発行すること

となった。ただし、修了証そのものを発行するかしないかについては、各研修運営委員会あるいは

担当委員において令和７年度中に検討し決定のうえ、廃止する場合には、加盟大学に事前予告する

ことを確認した。また、新しい試みとして、私大連研修説明会を開催してはどうかと事務局から提

 

121 

 

案したが、まずは加盟大学のニーズに関する過去のアンケートやヒアリングの結果を洗い直し、必

要に応じて追加のアンケート等を行ったうえで検討すべきということになり、今後継続して審議す

ることとなった。 

 

４－３－１－１ 新規研修の検討・企画 

 

（１）任務 

令和４年度に研修委員会のもとに設置された「ポストコロナの私大連研修体系検討小委員会」の検

討結果に基づき、令和５年度に引き続き、新任部長職を対象とした研修（「新任部長研修（仮

称）」）について、実施の可否も含めた検討を行う。 

 

（２）事業の経過 

１）小委員会開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年６月６日（オンライン開催） 

第２回：令和６年８月29日（オンライン開催） 

第３回：令和６年９月19日（オンライン開催） 

第４回：令和６年11月13日（オンライン開催） 

第５回：令和７年１月17日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

令和４年度に研修委員会のもとに設置された「ポストコロナの私大連研修体系検討小委員会」

の検討結果に基づき、令和５年度に研修委員会のもとに設置された「新研修検討小委員会」におけ

る「新任部長研修（仮称）」の実施の可否を含めた検討結果を踏まえ、令和６年度も引き続き検討

することとした。 

第１回の会合では、本小委員会の任務とスケジュールを確認後、「新任部長研修（仮称）」の

実施について意見交換した。最初に、各委員の所属大学における新任部長職研修の実施状況につい

て報告があり、部長職に就任した職員を対象にした研修は実施していないことを確認した。次に、

（新任）部長職の課題と新任部長研修の必要性について意見交換を行い、部長になっても課長の業

務を分担するような働き方も見受けられ、大学経営の要は職員だという意識を持ったときに、経営

を意識した運営ができる職員部長を増やしていかなくてはならないという課題を共有した。そのう

えで、課長から部長になったときの意識の切り替え（課内の視点から組織全体の経営的視点への切

り替え等）や中長期の戦略・戦術的な政策の計画・立案能力の修得を目指した研修会の実施が必要

であることを確認した。 

次に、「新任部長研修（仮称）」の実施に向けた具体的な検討を行い、研修の目的については、

部長職に求められるスキルの修得ではなく、マインドの変革を促すことに主眼をおき、部長職とし

ての意識の切り替え（部長の役割・意識改革・行動変容）」に主眼を置くことなどが挙げられた。

募集対象については、管理系に所属する職員部長は、自分が経営に責任を持っているという意識が

強いが、機構などに所属する職員（事務）部長は、同列で教務部長と言われる教員部長がいる場合、

事務部長は教務部長が考えることに基づき、粛々と事務を遂行するなど大きく分けて２種類の職員

部長が存在し、各大学によって部長の位置付けはさまざまであることが想定されることなどが挙げ
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られた。また、募集対象を新任の部長に限定するのかについても協議し、本研修の当初の構想段階

において、各大学において部長職に求められる役割は異なるため、新任部長に限定しようとしてい

たことなどが紹介された。プログラムについては、「講演」や「講義」をお願いする講師は、一般

企業の部長と、大学の部長とでは位置づけや経営にコミットする度合いも異なることから、民間の

講師ではなく、大学の運営を経験した方にお願いすること、「講演」や「講義」に加えて「グルー

プ討議」のファシリテーションまでお願いできる講師が望ましいこと、参加者同士の懇親を深める

「懇親会」や「交流会」は入れた方が良いだろうとの意見が挙げられた。開催方法については、対

面開催の方が良いこと、開催日程については、遠方からの参加者を考慮して、初日のプログラム開

始時間を昼からとして、土・日曜日の２日間開催とすること、開催場所については、関東と関西の

中間地点が良いのではないかとの意見が挙げられた。 

第２回の会合では、第１回の会合に引き続き「新任部長研修（仮称）」の実施について意見交

換した。募集対象を新任の部長に限定する必要があるかについて協議し、参加者募集要項において

は「原則として、『部長』就任後３年以内」としたうえで、３年以上経った方でも受け入れる余地

を残すこととし、募集定員を上回る申し込みがあった場合は、募集対象を優先して選考することや、

開催日程を秋開催とするのであれば、当該年度の４月に就任して半年くらい経った方（部長就任後

１年目）であれば対象にしてはどうかということなどが挙げられた。研修名については、当初の検

討において、現在実施している「新任管理職研修」を「新任課長研修」として整理することなどを

見込んでいたことから、今回検討している研修名称は「新任部長研修」とすることを確認した。講

師についても具体的な候補者名を挙げて検討を行った。また、講師には「講演」で話してほしい内

容を明確にしたうえで依頼する必要があることを確認した。 

プログラムについては、「グループディスカッション」は実施した方が良いこととグループの

発表に対して講師からのコメントがあった方が望ましいこと、参加者層を考慮して担当委員がファ

シリテーターとして入る必要はないことを確認した。「グループディスカッション」のテーマとし

ては、「講演」の内容（例：意識の切り替え）を踏まえたものと「事前課題」で課す自身の課題意

識に基づくものと大きく分けて二つの視点でのテーマ設定が考えられることなどが挙げられた。ま

た、研修の到達目標の設定が必要であり、例えば、部長として必要な考え方や心構えがあり、これ

までの部長の経験を振り返ったときに、どの部分でどの程度足りなかったのかをワークで行い、今

後それをクリアしていくためにはどのようなことが必要になるのかを考える機会とし、最終的に、

今後自分が変革するために何をすべきかを持ち帰ることができるような構成にすることなどが挙げ

られた。 

「事前課題」としては、課題図書を１冊読んで、自分が思っていること、思ったことなどをま

とめること、課題図書の候補として、『失敗の本質』などが挙げられた。募集定員については、

「グループディスカッション」を実施する場合、ある程度の人数（例：30名）が必要であること、

開催時期は秋開催として、開催日程は、土・日の２日（1.5日）開催とすることなどが挙げられた。 

第３回の会合では、第２回会合までの意見交換を踏まえ作成した「新任部長研修（仮称）」参

加者募集要項（案）に基づき意見交換を行い、募集対象については、「原則として、『部長』もし

くは『部長に準ずる役職』就任後３年以内」の「部長に準ずる役職」については、「グループディ

スカッション」のテーマによっては部長就任前の方がいると議論が噛み合わないことも想定される

ため、募集要項においては「部長就任後３年以内」として、例えば、センター長や事務部長、室長

などに関する申し込みについて大学から問合せがあれば都度対応することとした。また、募集定員
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られた。また、募集対象を新任の部長に限定するのかについても協議し、本研修の当初の構想段階

において、各大学において部長職に求められる役割は異なるため、新任部長に限定しようとしてい

たことなどが紹介された。プログラムについては、「講演」や「講義」をお願いする講師は、一般

企業の部長と、大学の部長とでは位置づけや経営にコミットする度合いも異なることから、民間の

講師ではなく、大学の運営を経験した方にお願いすること、「講演」や「講義」に加えて「グルー

プ討議」のファシリテーションまでお願いできる講師が望ましいこと、参加者同士の懇親を深める

「懇親会」や「交流会」は入れた方が良いだろうとの意見が挙げられた。開催方法については、対

面開催の方が良いこと、開催日程については、遠方からの参加者を考慮して、初日のプログラム開

始時間を昼からとして、土・日曜日の２日間開催とすること、開催場所については、関東と関西の

中間地点が良いのではないかとの意見が挙げられた。 

第２回の会合では、第１回の会合に引き続き「新任部長研修（仮称）」の実施について意見交

換した。募集対象を新任の部長に限定する必要があるかについて協議し、参加者募集要項において

は「原則として、『部長』就任後３年以内」としたうえで、３年以上経った方でも受け入れる余地

を残すこととし、募集定員を上回る申し込みがあった場合は、募集対象を優先して選考することや、

開催日程を秋開催とするのであれば、当該年度の４月に就任して半年くらい経った方（部長就任後

１年目）であれば対象にしてはどうかということなどが挙げられた。研修名については、当初の検

討において、現在実施している「新任管理職研修」を「新任課長研修」として整理することなどを

見込んでいたことから、今回検討している研修名称は「新任部長研修」とすることを確認した。講

師についても具体的な候補者名を挙げて検討を行った。また、講師には「講演」で話してほしい内

容を明確にしたうえで依頼する必要があることを確認した。 

プログラムについては、「グループディスカッション」は実施した方が良いこととグループの

発表に対して講師からのコメントがあった方が望ましいこと、参加者層を考慮して担当委員がファ

シリテーターとして入る必要はないことを確認した。「グループディスカッション」のテーマとし

ては、「講演」の内容（例：意識の切り替え）を踏まえたものと「事前課題」で課す自身の課題意

識に基づくものと大きく分けて二つの視点でのテーマ設定が考えられることなどが挙げられた。ま

た、研修の到達目標の設定が必要であり、例えば、部長として必要な考え方や心構えがあり、これ

までの部長の経験を振り返ったときに、どの部分でどの程度足りなかったのかをワークで行い、今

後それをクリアしていくためにはどのようなことが必要になるのかを考える機会とし、最終的に、

今後自分が変革するために何をすべきかを持ち帰ることができるような構成にすることなどが挙げ

られた。 

「事前課題」としては、課題図書を１冊読んで、自分が思っていること、思ったことなどをま

とめること、課題図書の候補として、『失敗の本質』などが挙げられた。募集定員については、

「グループディスカッション」を実施する場合、ある程度の人数（例：30名）が必要であること、

開催時期は秋開催として、開催日程は、土・日の２日（1.5日）開催とすることなどが挙げられた。 

第３回の会合では、第２回会合までの意見交換を踏まえ作成した「新任部長研修（仮称）」参

加者募集要項（案）に基づき意見交換を行い、募集対象については、「原則として、『部長』もし

くは『部長に準ずる役職』就任後３年以内」の「部長に準ずる役職」については、「グループディ

スカッション」のテーマによっては部長就任前の方がいると議論が噛み合わないことも想定される

ため、募集要項においては「部長就任後３年以内」として、例えば、センター長や事務部長、室長

などに関する申し込みについて大学から問合せがあれば都度対応することとした。また、募集定員
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については30名として、１年目の応募状況を踏まえ、場合によっては隔年開催とすることも検討す

ることとした。研修の目的については、ガバナンスやマネジメントに関する記載を追加することや

大局的な見地から物事を捉えられるような意識変革、行動変容を促すことを目的として掲載するこ

となどが挙げられた。プログラムについては、現段階ではひとりの講師に「講演」、「講義」、

「グループ討議」、「発表」までを一貫して依頼する方向で検討を進めることを確認し、「講演」

や「講義」を依頼する際の柱（主な依頼事項）について意見交換を行った。 

上記の協議結果を踏まえ、「新任部長研修（仮称）」参加者募集要項（案）を更新し、令和６

年11月８日に開催された令和６年度第２回研修委員会にて検討経過を報告し、企画の方向性につい

て了承を得た。 

第４回会合では、開催日程を含む講師の依頼手順について協議を行い、研修日程については１

日半として、１日目は午後からプログラムを開始し、大学の実務に関する「講演」と場合によって

はその後の「全体討議」を学校法人東京家政学院の吉武博通理事長に依頼し、断られた場合は大阪

電気通信大学の塩田邦成学長に依頼することとした。その後、「交流会」を実施し、２日目の理論

に関する「講義」については、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の藤村博之理事長に

依頼し、断られた場合は立教大学経営学部の中原淳教授やその他リーダーシップがご専門の先生や

日本能率協会等に依頼することとした。 

その後、上記の手順に基づき、座長と事務局で講師依頼を行い、１日目の「講演」を学校法人

東京家政学院の吉武博通理事長に、１日目の「全体討議」と２日目の「講義」を独立行政法人労働

政策研究・研修機構(JILPT)の藤村博之理事長にご内諾をいただいた。なお、１日目の「全体討

議」については、吉武理事長の負担度等を考慮し、藤村理事長にお願いすることとした。 

令和６年12月13日に開催された令和６年度第３回研修委員会では検討経過を報告し、プログラ

ムの内容等について意見交換を行った。 

第５回会合では、令和６年度第３回研修委員会における意見交換を踏まえ、「新任部長研修

（仮称）」参加者募集要項（案）について協議を行い、要項（案）を確定した。また、事前レポー

ト及び事後レポートについて意見交換を行い、今回の意見交換の内容を含め、次年度本研修を企

画・運営する担当チーム（委員）に引き継ぐこととし、２名の講師にもご相談をしながら、引き続

き検討を進めることとした。 

その後、令和７年１月31日に開催された令和６年度第４回研修委員会において、「令和７年度

新任部長研修（仮称）」の検討結果について報告し、了承された。あわせて、小委員会での検討結

果を踏まえ、「新任部長研修」を正式な研修名とすることを決定した。 

 

（３）成果の概要 

令和６年度はなし。 

 

４－３－１－２ 創発思考プログラムの企画・実施 

 

（１）任務 

既成概念にとらわれない斬新かつ戦略的な視点・アプローチに基づく思考・発想方法の修得に特化

した研修を企画、運営する。 
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（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

第１回打合せ会：令和６年５月30日（オンライン開催） 

第２回打合せ会：令和６年11月28日（オンライン開催） 

第３回打合せ会：令和７年１月29日（オンライン開催） 

※研修委員会担当委員と講師との打合せ会を開催した。また、運営委員会を置いていないため、

上記のほか、必要に応じて、研修委員会担当委員との間でメール審議を行っている。 

 

２）経過概要 

本プログラムについては、運営委員会を廃止したことにより、令和３年度からは研修委員会に

担当委員をおいてプログラムの企画・運営を所管している。 

令和６年度については、前年度までのオンライン開催における実施や参加者アンケートの結果

などを踏まえ、対面開催（集合研修）で２日間の日程で実施することとした。 

実施にあたっては、研修委員会担当委員と講師との打合せ会を開催し、参加者決定・グループ

編成方針やプログラムの運営方法について検討した。また、対面開催とすることにより、事前課題

として設定しているオンデマンド講義の内容を一部更新した。 

令和６年度の参加者募集については、令和６年７月５日に開催案内を加盟大学宛に送付し、募

集を開始した。８月22日に申し込みを締め切ったところ、募集定員（36名）を上回る申込み（33大

学47名）があり、講師、担当委員とも相談の結果、上限の緩和を行い、最終的に32大学40名を受け

入れることを決定した。その後、１名の参加辞退があり、39名で研修を実施した。 

研修後に開催した研修委員会担当委員と講師との打合せにおいて、今年度のプログラムの振り

返りを行うとともに、次年度については、①実施形態としては、事前研修に「オンデマンド講義」

を活用しつつ、研修会は「対面」で実施、②研修日程は、令和７年10月24日～25日の２日間、③開

催場所は東京、④募集定員は、36名（最大42名まで受け入れ）、⑤プログラムについては、１日目

の「講義・演習」の時間を令和６年度から30分延長、「オンデマンド講義」と「本研修」との関係

性を研修会開催前に参加者に案内することとした。また、令和８年度の研修実施に向けて、アンケ

ートの項目に「開催時期」や「曜日」に関する項目を追加することや、今後、研修委員会等におい

て、私大連研修の目的としている「アドミニストレーターの養成」の説明や、「研修体系図」「研

修の関係性」等、研修参加にあたっての導入コンテンツ（例：オンデマンド講義）の作成について

検討することとした。 

 

（３）成果の概要 

 １）創発思考プログラム 

①開催日：令和６年10月18日～19日 

 ②開催形式：集合研修（ＡＰ市ヶ谷） 

③参加者：32大学39名 

 ④プログラム： 

  講義・ワーク「『思い込み』を打ち破り、先が読めない変化の時代を切り拓く力を鍛える」 

講師：北 村 士 朗 氏（インストラクショナル・デザイナー、 

社会構想大学院大学 実務教育研究科 教授） 
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（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

第１回打合せ会：令和６年５月30日（オンライン開催） 

第２回打合せ会：令和６年11月28日（オンライン開催） 

第３回打合せ会：令和７年１月29日（オンライン開催） 

※研修委員会担当委員と講師との打合せ会を開催した。また、運営委員会を置いていないため、

上記のほか、必要に応じて、研修委員会担当委員との間でメール審議を行っている。 

 

２）経過概要 

本プログラムについては、運営委員会を廃止したことにより、令和３年度からは研修委員会に

担当委員をおいてプログラムの企画・運営を所管している。 

令和６年度については、前年度までのオンライン開催における実施や参加者アンケートの結果

などを踏まえ、対面開催（集合研修）で２日間の日程で実施することとした。 

実施にあたっては、研修委員会担当委員と講師との打合せ会を開催し、参加者決定・グループ

編成方針やプログラムの運営方法について検討した。また、対面開催とすることにより、事前課題

として設定しているオンデマンド講義の内容を一部更新した。 

令和６年度の参加者募集については、令和６年７月５日に開催案内を加盟大学宛に送付し、募

集を開始した。８月22日に申し込みを締め切ったところ、募集定員（36名）を上回る申込み（33大

学47名）があり、講師、担当委員とも相談の結果、上限の緩和を行い、最終的に32大学40名を受け

入れることを決定した。その後、１名の参加辞退があり、39名で研修を実施した。 

研修後に開催した研修委員会担当委員と講師との打合せにおいて、今年度のプログラムの振り

返りを行うとともに、次年度については、①実施形態としては、事前研修に「オンデマンド講義」

を活用しつつ、研修会は「対面」で実施、②研修日程は、令和７年10月24日～25日の２日間、③開

催場所は東京、④募集定員は、36名（最大42名まで受け入れ）、⑤プログラムについては、１日目

の「講義・演習」の時間を令和６年度から30分延長、「オンデマンド講義」と「本研修」との関係

性を研修会開催前に参加者に案内することとした。また、令和８年度の研修実施に向けて、アンケ

ートの項目に「開催時期」や「曜日」に関する項目を追加することや、今後、研修委員会等におい

て、私大連研修の目的としている「アドミニストレーターの養成」の説明や、「研修体系図」「研

修の関係性」等、研修参加にあたっての導入コンテンツ（例：オンデマンド講義）の作成について

検討することとした。 

 

（３）成果の概要 

 １）創発思考プログラム 

①開催日：令和６年10月18日～19日 

 ②開催形式：集合研修（ＡＰ市ヶ谷） 

③参加者：32大学39名 

 ④プログラム： 

  講義・ワーク「『思い込み』を打ち破り、先が読めない変化の時代を切り拓く力を鍛える」 

講師：北 村 士 朗 氏（インストラクショナル・デザイナー、 

社会構想大学院大学 実務教育研究科 教授） 
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      藤 本   徹 氏（東京大学大学院情報学環 准教授） 

  【修了証発行】 

   授与条件を満たした参加者39名に修了証を発行した。 

 

４－３－１－３ 新任管理職研修の企画・実施 

 

（１）任務 

管理職（課長もしくは課長に準ずる役職）就任後３年以内の職員を対象に、管理職に必要な部下育

成、メンタルヘルス、組織のマネジメント等に関する基礎的知識･スキルの修得・向上を目的とした

研修を実施する。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

第１回打合せ会：令和６年５月９日（オンライン開催） 

第２回打合せ会：令和６年12月11日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

令和５年度の検討において、事前自己学習・事前課題、募集人数、開催日程等について決定し

ていたことから、令和６年度第１回打合せ会では、募集要項記載事項や運営方法、アンケート項目

等について協議した。その結果、募集対象については、これまで「『課長』職就任後３年以内」と

していたところ、大学によって「課長」職の呼び名が異なることから、「『課長』もしくは『課長

に準ずる役職』就任後３年以内」に記載を改めることとし、講義「組織・人材マネジメント」のコ

ンセプト説明文及びプログラム順序等に一部修正を加えることとした。また、アンケート項目につ

いては、原案から一部加筆修正をし、アンケート回答率を上げられるよう依頼方法を工夫すること

とした。 

令和６年７月１日から令和６年８月22日にかけて参加募集を行い、定員60名を上回る63名の申

込みがあった。会場の収容能力や講師によるグループワーク運営の関係上、当初の予定通り60名の

参加を決定した。その後２名から参加辞退の申し出があり、最終的な参加者は58名となった。 

第２回打合せ会では、今年度の研修の振り返り及び来年度研修の開催に向けた検討を行った。

その結果、令和７年度研修の事前自己学習、当日プログラム、募集人数等ついては、令和６年度と

同様の内容で実施することとした。なお、事前課題図書については、参加者アンケート結果を踏ま

え、現在の指定図書『なぜ危機に気づけなかったのか－組織を救うリーダーの問題発見力－』のほ

かに適した図書がないか、藤村講師に検討を依頼することとした。 

 

（３）成果の概要 

 １）事前自己学習 

   オンデマンド講義「高等教育の動向と私立大学」の視聴 

    講師：松 坂 浩 史 氏（文部科学省大臣官房教育改革特別分析官〔文部科学戦略官〕） 
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 ２）研修 

①開 催 日：令和６年10月11日～12日 

②会  場：九段会館テラス コンファレンス＆バンケット 

③参加者数：43大学58名 

④事前課題：書籍名『なぜ危機に気づけなかったのか－組織を救うリーダーの問題発見力－』 

      著者名 マイケル・Ａ・ロベルト（著）、飯田恒夫（翻訳） 

      出版社 英治出版 

⑤プログラム： 

＜１日目＞ 

講義「組織・人材マネジメント」 

・管理職とは何をする人なのか？─管理職の役割を理解する─ 

・部下を知る方法を考える─どうすれば部下のホンネを引き出せるか─ 

・部下の育て方を考える─「教えない教育」が基本─ 

講師：藤 村 博 之 氏（独立行政法人労働政策研究・研修機構 理事長） 

懇親会 

 立食形式、２部制（前半：１日目グループメンバー、後半：２日目グループメンバー）に

より実施 

＜２日目＞ 

講義「組織・人材マネジメント」 

・部下との関わり方を考える─メンタルヘルスのメカニズムを知る─ 
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３）各グループの全体発表資料 
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４－３－１－４ 経験者採用職員研修の企画・実施 

 

（１）任務 

大学以外から大学に転職した職員を対象に、キャリア転換を決断した契機を振り返り、自らの役割

と期待を内省することを通して、「自らが大学改革の一翼を担う」という意識を自分の言葉で再認識

し、大学改革へ貢献するために必要となる行動変容の実現を目的とした研修を企画、運営する。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 
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第５回打合せ会：令和７年３月７日（オンライン開催） 

※研修委員会担当委員と講師との打合せ会を開催した。また、運営委員会を置いていないため、

上記のほか、必要に応じて、研修委員会担当委員との間でメール審議を行っている。 

 

２）経過概要 

本研修については、令和４年度に研修委員会のもとに設置された「ポストコロナの私大連研修

体系検討小委員会」の検討結果に基づき、大学以外（一般企業等）から大学に転職した職員を対象

に、今年度から新たに実施した研修である。 

実施に向けて研修委員会担当委員と前田講師との打合せ会を開催し、参加者決定・グループ編

成方針、事前課題や事後課題の内容を含む各プログラムの運営方法について検討を行った。 

参加者募集については、４月９日に開催案内を加盟大学宛に送付し、募集を開始した。その後、

５月24日に申し込みを締め切ったところ、募集定員（30名）を上回る申込み（30大学46名）があっ

たため、講師、担当委員とも相談の結果、上限を緩和し、最終的に28大学36名を受け入れることを

決定した。 

研修会後、10月４日に開催した研修委員会担当委員による打合せ会では、今年度の研修会の振

り返りを行い、一定の研修成果をあげることができたことを確認したうえで、次年度のプログラム

実施にあたり、開催日程や開催場所、講師の選定や各プログラムの課題、改善点について検討を行

った。講師については、令和６年度と同じ前田講師に依頼することとした。 

２月20日と３月７日に研修委員会担当委員と前田講師との打合せ会を開催し、令和６年度経験

者採用職員研修の振り返りを踏まえ、令和７年度経験者採用職員研修の実施について協議した。そ

の結果、①開催日程は令和７年８月６日の１日、②開催場所はセミナーハウス クロス・ウェーブ

梅田（大阪府大阪市）、③募集定員は30名（最大36名まで受け入れ）、④プログラムの開始時刻を

10時に変更（令和６年度は11時）、⑤令和６年度の事前課題の「オンデマンド講義」として設定し

ていた４本の講義を全て視聴必須講義とする（令和６年度は１本のみ視聴必須、その他３本は視聴

推奨講義）、⑥「オンデマンド講義」の視聴は、参加者個々人にIDを付与し、運営側で視聴の有無

を確認、⑦事後レポートの内容や様式（執筆分量）は、次年度以降、引き続き検討することとした。 

 

（３）成果の概要 

①開 催 日：令和６年７月26日 

②開催形式：集合研修（ＡＰ市ヶ谷） 

③参加者数：28大学36名 

 ④プログラム： 

  講義・グループワーク「内省から導く自律的キャリアデザイン」 

   ・チェックイン 

   ・“大学職員”にとってのキャリアデザイン 

   ・「内省」から未来へ－経験をほどいて・むすぶ 

   ・職員としてのこれから－未来に“むすぶ” 

   ・チェックアウト 

講師：前 田 真 志 氏 

（立命館アジア太平洋大学事務局次長、アドミッションズ・オフィス課長） 
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４－３－１－５ オンデマンド研修の配信とコンテンツ開発 

 

（１）任務 

平成25年度より本格実施している「オンデマンド研修」は、大学職員としての知識修得をより一層

高めることを目的として、令和３年度にコンテンツを大幅に充実させ、令和４年度より従来の「初級

コース」に、新たに中堅職員向けの「中級コース」を設けている。加盟校において職員研修向けに一

定のニーズがあることから、今年度もWebによるオンデマンド方式により配信を継続し、受講者に提

供を行う。また、オンデマンド研修検討小委員会では、必要に応じて新規コンテンツの企画・制作を

行うとともに、既存のコンテンツの更新についても、適宜検討を行う。 

 

（２）事業の経過 

開催時期、開催回数、場所 

【オンデマンド研修検討小委員会】 

第１回：令和６年７月18日（アルカディア市ヶ谷） 

※上記のほか、必要に応じて、研修委員会専門委員との間でメール審議、メール承認を行って

いる。 

 

（３）経過概要 

令和２年度に行った研修体系の見直し結果に基づき、令和３年度において従来の「オンデマン

ド研修（大学職員基礎コース）」のコンテンツをベースに若手職員向け「初級コース」として再構

築を行った。令和４年度には新たに中堅職員向けのコンテンツを制作し「中級コース」を設けて、

視聴用のweb画面のリニューアルも行い、「初級コース」「中級コース」の区分も明確にし、配信

を行っている。令和７年３月末日時点で、「初級コース」23本（総視聴時間：約37時間08分）、

「中級コース」12本（総視聴時間：約17時間45分）の配信を行っている。 

第１回研修委員会オンデマンド研修検討小委員会において、コンテンツの見直しを行ったとこ

ろ、「初級コース」1B101「私立大学の基本法令」ならびに「中級コース」１C202「高等教育の動

向と私立大学」は、制作してから年月が経過しており、最新の政策や動向が反映されていないこと

から改修を行うこととした。また新規で、「著作権の基礎知識を学ぶ（仮題）」をテーマにコンテ

ンツを制作することとし、令和７年度配信予定で講師と調整を行っている。 

「中級コース」１C202「高等教育の動向と私立大学」については、文部科学省大臣官房教育改

革特別分析官（文部科学戦略官）松坂浩史氏に講師を依頼し、８月22日にスタジオ収録を行い、９

月５日より最新版の配信を行っている。 

また、「初級コース」4C101「創発思考プログラム（入門編）」についても、一部見直しが行わ

れ、北村士朗氏（インストラクショナルデザイナー・社会構想大学院大学実務教育研究科教授）、

藤本 徹氏 東京大学大学院情報学環 准教授）により、step６・step７の更新版が制作され、９月

19日より配信している。 

令和６年度の受講申込みについては、令和６年２月29日に開催案内を加盟大学宛てに送付し募

集を開始し、年３回（令和６年３月19日、４月16日、５月21日）の締切日を設けるとともに、申込

み締切日以降も随時受付を行った。令和７年３月末日の受講者数は、65大学1,082名である。令和

５年度の受講者数は、86大学1,105名であったことから、昨年度と比較して受講者数はほぼ同じで
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築を行った。令和４年度には新たに中堅職員向けのコンテンツを制作し「中級コース」を設けて、

視聴用のweb画面のリニューアルも行い、「初級コース」「中級コース」の区分も明確にし、配信
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ろ、「初級コース」1B101「私立大学の基本法令」ならびに「中級コース」１C202「高等教育の動

向と私立大学」は、制作してから年月が経過しており、最新の政策や動向が反映されていないこと

から改修を行うこととした。また新規で、「著作権の基礎知識を学ぶ（仮題）」をテーマにコンテ

ンツを制作することとし、令和７年度配信予定で講師と調整を行っている。 

「中級コース」１C202「高等教育の動向と私立大学」については、文部科学省大臣官房教育改

革特別分析官（文部科学戦略官）松坂浩史氏に講師を依頼し、８月22日にスタジオ収録を行い、９

月５日より最新版の配信を行っている。 

また、「初級コース」4C101「創発思考プログラム（入門編）」についても、一部見直しが行わ

れ、北村士朗氏（インストラクショナルデザイナー・社会構想大学院大学実務教育研究科教授）、

藤本 徹氏 東京大学大学院情報学環 准教授）により、step６・step７の更新版が制作され、９月

19日より配信している。 

令和６年度の受講申込みについては、令和６年２月29日に開催案内を加盟大学宛てに送付し募

集を開始し、年３回（令和６年３月19日、４月16日、５月21日）の締切日を設けるとともに、申込

み締切日以降も随時受付を行った。令和７年３月末日の受講者数は、65大学1,082名である。令和

５年度の受講者数は、86大学1,105名であったことから、昨年度と比較して受講者数はほぼ同じで
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あるが、大学数としては21大学減っている。 

対面研修の実施の増加に伴いオンデマンド研修は減少傾向にある中で、私大連のオンデマンド

研修の特徴や効果的な受講方法等を案内するため、受講者と人事等担当者宛てに私大連事務局より

「NEWS  LETTER」を定期的に配信し、Vol.01（６月６日配信）Vol.02（８月１日配信）Vol.03（10

月１日配信）Vol.04（11月29日配信）Vol.05（２月28日配信）の全５回の配信を行った。 

なお、オンデマンド研修については、平成25年度の正式配信開始以来、受講料、手数料等は無

料としてきたが、受講登録者の受講状況を調べたところ、受講登録だけ行って、１年間アクセスも

視聴もされない方が少なくないことがわかった。このため、令和５年度より「ID発行手数料」とし

て受講者１名につき年間1,000円を徴収している。 

また、受講のための個人IDとパスワードの発行並びに視聴環境等に関する問合せ対応は、(株)

早稲田大学アカデミックソリューションに業務を委託し、事務局の業務負担を軽減している。 

小委員会では、受講者の研修に対する満足度やニーズを把握するため、令和７年度より受講後

アンケートの実施を企画する等、オンデマンド研修の充実に向け検討を行っている。 

 

（４）成果の概要 

令和６年度オンデマンド研修コンテンツ 

カテゴリー 分野 初級コース 中級コース 

１．日本の私

立大学と関連

機関・制度等 

Ａ．歴史 

1A101 

大学の歴史・私学の歴史 

沖 清豪 氏 

（早稲田大学文学学術院教授） 

【平成24年度制作】 

 

Ｂ．法律 

1B101 

私立大学の基本法令 

松坂 浩史 氏（文部科学省） 

【平成24年度制作】 

【平成27年度追補版配信】 

1B201 

大学における法的問題への対応 

 ～知識と対応の基本～ 

西澤 宗英 氏 

（青山学院大学法学部教授） 

【平成25年度制作】 

Ｃ．政策 

1C101 

文部科学省と私立大学 

加賀 俊策 氏 

（文化庁政策課企画係長） 

【令和３年度制作】 

1C202 

高等教育の動向と私立大学 

松坂 浩史 氏 

（文部科学省大臣官房教育改革特

別分析官（文部科学戦略官）） 

【令和６年度制作】 

Ｄ．制度 

1D101 

認証評価制度の基礎知識 

工藤 潤 氏 

（大学基準協会事務局長） 

【平成25年度制作】 

 

1D102 

設置認可届け出制度の基礎知識 

第１章：渡邉 英司 氏 

（上智大学総務局経営企画グループ

主幹） 

第２章：山本 幸一 氏 

（明治大学研究知財事務室副参事） 

第３章：岡田 雄介 氏 

（龍谷大学入試部事務部長） 
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第４章：中島  剛 氏 

（帝塚山大学教学支援課長） 

【令和４年度制作】 

１．日本の私

立大学と関連

機関・制度等 

Ｚ．その他 

1Z101 

私学事業団について 

佐藤 直也 氏 

（日本私立学校振興・共済事業団） 

【平成25年度制作】 

 

２．大学にお

ける業務運営 

Ａ．教務 

2A101 

大学教務の基礎知識 

根本 進 氏 

（早稲田大学教務部） 

【令和４年度制作】 

 

Ｂ．学生支援 

2B101 

学生支援の今とこれから 

田中 三恵子 氏 

（実践女子大学・実践女子短期大

学部学生総合支援センターキャ

リア・学生支援課 担当部長） 

【監修】 

伊藤 文男 氏 

（追手門学院大学教授・教務部長） 

【令和３年度制作】 

 

Ｃ．入試広報 

2C101 

これからの入試部門担当者に求め

られること 

加藤 建二 氏 

（学校法人東洋大学理事・入試部長） 

【令和３年度制作】 

2C201 

大学広報とブランディング 

長野 香 氏 

（学校法人立教学院広報室長・ 

立教大学広報課長） 

【令和３年度制作】 

Ｄ．社会（地

域）連携 

2D101 
社会（地域）との連携 
【監修】 京都産業大学 社会連携
センター 
第１章：福井 唯嗣 氏 
（経済学部教授） 
第２章：寺崎 友芳 氏 
（経済学部教授） 
第３章：滋野 浩毅 氏 
（現代社会学部教授） 
第４章：木原 麻子 氏 
（現代社会学部准教授） 
第５章：福井 唯嗣 氏 
（経済学部教授） 
【令和４年度制作】 

 

Ｅ．研究支援 

2E101 

研究支援の基礎知識 

小澤 芳明 氏 

（明治大学職員 参事） 

【令和４年度制作】 

2E201 

産官学連携の基礎知識 

野口 義文 氏 

（立命館大学研究部事務部長・ 

産学官連携戦略本部副本部長） 

【令和３年度制作】 

Ｆ．財務・経

理 

2F101 

私立大学の財政と私学助成 

松本 雄一郎 氏 

（学校法人中央大学常任理事・ 

株式会社エデュース代表取締役） 

2F201 

学校法人会計基準の基礎知識 

渡邊 徹 氏 

（日本大学松戸歯学部経理長） 

【改正学校法人会計基準対応版】 

-130-



 

130 

 

第４章：中島  剛 氏 

（帝塚山大学教学支援課長） 

【令和４年度制作】 

１．日本の私

立大学と関連

機関・制度等 

Ｚ．その他 

1Z101 

私学事業団について 

佐藤 直也 氏 

（日本私立学校振興・共済事業団） 

【平成25年度制作】 

 

２．大学にお

ける業務運営 

Ａ．教務 

2A101 

大学教務の基礎知識 

根本 進 氏 

（早稲田大学教務部） 

【令和４年度制作】 

 

Ｂ．学生支援 

2B101 

学生支援の今とこれから 

田中 三恵子 氏 

（実践女子大学・実践女子短期大

学部学生総合支援センターキャ

リア・学生支援課 担当部長） 

【監修】 

伊藤 文男 氏 

（追手門学院大学教授・教務部長） 

【令和３年度制作】 

 

Ｃ．入試広報 

2C101 

これからの入試部門担当者に求め

られること 

加藤 建二 氏 

（学校法人東洋大学理事・入試部長） 

【令和３年度制作】 

2C201 

大学広報とブランディング 

長野 香 氏 

（学校法人立教学院広報室長・ 

立教大学広報課長） 

【令和３年度制作】 

Ｄ．社会（地

域）連携 

2D101 
社会（地域）との連携 
【監修】 京都産業大学 社会連携
センター 
第１章：福井 唯嗣 氏 
（経済学部教授） 
第２章：寺崎 友芳 氏 
（経済学部教授） 
第３章：滋野 浩毅 氏 
（現代社会学部教授） 
第４章：木原 麻子 氏 
（現代社会学部准教授） 
第５章：福井 唯嗣 氏 
（経済学部教授） 
【令和４年度制作】 

 

Ｅ．研究支援 

2E101 

研究支援の基礎知識 

小澤 芳明 氏 

（明治大学職員 参事） 

【令和４年度制作】 

2E201 

産官学連携の基礎知識 

野口 義文 氏 

（立命館大学研究部事務部長・ 

産学官連携戦略本部副本部長） 

【令和３年度制作】 

Ｆ．財務・経

理 

2F101 

私立大学の財政と私学助成 

松本 雄一郎 氏 

（学校法人中央大学常任理事・ 

株式会社エデュース代表取締役） 

2F201 

学校法人会計基準の基礎知識 

渡邊 徹 氏 

（日本大学松戸歯学部経理長） 

【改正学校法人会計基準対応版】 

 

131 

 

【令和４年度制作】 【平成27年度改訂版制作】 

２．大学にお
ける業務運営 

Ｇ．質の保証 

2G101 

【PDCAｻｲｸﾙ修得ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運営委員会

提供】 

ＰＤＣＡサイクルと大学における

改革・改善のマネジメント 

山本 幸一 氏 

（明治大学教学企画事務室副参事） 

【令和３年度制作】 

2G201 

【PDCAｻｲｸﾙ修得ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運営委員会

提供】 

ＩＲ（Institutional Research） 

継続的改善（Institutional 

Effectiveness） 

山本 幸一 氏 

（明治大学教学企画事務室副参事） 

【令和３年度制作】 

2G102 
FD・SDの基礎知識 
竹中 喜一 氏 
（愛媛大学教育・学生支援機構 
教育企画室講師） 

【令和３年度制作】 

2G202 

教学マネジメントの基礎知識 

沖 裕貴 氏 

（立命館大学 教育開発推進機構

教授、教育・学修支援センター副

センター長） 

【令和４年度制作】 

Ｈ．国際連携 

2H101 
【提供】 
私大連国際連携委員会 
大学における国際交流業務（基
礎） 
第１章：佐伯 孝夫 氏 
（拓殖大学国際部長） 
第２章：山田 英貴 氏 
（早稲田大学国際部国際課課長）  
第３章：岡  宏美 氏 
（慶應義塾大学学生部国際交流支
援グループ課長）   
第４章：木村 優里 氏 
（同志社大学国際連携推進機構国
際センター留学生課長）   
第５章：岡  宏美 氏 
（慶應義塾大学学生部国際交流支
援グループ課長）   
第６章：佐伯 孝夫 氏 
（拓殖大学国際部長 ） 
第７章：佐藤 和美 氏 
（上智大学学術情報局研究推進セ
ンター事務長兼学事局グローバル
教育推進室長補佐）  
【令和４年度制作】 

 

Ｚ．共通・そ
の他 

2Z101 
大学の窓口対応 
松井 明子 氏 
（元立教大学職員） 
【平成29年度制作】 

 

３．自己啓発 
・人材育成 

Ａ．マインド
セット 

3A101 
中途入職者の心得～アドミニスト
レーターを目指すための第一歩～ 
須田 誠一 氏 
（上智大学職員） 
【令和３年度制作】 

3A201 

教職協働を考える 

吉川 倫子 氏 

（学校法人芝浦工業大学職員） 

【令和３年度制作】 

Ｂ．マネジメ
ント 

3B101 
セルフマネジメント１（ＰＤＣＡ
サイクル、タイムマネジメント） 
株式会社エデュース／株式会社 

3B201 

マネジメント基礎１ 

（組織マネジメント） 

高岡 淳 氏 
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エデュースキャリアデザイン 
【令和３年度制作】 

(学校法人関西大学法人本部長） 

【令和４年度制作】 

3B102 
セルフマネジメント２（ストレス
マネジメント、モチベーション 
マネジメント） 
株式会社エデュース／株式会社 
エデュースキャリアデザイン 
【令和３年度制作】 

3B202 

マネジメント基礎２ 

（人材マネジメント） 

野地 整 氏 

（早稲田大学職員） 

【令和３年度制作】  

４．その他 

Ａ．会議運営 

4A101 
会議ファシリテーション入門 
西野 毅朗 氏 
（京都橘大学） 
【令和３年度制作】 

4A201 

オンライン・ファシリテーション入門 

西野 毅朗 氏 

（京都橘大学） 

【令和３年度制作】 

Ｂ．調査・統
計 

4B101 
アンケートの作り方 
向後 千春 氏 
（早稲田大学人間科学学術院教授） 
【平成25年度制作】 

4B201 

－職場ですぐに使える－統計実践

（記述統計と仮説検定）【仮題】 

（早稲田大学アカデミックソリュ

ーション） 

【令和５年度制作】 

Ｃ．思考・創
発 

4C101 
【創発思考プログラム提供】 
創発思考プログラム（入門編） 
北村 士朗 氏 
（インストラクショナルデザイナ
ー・社会構想大学院大学実務教育
研究科教授） 
藤本 徹 氏 
（東京大学大学院情報学環准教授） 
【令和４年度制作・令和６年度追
補】 

 

Ｄ．課題発見 

4D101 

課題発見と解決の方法 

藤村 博之 氏 

（法政大学大学院イノベーショ

ン・マネジメント研究科教授） 

【令和４年度制作】 

 

（注記１）薄い網かけのコンテンツは令和６年度に新規で制作・改修したもの。 

（注記２）講師の所属・役職はコンテンツ制作時のもの。 

 

４－３－２ 研修委員会 アドミニストレーター研修運営委員会 

 

４－３－２－１ アドミニストレーター研修の企画・実施 

 

（１）任務 

アドミニストレーターに必要な理論・知識の修得を目的として、政策構想・実践力、組織運営力の

向上に特化した研修を企画、運営する。 
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（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年４月18日（オンライン開催） 

第２回：令和６年８月９日（南山大学） 

第３回：令和７年３月21日（関西大学） 

※上記のほか、研修会開催時にも、オンラインで運営委員会を開催 

 

 ２）経過概要 

アドミニストレーター研修運営委員会では、コロナ禍を経験し、オンライン研修による一定程

度の研修成果の確認ができたこと、また昨年度女性の参加者が少なかったことも踏まえて、令和６

年度も全６回の研修プログラムのうち、最初の第１回研修と、最後の第６回研修を対面による集合

研修とし、第２回～第５回は、オンラインによる実施とした。これにより全６回延べ８日間の実施

としている。 

令和６年度の参加者募集については、２月29日に開催案内を加盟大学宛てに送付し募集を開始

した。その結果、29大学34名からの申込みがあり、募集定員36名を下回った。第１回運営委員会に

おいて検討した結果、募集定員内ではあるが、主にグループ運営上の理由から、参加要件からはず

れる方を除いた27大学30名（５名×６グループ）の参加を決定した。 

運営委員会では、プログラム構成の検討を行い、事前学習（オンデマンド講義の視聴等も含

む）、実績豊富な講師陣による講義、グループワーク、事後学習（グループワークレポートの作

成）を併用することで、研修成果の向上に繋がるよう構成を行った。なお、第５回研修における都

丸孝之氏（法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授）による講義については、

昨年度、研修委員会からの指摘を受け、「大学の組織・人材マネジメント」から「大学の組織と職

員に求められるコンピテンシー」とタイトルを変更し、より講義内容に近いものにした。 

第２回～第５回の研修では、大学経営を実践するプロフェッショナルとして必要な三つの分野

（マーケティング、財務、組織・人材マネジメント）を中心に、「講義」では、その分野における

知識を修得し、「グループワーク」では、ケース教材における仮想大学の課題を分析し、戦略立案

を疑似体験することを通じて、大学改革の総合戦略（大学の戦略・企画）を策定する思考トレーニ

ングを行った。 

なお、アドミニストレーター研修では「研修のしおり」を作成し、研修の全体像を参加者へ具

体的に示すことにより、所属大学における業務と並行して長期にわたる研修を計画的に進められる

よう取り組んでいる。また、前年度に引き続き、LMS（manaba）を使用し、講師からのレジュメデ

ータの提供、参加者が作成したレポートの一括管理、研修に関する情報の一元化等を行っている。

また、LMS（manaba）において、オリジナルグループと財務グループともに、全グループ個別の部

屋（コース）を設定したことで、運営委員と参加者、参加者間の情報交換や人的交流の場としても

活用され、積極的なコミュニケーションが図られている。 

なお、研修で使用しているケース教材については、時代背景に即した内容とすべく西崎委員長

を中心に財務ケースの改訂を行った。 

 

（３）成果の概要 

１）第１回研修 
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①開 催 日：令和６年５月25日～26日 

②会  場：セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田（大阪府大阪市） 

③参加者数：27大学30名 

④講義１「グループワーク向上研修」 

湯 本 安岐予 氏（株式会社マネジメントサービスセンター講師） 

講義２「高等教育情勢に関するトピックス深堀り」 

松 坂 浩 史 氏（文部科学省大臣官房文部科学戦略官） 

 

２）第２回研修 

①開 催 日：令和６年６月29日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：27大学30名 

④講義３「大学のマーケティング｣ 

田 中 正 郎 氏（青山学院大学名誉教授） 

 

３）第３回研修 

①開 催 日：令和６年８月３日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：26大学29名 

④講義４「大学におけるリスクマネジメント」 

宗 像   雄 氏（弁護士 関谷・宗像法律事務所） 

講義５「大学の財務（基礎編）」 

梶 間 栄 一 氏（公認会計士 梶間公認会計士事務所代表） 

 

４）第４回研修 

①開 催 日：令和６年９月21日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：27大学30名 

④講義６「大学の財務（実践編）」 

渡 邊   徹 氏（NPO法人学校経理研究会理事・学校法人東京家政学院監事） 

 

５）第５回研修 

①開 催 日：令和６年10月19日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：27大学30名 

④講義７「大学の組織と職員に求められるコンピテンシー」 

都 丸 孝 之 氏（法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授） 

 

６）第６回研修 

①開 催 日：令和６年12月７日～８日 
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①開 催 日：令和６年５月25日～26日 

②会  場：セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田（大阪府大阪市） 

③参加者数：27大学30名 

④講義１「グループワーク向上研修」 

湯 本 安岐予 氏（株式会社マネジメントサービスセンター講師） 

講義２「高等教育情勢に関するトピックス深堀り」 

松 坂 浩 史 氏（文部科学省大臣官房文部科学戦略官） 

 

２）第２回研修 

①開 催 日：令和６年６月29日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：27大学30名 

④講義３「大学のマーケティング｣ 

田 中 正 郎 氏（青山学院大学名誉教授） 

 

３）第３回研修 

①開 催 日：令和６年８月３日 
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宗 像   雄 氏（弁護士 関谷・宗像法律事務所） 

講義５「大学の財務（基礎編）」 

梶 間 栄 一 氏（公認会計士 梶間公認会計士事務所代表） 

 

４）第４回研修 

①開 催 日：令和６年９月21日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：27大学30名 

④講義６「大学の財務（実践編）」 

渡 邊   徹 氏（NPO法人学校経理研究会理事・学校法人東京家政学院監事） 

 

５）第５回研修 

①開 催 日：令和６年10月19日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：27大学30名 

④講義７「大学の組織と職員に求められるコンピテンシー」 

都 丸 孝 之 氏（法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授） 

 

６）第６回研修 

①開 催 日：令和６年12月７日～８日 
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②会  場：セミナーハウス クロス・ウェーブ幕張（千葉県千葉市） 

③参加者数：27大学30名 

④グループワーク最終発表 

 

【グループワーク最終発表】 

  第１回～第５回の研修において、参加者は、４点のケース教材（「享和大学資料（本研修で使用

する仮想大学に関する内容）」「マーケティング」「財務」「組織・人材マネジメント」）に基づ

き、享和大学の課題等についてグループワークを行った。第６回研修では、グループワーク最終発

表を行い、享和大学に関する改善提案を策定し、成果の報告・共有を行った。最優秀グループには、

Ｅグループ「享和大学改革プラン－KYOWA University Reform Plan－」（河内明子委員担当）が選

ばれ、各メンバー所属大学の人事担当部署を通じて賞状を授与した。 

【最終（個人）レポート】 

参加者は、研修（全期間）終了後、所属大学への改善提案を策定し、レポートとしてまとめた。

第３回アドミニストレーター研修運営委員会において最優秀レポートの選出が行われ、西村靖雄氏

（愛知大学豊橋総務課係長）のレポート「テーマ：進級論文制度及び事務職員新人事制度の導入に

ついて－大学淘汰時代に備えて－」が採択され、所属大学の人事担当部署を通じて賞状を授与した。 

【修了証発行】 

  要件を満たした28名に修了証を授与 

【報告書発行】 

  『令和６年度アドミニストレーター研修報告書』（令和７年３月） 

 

４－３－３ 研修委員会 業務創造研修運営委員会 

 

４－３－３－１ 業務創造研修の企画・実施 

 

（１）任務 

より広い視野で業務をとらえ直し、その創造・開発・領域拡大を進め、新たな価値を創造していく

実践的力量を養うために、発想法・知識・スキルと政策形成力・業務推進力を身につけることを目的

とした研修を企画し、運営する。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年４月19日（オンライン開催） 

第２回：令和６年７月30日（東洋大学） 

第３回：令和６年10月２日（オンライン開催） 

第４回：令和６年12月２日（オンライン開催） 

第５回：令和７年３月14日（京都産業大学） 

 

２）経過概要 

本研修は参加者自らが設定したテーマについて調査・研究に取り組み、その成果を「企画提案
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書」並びに「研究レポート」としてまとめ、学内での企画提案における説得性のある表現を体得す

るプロセスに即したプログラムの組み立てを意図している。またその活動を支援するために、多様

な視点や経験を有する参加者同士の交流による「学びと気づき」の体験を多く得られるよう、「ゼ

ミナール」での議論を重視した構成になっている。 

前年度の運営委員の経験や気づき、参加者アンケートの結果などを踏まえ、コロナ禍を経て再

検討したプログラムとして、令和６年度も集合研修をメインにオンライン研修の利点も活かしつつ、

それぞれ交互とする日程で全６回開催することとした。研修目的の達成に向け、十分なゼミナール

時間の確保を行うとともに、集合研修による対面ならではの人的交流の場（懇親会等）を設定した。 

また運営面では、他研修同様、LMS（manaba）の利用により、資料掲載、参加者による課題提出

の一括管理、研修アンケート等、研修に関する情報の一元化を行うとともに、各ゼミナールの交流

の場としても活用できるよう、研修の効率的な運営と研修効果の促進を図っている。令和４年度以

前のコロナ禍期間は、集合研修を行えず、ほぼオンライン研修での開催であったが、令和５年度以

降、対面の機会を増やすべく、全６回の日程を再構築し、プログラムの流れ及びゼミナール等での

交流を個々の研究活動に活かせるよう運営委員会で検討し、スケジュール調整を行った。 

募集定員は、前年度60名としていたが、子育てなどの家庭の事情で１泊２日の集合研修及び複

数回研修への参加が難しい世代であることも一因として、予想よりも応募者数が伸びず、参加決定

者が40名となったため、過去数年の応募者数の推移と、ゼミナール（グループ）運営の観点から、

令和６年度は40名の募集とすることとした。 

第１回運営委員会では、参加者決定を行うとともに、研修の「しおり」掲載事項（タイムスケ

ジュール等）、グループ編成方針（ゼミナール、「研究テーマ発表会」（第３回）、「企画提案発

表会」（第５回））を確定した。第２回から第４回運営委員会では、運営委員会で示された検討事

項を整理し、研修資料へ反映するなど、実施した各回研修を振り返るとともに、次回研修のプログ

ラム運営について確認し、全体の様子やゼミナールの進捗状況も考慮しつつ、より良い運営に向け

て都度協議・調整を行った。 

第５回運営委員会では、最終課題の一つである「研究レポート」に対するコメントシートの内

容を確認のうえ、最終確定した。また、令和７年度以降の研修実施に向けた改善点についても意見

交換をし、出された改善点については引き続き検討をしていくこととした。 

 

（３）成果の概要 

１）第１回研修 

①開 催 日：令和６年５月20日～21日 

②開催形式：集合研修（セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田） 

③参加者数：37大学40名 

④プログラム： 

基調講演「大学における新しい業務展開や大学職員のあり方について」 

髙 橋 裕 子 氏（津田塾大学学長） 

講義「プロジェクト・マネジメントに関する講義①②」 

牧 野 光 昭 氏（一般社団法人日本能率協会） 

ゼミナール①② 

懇親会 
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②開催形式：集合研修（セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田） 
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牧 野 光 昭 氏（一般社団法人日本能率協会） 

ゼミナール①② 

懇親会 
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２）第２回研修 

①開 催 日：令和６年５月24日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：37大学40名 

④プログラム： 

講演「調査・データの収集方法に関する講義」 

菊 池 健 司 氏（株式会社日本能率協会総合研究所） 

ゼミナール③④ 

 

３）第３回研修 

①開 催 日：令和６年６月24日～25日 

②開催形式：集合研修（セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋） 

③参加者数：36大学39名 

④プログラム： 

研究テーマ発表会 

研究テーマ発表会振り返り 

OB・OG体験談講演『「自宅外生の学業・学生生活サポート体制構築」 

～結果とその後の展開～』 

 中 村 良 輝 氏（中央大学 学事部企画課 副課長） 

業務創造ﾚｸﾁｬｰ「あなたが実現する業務改革と価値創造」 

喜久里   要 氏（早稲田大学 リサーチイノベーションセンター調査役 

（起業支援担当）） 

    シャッフルゼミナール 

    ゼミナール⑤ 

 

４）第４回研修 

①開 催 日：令和６年７月１日（月） 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：36大学39名 

④プログラム： 

  講演「高等教育政策の動向」 

     髙 見 英 樹 氏（文部科学省高等教育局企画官、高等教育企画課高等教育政策室長） 

ゼミナール⑥⑦ 

 

５）第５回研修 

①開 催 日：令和６年10月24日（木）～25日（金） 

②開催形式：集合研修（アルカディア市ヶ谷） 

③参加者数：34大学37名 

④プログラム： 

企画提案発表会 
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企画提案発表会振り返り 

ゼミナール⑧⑨ 

懇親会 

 

６）第６回研修 

①開 催 日：令和６年10月30日（水） 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：34大学37名 

④プログラム： 

  ゼミナール⑩⑪ 

 

【最終課題、コメントシート】 

参加者の提出最終課題（研究レポート、企画提案書）に対する運営委員会からのコメントシートを

参加者及び学内人事担当者に送付 

 

【修了証】 

 発行要件を満たした参加者（35名）に修了証を発行 

 

【報告書】 

『令和６年度業務創造研修報告書』（令和７年３月） 

 

４－３－４ 研修委員会 キャリア・ディベロップメント研修運営委員会 

 

４－３－４－１ キャリア・ディベロップメント研修の企画・実施 

 

（１）任務 

大学経営に関わる幅広い知識を備え大学経営を実施するプロとしてのアドミニストレーター像を考

え、私立大学専任職員としての意識づけを目的とした研修を企画し、運営する。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

新委員レクチャー：令和６年４月22日（オンライン開催） 

第１回：令和６年４月22日（オンライン開催） 

第２回：令和６年５月22日（アルカディア市ヶ谷＜ハイブリッド開催＞） 

第３回：令和６年６月17日（セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田） 

第４回：令和６年７月22日（オンライン開催） 

第５回：令和６年８月26日（都市センターホテル） 

第６回：令和６年10月４日（オンライン開催） 

第７回：令和６年10月28日（オンライン開催） 

  第８回：令和６年11月18日（オークラアクトシティホテル浜松） 
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第４回：令和６年７月22日（オンライン開催） 

第５回：令和６年８月26日（都市センターホテル） 

第６回：令和６年10月４日（オンライン開催） 

第７回：令和６年10月28日（オンライン開催） 

  第８回：令和６年11月18日（オークラアクトシティホテル浜松） 
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  第９回：令和６年12月19日（松山大学文京キャンパス） 

  第10回：令和７年１月23日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

昨年度は、コロナ禍におけるオンライン中心の研修から脱し、宿泊を伴う集合研修とオンライ

ン研修をそれぞれ３回ずつ実施した。プログラムについては、コロナ禍では実施を取りやめていた

「ディベート」を復活させ、「共同研究」との二枚看板の構成に戻した。 

今年度研修は59名の申し込みがあり、運営委員会において検討の結果、全員の受け入れを決定

した。なお、令和６年10月時点で２名が途中での参加辞退となった。 

昨年度のプログラムでは、共同研究に直結する内容である講義「課題設定・討議法実習」を６

月の第２回研修で終えてから、８月の第４回研修で本格的に共同研究プログラムが開始するまでデ

ィベートプログラムに集中してしまうため、講義の内容を十分に活かせなかったという意見があっ

た。また、昨年度は第１回研修をオンラインで行ったが、初回の顔合わせこそ対面で行うべきとの

意見も目立った。そのため、今年度は第１回研修を２泊３日の集合研修とするとともにプログラム

の順序を見直し、ディベート準備の対面グループワークを終日設けるなど、参加者の交流時間の増

加を図るとともにディベートに集中できる工夫を行った。その上で、第３回研修のディベートプロ

グラム終了後に講義「課題設定・討議法実習」を実施し、その翌日に終日の共同研究準備のグルー

プワークを設けることで、学んだ手法をすぐに実践できるようにした。 

ディベートプログラムについても、初の試みとなるオンライン練習試合を取り入れたほか、対

面での練習試合には同日に行うディベート実践のジャッジが同席することで、実践への最終調整に

向けたアドバイスを得られるようにした。その結果、事後のアンケート結果からもプログラムに対

する総合的な満足度の向上が見られた。実践の回数について、昨年度は終日で４試合行ったところ、

大変すぎるという意見が多く上がったことも踏まえ、今年度は午前に対面練習試合１試合、午後に

実践２試合と回数を減らしたところ、参加者からの否定的なコメントはなく、ディベートの質の低

下も見られなかった。 

第３回研修終了後、共同研究への準備過程であるオンライングループワークについては、昨年

度は終日オンラインの研修会を１回設けていたが、集中力維持が大変であるという意見が多かった

ため、今年度は半日ずつの２回の研修に分割して実施したところ、限られた時間で行うべきことを

整理する訓練にもなり、メリハリがついたという肯定的な意見が多かった。他方、第６回研修の日

程については、共同研究全体発表会時の休憩時間が少ないことへの指摘や、グループでの振り返り

時間が多く冗長に感じたというコメントが一定数見られた。 

これらを踏まえ、全研修会終了後に運営委員及び事務局で次年度の研修について検討した。上

述の通り令和６年度研修のプログラム内容は参加者からも高い評価を得たため、第６回研修を除い

てプログラム順序・内容等に大きな変更は加えず、既存の内容をベースにマイナーチェンジを図る

こととした。具体的には、第２回、第３回研修でのディベート練習試合、実践のいずれもより多く

の時間を確保するとともに、対戦グループ間の相互フィードバックの機会を設けることとした。ま

た、自グループ以外の参加者や運営委員との交流機会の増加を求める声もあったことから、全員で

夕食をとる機会のある研修回にて、運営委員が他グループに同席するなどの工夫を図ることとして

いる。第６回研修については、初日の共同研究全体発表会のスケジュールを見直し、休憩時間をよ

り多く確保するとともに、発表会後の振り返り時間を短縮するほか、最優秀グループ発表と委員長
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講評を翌日に実施することを決定している。 

 

（３）成果の概要 

１）第１回研修 

①開 催 日：令和６年６月17日～19日 

②開催形式：集合開催 

③会  場：セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田（大阪府大阪市） 

④参加者数：44大学58名 

⑤事前課題： 

・事前課題動画 

「高等教育政策－高等教育情勢に関するトピックス深掘り－」(第１回ＡＤ研修時録画) 

講師：松 坂 浩 史 氏（文部科学省 文部科学戦略官） 

・所属大学概要及び改革状況 

【参考】「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」（中教審答申） 

     高等教育にかかる情報リンク集 

⑥プログラム： 

・グループワーク「グループ内オリエンテーション」 

・講義「ファシリテーションの基本」 

牧 野 光 昭 氏（一般社団法人日本能率協会） 

・講義「ディベートガイダンス」 

 久 島   玲 氏（ＮＰＯ法人全日本ディベート連盟） 

・グループワーク「ディベート準備」 

 

２）第２回研修 

①開 催 日：令和６年７月22日 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：43大学57名 

④プログラム： 

・グループワーク「ディベート準備・練習試合①」 

 

３）第３回研修 

①開 催 日：令和６年８月26日～28日 

②開催形式：集合開催 

③会  場：都市センターホテル（東京都千代田区） 

④参加者数：43大学57名 

⑤プログラム： 

・グループワーク「ディベート準備・練習試合②」 

・ディベート実践 ２試合（全グループが肯定側、否定側１回ずつ経験） 

・ディベートふりかえり 

・講義「共同研究ガイダンス」 
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③会  場：都市センターホテル（東京都千代田区） 
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・講義 課題設定実習・討議法実習 

牧 野 光 昭 氏（一般社団法人日本能率協会） 

・グループワーク「共同研究」 

 

４）第４回研修 

①開 催 日：令和６年10月４日※午前のみ 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：43大学57名 

④プログラム： 

・グループワーク「共同研究」 

 

５）第５回研修 

①開 催 日：令和６年10月28日※午後のみ 

②開催形式：オンライン開催 

③参加者数：43大学57名 

④プログラム： 

・グループワーク「共同研究」 

 

６）第６回研修 

①開 催 日：令和６年11月18日～19日 

②開催形式：オークラアクトシティホテル浜松 

③参加者数：44大学55名 

④プログラム： 

・グループワーク「共同研究発表準備」 

・共同研究全体発表会 

・共同研究ふりかえり 

・共同研究優秀グループ発表 

・グループワーク「共同研究講評ふりかえり」 

・講演「職員の役割とキャリア・ディベロップメント」 

 佐々木 ひとみ 氏（東京家政学院 理事・特任教授） 

・グループワーク「講演ふりかえり・グループ内ふりかえり」 

・全体ふりかえり・閉会 

 

【共同研究優秀グループ】 

 参加者、委員による投票の結果、令和６年度はＦグループ（鈴木真木子委員担当）の「GIVE

でつながる校友と大学 "APUnityアプリの導入"」が最優秀賞に選ばれた。（投票総数では同率

１位のグループが他に２グループあったが、その中でも運営委員からの投票が最も多かったこ

とにより決定。） 
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【修了証発行】 

 発行要件を満たした参加者（53名）に修了証を発行 

 

【報告書発行】 

 『令和６年度キャリア・ディベロップメント研修報告書』（令和７年３月） 

 

４－３－５ 研修委員会 ＰＤＣＡサイクル修得プログラム運営委員会 

 

４－３－５－１ ＰＤＣＡサイクル修得プログラムの企画・実施 

 

（１）任務 

ＰＤＣＡサイクルの構築手法、思考法並びに評価手法を修得するための研修を企画、実施する。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

 ＜委員会＞ 

第１回：令和６年６月20日（オンライン開催） 

第２回：令和６年８月２日（オンライン開催） 

第３回：令和６年10月21日（オンライン開催） 

第４回：令和７年１月22日（オンライン開催） 

第５回：令和７年３月19日（オンライン開催） 

※上記のほか、研修会当日に運営委員会を開催している。 

＜その他＞ 

・新任委員オリエンテーション：令和６年６月20日（オンライン開催） 

講師：山 本 幸 一 氏 

（当プログラム運営委員会委員長、明治大学研究推進部研究知財事務室副参事） 

 

２）経過概要 

令和６年度のＰＤＣＡサイクル修得プログラムは、「対面コース」を原則としながら、対面で

の参加が難しい方のために「オンラインコース」を併用開催（希望制）で募集をしたが、「オンラ

インコース」の申込人数が４名と少なかったため、グループ討議の運営等を考慮し、今年度は「対

面コース」のみ開催することとした。実施にあたっては、参加者は各自ノートPCを会場に持参し、

「Googleドキュメント」や「Googleスプレッドシート」のツールを活用しながら「個人演習」や

「グループ討議」を行った。 

研修プログラムの検討にあたっては、令和５年度と同様に、運営委員メンバーを「使用サンプ

ル選定」「カリキュラム・教材」の二つの検討チームに分けて検討を行い、それぞれの検討チーム

における提案に基づき、具体的な研修プログラムの協議を行った。 

令和５年度開催との主な変更点としては、①使用サンプルについては、新たにサンプル選定を

行ったうえで、特定の大学が推測されることがないよう固有名詞や表現内容を改める、②「Plan作

成演習」の時間帯に新たに「他グループ見学」の時間を30分設定し、同一テーマ（学生支援、FD・

-142-



 

142 

 

【修了証発行】 

 発行要件を満たした参加者（53名）に修了証を発行 

 

【報告書発行】 

 『令和６年度キャリア・ディベロップメント研修報告書』（令和７年３月） 

 

４－３－５ 研修委員会 ＰＤＣＡサイクル修得プログラム運営委員会 

 

４－３－５－１ ＰＤＣＡサイクル修得プログラムの企画・実施 

 

（１）任務 

ＰＤＣＡサイクルの構築手法、思考法並びに評価手法を修得するための研修を企画、実施する。 

 

（２）事業の経過 

１）委員会開催時期、開催回数、場所 

 ＜委員会＞ 

第１回：令和６年６月20日（オンライン開催） 

第２回：令和６年８月２日（オンライン開催） 

第３回：令和６年10月21日（オンライン開催） 

第４回：令和７年１月22日（オンライン開催） 

第５回：令和７年３月19日（オンライン開催） 

※上記のほか、研修会当日に運営委員会を開催している。 

＜その他＞ 

・新任委員オリエンテーション：令和６年６月20日（オンライン開催） 

講師：山 本 幸 一 氏 

（当プログラム運営委員会委員長、明治大学研究推進部研究知財事務室副参事） 

 

２）経過概要 

令和６年度のＰＤＣＡサイクル修得プログラムは、「対面コース」を原則としながら、対面で

の参加が難しい方のために「オンラインコース」を併用開催（希望制）で募集をしたが、「オンラ

インコース」の申込人数が４名と少なかったため、グループ討議の運営等を考慮し、今年度は「対

面コース」のみ開催することとした。実施にあたっては、参加者は各自ノートPCを会場に持参し、

「Googleドキュメント」や「Googleスプレッドシート」のツールを活用しながら「個人演習」や

「グループ討議」を行った。 

研修プログラムの検討にあたっては、令和５年度と同様に、運営委員メンバーを「使用サンプ

ル選定」「カリキュラム・教材」の二つの検討チームに分けて検討を行い、それぞれの検討チーム

における提案に基づき、具体的な研修プログラムの協議を行った。 

令和５年度開催との主な変更点としては、①使用サンプルについては、新たにサンプル選定を

行ったうえで、特定の大学が推測されることがないよう固有名詞や表現内容を改める、②「Plan作

成演習」の時間帯に新たに「他グループ見学」の時間を30分設定し、同一テーマ（学生支援、FD・

 

143 

 

SD支援、教育・学習）のグループ内で検討経過の共有をする、③「交流会」については、昨年度ま

で１日目に実施していたものを２日目に実施することとした。 

研修会後、10月21日に開催した第３回運営委員会では、今年度のプログラムの振り返りを行い、

一定の研修成果を確認したうえで、次年度のプログラム実施に向けて、実施形態（「対面コース」

のみの開催とすること等）や各プログラムの課題や改善点について検討を行った。 

第３回及び第４回運営委員会では、令和６年度の事後レポートに対する運営委員会のフィード

バックの点検及び修了証の発行、令和７年度の参加者募集要項及びプログラム実施に向けた運営面

における改善事項等について協議した。その結果、令和７年度については、対面のみの開催とする

こととし、参加者募集要項の概要を決定した。また、令和７年度のプログラムで使用するサンプル

については、今後、サンプルとしての適性の検証と特定の大学が推測されることがないよう必要に

応じて固有名詞や表現を改めることとし、その他のカリキュラムや教材、各プログラムの運営方法

については、次年度以降、引き続き検討することとした。 

 

（３）成果の概要 

１）ＰＤＣＡサイクル修得プログラム 

①開 催 日：令和６年９月２日～９月４日 ３日間 

②開催形式：集合研修（アルカディア市ヶ谷） 

③参加者数：35大学43名 

④プログラム： 

オンデマンド講義「ＰＤＣＡサイクルと大学における改革・改善のマネジメント」 

山 本 幸 一 氏 

（当プログラム運営委員会委員長、明治大学研究推進部研究知財事務室副参事） 

Plan作成演習 オリエンテーション 

増 田   至 氏（当プログラム運営委員会委員、立命館大学総務部総務課課長） 

Plan作成演習 講評 

須 長 一 幸 氏（当プログラム運営委員会委員、福岡大学教育開発支援機構副機構長・准教授） 

石 田 和 彦 氏（当プログラム運営委員会委員、立教大学総長室教学改革課課長） 

大 越 健次郎 氏（当プログラム運営委員会委員、成蹊大学企画室経営企画グループ長） 

谷 口 清 朗 氏（当プログラム運営委員会委員、龍谷大学先端理工学部教務課課長） 

Check ＆ Action演習 オリエンテーション 

若 松 智 明 氏 

（当プログラム運営委員会委員、早稲田大学社会科学総合学術院学務担当課長） 

Check ＆ Action演習 講評 

及 川 義 道 氏（当プログラム運営委員会委員、東海大学理系教育センター教授） 

報告書評価演習 オリエンテーション 

今 井 嘉 一 氏（当プログラム運営委員会委員、関西学院大学国際連携機構事務部長） 

報告書評価演習 講評 

髙 橋 英 彦 氏（当プログラム運営委員会委員、同志社大学人事部人事課課長） 

交流会 

須 長 一 幸 氏 
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全体総括 

山 本 幸 一 氏 

事後レポート説明 

後 藤   匠 氏（当プログラム運営委員会委員、國學院大學総合企画部長） 

 

【事後レポート】 

 研修当日の参加者41名中41名が事後レポートを提出し、事後レポートに対する運営委員会からの

フィードバックシートを各人宛に送付した。 

 

【修了証発行】 

発行要件を満たした参加者（41名）に修了証を発行 

 

【報告書発行】 

 に『令和６年度ＰＤＣＡサイクル修得プログラム報告書』（令和７年３月） 
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５．その他目的達成に必要な事業 

 

５－１ 緊急・共通課題への対応 

 

５－１－１ 理工系分野の充実・推進プロジェクト 

 

５－１－１－１ 理工系分野の教育研究の充実に係る検討 

 

（１）任務 

令和５年度から開始された「大学・高専機能強化支援事業」について、意欲ある大学が支援事業を

活用し、改革が実現できるよう課題の集約や加盟大学への情報提供を行う。 

また、支援事業を通じて私立大学理工農系分野の量的拡大が見込まれることを踏まえ、同分野が抱

える課題や質的充実に向けた方策等について検討し、提言をとりまとめる。 

 

（２）事業の経過 

１）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年５月15日（オンライン開催） 

第２回：令和６年７月22日（オンライン開催） 

第３回：令和６年９月27日（オンライン開催） 

第４回：令和６年12月２日（オンライン開催） 

第５回：令和７年２月20日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回プロジェクトでは、令和５年度の中間報告に取りまとめたデジタル人材育成の強化や理

工農系分野における女子学生の拡大に加えて、令和６年度に検討し提言として取りまとめるべきと

考えられる論点について委員間で意見交換を行った後、文部科学省への「大学・高専機能強化支援

事業」に係る要望書の提出、そのために実施する加盟大学へのアンケート調査の実施、並びに会員

法人向けの同支援事業に関する説明会の開催について確認した。 

第２回プロジェクトでは、初等中等教育における理数教育と理工農系分野を選択する児童生徒

拡大に向けた高大連携の必要性について、文部科学省初等中等教育局の武藤久慶教育課程課長と意

見交換した後、第１回プロジェクトでの意見を踏まえて事務局で作成した提言の目次案を確認した。

また、同支援事業に係る加盟大学へのアンケート結果と要望すべき事項の確認を行った。 

第３回プロジェクトまでの間、アンケート結果やプロジェクトでの意見をもとに事務局で同支

援事業への要望書案を取りまとめ、委員への確認と理事会での協議を経て、９月26日に文部科学省

の森友浩史審議官（高等教育局担当）に手交し、意見交換を行った。 

第３回プロジェクトでは、同支援事業への要望書に係る文部科学省との意見交換概要、並びに

同支援事業に係る説明・相談会の開催要項について報告した後、第２回プロジェクトで決定した目

次に基づき、事務局で作成した提言の骨子案を確認した。 

第４回プロジェクトでは、同支援事業に係る説明・相談会の参加者アンケート結果について報

告した。また、前回プロジェクトで確認した提言の骨子案に基づき事務局で作成した提言案につい
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て意見交換を行った。 

12月12日には、文部科学省専門教育課から第３回の公募要領について説明があり、本プロジェ

クトが提出した要望のうち以下の事項が実現し、公募要領に反映された旨の報告があった。 

 

【支援１の公募期間10年間の厳守（短縮しない）】 

基金を原資とする助成金予算の執行状況によるが、現状では当初どおり令和14年度まで、

250件の選定を予定。 

【計画変更承認の迅速化】 

申請書類の訂正が複数回生じることで時間を要してしまうことのないよう、大学改革支

援・学位授与機構において、計画変更を希望する大学への書類上の不備が生じやすいポイン

トの助言などの取組を実施。 

【派遣職員に係る経費の助成対象化】 

令和７年４月以降に生じる派遣社員に係る経費を「人件費」として助成対象とする取扱い

に変更。 

【理工農系学部への財政支援の強化】 

私立大学等経常費補助金（一般補助）の理工農系学部等単価における教員単価を令和７年

度から引き上げ。 

 

第５回プロジェクトでは、前回プロジェクトでの意見等を反映した提言の最終案、概要版案及

びデザイン案を確認し、「成長分野への構造転換を見据え取り組むべき施策－私立大学理工農系分

野の量的・質的充実と持続的発展－（提言）」をとりまとめた。提言は、第232回春季総会（令和

７年３月18日開催）において協議し、その内容について了承を得て、令和７年３月31日付けで加盟

大学及び関係機関に発送、私大連webサイトに公表した。 

 

（３）成果の概要 

１）要望書 

タイトル：「大学・高専機能強化支援事業」への要望（資料編 資料５－１） 

提 出 日：令和６年９月26日 

提 出 先：文部科学省 森友 浩史 審議官（高等教育局担当） 

 

２）「大学・高専機能強化支援事業」第２回公募に向けた説明会 

開 催 日：令和６年10月29日 

場  所：アルカディア市ヶ谷（ハイブリッド開催） 

参加者数：36大学等73名 

プログラム： 

  【第１部】 

１．「支援１」の選定大学による事例紹介 

〈事例１：中央大学〉 

橋 本 基 弘 氏（中央大学副学長） 

〈事例２：桃山学院大学〉 
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嶋 田   剛 氏（桃山学院大学大学将来計画室理系学部設置推進室部長） 

平 岡 美智子 氏（桃山学院大学大学将来計画室理系学部設置推進室担当課長） 

２．講演：「理工農系人材の増加に向けて」 

武 藤 久 慶 氏（文部科学省初等中等教育局教育課程課長） 

【第２部】 

文部科学省担当者への個別相談 

 

３）提言 

タイトル：成長分野への構造転換を見据え取り組むべき施策－私立大学理工農系分野の量的・質的

充実と持続的発展－（提言） 

公 表 日：令和７年３月31日 

公表方法：加盟大学及び関係機関への送付、私大連webサイトに掲載 

 

４）提言（概要版） 

タイトル：成長分野への構造転換を見据え取り組むべき施策－私立大学理工農系分野の量的・質的

充実と持続的発展－（提言）概要 

公 表 日：令和７年３月31日 

公表方法：私大連webサイトに掲載 

 

５－１－２ 文理横断教育の推進検討プロジェクト 

 

５－１－２－１ 文理横断教育の実現に係る検討 

 

（１）任務 

令和５年度に加盟大学を対象に実施した「文理横断教育の推進に関するアンケート」の結果を踏ま

え、質の高い文理横断教育の実現方策をとりまとめる。 

 

（２）事業の経過 

１）プロジェクト開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年７月23日（オンライン開催） 

第２回：令和６年９月20日（オンライン開催） 

第３回：令和６年11月11日（オンライン開催） 

第４回：令和７年１月30日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

第１回プロジェクトでは、令和５年度に本プロジェクトでとりまとめた「文理横断教育の実践

と推進（中間報告）」を基に、最終報告に追加すべき各章ごとの論点について意見交換を行った。 

第２回プロジェクトでは、私大連の「将来の高等教育のあり方と公財政支援を考えるプロジェ

クト」や「中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育の在り方ワーキンググループ」等にお

ける検討経過、文部科学省による令和７年度概算要求における文理横断教育の取り上げられ方等を
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共有した。その結果、最終報告では、私立大学が目指す質の高い文理横断教育では、課題解決型の

PBLの重視、これによる社会との連携や知の社会実装が重要であり、「社会の発展への寄与」が大

学の存在意義である旨を強調して盛り込むことを確認した。加えて、文部科学省の中央教育審議会

初等中等教育分科会担当者と意見交換を行い、高校教育及び大学教育における文理分断の解消、

STEAM教育や教科横断的な学習の推進等に係る基本的な考え方を相互認識する機会を設定すること

とした。 

第３回プロジェクトでは、文部科学省初等中等教育局の担当者からの「中央教育審議会高等学

校教育の在り方ワーキンググループ中間まとめ」「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクー

ル）」「新しい時代の高等学校教育の実現に向けた制度改正等」に関する説明を受け、意見交換を

行った。その中で、今後、生徒・学生を含めて「自ら変革を起こすことのできる人材」を育成する

ことの重要性を共有するとともに、高校・大学ともに文系、理工系という区分からの脱却、初等中

等教育段階からのSTEAM教育等による教科横断的な学習の積極的展開、さらには小中学校を含め理

系科目に興味関心を持ち、数学や理科を敬遠させない教育や大学での入試改革の必要性を確認した。 

第４回プロジェクトでは、最終報告のとりまとめにあたり、第３回までの協議を踏まえ追記・

更新した内容について検討を行った。 

プロジェクトではその後、メール審議を経て、最終報告書「文理横断教育の実践と推進」をと

りまとめ、令和６年度第10回（第674回）理事会（令和７年２月18日開催）及び第232回春季総会

（令和７年３月18日開催）において報告、了承された。その後、令和７年３月28日付けで加盟大学

及び関係機関に発送、私大連webサイトに公表した。 

（３）成果の概要 

 １）報告書 

   タイトル：文理横断教育の実践と推進 

   発行年月：令和７年３月 

 

５－１－３ 将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト 

 

５－１－３－１ 将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援に係る検討 

 

（１）任務 

高等教育修学支援新制度の拡充や成長分野への基金が創設されるなど、高等教育の公的支援が変化

する中で、当法人のこれまでの公財政支援に関する主張を見直し、社会変化を見据えた新たな公財政

支援のあり方について考え方をとりまとめ、具体的方策について提言を行う。 

また、中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会における審議の動向を注視し

つつ、将来を見据えた高等教育のあり方について検討する。 

 

（２）事業の経過 

 １）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年４月19日（オンライン開催） 

第２回：令和６年６月６日（オンライン開催） 

第３回：令和６年６月13日（オンライン開催） 
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第４回プロジェクトでは、最終報告のとりまとめにあたり、第３回までの協議を踏まえ追記・

更新した内容について検討を行った。 

プロジェクトではその後、メール審議を経て、最終報告書「文理横断教育の実践と推進」をと
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（３）成果の概要 

 １）報告書 

   タイトル：文理横断教育の実践と推進 

   発行年月：令和７年３月 

 

５－１－３ 将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト 

 

５－１－３－１ 将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援に係る検討 

 

（１）任務 

高等教育修学支援新制度の拡充や成長分野への基金が創設されるなど、高等教育の公的支援が変化

する中で、当法人のこれまでの公財政支援に関する主張を見直し、社会変化を見据えた新たな公財政

支援のあり方について考え方をとりまとめ、具体的方策について提言を行う。 

また、中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会における審議の動向を注視し

つつ、将来を見据えた高等教育のあり方について検討する。 

 

（２）事業の経過 

 １）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年４月19日（オンライン開催） 

第２回：令和６年６月６日（オンライン開催） 

第３回：令和６年６月13日（オンライン開催） 
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第４回：令和６年７月22日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

本プロジェクトは、中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会における審

議動向を注視し、審議会対応を行うこと、また新たな公財政支援のあり方検討し提言をまとめるこ

とを目的として令和６年２月に設置された。 

プロジェクトでは、令和６年度の予算・税制要望活動を見据え、はじめに新たな公財政支援の

あり方ついて検討を開始した。 

第１回プロジェクトでは、令和５年度に自民党のヒアリング対応時にとりまとめた「人口減少

時代の大学教育―大学再編と専門人材育成」（令和６年３月12日）で示した「新たな公財政支援の

基本的考え方」について委員間で確認したのち、①機関補助（私学助成）②個人補助（修学支援新

制度、奨学金）③授業料、の各論点に沿って意見交換を行い、提言の方向性を委員間で共有した。

その後、第２回・第３回プロジェクトにおいて、それぞれの論点について議論を深め、「新たな公

財政支援のあり方について」提言をまとめ、第669回理事会（７月16日開催）に上程し了承された。

（資料編 資料３－３） 

提言では、公平な競争環境を整備し経済成長を高めるため、将来の人的投資となる大学教育に

対し十分な支援が必要として、新たな財源として約２兆円の「教育国債」の創設を提案した。これ

により、学生の約８割の教育を担う私立大学の高度化を図り、社会の活力と経済成長を生み出す循

環型社会を実現することを目指している。 

また、財源の具体的な試算も行った。「教育国債２兆円」を新たに新設し、現行の私立大学経

常費補助、国立大学法人運営費交付金、修学支援新制度の資金を合わせた「約４兆2,000億円」を

大学教育の財源として再分配する内容とした。 

再配分の内容は、以下の通りである。まず、「私立大学の機関補助」については、年々圧縮率

が悪化している「経常費補助」の一般補助（令和5年度：57％）の全額交付（約2,000億円増）を求

め、「施設・設備費」おいても、私立大学の施設が国立大学と同様に公共性を有することから２分

の１補助要件の撤廃を求めた。これにより、約4,000億円増となり「私立大学の機関補助」として

合計約１兆円を配分することを提案した。また、現状一律に設定されている「国立大学の授業料」

については、自由化して現実適合的なものとし、個人型修学支援を拡充する体制へ転換すべきとし

た。「修学支援新制度」については、国立大学生との支援格差を是正するため、私立大学生の授業

料減免上限額（70万円）の算定基礎に「施設設備費」や「実験実習費」を含めることや、中間所得

層への支援を手厚くするため、給付型奨学金等に「約１兆8,000億円」が必要と試算した。 

第４回プロジェクトでは、もう一つの任務である審議会対応について検討を開始した。文部科

学省高等教育局の髙見英樹高等教育政策室長から、特別部会の議論の経過について説明を受けたう

えで、2040年を見据えた人口減少社会における高等教育の在り方ついて意見交換を行った。また、

特別部会が８月にとりまとめる「中間まとめ」に対し、関係団体へのヒアリング実施を予定してい

ることから、ヒアリングへの対応方法について協議した。その結果、中間まとめが公表され次第、

委員の意見をメールで聴取し、事務局が集約する形で意見書を作成することを決定した。 

その後、委員の意見を基に作成した「意見書案」を第670回理事会（９月10日開催）に上程し、

正副会長の確認を経て、第10回特別部会（９月27日開催）において曄道佳明担当理事がヒアリング

に対応した。（詳細は、「Ⅰ．一般報告 ３－１ 中央教育審議会大学分科会『高等教育の在り方
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に関する特別部会』のヒアリング対応について」を参照） 

 

（３）成果の概要 

 １）新たな公財政支援のあり方について（令和６年８月） 

 ２）新たな公財政支援のあり方について（参考データ集）（令和６年８月） 

 ３）「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ」

に対する意見（令和６年９月27日） 

 

５－１－４ 世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 

 

５－１－４－１ 世界に選ばれる質の高い教育の国際化の推進に係る検討 

 

（１）任務 

大学のグローバル化を牽引する私立大学が、世界に選ばれる大学として国際通用性を高め、質の高

い教育の国際化を推進するために必要な方策について検討を行う。教育未来創造会議「未来を創造す

る若者の留学促進イニシアティブ」に掲げられた海外派遣留学・留学生受入の目標数値を踏まえつつ、

私立大学における留学生交流、教育の国際化の現状を把握・分析し、課題の整理と今後の大学の国際

化推進のあり方について、提言の骨子と方向性をとりまとめる。 

 

（２）事業の経過 

 １）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年７月９日（オンライン開催） 

第２回：令和６年８月２日（オンライン開催） 

第３回：令和６年11月６日（オンライン開催） 

第４回：令和７年３月３日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

本プロジェクトは、コロナ禍の影響による留学生交流の停滞が認識される中、今後のグローバ

ル社会を見据え、私立大学が世界に選ばれる大学として、質の高いグローバル教育を提供するため

に必要な方策を検討し、提言をとりまとめることを目的としている。 

第１回プロジェクトでは、本プロジェクトの任務と検討の方向性に関する共通認識を醸成する

ため、「留学生30万人計画」を始めとした大学の国際化推進・留学生交流の経緯と、新型コロナウ

イルス禍が国際交流に及ぼした影響、アフターコロナの日本の高等教育と世界の留学生動向等につ

いて、情報共有を行った。その上で、日本の大学が「世界に選ばれる大学」として質の高い教育を

提供するにあたっての課題を整理するため、委員校における現状紹介を交えたフリーディスカッシ

ョンの場を持った。世界における留学生モビリティの現状をどのように捉え、多様性に富む私立大

学が日本の大学としての魅力を発揮しながら留学生交流を活性化していくために取り組むべき課題

は何かについて、意見交換を行った。 

第２回プロジェクトでは、私大連加盟校におけるコロナ禍前後の学生海外派遣及び留学生受入

れ状況の推移を確認後、第１回プロジェクトの意見交換で確認された現状の国際化推進・留学生交
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に関する特別部会』のヒアリング対応について」を参照） 

 

（３）成果の概要 

 １）新たな公財政支援のあり方について（令和６年８月） 

 ２）新たな公財政支援のあり方について（参考データ集）（令和６年８月） 

 ３）「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ」

に対する意見（令和６年９月27日） 

 

５－１－４ 世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 

 

５－１－４－１ 世界に選ばれる質の高い教育の国際化の推進に係る検討 

 

（１）任務 

大学のグローバル化を牽引する私立大学が、世界に選ばれる大学として国際通用性を高め、質の高

い教育の国際化を推進するために必要な方策について検討を行う。教育未来創造会議「未来を創造す

る若者の留学促進イニシアティブ」に掲げられた海外派遣留学・留学生受入の目標数値を踏まえつつ、

私立大学における留学生交流、教育の国際化の現状を把握・分析し、課題の整理と今後の大学の国際

化推進のあり方について、提言の骨子と方向性をとりまとめる。 

 

（２）事業の経過 

 １）開催時期、開催回数、場所 

第１回：令和６年７月９日（オンライン開催） 

第２回：令和６年８月２日（オンライン開催） 

第３回：令和６年11月６日（オンライン開催） 

第４回：令和７年３月３日（オンライン開催） 

 

２）経過概要 

本プロジェクトは、コロナ禍の影響による留学生交流の停滞が認識される中、今後のグローバ

ル社会を見据え、私立大学が世界に選ばれる大学として、質の高いグローバル教育を提供するため

に必要な方策を検討し、提言をとりまとめることを目的としている。 

第１回プロジェクトでは、本プロジェクトの任務と検討の方向性に関する共通認識を醸成する

ため、「留学生30万人計画」を始めとした大学の国際化推進・留学生交流の経緯と、新型コロナウ

イルス禍が国際交流に及ぼした影響、アフターコロナの日本の高等教育と世界の留学生動向等につ

いて、情報共有を行った。その上で、日本の大学が「世界に選ばれる大学」として質の高い教育を

提供するにあたっての課題を整理するため、委員校における現状紹介を交えたフリーディスカッシ

ョンの場を持った。世界における留学生モビリティの現状をどのように捉え、多様性に富む私立大

学が日本の大学としての魅力を発揮しながら留学生交流を活性化していくために取り組むべき課題

は何かについて、意見交換を行った。 

第２回プロジェクトでは、私大連加盟校におけるコロナ禍前後の学生海外派遣及び留学生受入

れ状況の推移を確認後、第１回プロジェクトの意見交換で確認された現状の国際化推進・留学生交
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流促進における課題を「国際化戦略」「カリキュラム」「学生支援」「事務体制」のカテゴリー別

に整理し、各項目における具体的課題と各委員校での取組事例、海外の大学における支援の参考事

例ついて知見・経験を共有した。また「連携による国際化推進」「キャンパスの国際化」など、横

断的な課題の指摘の必要性を確認した。 

第３回プロジェクトでは、これまでの意見交換で特定された課題を踏まえつつ、本プロジェク

ト提言が目指す方向性を確認した。検討の結果、2040年の日本社会の姿を見据えた国際化推進のビ

ジョンとして、DEI (Diversity, equity and inclusion)の実現に貢献する人材育成を通じて多様

性と包摂性のある社会を実現し、経済的な側面だけでなく社会的・文化的な社会の発展に寄与する

ことを目的に掲げることとした。また、提言全体の構成案について、第１回・第２回の意見交換で

課題整理を行った枠組みを横断的に取りまとめていくための検討を行った。報告書の柱として「私

立大学の多様性と国際化戦略」と「国際化に向けた連携、支援」を置き、前者の下で５つの論点

（①認識すべき脅威と可能性、②各大学の教育・研究を特徴づける国際化戦略、③教育の質（国際

化推進と評価指標）、④入口、教育課程、出口の一貫性、⑤財源・人材の確保）、後者の下で２つ

の論点（①国際化推進と連携、②国・地方自治体・産業界等に対する要望）について述べることと

し、論点のとりまとめ方について、第８回（第672回）理事会（令和６年11月26日開催）に諮るこ

ととした。 

第４回プロジェクトでは、私大連理事会から本プロジェクトへの要望を確認したうえで、「世

界に選ばれる（日本の）私立大学の国際化」推進にあたり、認識すべき脅威と可能性について検討

を行った。世界の留学生獲得競争において、依然として英語圏（米国、英国、カナダ、オーストラ

リア）が優位性を保つ中、ポーランドなど非英語圏で受入れ留学生数を飛躍的に伸ばす動向も見ら

れる。米国の政情不安の影響で学生の留学先が多様化する状況を日本にとっての好機と捉え、日本

の大学のプレゼンスを示すために必要な方策として「日本の知の発信」とそのために必要な教員へ

の支援、国内大学の連携により地方文化の多様性を取り込み日本留学の魅力を最大化するようなプ

ログラムの実現、JVキャンパス等の既存のプラットフォーム上で魅力あるコンテンツを単位取得可

能なコースとして発信していく可能性等、さまざまな方策について意見交換がなされた。今後、長

期的な視点で「世界に開かれた日本の大学」であり続けるためには、日本でしか学べないこと、日

本で学ぶことの意義を踏まえた留学生政策の展開が不可欠であるため、引き続き留学生獲得におけ

る「日本の知」について検討を行い、あわせて留学の目的と教授言語の関係性（日本に関する学び

を自国に持ち帰る場合、留学生自身が日本での就職を目指す場合等）の整理を進めることとした。 

 

（３）成果の概要 

 令和７年３月末日現在なし。 
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Ⅲ． 処 務 の 概 要 

 

１．顧問及び役員等について 

 

１－１ 年度当初の顧問及び役員等 

 

 本年度当初の当法人の顧問及び役員等は、次の通りである。なお、役員の任期は、令和６年度定時

総会（令和６年６月開催予定）終結時までである。 

 

＜顧問＞ 

  顧  問  安 西 祐一郎 慶應義塾    学事顧問 

〃 清 家   篤 慶應義塾    学事顧問 

〃 長谷山   彰 慶應義塾    学事顧問 

〃 奥 島 孝 康 早稲田大学   名誉顧問 

〃 白 井 克 彦 早稲田大学   名誉顧問 

〃 鎌 田   薫 早稲田大学   名誉顧問 

＜役員＞ 

会  長 田 中 愛 治 早稲田大学     総長 

副 会 長 曄 道 佳 明 上智学院      大学長 

常務理事 河 合   久 中央大学      大学長 

  〃   廣 瀬 克 哉 法政大学      総長 

  〃   𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学      大学長 

  〃   森   康 俊 関西学院  大学長 

  〃   伊 藤 公 平 慶應義塾      塾長 

  〃   岩 切 正一郎 国際基督教大学  大学長 

  〃   篠 原 聡 子 日本女子大学    大学長 

  〃   西 原 廉 太 立教学院      大学総長 

  〃   仲 谷 善 雄 立命館       総長・大学長 

  〃   森 本 あんり 東京女子大学    大学長 

  〃   矢 口 悦 子 東洋大学      大学長 

  〃   髙 橋 裕 子 津田塾大学     大学長 

理  事 広 瀬 裕 樹 愛知大学      理事長・大学長 

  〃   各 務 洋 子 駒澤大学      大学長 

  〃   長 坂 悦 敬 甲南学園      理事長 

  〃   新 井 英 夫 松山大学      理事長・大学長 

   〃  高 橋 徳 行 根津育英会武蔵学園 大学長 

   〃  佐 野 浩 一 大阪医科薬科大学  大学長 

   〃  入 澤   崇 龍谷大学      大学長 

  〃   杉 本 義 行 成城学園      大学長 

  〃   森   雄 一 成蹊学園      大学長 
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理  事 今 井 尚 生  西南学院     大学長 

  〃   安 達 ま み  聖心女子学院  大学長 

  〃   佐々木 重 人  専修大学     大学長 

  〃   矢 野   泉  修道学園     大学長 

  〃   大 西 晴 樹  東北学院     院長・大学長 

   〃  松 前 義 昭  東海大学     理事長・大学長 

  〃   保 立 和 夫  トヨタ学園    大学長 

監  事 小 仲 信 孝  跡見学園  大学長 

    〃   黒 坂   光  京都産業大学   大学長 

  〃   ロバート・キサラ  南山学園     大学長 

＜参与＞ 

参  与 井 上 文 人  早稲田大学     常任理事 

 

１－２ その後の異動 

 

令和６年４月１日現在、理事５人（うち副会長１人、常務理事２人）が欠員となっていた。 

 

 その後、第１回（第665回）理事会（４月９日開催）において、副会長１人の選任が行われ、次の

通り就任し、理事５人（うち常務理事３人）が欠員となった。 

〔就 任〕 理事（副会長）  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕     関西大学    大学長 

 

１－３ 役員の任期満了に伴う改選 

 

 当法人の会長、副会長、理事、監事の全役員は、令和６年度定時総会終結時をもって任期満了とな

ることから、令和６年度第１回（第230回・定時）総会（６月18日開催）において理事、監事の後任

者の選考が行われた。 

引き続き開催された令和６年度第４回（第668回）理事会において、理事の中から会長が選出され、

新しく就任した会長が理事の中から副会長２人を指名した。 

常務理事は、理事の互選（書面投票）により、令和６年度第５回（第669回）理事会（７月16日開

催）において決定した。また参与は、同理事会において審議の結果、井上文人氏（早稲田大学、常任

理事）に委嘱することを決定した。これらの結果、新たな役員は以下の通りとなった。 

なお、役員の任期は、令和８年度定時総会（令和８年６月開催予定）終結時までである。 

 

＜顧問＞ 

  顧  問  安 西 祐一郎 慶應義塾    学事顧問 

〃 清 家   篤 慶應義塾    学事顧問 

〃 長谷山   彰 慶應義塾    学事顧問 

〃 白 井 克 彦 早稲田大学   名誉顧問 

〃 鎌 田   薫 早稲田大学   名誉顧問 

＜役員＞ 

会  長 田 中 愛 治 早稲田大学    総長 

副 会 長 曄 道 佳 明 上智学院     大学長 
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理  事 今 井 尚 生  西南学院     大学長 

  〃   安 達 ま み  聖心女子学院  大学長 

  〃   佐々木 重 人  専修大学     大学長 

  〃   矢 野   泉  修道学園     大学長 

  〃   大 西 晴 樹  東北学院     院長・大学長 

   〃  松 前 義 昭  東海大学     理事長・大学長 

  〃   保 立 和 夫  トヨタ学園    大学長 

監  事 小 仲 信 孝  跡見学園  大学長 

    〃   黒 坂   光  京都産業大学   大学長 

  〃   ロバート・キサラ  南山学園     大学長 

＜参与＞ 

参  与 井 上 文 人  早稲田大学     常任理事 

 

１－２ その後の異動 

 

令和６年４月１日現在、理事５人（うち副会長１人、常務理事２人）が欠員となっていた。 

 

 その後、第１回（第665回）理事会（４月９日開催）において、副会長１人の選任が行われ、次の

通り就任し、理事５人（うち常務理事３人）が欠員となった。 

〔就 任〕 理事（副会長）  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕     関西大学    大学長 

 

１－３ 役員の任期満了に伴う改選 

 

 当法人の会長、副会長、理事、監事の全役員は、令和６年度定時総会終結時をもって任期満了とな

ることから、令和６年度第１回（第230回・定時）総会（６月18日開催）において理事、監事の後任

者の選考が行われた。 

引き続き開催された令和６年度第４回（第668回）理事会において、理事の中から会長が選出され、

新しく就任した会長が理事の中から副会長２人を指名した。 

常務理事は、理事の互選（書面投票）により、令和６年度第５回（第669回）理事会（７月16日開

催）において決定した。また参与は、同理事会において審議の結果、井上文人氏（早稲田大学、常任

理事）に委嘱することを決定した。これらの結果、新たな役員は以下の通りとなった。 

なお、役員の任期は、令和８年度定時総会（令和８年６月開催予定）終結時までである。 

 

＜顧問＞ 

  顧  問  安 西 祐一郎 慶應義塾    学事顧問 

〃 清 家   篤 慶應義塾    学事顧問 

〃 長谷山   彰 慶應義塾    学事顧問 

〃 白 井 克 彦 早稲田大学   名誉顧問 

〃 鎌 田   薫 早稲田大学   名誉顧問 

＜役員＞ 

会  長 田 中 愛 治 早稲田大学    総長 

副 会 長 曄 道 佳 明 上智学院     大学長 

155 

 

   副 会 長 𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学 前大学長 

常務理事 河 合   久 中央大学 大学長 

  〃   小 原 克 博 同志社        大学長 

  〃   廣 瀬 克 哉 法政大学 総長 

〃   森   康 俊 関西学院 大学長 

  〃   伊 藤 公 平 慶應義塾     塾長 

  〃   岩 切 正一郎 国際基督教大学 大学長 

  〃   各 務 洋 子 駒澤大学 大学長 

  〃   上 野 正 雄 明治大学 大学長 

 〃   篠 原 聡 子 日本女子大学 大学長 

  〃   西 原 廉 太 立教学院     大学総長 

  〃   仲 谷 善 雄 立命館      総長・大学長 

  〃   森 本 あんり 東京女子大学   大学長 

  〃   矢 口 悦 子 東洋大学     大学長 

  〃   髙 橋 裕 子 津田塾大学    大学長 

理  事 広 瀬 裕 樹 愛知大学       理事長・大学長 

  〃   稲 積 宏 誠 青山学院       大学長 

  〃   永 田 潔 文 福岡大学       大学長 

  〃   遠 藤 久 夫 学習院        大学長 

  〃   中 井 伊都子 甲南学園       大学長 

  〃   新 井 英 夫 松山大学 理事長・大学長 

   〃  高 橋 徳 行 根津育英会武蔵学園 大学長 

   〃  佐 野 浩 一 大阪医科薬科大学 大学長 

   〃  入 澤   崇 龍谷大学 大学長 

  〃   杉 本 義 行 成城学園 大学長 

  〃   森   雄 一 成蹊学園 大学長 

  〃   今 井 尚 生 西南学院 大学長 

  〃   安 達 ま み 聖心女子学院 大学長 

  〃   佐々木 重 人 専修大学 大学長 

  〃   矢 野   泉 修道学園 大学長 

  〃   大 西 晴 樹 東北学院 院長・大学長 

   〃  松 前 義 昭 東海大学 理事長・大学長 

  〃   保 立 和 夫 トヨタ学園 大学長 

監  事 小 仲 信 孝 跡見学園       大学長 

    〃   黒 坂   光 京都産業大学 大学長 

  〃   ロバート・キサラ 南山学園     大学長 

＜参与＞ 

参  与 井 上 文 人 早稲田大学  常任理事 
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１－４ その後の異動 

 

９月 30日付で次の通り辞任があり、監事１人が欠員となった。 

〔辞 任〕 監事       黒 坂   光     京都産業大学 大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

 その後、令和６年11月26日開催の第２回（第231回・秋季）総会において、監事１人の補欠選任が

行われ、次の通り就任した。 

〔就 任〕 監事   在 間 敬 子     京都産業大学 大学長 

 

12月 31日付で次の通り辞任があり、理事１人が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事       新 井 英 夫     松山大学 理事長・大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

３月 18日付で次の通り辞任があり、理事１人（うち副会長１人）が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事（副会長）  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕     関西大学 前大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

 その後、令和７年３月18日開催の第３回（第232回・春季）総会において、理事２人の補欠選任が

行われ、次の通り就任した。 

〔就 任〕 理事   高 橋 智 幸     関西大学 大学長 

      理事    池 上 真 人    松山大学    大学長 

 

３月 30日付で次の通り辞任があり、理事１人（うち常務理事１人）が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事（常務理事） 廣 瀬 克 哉 法政大学 総長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

３月 31日付で次の通り辞任があり、理事４人（うち副会長１人、常務理事１人）が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事（副会長） 曄 道 佳 明 上智学院     大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

理事（常務理事） 各 務 洋 子 駒澤大学 大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

理事 入 澤   崇 龍谷大学 大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

理事 松 前 義 昭 東海大学 理事長・大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 
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１－４ その後の異動 

 

９月 30日付で次の通り辞任があり、監事１人が欠員となった。 

〔辞 任〕 監事       黒 坂   光     京都産業大学 大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

 その後、令和６年11月26日開催の第２回（第231回・秋季）総会において、監事１人の補欠選任が
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12月 31日付で次の通り辞任があり、理事１人が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事       新 井 英 夫     松山大学 理事長・大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

３月 18日付で次の通り辞任があり、理事１人（うち副会長１人）が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事（副会長）  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕     関西大学 前大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

 その後、令和７年３月18日開催の第３回（第232回・春季）総会において、理事２人の補欠選任が

行われ、次の通り就任した。 

〔就 任〕 理事   高 橋 智 幸     関西大学 大学長 

      理事    池 上 真 人    松山大学    大学長 

 

３月 30日付で次の通り辞任があり、理事１人（うち常務理事１人）が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事（常務理事） 廣 瀬 克 哉 法政大学 総長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

 

３月 31日付で次の通り辞任があり、理事４人（うち副会長１人、常務理事１人）が欠員となった。 

〔辞 任〕 理事（副会長） 曄 道 佳 明 上智学院     大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

理事（常務理事） 各 務 洋 子 駒澤大学 大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

理事 入 澤   崇 龍谷大学 大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 

理事 松 前 義 昭 東海大学 理事長・大学長 

[会員代表者の変更に伴う辞任] 
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２．会員の入退会について 

 

２－１ 休会 

 

（１）学校法人日本大学 

令和３年度から休会としている学校法人日本大学について、令和６年度も引き続き休会とする措

置を取った。 

 

＜経過＞ 

令和５年12月12日 令和５年度第９回常務理事会において、令和６年度の休会継続を決定 

令和６年１月９日 令和５年度第８回（第662回）理事会において、休会継続を報告 

令和６年３月19日 令和５年度第３回（第229回・春季）総会において、休会継続を報告 

 

（２）学校法人東京女子医科大学 

学校法人女子医科大学においては、内部統制やガバナンス状況等の問題から理事長が解任される

事態となった。この一連の事態の影響が私立大学全体の社会的評価に及ぼす影響の大きさを踏まえ、

10月28日付をもって休会の措置を取った。 

 

＜経過＞ 

令和６年９月10日 令和６年度第５回常務理事会、令和６年度第６回（第670回）理事会におい

て、私大連ガバナンス・コードに関する遵守状況の再提出と、当面の間、私

大連に関わる一切の活動の休止（休会）を申し入れる対応方針を決定 

令和６年10月28日 会長と学校法人東京女子医科大学会員代表者（山中寿大学長）との協議によ

り、私大連ガバナンス・コード遵守状況の再提出と休会を決定 

令和６年11月12日 令和６年度第８回常務理事会において、休会について報告 

令和６年11月26日 令和６年度第８回（第672回）理事会、令和６年度第２回（第231回・秋季）

総会において、休会について報告 

 

２－２ 退会 

（１）学校法人清泉女子大学 

・退会日 令和７年３月31日 
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３．人事関係について 

 

３－１ 事業担当理事等 

 

３－１－１ 年度当初の事業担当理事等 

 

令和６年度の年度当初における各事業の担当理事等は次の通りである。 

 

（１）当法人の管理・運営 

＜総務担当＞ 

 ― 

＜財務担当＞ 

 河 合   久 常務理事 

＜個人情報の保護に関する統括管理責任者＞ 

 曄 道 佳 明 副 会 長 

＜個人情報に関する情報監査責任者＞ 

 ロバート・キサラ   監  事 

（２）当法人の事業 

①総合政策センター 企画会議 

センター長 ― 

副センター長  曄 道 佳 明 副 会 長 

会議員   河 合   久 常務理事 

〃  廣 瀬 克 哉 常務理事 

〃  伊 藤 公 平 常務理事 

〃  ― 

②総合政策センター 政策研究部門会議 廣 瀬 克 哉 常務理事 

③広報・情報委員会 森   康 俊 常務理事 

④公財政政策委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑤教育研究委員会  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 常務理事 

⑥学生委員会 伊 藤 公 平 常務理事 

⑦国際連携委員会 岩 切 正一郎 常務理事 

⑧経営倫理委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑨経営委員会 西 原 廉 太 常務理事 

⑩理事長会議 森 本 あんり 常務理事 

⑪学長会議 田 中 愛 治 会  長 

⑫財務・人事担当理事者会議 仲 谷 善 雄 常務理事 

⑬教学担当理事者会議 髙 橋 裕 子 常務理事 

⑭監事会議  矢 口 悦 子 常務理事 

⑮研修委員会  篠 原 聡 子 常務理事 

⑯理工系分野の充実・推進プロジェクト 伊 藤 公 平 常務理事 

⑰文理横断教育の推進検討プロジェクト ― 
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３．人事関係について 

 

３－１ 事業担当理事等 

 

３－１－１ 年度当初の事業担当理事等 

 

令和６年度の年度当初における各事業の担当理事等は次の通りである。 

 

（１）当法人の管理・運営 

＜総務担当＞ 

 ― 

＜財務担当＞ 

 河 合   久 常務理事 

＜個人情報の保護に関する統括管理責任者＞ 

 曄 道 佳 明 副 会 長 

＜個人情報に関する情報監査責任者＞ 

 ロバート・キサラ   監  事 

（２）当法人の事業 

①総合政策センター 企画会議 

センター長 ― 

副センター長  曄 道 佳 明 副 会 長 

会議員   河 合   久 常務理事 

〃  廣 瀬 克 哉 常務理事 

〃  伊 藤 公 平 常務理事 

〃  ― 

②総合政策センター 政策研究部門会議 廣 瀬 克 哉 常務理事 

③広報・情報委員会 森   康 俊 常務理事 

④公財政政策委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑤教育研究委員会  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 常務理事 

⑥学生委員会 伊 藤 公 平 常務理事 

⑦国際連携委員会 岩 切 正一郎 常務理事 

⑧経営倫理委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑨経営委員会 西 原 廉 太 常務理事 

⑩理事長会議 森 本 あんり 常務理事 

⑪学長会議 田 中 愛 治 会  長 

⑫財務・人事担当理事者会議 仲 谷 善 雄 常務理事 

⑬教学担当理事者会議 髙 橋 裕 子 常務理事 

⑭監事会議  矢 口 悦 子 常務理事 

⑮研修委員会  篠 原 聡 子 常務理事 

⑯理工系分野の充実・推進プロジェクト 伊 藤 公 平 常務理事 

⑰文理横断教育の推進検討プロジェクト ― 
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⑱将来の高等教育のあり方と新たな 曄 道 佳 明 常務理事 

 公財政支援を考えるプロジェクト       

⑲世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト ― 

 

３－１－２ その後の異動 

 

＜総務担当＞ 

標記担当理事について、第１回常務理事会（４月９日開催）において協議の結果、田中愛治会長が

担当理事に就任することを決めた。 

 

＜総合政策センター＞ 

標記センターのセンター長について、第１回常務理事会（４月９日開催）において協議の結果、𫝐𫝐𫝐𫝐 

田裕副会長がセンター長に就任することを決めた。 

 

＜文理横断教育の推進検討プロジェクト＞ 

標記プロジェクトの担当理事について、第１回常務理事会（４月９日開催）において協議の結果、

田中愛治会長が担当理事に就任することを決めた。 

 

＜世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト＞ 

標記プロジェクトの担当理事について、第１回常務理事会（４月９日開催）において協議の結果、

岩切正一郎常務理事が担当理事に就任することを決めた。 

 

３－１－３ 役員改選に伴う新事業担当理事等 

 

令和６年度第４回常務理事会（７月16日開催）において協議の結果、本年度の各事業の担当理事等

を次の通り決定した。 

 

（１）当法人の管理運営 

＜総務担当＞ 

 上 野 正 雄 常務理事 

＜財務担当＞ 

 河 合   久 常務理事 

＜個人情報の保護に関する統括管理責任者＞ 

 曄 道 佳 明 副 会 長 

＜個人情報に関する情報監査責任者＞ 

 ロバート・キサラ   監  事 

（２）当法人の事業 

①総合政策センター 企画会議 

センター長 𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 副 会 長 

副センター長  曄 道 佳 明 副 会 長 

会議員   河 合   久 常務理事 

〃  廣 瀬 克 哉 常務理事 
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会議員  伊 藤 公 平 常務理事 

〃  上 野 正 雄 常務理事 

②総合政策センター 政策研究部門会議 廣 瀬 克 哉 常務理事 

③広報・情報委員会 森   康 俊 常務理事 

④公財政政策委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑤教育研究委員会  各 務 洋 子 常務理事 

⑥学生委員会 伊 藤 公 平 常務理事 

⑦国際連携委員会 岩 切 正一郎 常務理事 

⑧経営倫理委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑨経営委員会 西 原 廉 太 常務理事 

⑩理事長会議 森 本 あんり 常務理事 

⑪学長会議 小 原 克 博 常務理事 

⑫財務・人事担当理事者会議 仲 谷 善 雄 常務理事 

⑬教学担当理事者会議 髙 橋 裕 子 常務理事 

⑭監事会議  矢 口 悦 子 常務理事 

⑮研修委員会  篠 原 聡 子 常務理事 

⑯理工系分野の充実・推進プロジェクト 伊 藤 公 平 常務理事 

⑰文理横断教育の推進検討プロジェクト 田 中 愛 治 会  長 

⑱将来の高等教育のあり方と新たな 曄 道 佳 明 常務理事 

 公財政支援を考えるプロジェクト       

⑲世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 岩 切 正一郎 常務理事 
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会議員  伊 藤 公 平 常務理事 

〃  上 野 正 雄 常務理事 

②総合政策センター 政策研究部門会議 廣 瀬 克 哉 常務理事 

③広報・情報委員会 森   康 俊 常務理事 

④公財政政策委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑤教育研究委員会  各 務 洋 子 常務理事 

⑥学生委員会 伊 藤 公 平 常務理事 

⑦国際連携委員会 岩 切 正一郎 常務理事 

⑧経営倫理委員会 曄 道 佳 明 副 会 長 

⑨経営委員会 西 原 廉 太 常務理事 

⑩理事長会議 森 本 あんり 常務理事 

⑪学長会議 小 原 克 博 常務理事 

⑫財務・人事担当理事者会議 仲 谷 善 雄 常務理事 

⑬教学担当理事者会議 髙 橋 裕 子 常務理事 

⑭監事会議  矢 口 悦 子 常務理事 

⑮研修委員会  篠 原 聡 子 常務理事 

⑯理工系分野の充実・推進プロジェクト 伊 藤 公 平 常務理事 

⑰文理横断教育の推進検討プロジェクト 田 中 愛 治 会  長 

⑱将来の高等教育のあり方と新たな 曄 道 佳 明 常務理事 

 公財政支援を考えるプロジェクト       

⑲世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 岩 切 正一郎 常務理事 
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３－２ 対外派遣等人事  

 

３－２－１ 日本私立大学団体連合会 

 

①代議員及び会計監事の任期満了に伴う後任者の推薦について 

私大連から派遣の代議員（10名：会長、副会長を含む）及び会計監事（１名）の任期が、令和

６年３月31日をもって任期満了となったため、令和６年３月21日付で理事の互選による選出投票

を行った。その結果に基づき、後任者が第665回理事会（４月９日開催）において次の通り選出

され（会長、副会長は、職務上代議員となる）、４月10日付で推薦した。任期は令和６年４月１

日から令和８年３月31日まで。 

  〔代議員〕 田 中 愛 治 早稲田大学 総長 

   曄 道 佳 明 上智学院 大学長 

   𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学 大学長 

   河 合   久 中央大学 大学長 

   廣 瀬 克 哉 法政大学 総長 

   森   康 俊 関西学院大学 大学長 

 伊 藤 公 平 慶應義塾 塾長 

   各 務 洋 子 駒澤大学 大学長 

   西 原 廉 太 立教学院 大学総長 

   髙 橋 裕 子 津田塾大学 大学長 

   田 中 愛 治 早稲田大学 総長 

 〔会計監事〕 矢 口 悦 子 東洋大学 大学長 

 

②「私立大学経営倫理委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員２名の辞任に伴い、私大連から派遣する委員に欠員が生じていることから、第665回理事

会（４月９日開催）における私大連副会長の決定後、第２回常務理事会（５月14日開催）におい

て協議の結果、次の通り決定し、５月16日付で推薦した。任期は令和８年３月31日までの残任期

間。 

 〔辞 任〕 植 木 朝 子 同志社 前大学長 

 〔後 任〕 𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学 大学長 

残り１名の欠員については、第４回常務理事会（７月14日開催）における事業担当理事の決定

後、第５回常務理事会（９月10日開催）において協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推

薦した。任期は委嘱日から令和８年３月31日までの残任期間。 

 〔辞 任〕   大六野 耕 作 明治大学 前大学長 

 〔後 任〕   上 野 正 雄 明治大学 大学長 

 

③「私立大学災害対策委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員１名の辞任に伴い、私大連から派遣する委員に欠員が生じていることから、第665回理事

会（４月９日開催）における私大連副会長の決定後、第２回常務理事会（５月14日開催）におい

て協議の結果、次の通り決定し、５月16日付で推薦した。任期は令和８年３月31日までの残任期

間。 

 〔辞 任〕 植 木 朝 子 同志社 前大学長  
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 〔後 任〕  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学 大学長 

 

④「高等教育改革委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員２名の辞任に伴い、私大連から派遣する委員に欠員が生じていることから、第４回常務理

事会（７月14日開催）における事業担当理事の決定後、第５回常務理事会（９月10日開催）にお

いて協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。任期は委嘱日から令和８年３月31日

までの残任期間。 

 〔辞 任〕 阪 本   浩 青山学院 前大学長 

   植 木 朝 子 同志社 前大学長 

 〔後 任〕 各 務 洋 子 駒澤大学 大学長 

  小 原 克 博 同志社 大学長 

 

⑤「就職問題委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員１名の辞任に伴い、私大連から派遣する委員に欠員が生じていることから、第９回常務理

事会（12月10日開催）において協議の結果、次の通り決定し、12月12日付で推薦した。任期は委

嘱日から令和８年３月31日までの残任期間。 

 〔辞 任〕 野 地   整 早稲田大学 キャリアセンター長 

 〔後 任〕 服 部   令 早稲田大学 キャリアセンター副センター長兼課長 

 

３－２－２ 全私学連合 

 

①「代表者会議」会議員の辞任に伴う後任者の推薦について 

会議員１名の辞任に伴い、第２回常務理事会（５月14日開催）において、第665回理事会（４

月９日開催）における私大連副会長の決定後、田中会長の了承を得て４月10日付で推薦した旨の

報告を行った 

 〔辞 任〕  植 木 朝 子 同志社 前大学長 

 〔後 任〕  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学 大学長 

 

３－２－３ 公益財団法人私立大学退職金財団 

 

①理事の辞任に伴う後任者の推薦について 

私立大学退職金財団より標記の依頼があり、第２回常務理事会（５月14日開催）において協議

の結果、次の通り決定し、５月16日付で推薦した。任期は令和６年６月から令和７年６月開催予

定の定時評議員会終結時までの残任期間。 

〔辞 任〕 荒 川 一 郎 学習院大学 前大学長 

〔後 任〕 矢 野   泉 修道学園 大学長 

 

②理事、監事及び評議員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

私立大学退職金財団より標記の依頼があり、第12回常務理事会（３月４日開催）において協議

の結果、次の通り決定し、３月６日付で推薦した。理事の任期は令和７年６月から令和９年６月

開催予定の定時評議員会終結時まで。監事及び評議員の任期は令和７年６月から令和11年６月開

催予定の定時評議員会終結時まで。 

-162-



162 

 

 〔後 任〕  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学 大学長 

 

④「高等教育改革委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員２名の辞任に伴い、私大連から派遣する委員に欠員が生じていることから、第４回常務理

事会（７月14日開催）における事業担当理事の決定後、第５回常務理事会（９月10日開催）にお

いて協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。任期は委嘱日から令和８年３月31日

までの残任期間。 

 〔辞 任〕 阪 本   浩 青山学院 前大学長 

   植 木 朝 子 同志社 前大学長 

 〔後 任〕 各 務 洋 子 駒澤大学 大学長 

  小 原 克 博 同志社 大学長 

 

⑤「就職問題委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員１名の辞任に伴い、私大連から派遣する委員に欠員が生じていることから、第９回常務理

事会（12月10日開催）において協議の結果、次の通り決定し、12月12日付で推薦した。任期は委

嘱日から令和８年３月31日までの残任期間。 

 〔辞 任〕 野 地   整 早稲田大学 キャリアセンター長 

 〔後 任〕 服 部   令 早稲田大学 キャリアセンター副センター長兼課長 

 

３－２－２ 全私学連合 

 

①「代表者会議」会議員の辞任に伴う後任者の推薦について 

会議員１名の辞任に伴い、第２回常務理事会（５月14日開催）において、第665回理事会（４

月９日開催）における私大連副会長の決定後、田中会長の了承を得て４月10日付で推薦した旨の

報告を行った 

 〔辞 任〕  植 木 朝 子 同志社 前大学長 

 〔後 任〕  𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学 大学長 

 

３－２－３ 公益財団法人私立大学退職金財団 

 

①理事の辞任に伴う後任者の推薦について 

私立大学退職金財団より標記の依頼があり、第２回常務理事会（５月14日開催）において協議

の結果、次の通り決定し、５月16日付で推薦した。任期は令和６年６月から令和７年６月開催予

定の定時評議員会終結時までの残任期間。 

〔辞 任〕 荒 川 一 郎 学習院大学 前大学長 

〔後 任〕 矢 野   泉 修道学園 大学長 

 

②理事、監事及び評議員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

私立大学退職金財団より標記の依頼があり、第12回常務理事会（３月４日開催）において協議

の結果、次の通り決定し、３月６日付で推薦した。理事の任期は令和７年６月から令和９年６月

開催予定の定時評議員会終結時まで。監事及び評議員の任期は令和７年６月から令和11年６月開

催予定の定時評議員会終結時まで。 
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  〔理事〕 森   康 俊 関西学院 大学長 

 上 野 正 雄 明治大学 大学長 

 矢 野   泉 修道学園 大学長 

  〔監事〕 ロバート・キサラ 南山学園 大学長 

  〔評議員〕 高 橋 徳 行 根津育英会武蔵学園 大学長 

   篠 原 聡 子 日本女子大学 大学長 

 髙 橋 裕 子 津田塾大学 大学長 

 

３－２－４ 一般財団法人私学研修福祉会 

 

①理事、監事及び評議員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

私学研修福祉会より、連合会を通じて標記の依頼があり、第２回常務理事会（５月 14 日開催）

において協議の結果、次の通り決定し、５月 16日付で推薦した。任期は令和６年６月から令和８年

６月開催予定の評議委員会終結時まで。 

  〔理事〕 河 合   久 中央大学 大学長 

 髙 橋 裕 子 津田塾大学 大学長 

  〔監事〕 黒 坂   光 京都産業大学 大学長 

  〔評議員〕 各 務 洋 子 駒澤大学  大学長 

   森 本 あんり 東京女子大学 大学長 

 大 西 晴 樹 東北学院 院長・大学長 

 

３－２－５ 文部科学省 

 

①「大学入学者選抜協議会」委員の推薦について 

文部科学省より標記の依頼があり、第１回常務理事会（４月９日開催）において、田中会長の

了承を得て３月22日付で推薦した旨の報告を行った。 

代表者  圓 月 勝 博 同志社大学 文学部教授 

 

②「私立大学等研究設備整備費等補助金等に係る選定委員」委員候補者の推薦について 

文部科学省より、連合会を通じて標記の依頼があり、第３回常務理事会（５月28日開催）にお

いて協議の結果、次の通り決定し、６月20日付で推薦した。任期は令和６年７月１日から令和８

年６月30日まで。 

＜人文科学系＞ 

委 員  矢 嶋 直 規 国際基督教大学 教養学部教授 

  丸 山 直 子 東京女子大学 現代教養学部教授   

＜社会科学系＞ 

委 員  新 海 尚 子 津田塾大学 総合政策学部教授     

＜理工学系＞ 

委 員 石 井 洋 一 中央大学 理工学部教授 

 宮 武 昌 史 上智大学 理工学部教授 

 箕 浦 真 生 立教大学 副総長、理学部教授 

 中 垣 隆 雄 早稲田大学 理工学術院教授   
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＜生物学系＞ 

委 員  諏 訪 牧 子 青山学院大学 理工学部教授 

 髙 森 茂 雄 同志社大学 大学院脳科学研究科教授 

 廣 野 雅 文 法政大学 生命科学部教授 

 片 倉 啓 雄 関西大学 化学生命工学部教授 

 藤 原 伸 介 関西学院大学 生命環境学部教授 

 金 澤 秀 子 慶應義塾大学 薬学部名誉教授 

 河 野 菜摘子 明治大学 農学部専任准教授 

 佐 藤 香 枝 日本女子大学 理学部教授 

 髙 井 真 司 大阪医科薬科大学 大学院医学研究科教授 

 小 池 千恵子 立命館大学 薬学部教授 

 金子（大谷）律子 東洋大学 生命科学部教授 

＜情報科学系＞ 

委 員  高 岡 詠 子 上智大学 理工学部教授 

 国 領 二 郎 慶應義塾大学 総合政策学部教授  

 

③大学入学者選抜協議会「大学院入学者選抜ワーキンググループ」委員の推薦について 

文部科学省より標記の依頼があり、第６回常務理事会（10月８日開催）において協議の結果、

次の通り決定し、10月11日付で推薦した。任期は令和６年10月から任務終了まで。 

委 員 圓 月 勝 博 同志社大学 文学部教授 

 

 ④「私学共済制度の在り方等に関する調査研究協力者会議」の協力者（学校法人役員代表）の任期

満了に伴う後任者の推薦について 

文部科学省より、連合会を通じて標記の依頼があり、第11回常務理事会（２月18日開催）にお

いて協議の結果、次の通り決定し、２月25日付で推薦した。任期は令和７年４月１日から令和９

年３月31日まで。 

協力者 広 瀬 裕 樹 愛知大学 理事長・大学長 

 

３－２－６ 日本私立学校振興・共済事業団 

 

①「共済審査会」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

日本私立学校振興・共済事業団より、連合会を通じて標記の依頼があり、第４回常務理事会（７

月16日開催）において協議の結果、次の通り決定し、７月17日付で推薦した。任期は令和６年９

月１日から令和８年８月31日まで。 

＜加入者代表＞ 

委 員 鍋 谷 敏 守 東洋大学  人事部次長 

 

②「共済運営委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

日本私立学校振興・共済事業団より、連合会を通じて標記の依頼があり、第７回常務理事会（10

月22日開催）において協議の結果、次の通り決定し、10月24日付で推薦した。任期は委嘱日から

令和７年12月31日までの残任期間。 

＜加入者代表＞ 
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＜生物学系＞ 

委 員  諏 訪 牧 子 青山学院大学 理工学部教授 

 髙 森 茂 雄 同志社大学 大学院脳科学研究科教授 

 廣 野 雅 文 法政大学 生命科学部教授 

 片 倉 啓 雄 関西大学 化学生命工学部教授 

 藤 原 伸 介 関西学院大学 生命環境学部教授 

 金 澤 秀 子 慶應義塾大学 薬学部名誉教授 

 河 野 菜摘子 明治大学 農学部専任准教授 

 佐 藤 香 枝 日本女子大学 理学部教授 

 髙 井 真 司 大阪医科薬科大学 大学院医学研究科教授 

 小 池 千恵子 立命館大学 薬学部教授 

 金子（大谷）律子 東洋大学 生命科学部教授 

＜情報科学系＞ 

委 員  高 岡 詠 子 上智大学 理工学部教授 

 国 領 二 郎 慶應義塾大学 総合政策学部教授  

 

③大学入学者選抜協議会「大学院入学者選抜ワーキンググループ」委員の推薦について 

文部科学省より標記の依頼があり、第６回常務理事会（10月８日開催）において協議の結果、

次の通り決定し、10月11日付で推薦した。任期は令和６年10月から任務終了まで。 

委 員 圓 月 勝 博 同志社大学 文学部教授 

 

 ④「私学共済制度の在り方等に関する調査研究協力者会議」の協力者（学校法人役員代表）の任期

満了に伴う後任者の推薦について 

文部科学省より、連合会を通じて標記の依頼があり、第11回常務理事会（２月18日開催）にお

いて協議の結果、次の通り決定し、２月25日付で推薦した。任期は令和７年４月１日から令和９

年３月31日まで。 

協力者 広 瀬 裕 樹 愛知大学 理事長・大学長 

 

３－２－６ 日本私立学校振興・共済事業団 

 

①「共済審査会」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

日本私立学校振興・共済事業団より、連合会を通じて標記の依頼があり、第４回常務理事会（７

月16日開催）において協議の結果、次の通り決定し、７月17日付で推薦した。任期は令和６年９

月１日から令和８年８月31日まで。 

＜加入者代表＞ 

委 員 鍋 谷 敏 守 東洋大学  人事部次長 

 

②「共済運営委員会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

日本私立学校振興・共済事業団より、連合会を通じて標記の依頼があり、第７回常務理事会（10

月22日開催）において協議の結果、次の通り決定し、10月24日付で推薦した。任期は委嘱日から

令和７年12月31日までの残任期間。 

＜加入者代表＞ 
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〔辞 任〕 高 岡   淳 関西大学  法人本部長 

〔後 任〕 渡 部   修 関西大学  人事部長 

 

３－２－７ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 

 

①「大学ポートレート運営会議」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

大学改革支援・学位授与機構より、連合会を通じて標記の依頼があり、第４回常務理事会（７

月16日開催）において協議の結果、次の通り決定し、７月17日付で推薦した。任期は令和６年９

月１日から令和８年８月31日まで。 

委 員 西 原 廉 太 立教学院  大学総長 

 

②「大学機関別認証評価委員会」専門委員（社会科学分野）の任期満了に伴う後任者の推薦につい 

て 

大学改革支援・学位授与機構より、連合会を通じて標記の依頼があり、第８回常務理事会（11

月12日開催）において協議の結果、次の通り決定し、11月13日付で推薦した。任期は令和７年４

月から専門事項終了まで。 

専門委員 横 内 正 雄 法政大学  経営学部教授 

 

３－２－８ 独立行政法人大学入試センター 

 

①「大学入学共通テスト得点調整判定委員会」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

大学入試センターより、連合会を通じて標記の依頼があり、第６回常務理事会（10月８日開催）

において協議の結果、次の通り決定し、10月９日付で推薦した。任期は令和７年１月１日から３月

31日まで。 

委 員 𫝐𫝐𫝐𫝐 田   裕 関西大学  前大学長 

 

３－２－９ 独立行政法人日本学生支援機構 

 

①「運営評議会」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

日本学生支援機構より標記の依頼があり、第５回常務理事会（９月10日開催）において協議の

結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。任期は令和６年10月から令和８年３月まで。 

委 員 田 中 愛 治 早稲田大学 総長 

 

３－２－１０ アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ）（ユーマップ） 

 

 ①「日本国内委員会」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ）（ユーマップ）より、連合会を通じて標記の依頼があ

り、第３回常務理事会（５月28日開催）において協議の結果、次の通り決定し、５月30日付で推

薦した。任期は委嘱日から令和８年５月31日まで。 

委 員  弦 間 正 彦   早稲田大学 理事 

 

②「専門委員会」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 
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アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ）（ユーマップ）より、連合会を通じて標記の依頼があ

り、第３回常務理事会（５月28日開催）において協議の結果、次の通り決定し、５月30日付で推

薦した。任期は委嘱日から令和８年５月31日まで。 

専門委員  荒 巻 俊 也 東洋大学 副学長・国際教育センター長 

 

③監事の任期満了に伴う後任者の推薦について 

アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ）（ユーマップ）より、連合会を通じて標記の依頼があ

り、第３回常務理事会（５月28日開催）において協議の結果、次の通り決定し、５月30日付で推

薦した。任期は委嘱日から令和８年５月31日まで。 

監 事  高 馬 京 子 明治大学 副学長・情報コミュニケーション学部教授 

 

３－２－１１ 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 

 

①「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

著作物の教育利用に関する関係者フォーラムより、連合会を通じて標記の依頼があり、第４回

常務理事会（７月16日開催）において、田中会長の了承を得て５月29日付で推薦した旨の報告を

行った。任期は令和６年４月１日から令和８年３月31日まで。  

委 員  加 藤 麻 樹 早稲田大学 人間科学学術院教授 

 

３－２－１２ 一般社団法人日本経済団体連合会 

 

 ①「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」座長（大学側）の推薦について 

日本経済団体連合会より、連合会を通じて標記の依頼があり、第５回常務理事会（９月10日開

催）おいて協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。 

   座長（大学側）伊 藤 公 平 慶應義塾  塾長 

 

②「採用・インターンシップ分科会」分科会長、委員の推薦について 

日本経済団体連合会より、連合会を通じて標記の依頼があり、第５回常務理事会（９月10日開

催）おいて協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。 

＜分科会長＞ 

〔辞 任〕 伊 藤 公 平 慶應義塾  塾長 

〔後 任〕 佐 藤   和 慶應義塾  就職部長・商学部教授 

＜委員＞ 

〔辞 任〕 佐 藤   和 慶應義塾  就職部長・商学部教授 

〔後 任〕 首 藤 若 菜 立教大学     キャリアセンター部長、経済学部教授 

 

 ③「採用・インターンシップ分科会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員１名の辞任に伴い、第７回常務理事会（10月22日開催）において協議の結果、次の通り決

定し、10月25日付で推薦した。 

〔辞 任〕 塩 月   恭 早稲田大学 キャリアセンター課長 

〔後 任〕 野 地   整 早稲田大学 キャリアセンター長 

委員１名の辞任に伴い、第９回常務理事会（12月10日開催）において協議の結果、次の通り決
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アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ）（ユーマップ）より、連合会を通じて標記の依頼があ

り、第３回常務理事会（５月28日開催）において協議の結果、次の通り決定し、５月30日付で推

薦した。任期は委嘱日から令和８年５月31日まで。 

専門委員  荒 巻 俊 也 東洋大学 副学長・国際教育センター長 

 

③監事の任期満了に伴う後任者の推薦について 

アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ）（ユーマップ）より、連合会を通じて標記の依頼があ

り、第３回常務理事会（５月28日開催）において協議の結果、次の通り決定し、５月30日付で推

薦した。任期は委嘱日から令和８年５月31日まで。 

監 事  高 馬 京 子 明治大学 副学長・情報コミュニケーション学部教授 

 

３－２－１１ 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 

 

①「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」委員の任期満了に伴う後任者の推薦について 

著作物の教育利用に関する関係者フォーラムより、連合会を通じて標記の依頼があり、第４回

常務理事会（７月16日開催）において、田中会長の了承を得て５月29日付で推薦した旨の報告を

行った。任期は令和６年４月１日から令和８年３月31日まで。  

委 員  加 藤 麻 樹 早稲田大学 人間科学学術院教授 

 

３－２－１２ 一般社団法人日本経済団体連合会 

 

 ①「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」座長（大学側）の推薦について 

日本経済団体連合会より、連合会を通じて標記の依頼があり、第５回常務理事会（９月10日開

催）おいて協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。 

   座長（大学側）伊 藤 公 平 慶應義塾  塾長 

 

②「採用・インターンシップ分科会」分科会長、委員の推薦について 

日本経済団体連合会より、連合会を通じて標記の依頼があり、第５回常務理事会（９月10日開

催）おいて協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。 

＜分科会長＞ 

〔辞 任〕 伊 藤 公 平 慶應義塾  塾長 

〔後 任〕 佐 藤   和 慶應義塾  就職部長・商学部教授 

＜委員＞ 

〔辞 任〕 佐 藤   和 慶應義塾  就職部長・商学部教授 

〔後 任〕 首 藤 若 菜 立教大学     キャリアセンター部長、経済学部教授 

 

 ③「採用・インターンシップ分科会」委員の辞任に伴う後任者の推薦について 

委員１名の辞任に伴い、第７回常務理事会（10月22日開催）において協議の結果、次の通り決

定し、10月25日付で推薦した。 

〔辞 任〕 塩 月   恭 早稲田大学 キャリアセンター課長 

〔後 任〕 野 地   整 早稲田大学 キャリアセンター長 

委員１名の辞任に伴い、第９回常務理事会（12月10日開催）において協議の結果、次の通り決
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定し、12月12日付で推薦した。 

〔辞 任〕 野 地   整 早稲田大学 キャリアセンター長 

〔後 任〕 藤 田   誠 早稲田大学 理事（学生部門統括・スポーツ振興） 

 

 ④産学における個別テーマのフォローアップ会合（博士人材に関する産学協議会合）大学側委員の

推薦について 

日本経済団体連合会より、連合会を通じて標記の依頼があり、第５回常務理事会（９月10日開

催）おいて協議の結果、次の通り決定し、９月11日付で推薦した。 

委 員 伊 藤 公 平 慶應義塾  塾長 

 田 中 愛 治 早稲田大学 総長 

 

３－３ 私大連事務局への職員派遣協力 

 

私大連では、会員法人（大学）から研修職員を専門職として受け入れ、業務の円滑な遂行に協力を

得ている。令和６年度における派遣協力は次の通りである。 

 

教学支援課 池 田 和 優 松山大学総務部人事課付 

〔期間：令和６年４月１日～令和７年３月31日〕 

 

広報情報課 𠮷𠮷𠮷𠮷 田 匡 孝 中京大学人事部付 

〔期間：令和５年４月１日～令和７年３月31日〕 
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３－４ 私大連事務局職員 

 

令和６年度における私大連事務局職員は次の通りである。 

 

  事務局長  

  坂 下 嬢 子  

     

総務会計課   事務局次長 

事務局次長兼総務課長 堀 内 亮 子   山 下 隆 一 

会計課長 横 山 修 一    

課長代理 中 島   薫    

課長代理 権 藤 和 代    

 石 田 達 也    

（12月１日から） 寺 尾 通 洋    

     

教学支援課    

課長 相 坂 太 郎    

課長代理 佐 藤 義 文    

 秋 濱 里 佳    

 冨 永 和 弥    

 阿 部 淑 恵    

 堀 井 千 裕   

（出向職員） 池 田 和 優    

     

広報情報課    

課長 齋 藤   淳    

課長代理 加賀崎 奈 美    

課長代理 春 名 貴 明    

 千 葉 謙 太    

 佐 藤   諒    

 片 木   博    

 古 賀 尚 美    

（出向職員） 𠮷𠮷𠮷𠮷 田 匡 孝    
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３－４ 私大連事務局職員 

 

令和６年度における私大連事務局職員は次の通りである。 

 

  事務局長  

  坂 下 嬢 子  

     

総務会計課   事務局次長 

事務局次長兼総務課長 堀 内 亮 子   山 下 隆 一 

会計課長 横 山 修 一    

課長代理 中 島   薫    

課長代理 権 藤 和 代    

 石 田 達 也    

（12月１日から） 寺 尾 通 洋    

     

教学支援課    

課長 相 坂 太 郎    

課長代理 佐 藤 義 文    

 秋 濱 里 佳    

 冨 永 和 弥    

 阿 部 淑 恵    

 堀 井 千 裕   

（出向職員） 池 田 和 優    

     

広報情報課    

課長 齋 藤   淳    

課長代理 加賀崎 奈 美    

課長代理 春 名 貴 明    

 千 葉 謙 太    

 佐 藤   諒    

 片 木   博    

 古 賀 尚 美    

（出向職員） 𠮷𠮷𠮷𠮷 田 匡 孝    
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４．令和６年度役員会・総会 

 

４－１ 常務理事会（12回開催） 

 

第１回  令和６年４月９日（火） 午後２時～３時20分 

＜審議事項＞ 

１．副会長候補者の指名について 

２．令和６年度第２回（第666回）理事会の議事・日程について 

３．対外派遣人事について 

４．日本私立大学団体連合会代議員・会計監事の任期満了に伴う後任者選出投票の開票結果につい 

 て 

５．事業担当理事等について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．役員報酬等の支払方法等に関する細則の一部改正について 

３．他機関からの職員受入れに関する細則の一部改正について 

４．令和６年度監査計画について 

５．一般社団法人日本経済団体連合会「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」に

ついて 

６．研究インテグリティの確保に係る対応について 

７．学校教育法の一部改正について 

８．博士人材活躍プランについて 

＜資料報告事項＞ 

１．日本私立大学団体連合会令和６年度事業計画及び収支予算について 

２．文部科学省関係者名簿について 

 

第２回  令和６年５月14日（火） 午後２時30分～３時35分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第３回（第667回）理事会の議事・日程について 

２．役員の任期満了に伴う後任者選出手続について 

３．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度私立大学関係政府予算要望案の考え方（骨子）について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．就職・採用活動に関する動向について 

３．グローバル人材育成に関する動向及び外国人留学生の適切な在籍管理について 

４．「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（日本語

教育機関認定法）」の最新動向について 

５．大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の審議動向について 

＜資料報告事項＞ 

１．障害者差別解消法による合理的配慮の提供の義務に関する説明会の開催について 
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＜懇談事項＞ 

１．セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組について 

 

第３回  令和６年５月28日（火） 午後２時30分～３時 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第１回（第230回・定時）総会の議事・日程について 

２．令和６年度第４回（第668回）理事会の議事・日程について 

３．令和６年度第５回（第669回）理事会の議事・日程について 

４．令和５年度事業報告について 

５．令和５年度収支決算について 

６．対外派遣人事について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．令和５年度監査報告について 

３．「選考委員会」委員互選投票の開票結果について 

４．文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」へのヒアリング対応について 

５．内閣官房「新しい資本主義実現会議 資産運用立国分科会」の審議経過について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和６年度FD推進ワークショップの開催について 

２．令和６年度財務・人事担当理事者会議（第１回）の開催について 

３．令和６年度監事会議の開催について 

４．自由民主党教育・人材力強化調査会 「教育・人材力強化調査会 提言案 ～質の高い教育へのア

クセス確保に向けた“人への投資”の拡充～」について 

 

第４回  令和６年７月16日（火） 午後３時40分～４時10分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第６回（第670回）理事会の議事・日程について 

２．事業担当理事等について 

３．役員改選に伴う経営倫理委員会委員の選出手続について 

４．対外派遣人事について 

＜報告事項＞ 

１．令和５年度監査報告について 

 

第５回  令和６年９月10日（火） 午後２時30分～３時30分 

＜審議事項＞ 

１．経営倫理委員会委員の決定について 

２．常勤嘱託職員の就業に関する規程の一部改正について 

３．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．「大学・高専機能強化支援事業」への要望について 

２．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会へのヒアリング対応について 

３．学校法人東京女子医科大学への対応について 
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＜懇談事項＞ 

１．セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組について 

 

第３回  令和６年５月28日（火） 午後２時30分～３時 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第１回（第230回・定時）総会の議事・日程について 

２．令和６年度第４回（第668回）理事会の議事・日程について 

３．令和６年度第５回（第669回）理事会の議事・日程について 

４．令和５年度事業報告について 

５．令和５年度収支決算について 

６．対外派遣人事について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．令和５年度監査報告について 

３．「選考委員会」委員互選投票の開票結果について 

４．文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」へのヒアリング対応について 

５．内閣官房「新しい資本主義実現会議 資産運用立国分科会」の審議経過について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和６年度FD推進ワークショップの開催について 

２．令和６年度財務・人事担当理事者会議（第１回）の開催について 

３．令和６年度監事会議の開催について 

４．自由民主党教育・人材力強化調査会 「教育・人材力強化調査会 提言案 ～質の高い教育へのア

クセス確保に向けた“人への投資”の拡充～」について 

 

第４回  令和６年７月16日（火） 午後３時40分～４時10分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第６回（第670回）理事会の議事・日程について 

２．事業担当理事等について 

３．役員改選に伴う経営倫理委員会委員の選出手続について 

４．対外派遣人事について 

＜報告事項＞ 

１．令和５年度監査報告について 

 

第５回  令和６年９月10日（火） 午後２時30分～３時30分 

＜審議事項＞ 

１．経営倫理委員会委員の決定について 

２．常勤嘱託職員の就業に関する規程の一部改正について 

３．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．「大学・高専機能強化支援事業」への要望について 

２．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会へのヒアリング対応について 

３．学校法人東京女子医科大学への対応について 
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＜報告事項＞ 

１．新たな時代に向けた人材育成に関する懇談会のとりまとめについて 

２．文部科学省学校会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループへの意見提出について 

３．令和６年度記者会見（第１回）の実施経過について 

４．令和７年度私学助成関係予算の概算要求及び私立大学関係税制改正要望について 

５．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会中間まとめについて 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度国の補助金等に関する説明会（第１回）の開催について 

２．人事労務部門実務担当者向け情報交換会の開催について 

３．「大学・高専機能強化支援事業」第３回公募及び計画の実現に向けた説明・相談会の開催につい   

 て 

 

第６回  令和６年10月８日（火） 午後２時～３時40分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第７回（第671回）理事会の議事・日程について 

２．監事の補欠選任手続きについて 

３．対外派遣人事について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．高等教育と私学助成について 

 

第７回  令和６年10月22日（火） 午後２時30分～３時25分 

＜審議事項＞ 

  １．令和６年度第８回（第672回）理事会の議事・日程について 

２．令和６年度第２回（第231回・秋季）総会の議事・日程について 

３．対外派遣人事について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会へのヒアリング対応について 

３．「大学・高専機能強化支援事業」への要望提出について 

４．令和７年度国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進等に関する概算要求について 

５．令和７年度留学生交流の充実に関する概算要求等について 

６．令和７年度リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実に関する概算要求について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和６年度第２回財務・人事担当理事者会議の開催について 

２．第２回改正私立学校法対応に関する情報交換会の開催について 

３．日本私立大学団体連合会「アセットオーナー・プリンシプルに関する説明会」開催について 

＜懇談事項＞ 

１．安全保障に関して新規採用教員に提出を求める誓約書について 

 

第８回  令和６年11月12日（火） 午後２時30分～３時35分 

＜審議事項＞ 
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１．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度役員会等の開催日程について 

２．令和７年度事業策定に向けた方針及び新たな課題への対応について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．学校法人東京女子医科大学への対応について 

３．「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」について 

４．研究インテグリティの確保について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度私大連事務局への出向依頼について 

２．令和７年新年交歓会の開催について 

３．令和６年度第２回学長会議の開催について 

４．私大連フォーラム2024の開催について 

５．日本私立大学団体連合会「日本語教育機関の認定制度及び登録日本語教員の資格制度に関する

説明会」の開催について 

 

第９回  令和６年12月10日（火） 午後３時30分～５時20分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第９回（第673回）理事会の議事・日程について 

２．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度事業申請について 

２． 文部科学省「大学入学者選抜協議会」へのヒアリング対応について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．令和６年度監査（期中）における気付き事項について 

３．留学生交流の現状及び文部科学省Global×Innovation人材育成フォーラム中間まとめについて 

４．令和６年度補正予算、令和７年度私立大学関係政府予算及び令和７年度私立大学関係税制改正

の最新動向について 

＜資料報告事項＞ 

１．日本私立大学団体連合会「地方創生 2.0に向けた私立大学と自治体との連携強化に関する説明

会」について 

 

第10回  令和７年１月28日（火） 午後２時～３時30分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第10回（第674回）理事会の議事・日程について 

２．理事の補欠選任手続きについて 

＜協議事項＞ 

１．事務局長の選任について 

＜報告事項＞ 

１．学校法人東京女子医科大学からのガバナンス・コード遵守状況の再提出について 
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１．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度役員会等の開催日程について 

２．令和７年度事業策定に向けた方針及び新たな課題への対応について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．学校法人東京女子医科大学への対応について 

３．「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」について 

４．研究インテグリティの確保について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度私大連事務局への出向依頼について 

２．令和７年新年交歓会の開催について 

３．令和６年度第２回学長会議の開催について 

４．私大連フォーラム2024の開催について 

５．日本私立大学団体連合会「日本語教育機関の認定制度及び登録日本語教員の資格制度に関する

説明会」の開催について 

 

第９回  令和６年12月10日（火） 午後３時30分～５時20分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第９回（第673回）理事会の議事・日程について 

２．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度事業申請について 

２． 文部科学省「大学入学者選抜協議会」へのヒアリング対応について 

＜報告事項＞ 

１．委員の委嘱について 

２．令和６年度監査（期中）における気付き事項について 

３．留学生交流の現状及び文部科学省Global×Innovation人材育成フォーラム中間まとめについて 

４．令和６年度補正予算、令和７年度私立大学関係政府予算及び令和７年度私立大学関係税制改正

の最新動向について 

＜資料報告事項＞ 

１．日本私立大学団体連合会「地方創生 2.0に向けた私立大学と自治体との連携強化に関する説明

会」について 

 

第10回  令和７年１月28日（火） 午後２時～３時30分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第10回（第674回）理事会の議事・日程について 

２．理事の補欠選任手続きについて 

＜協議事項＞ 

１．事務局長の選任について 

＜報告事項＞ 

１．学校法人東京女子医科大学からのガバナンス・コード遵守状況の再提出について 
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２．文部科学省「大学入学者選抜協議会」からの意見照会への対応について 

３．文部科学省「学術ジャーナル問題」への対応について 

＜資料報告事項＞ 

１．第２回人事労務部門実務担当者向け情報交換会の開催について 

２．「私立大学における内部統制システム整備の実例解説」のオンデマンド配信について（予告） 

３．令和７年度「大学・高専機能強化支援事業」の公募について 

４．文部科学省「地域大学振興室」の設置について 

 

第11回  令和７年２月18日（火） 午後１時30分～２時25分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第11回（第675回）理事会の議事・日程について 

２．令和６年度第３回（第232回・春季）総会の議事・日程について 

３．事務組織規程の一部改正について 

４．職員役職定年制度に関する規程の一部改正について 

５．職員給与規程の一部改正について 

６．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度事業計画案について 

２．令和７年度収支予算案について 

３．日本私立大学連盟「私立大学ガバナンス・コード」【第 2.1版】への改訂について 

４．文理横断教育の推進検討プロジェクトの最終報告について 

５．令和７年度の学校法人日本大学及び学校法人東京女子医科大学への対応について 

＜報告事項＞ 

１．創立75周年記念事業の日程等について 

＜資料報告事項＞ 

１． 令和７年度各種研修開催日程等一覧（予定）について 

２． 「私立大学における内部統制システム整備の実例解説」のオンデマンド配信について 

３． 衆議院予算委員会（令和７年２月６日(木)開催）質疑（抜粋） 

 

第12回  令和７年３月４日（火） 午後２時～３時30分 

＜審議事項＞ 

１．令和７年度第１回（第676回）理事会の議事・日程について 

２．令和７年度事業計画案について 

３．令和７年度収支予算案について 

４．職員給与規程の一部改正について 

５．対外派遣人事について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度役員会等の開催日程について 

２．大学院の人材育成に関する検討分科会の検討経過について 

＜報告事項＞ 

１．日本学術振興会「学術システム研究センター研究員」の募集について 

２．大学入学者選抜をめぐる最新の動向について 
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４－２ 理事会（11回開催） 

 

第665回  令和６年４月９日（火） 午後３時30分～４時45分 

＜審議事項＞ 

１．副会長の決定について 

２．日本私立大学団体連合会代議員・会計監事の任期満了に伴う後任者の決定について 

＜報告事項＞ 

１．事業担当理事等について 

２．令和６年度監査計画について 

３．一般社団法人日本経済団体連合会「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」に

ついて 

４．研究インテグリティの確保に係る対応について 

５．学校教育法の一部改正について 

＜資料報告事項＞ 

１．日本私立大学団体連合会令和６年度事業計画及び収支予算について 

２．文部科学省関係者名簿について 

 

第666回  令和６年５月14日（火） 午後３時35分～５時５分 

＜審議事項＞ 

１．役員の任期満了に伴う後任者選出手続について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度私立大学関係政府予算要望案の考え方（骨子）について 

＜報告事項＞ 

１．就職・採用活動に関する動向について 

２．グローバル人材育成に関する動向及び外国人留学生の適切な在籍管理について 

３．「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（日本

語教育機関認定法）」の最新動向について 

４．大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の審議動向について 

＜資料報告事項＞ 

１．障害者差別解消法による合理的配慮の提供の義務に関する説明会の開催について 

 

第667回  令和６年５月28日（火） 午後３時30分～４時55分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第１回（第230回・定時）総会の議事・日程について 

２．令和５年度事業報告について 

３．令和５年度収支決算について 

＜報告事項＞ 

１．令和５年度監査報告について 

２．「選考委員会」委員互選投票の開票結果について 

３．文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」へのヒアリング対応について 

４．内閣官房「新しい資本主義実現会議 資産運用立国分科会」の審議経過について 

＜資料報告事項＞ 
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４－２ 理事会（11回開催） 

 

第665回  令和６年４月９日（火） 午後３時30分～４時45分 

＜審議事項＞ 

１．副会長の決定について 

２．日本私立大学団体連合会代議員・会計監事の任期満了に伴う後任者の決定について 

＜報告事項＞ 

１．事業担当理事等について 

２．令和６年度監査計画について 

３．一般社団法人日本経済団体連合会「博士人材と女性理工系人材の育成・活躍に向けた提言」に

ついて 

４．研究インテグリティの確保に係る対応について 

５．学校教育法の一部改正について 

＜資料報告事項＞ 

１．日本私立大学団体連合会令和６年度事業計画及び収支予算について 

２．文部科学省関係者名簿について 

 

第666回  令和６年５月14日（火） 午後３時35分～５時５分 

＜審議事項＞ 

１．役員の任期満了に伴う後任者選出手続について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度私立大学関係政府予算要望案の考え方（骨子）について 

＜報告事項＞ 

１．就職・採用活動に関する動向について 

２．グローバル人材育成に関する動向及び外国人留学生の適切な在籍管理について 

３．「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（日本

語教育機関認定法）」の最新動向について 

４．大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の審議動向について 

＜資料報告事項＞ 

１．障害者差別解消法による合理的配慮の提供の義務に関する説明会の開催について 

 

第667回  令和６年５月28日（火） 午後３時30分～４時55分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第１回（第230回・定時）総会の議事・日程について 

２．令和５年度事業報告について 

３．令和５年度収支決算について 

＜報告事項＞ 

１．令和５年度監査報告について 

２．「選考委員会」委員互選投票の開票結果について 

３．文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」へのヒアリング対応について 

４．内閣官房「新しい資本主義実現会議 資産運用立国分科会」の審議経過について 

＜資料報告事項＞ 
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１．令和６年度FD推進ワークショップの開催について 

２．令和６年度財務・人事担当理事者会議（第１回）の開催について 

３．令和６年度監事会議の開催について 

４．自由民主党教育・人材力強化調査会 「教育・人材力強化調査会 提言案 ～質の高い教育への

アクセス確保に向けた“人への投資”の拡充～」について 

 

第668回  令和６年６月18日（火） 午後４時55分～５時５分 

＜審議事項＞ 

１．役員改選に伴う会長・副会長の選定について 

２．常務理事の選出手続について 

 

第669回  令和６年７月16日（火） 午後２時30分～３時35分 

＜審議事項＞ 

１．常務理事の選定について 

２．参与の委嘱について 

＜協議事項＞ 

１．将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト「新たな公財政支援の考え

方（案）」について 

＜報告事項＞ 

１．令和７年度私立大学関係政府予算要望及び税制改正要望について 

 ２．文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」のとりまとめについて 

＜資料報告事項＞ 

１．「JASSO 海外留学支援制度（協定派遣）奨学金月額の派遣先地域区分見直しに関する要望書」の

提出について 

２．令和６年度理事長会議の開催について 

３．令和６年度教学担当理事者会議の開催について 

 

第670回  令和６年９月10日（火） 午後３時35分～５時20分 

＜協議事項＞ 

 １．「大学・高専機能強化支援事業」への要望について 

 ２．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会へのヒアリング対応について 

  ３．学校法人東京女子医科大学への対応について 

＜報告事項＞ 

１．事業担当理事等について 

２．経営倫理委員会委員の決定について 

３．文部科学省学校会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループへの意見提出について 

４．令和６年度記者会見（第１回）の実施経過について 

５．令和７年度私学助成関係予算の概算要求及び私立大学関係税制改正要望について 

６．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会中間まとめについて 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度国の補助金等に関する説明会（第１回）の開催について 

２．人事労務部門実務担当者向け情報交換会の開催について 
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３．「大学・高専機能強化支援事業」第３回公募及び計画の実現に向けた説明・相談会の開催につ

いて 

 

第671回  令和６年10月22日（火） 午後３時30分～４時55分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第２回（第231回・秋季）総会の議事・日程について 

２．監事の補欠選任手続きについて 

＜報告事項＞ 

１．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会へのヒアリング対応について 

２．「大学・高専機能強化支援事業」への要望提出について 

３．令和７年度国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進等に関する概算要求について 

４．令和７年度留学生交流の充実に関する概算要求等について 

５．令和７年度リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実に関する概算要求について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和６年度第２回財務・人事担当理事者会議の開催について 

２．第２回改正私立学校法対応に関する情報交換会の開催について 

３．日本私立大学団体連合会「アセットオーナー・プリンシプルに関する説明会」開催について 

 

第672回  令和６年11月26日（火） 午後１時30分～２時20分 

＜協議事項＞ 

１． 令和７年度役員会等の開催日程について 

２． 令和７年度事業策定に向けた方針及び新たな課題への対応について 

３．世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクトの検討経過について 

＜報告事項＞ 

１．学校法人東京女子医科大学（設置大学：東京女子医科大学）への対応について 

２．令和６年度事業実施経過概要について 

３．令和６年度監査（期中）の報告について 

４．第 17回学生生活実態調査の実施について（令和７年度実施予告） 

５．『私立大学ガバナンス・コード【第2.1版】』改訂に係る検討経過について 

６．「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について 

７．地方大学・地域産業創生交付金事業等について 

８．私立大学を取り巻く国の動向について 

（１）令和６年度補正予算及び令和７年度私学助成に関する最新動向について 

（２）中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会の審議動向について 

（３）学校法人への個人寄附に係る所得税の税額控除制度の改正について 

（４）情報セキュリティインシデントの発生防止に向けた注意喚起について 

（５）学校法人会計基準の一部改正について 

 

第673回  令和７年１月７日（火） 午後１時30分～3時30分 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度事業申請及び新たな課題への対応について 

２．文部科学省「大学入学者選抜協議会」からの意見照会への対応について 
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３．「大学・高専機能強化支援事業」第３回公募及び計画の実現に向けた説明・相談会の開催につ

いて 

 

第671回  令和６年10月22日（火） 午後３時30分～４時55分 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第２回（第231回・秋季）総会の議事・日程について 

２．監事の補欠選任手続きについて 

＜報告事項＞ 

１．中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会へのヒアリング対応について 

２．「大学・高専機能強化支援事業」への要望提出について 

３．令和７年度国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進等に関する概算要求について 

４．令和７年度留学生交流の充実に関する概算要求等について 

５．令和７年度リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実に関する概算要求について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和６年度第２回財務・人事担当理事者会議の開催について 

２．第２回改正私立学校法対応に関する情報交換会の開催について 

３．日本私立大学団体連合会「アセットオーナー・プリンシプルに関する説明会」開催について 

 

第672回  令和６年11月26日（火） 午後１時30分～２時20分 

＜協議事項＞ 

１． 令和７年度役員会等の開催日程について 

２． 令和７年度事業策定に向けた方針及び新たな課題への対応について 

３．世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクトの検討経過について 

＜報告事項＞ 

１．学校法人東京女子医科大学（設置大学：東京女子医科大学）への対応について 

２．令和６年度事業実施経過概要について 

３．令和６年度監査（期中）の報告について 

４．第 17回学生生活実態調査の実施について（令和７年度実施予告） 

５．『私立大学ガバナンス・コード【第2.1版】』改訂に係る検討経過について 

６．「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について 

７．地方大学・地域産業創生交付金事業等について 

８．私立大学を取り巻く国の動向について 

（１）令和６年度補正予算及び令和７年度私学助成に関する最新動向について 

（２）中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会の審議動向について 

（３）学校法人への個人寄附に係る所得税の税額控除制度の改正について 

（４）情報セキュリティインシデントの発生防止に向けた注意喚起について 

（５）学校法人会計基準の一部改正について 

 

第673回  令和７年１月７日（火） 午後１時30分～3時30分 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度事業申請及び新たな課題への対応について 

２．文部科学省「大学入学者選抜協議会」からの意見照会への対応について 
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＜報告事項＞ 

１．令和７年度私立大学関係政府予算案について 

２．令和７年度私立大学関係税制改正について 

３．令和７年度国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略的推進等に関する政府予算案について 

４．令和７年度留学生交流の充実に関する予算案について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度国の補助金等に関する説明会（第２回）の開催について 

第674回  令和７年２月18日（火） 午後２時30分～４時 

＜審議事項＞ 

１．令和６年度第３回（第 232回・春季）総会の議事・日程について 

２．理事の補欠選任手続きについて 

３．事務局長の選任について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度事業計画案について 

２．令和７年度収支予算案について 

３．日本私立大学連盟「私立大学ガバナンス・コード」【第 2.1版】への改訂について 

４．文理横断教育の推進検討プロジェクトの最終報告について 

＜報告事項＞ 

１．令和７年度の学校法人日本大学及び学校法人東京女子医科大学への対応及び学校法人東京女子

医科大学からのガバナンス・コード遵守状況の再提出について 

２．文部科学省「大学入学者選抜協議会」からの意見照会への対応について 

３．創立 75周年記念事業の日程等について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度各種研修開催日程等一覧（予定）について 

２．「私立大学における内部統制システム整備の実例解説」のオンデマンド配信について 

３．衆議院予算委員会（令和７年２月６日(木)開催）質疑（抜粋） 

 

第675回  令和７年３月18日（火） 午後１時30分～２時10分 

＜審議事項＞ 

１．令和７年度事業計画案について 

２．令和７年度収支予算案について 

３．事務局顧問の任命について 

＜協議事項＞ 

１．令和７年度役員会等の開催日程について 

２．理工系分野の充実・推進プロジェクトの最終報告について 

＜報告事項＞ 

１．事務組織規程の一部改正について 

２．職員役職定年制度に関する規程の一部改正について 

３．職員給与規程の一部改正について 

４．事務局専任職員の採用について 

５．厚生労働省「入国前結核スクリーニング」について 

６．大学入学者選抜に関する最新動向について 
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７．中央教育審議会「我が国の『知の総和』向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」

について 

８．私立大学を取り巻く国の動向について 

（１）2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議の設置について 

（２）学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について 

（３）私立大学を巡る政府・与党の最新動向について 

 

４－３ 総会（３回開催） 

 

第230回総会（定時）  令和６年６月18日（火） 午後２時30分～４時50分 

＜審議事項＞ 

第一号議案 役員の任期満了に伴う後任者選出の件 

第二号議案 令和５年度収支決算の承認を求める件 

＜協議事項＞ 

第一号 令和７年度私立大学関係政府予算要望案及び税制改正要望案について 

＜報告事項＞ 

第一号 令和５年度事業報告について 

第二号 文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」へのヒアリング対応について 

第三号 採用と大学教育の未来に関する産学協議会2023年度報告書「産学連携による高度専門人材

育成と、未来志向の採用を目指して」について 

第四号 障害者差別解消法による合理的配慮の提供義務に関する大学の対応について 

第五号 私立大学を取り巻く諸課題について 

 （１）経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2024 

 （２）中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会の審議経過 

 （３）大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の審議経過 

 （４）アセットオーナー・プリンシプル（案） 

＜資料報告事項＞ 

１．令和６年度監査計画について 

２．経営委員会「改正私立学校法対応に関する情報交換会」の開催について 

３．令和６年度第１回学長会議の開催について 

４．令和６年度第１回財務・人事担当理事者会議の開催について 

５．『Annual Report 2024―令和５年度の活動と財務状況』の刊行について 

６．日本私立大学団体連合会令和６年度事業計画及び収支予算について 

７．大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会並びに学校法人分科会）委員の決定について 

８．「国の教育ローン」に係る協力依頼について（日本政策金融公庫） 

 

第231回総会（秋季）  令和６年11月26日（火） 午後２時30分～５時５分 

＜審議事項＞ 

第一号議案 監事の補欠選任の件 

＜報告事項＞ 

第一号 学校法人東京女子医科大学（設置大学：東京女子医科大学）への対応について 

第二号 令和７年度事業策定に向けた方針及び新たな課題への対応について 
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７．中央教育審議会「我が国の『知の総和』向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」

について 

８．私立大学を取り巻く国の動向について 

（１）2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議の設置について 

（２）学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について 

（３）私立大学を巡る政府・与党の最新動向について 

 

４－３ 総会（３回開催） 

 

第230回総会（定時）  令和６年６月18日（火） 午後２時30分～４時50分 

＜審議事項＞ 

第一号議案 役員の任期満了に伴う後任者選出の件 

第二号議案 令和５年度収支決算の承認を求める件 

＜協議事項＞ 

第一号 令和７年度私立大学関係政府予算要望案及び税制改正要望案について 

＜報告事項＞ 

第一号 令和５年度事業報告について 

第二号 文部科学省「高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議」へのヒアリング対応について 

第三号 採用と大学教育の未来に関する産学協議会2023年度報告書「産学連携による高度専門人材

育成と、未来志向の採用を目指して」について 

第四号 障害者差別解消法による合理的配慮の提供義務に関する大学の対応について 

第五号 私立大学を取り巻く諸課題について 

 （１）経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2024 

 （２）中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会の審議経過 

 （３）大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の審議経過 

 （４）アセットオーナー・プリンシプル（案） 

＜資料報告事項＞ 

１．令和６年度監査計画について 

２．経営委員会「改正私立学校法対応に関する情報交換会」の開催について 

３．令和６年度第１回学長会議の開催について 

４．令和６年度第１回財務・人事担当理事者会議の開催について 

５．『Annual Report 2024―令和５年度の活動と財務状況』の刊行について 

６．日本私立大学団体連合会令和６年度事業計画及び収支予算について 

７．大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会並びに学校法人分科会）委員の決定について 

８．「国の教育ローン」に係る協力依頼について（日本政策金融公庫） 

 

第231回総会（秋季）  令和６年11月26日（火） 午後２時30分～５時５分 

＜審議事項＞ 

第一号議案 監事の補欠選任の件 

＜報告事項＞ 

第一号 学校法人東京女子医科大学（設置大学：東京女子医科大学）への対応について 

第二号 令和７年度事業策定に向けた方針及び新たな課題への対応について 
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第三号 令和６年度事業実施経過概要について 

第四号 令和６年度監査（期中）の報告について 

第五号 第１７回学生生活実態調査の実施について（令和７年度実施予告） 

第六号 『私立大学ガバナンス・コード【第 2.1版】』改訂に係る検討経過について 

第七号 将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト報告「新たな公財政支

援のあり方」について 

第八号 私大連の意見提出及び実現活動について 

第九号 「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について 

第十号 地方大学・地域産業創生交付金事業等について 

第十一号 私立大学を取り巻く諸課題について 

（１）令和６年度補正予算及び令和７年度私学助成に関する最新動向について 

（２）中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会の審議動向について 

（３）学校法人への個人寄附に係る所得税の税額控除制度の改正について 

（４）情報セキュリティインシデントの発生防止に向けた注意喚起について 

（５）学校法人会計基準の一部改正について 

＜資料報告事項＞ 

１．事業担当理事等について 

２．令和７年度総会等の日程について 

３．私大連フォーラム 2024の開催について 

４．令和６年度第２回学長会議の開催について 

５．令和７年新年交歓会の開催について 

６．令和７年度私大連事務局への出向依頼について 

７．公益財団法人産業教育振興中央会からの要望について 

８．金融経済教育推進機構による講師派遣等について 

 

第232回総会（春季）  令和７年３月18日（火） 午後２時30分～５時15分 

＜審議事項＞ 

第一号議案 理事の補欠選任の件 

第二号議案 令和７年度事業計画決定の件 

第三号議案 令和７年度収支予算決定の件 

＜協議事項＞ 

第一号 日本私立大学連盟「私立大学ガバナンス・コード」【第 2.1版】への改訂について 

第二号 理工系分野の充実・推進プロジェクトの最終報告について 

第三号 文理横断教育の推進検討プロジェクトの最終報告について 

＜報告事項＞ 

第一号 令和７年度の学校法人日本大学及び学校法人東京女子医科大学への対応について 

第二号 事務局長の選任について 

第三号 事務局顧問の任命について 

第四号 私大連の意見・ヒアリング対応等について 

第五号 大学入学者選抜に関する最新動向について 

第六号 中央教育審議会「我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答

申）」について 
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第七号 私立大学を取り巻く国の動向について 

（１）2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議の設置について 

（２）学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について 

（３）私立大学を巡る政府・与党の最新動向について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度総会等の日程について 

２．創立 75周年記念事業の日程等について 

３．令和７年度各種研修の開催日程等について 

４．学長インタビュー動画「学長ときどき私」について 

５．私大連フォーラム 2024のオンデマンド配信について 

-180-



会員名 設置大学名 会員代表者 学内役職 会員名 設置大学名 会員代表者 学内役職

愛知大学 愛知大学 広　瀬　裕　樹 理事長・大学長 名古屋学院大学 名古屋学院大学 赤　楚　治　之 大学長

亜細亜学園 亜細亜大学 永　綱　憲　悟 大学長 中村産業学園 九州産業大学 北　島　己佐吉 大学長

四日市大学 中内学園 流通科学大学 清　水　信　年 大学長

四日市看護医療大学 南山学園 南山大学 ロ バート・キ サ ラ 大学長

青山学院 青山学院大学 稲　積　宏　誠 大学長 根津育英会武蔵学園 武蔵大学 高　橋　徳　行 大学長

跡見学園 跡見学園女子大学 小　仲　信　孝 大学長 日本大学 日本大学

梅花学園 梅花女子大学 河　村　圭　子 大学長 日本女子大学 日本女子大学 篠　原　聡　子 大学長

文教大学学園 文教大学 中　島　　　滋 大学長 日通学園 流通経済大学 片　山　直　登 大学長

文理佐藤学園 西武文理大学 八　巻　和　彦 大学長 ノートルダム清心学園 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学 津　田　　　葵 大学長

筑紫女学園 筑紫女学園大学 南　　　博　文 大学長 大阪学院大学 大阪学院大学 白　井　元　康 総長

中央大学 中央大学 河　合　　　久 大学長 大阪医科薬科大学 大阪医科薬科大学 佐　野　浩　一 大学長

大東文化学園 大東文化大学 高　橋　　　進 大学長 大阪女学院 大阪女学院大学 加　藤　映　子 大学長

獨協大学 追手門学院 追手門学院大学 真　銅　正　宏 大学長

獨協医科大学 立教学院 立教大学 西　原　廉　太 大学総長

姫路獨協大学 立正大学学園 立正大学 寺　尾　英　智 大学長

同志社大学 立命館大学

同志社女子大学 立命館アジア太平洋大学

フェリス女学院 フェリス女学院大学 小檜山　ル　イ 大学長 龍谷大学 龍谷大学 入　澤　　　崇 大学長

福岡大学 福岡大学 永　田　潔　文 大学長 聖学院 聖学院大学 小　池　茂　子 理事長・大学長

福岡女学院大学 成城学園 成城大学 杉　本　義　行 大学長

福岡女学院看護大学 聖カタリナ学園 聖カタリナ大学 坂　原　　　明 大学長

学習院大学 成蹊学園 成蹊大学 森　　　雄　一 大学長

学習院女子大学 西南学院 西南学院大学 今　井　尚　生 大学長

白鷗大学 白鷗大学 北　山　　　修 大学長 聖路加国際大学 聖路加国際大学 堀　内　成　子 大学長

阪南大学 阪南大学 平　山　　　弘 大学長 清泉女子大学 清泉女子大学 佐　伯　孝　弘 大学長

広島女学院 広島女学院大学 三　谷　高　康 院長・大学長 聖心女子学院 聖心女子大学 安　達　ま　み 大学長

法政大学 法政大学 ダイアナ・コー 総長 専修大学

稲置学園 金沢星稜大学 大久保　英　哲 大学長 石巻専修大学

実践女子学園 実践女子大学 難　波　雅　紀 大学長 芝浦工業大学 芝浦工業大学 山　田　　　純 大学長

上智学院 上智大学 曄　道　佳　明 大学長 真宗大谷学園 大谷大学 一　楽　　　真 大学長

城西大学 白百合女子大学

城西国際大学 仙台白百合女子大学

順天堂 順天堂大学 代　田　浩　之 大学長 昭和女子大学 昭和女子大学 金　尾　　　朗 大学長

関西大学 関西大学 高　橋　智　幸 前大学長 修道学園 広島修道大学 矢　野　　　泉 大学長

関西学院 関西学院大学 森　　　康　俊 大学長 創価大学 創価大学 鈴　木　将　史 大学長

関東学園 関東学園大学 齋　藤　大二郎 大学長 園田学園 園田学園女子大学 大　江　　　篤 大学長

関東学院 関東学院大学 小　山　嚴　也 大学長 大正大学 大正大学 神　達　知　純 大学長

慶應義塾 慶應義塾大学 伊　藤　公　平 塾長 拓殖大学 拓殖大学 鈴　木　昭　一 大学長

敬和学園 敬和学園大学 金　山　愛　子 大学長 天理大学 天理大学 永　尾　比奈夫 大学長

神戸女学院 神戸女学院大学 中　野　敬　一 大学長 東邦大学 東邦大学 渡　邉　善　則 大学長

皇學館 皇學館大学 河　野　　　訓 大学長 東北学院 東北学院大学 大　西　晴　樹 院長・大学長

國學院大學 國學院大學 針　本　正　行 大学長 東北公益文科大学 東北公益文科大学 神　田　直　弥 大学長

国際武道大学 国際武道大学 松　井　完太郎 大学長 東海大学 東海大学 松　前　義　昭 総長・理事長・大学長

国際基督教大学 国際基督教大学 岩　切　正一郎 大学長 常磐大学 常磐大学 富　田　敬　子 大学長

駒澤大学 駒澤大学 各　務　洋　子 大学長 東京女子大学 東京女子大学 森　本　あんり 大学長

甲南学園 甲南大学 中　井　伊都子 大学長 東京女子医科大学 東京女子医科大学

久留米大学 久留米大学 内　村　直　尚 大学長 東京経済大学 東京経済大学 岡　本　英　男 大学長

共立女子学園 共立女子大学 佐　藤　雄　一 大学長 東京国際大学 東京国際大学 倉　田　信　靖 理事長・総長

京都産業大学 京都産業大学 在　間　敬　子 大学長 東京農業大学

京都精華大学 京都精華大学 澤　田　昌　人 大学長 東京情報大学

京都橘学園 京都橘大学 日比野　英　子 大学長 東京歯科大学 東京歯科大学 一　戸　達　也 大学長

松山大学 松山大学 池　上　真　人 大学長 東洋大学 東洋大学 矢　口　悦　子 大学長

松山東雲学園 松山東雲女子大学 高　橋　圭　三 大学長 東洋英和女学院 東洋英和女学院大学 星　野　三喜夫 大学長

明治大学 明治大学 上　野　正　雄 大学長 東洋学園 東洋学園大学 辻　中　　　豊 大学長

明治学院 明治学院大学 今　尾　　　真 大学長 トヨタ学園 豊田工業大学 保　立　和　夫 大学長

宮城学院 宮城学院女子大学 長谷部　　　弘 大学長 津田塾大学 津田塾大学 髙　橋　裕　子 大学長

桃山学院大学 梅村学園 中京大学 梅　村　清　英 理事長・大学長

桃山学院教育大学 和光学園 和光大学 半　谷　俊　彦 大学長

武蔵野美術大学 武蔵野美術大学 樺　山　祐　和 大学長 早稲田大学 早稲田大学 田　中　愛　治 総長

武蔵野大学 武蔵野大学 西　本　照　真 大学長 山梨英和学院 山梨英和大学 朴　　　憲　郁 大学長・院長

東京農業大学 江　口　文　陽
理事長
東京農業大学学長

桃山学院 中　野　瑞　彦
桃山学院大学
学長

専修大学 佐々木　重　人 専修大学学長

城西大学 藤　野　陽　三
理事長
城西大学学長

白百合学園 猪　狩　友　一
白百合女子大学
学長

福岡女学院 片　野　光　男
福岡女学院看護大学
学長

学習院 遠　藤　久　夫 学習院大学学長

総長
立命館大学学長

５．日本私立大学連盟会員並びに会員代表者名簿

令和７年３月31日現在（会員名アルファベット順）

暁学園 喜　岡　　　渉
理事長
四日市大学学長

獨協学園 前　沢　浩　子 獨協大学学長

同志社 小　原　克　博 同志社大学学長 立命館 仲　谷　善　雄
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第七号 私立大学を取り巻く国の動向について 

（１）2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議の設置について 

（２）学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について 

（３）私立大学を巡る政府・与党の最新動向について 

＜資料報告事項＞ 

１．令和７年度総会等の日程について 

２．創立 75周年記念事業の日程等について 

３．令和７年度各種研修の開催日程等について 

４．学長インタビュー動画「学長ときどき私」について 

５．私大連フォーラム 2024のオンデマンド配信について 
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６．令和６年度各種委員会委員一覧 

        ◎委員長・センター長・部門長 

       ○副委員長・副センター長 

    △専門委員 

    □特別委員 

    ☆研究員 

        ※分科会長 

 

総合政策センター企画会議 

◎ 𫝐𫝐 田   裕 関 西 大 学 前大学長 
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上 野 正 雄 明 治 大 学 大学長 

（小 仲 信 孝 跡 見 学 園 大学長〔私大連監事〕） 

（黒 坂   光 京都産業大学 大学長〔私大連監事〕）（令和６年９月辞任） 

（在 間 敬 子 京都産業大学 大学長〔私大連監事〕）（令和６年11月就任） 

（ロバート・キサラ 南 山 学 園 大学長〔私大連監事〕） 

 

総合政策センター企画会議創立75周年記念事業準備委員会 
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曄 道 佳 明 上 智 学 院 大学長 

河 合   久 中 央 大 学 大学長 

廣 瀬 克 哉 法 政 大 学 前総長  
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上 野 正 雄 明 治 大 学 大学長 
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◎ 廣 瀬 克 哉 法 政 大 学 前総長 

圓 月 勝 博 同  志  社 文学部教授 

倉 林 眞砂斗 城 西 大 学 城西国際大学長 

田 上 雅 徳 慶 應 義 塾 学生総合センター長、法学部教授 

奥 村 陽 一 立  命  館 常務理事（財務担当）、経営管理研究科教授 

西 野 毅 朗 京 都 橘 学 園 経営学部准教授 

 

広報・情報委員会 担当理事  森   康 俊       

◎ 相 川 徹 人 東 洋 学 園 入試広報センター部長 

中 原 伸 夫 同  志  社 広報部広報課長 

松 並 久 典 関 西 大 学 総合企画室室長 

小 西 綾 子 名古屋学院大学 広報室長（令和６年７月就任） 

大 坪   康 西 南 学 院 総合企画部長 

相 澤 孝 明 東 北 学 院 地域連携部地域連携課課長補佐 

加 藤 邦 治 早 稲 田 大 学 広報室長 

 
 

 

 

-182-



183 

広報・情報委員会大学時報分科会 

※ 音   好 宏 上 智 学 院 文学部教授 

松 田 美 佐 中 央 大 学 文学部教授 

須 藤 智 徳 法 政 大 学 多摩事務部学務課課長 

中 山   映 上 智 学 院 学事局学事センター事務長 

玉 村 まゆか 関 西 大 学 総合企画室広報課長 

中 谷 良 規 関 西 学 院 広報部企画広報課課長 

河 越 英 代 慶 應 義 塾 広報室長 

野見山 智 道 明 治 大 学 経営企画部広報課長 

大 野 百合子 立 教 学 院 総長室渉外課課長補佐 

立 岩 健 一 立  命  館 総合企画部広報課長 

山 田 健 太 専 修 大 学 文学部教授 

高 橋 慈 海 大 正 大 学 理事長室室長 

大 谷 奈緒子 東 洋 大 学 社会学部教授 
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教育研究委員会ＦＤ推進ワークショップ運営委員会 

◎ 長谷川 岳 史 龍 谷 大 学 経営学部長、経営学部教授 

今 津 敏 晃 亜 細 亜 学 園 法学部准教授 

豊 口 和 士 文教大学学園 教育推進センター次長、文学部教授 

川 上 忠 重 法 政 大 学 大学評価室長、理工学部教授 

川 西   諭 上 智 学 院 経済学部教授 

岩 﨑 千 晶 関 西 大 学 教育推進部教育開発支援センター副センター長、教授 

耳 野 健 二 京都産業大学 現代社会学部学部長 

三 浦 英 俊 南 山 学 園 理工学部データサイエンス学科教授 

原 田   章 追 手 門 学 院 教育支援センター長、経営学部教授 

浅 若 裕 彦 真宗大谷学園 国際学部教授 

望 月 雅 光 創 価 大 学 経営学部教授 

伊鹿倉 正 司 東 北 学 院 地域総合学部長、地域総合学部教授 

田 島   祥 東 海 大 学 総合教育センター現代文明論センター准教授 

三 浦   健 東 洋 大 学 生命科学部准教授 

 

教育研究委員会大学院の人材育成に関する検討分科会 

※ 松 浦 良 充 慶 應 義 塾 常任理事 

石 井   靖 中 央 大 学 常任理事 

小秋元   段 法 政 大 学 常務理事・副学長 

巳 波 弘 佳 関 西 学 院 副学長・工学部教授 

山 田   隆 昭和女子大学 グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科教授 

中 森 孝 文 龍 谷 大 学 大学院政策学研究科長 

馬 場   正 東京農業大学 常務理事 

吉 田   文 早 稲 田 大 学 教育・総合科学学術院教授 

 

学生委員会                       担当理事 伊 藤 公 平 

◎ 田 上 雅 徳 慶 應 義 塾 学生総合センター長、法学部教授 

鳥 居 伸 好 中 央 大 学 副学長（学生総合支援担当）､学生部長､ 

    経済学部教授（令和６年５月辞任） 

鳴 子 博 子 中 央 大 学 副学長（学生総合支援担当）､学生部長､ 

    経済学部教授（令和６年５月就任） 

  飯 田   健 同 志 社 学生支援センター所長・法学部教授 

  築 山 泰 典 福 岡 大 学 学生部長、スポーツ科学部教授 

  永 野 仁 美 上 智 学 院 学生センター長・法学部教授 

  松 村 吉 信 関 西 大 学 学生センター所長、化学生命工学部教授 

（令和６年９月辞任） 

  石 井   光 関 西 大 学 学生センター所長・経済学部教授 

（令和６年10月就任） 

  本 郷   亮 関 西 学 院 学生支援機構副機構長（学生部長）、経済学部教授 

  佐 藤   和 慶 應 義 塾 就職部長、商学部教授 

  石 津 寿 恵 明 治 大 学 副学長(学務担当)・学生部長・経営学部教授 

  北 條 英 勝 武 蔵 野 大 学 副学長、人間科学部教授 

  吉 田   敦 南 山 学 園 学生部長、理工学部教授 

  中 澤   渉 立 教 学 院 学生部長、社会学部教授 

  小 沢 道 紀 立  命  館 学生部長・食マネジメント学部教授 

  矢 内 義 顯 早 稲 田 大 学 学生部長、商学学術院教授 
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学生委員会奨学金等分科会 

※ 鳥 居 伸 好 中 央 大 学 副学長（学生総合支援担当）､学生部長､ 

    経済学部教授（令和６年５月辞任） 

  鳴 子 博 子 中 央 大 学 副学長（学生総合支援担当）､学生部長､ 

    経済学部教授（令和６年５月就任） 

  芝 沼 康 寛 中 央 大 学 学生部事務室奨学課課長 

  大 髙 美由紀 法 政 大 学 学生センター厚生課課長 

  安 田 太 郎 関 西 学 院 学生活動支援機構事務部学生課長 

  山 口   徹 慶 應 義 塾 学生部福利厚生支援グループ課長 

  須 藤 弘 樹 明 治 大 学 学生支援部学生支援事務長 

  一 柳 晋 也 立  命  館 学生オフィス課長 

  笠 原   隆 東 洋 大 学 学生部学生支援課課長 

湯 澤 圭 子 早 稲 田 大 学 学生部奨学課長 

 

学生委員会キャリア・就職支援分科会  

※ 佐 藤   和 慶 應 義 塾 就職部長、商学部教授 

  笹 川 洋 平 福 岡 大 学 就職･進路支援センター長、商学部教授 

  蛸 島 慎一郎 法 政 大 学 キャリアセンター部長（令和６年６月就任） 

  平 野 義 明 関 西 大 学 キャリアセンター所長、化学生命工学部教授 

  森   隆 史 関 西 学 院 キャリアセンター長 

  植 原 行 洋 京都産業大学 キャリア教育センター長、国際関係学部教授 

  中 山 真 一 明 治 大 学 就職キャリア支援部部長 

  首 藤 若 菜 立 教 学 院 キャリアセンター部長、経済学部教授 

  堤     治 立 命 館 キャリアセンター部長、生命科学部教授 

  野 地   整 早 稲 田 大 学 キャリアセンターセンター長（令和６年11月辞任） 

  服 部   令 早 稲 田 大 学 キャリアセンター副センター長兼課長 

    （令和６年12月就任） 

 

学生委員会学生生活実態調査分科会  

※ 北 條 英 勝 武 蔵 野 大 学 副学長、人間科学部教授 

  鳴 川 義 雄 梅 村 学 園 学事局学生支援部部長 

  榊 原 雄一郎 関 西 大 学 経済学部教授、学生センター副所長 

（令和６年９月辞任） 

  谷 本 奈 穂 関 西 大 学 総合情報学部教授（令和６年10月就任） 

  林   永 周 立 命 館 経営学部准教授 

  佐 竹 弘 靖 専 修 大 学 学生部長、ネットワーク情報学部教授 

  米 山 真 子 東 洋 大 学 学生部事務部長 

 

国際連携委員会                     担当理事 岩 切 正一郎 

◎ 倉 林 眞砂斗 城 西 大 学 城西国際大学学長 

  川 端 朋 広 愛 知 大 学 国際交流委員長、経済学部教授 

木 村 優 里 同 志 社 国際連携推進機構国際センター留学生課課長 

加 藤 亜希子 法 政 大 学 グローバル教育センター特任准教授 

吉 野 朋 恵 上 智 学 院 グローバル教育推進室室長 

藤 田 髙 夫 関 西 大 学 副学長、国際部長（令和６年10月辞任） 

  竹 内   理 関 西 大 学 副学長、国際部長、外国語学部教授 

（令和６年11月就任） 

岡   宏 美 慶 應 義 塾 学生部国際交流支援グループ課長 

髙 馬 京 子 明 治 大 学 副学長（国際交流担当）、 

    情報コミュニケーション学部教授 
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石 井   靖 中 央 大 学 常任理事 

小秋元   段 法 政 大 学 常務理事・副学長 

巳 波 弘 佳 関 西 学 院 副学長・工学部教授 

山 田   隆 昭和女子大学 グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科教授 

中 森 孝 文 龍 谷 大 学 大学院政策学研究科長 

馬 場   正 東京農業大学 常務理事 

吉 田   文 早 稲 田 大 学 教育・総合科学学術院教授 

 

学生委員会                       担当理事 伊 藤 公 平 

◎ 田 上 雅 徳 慶 應 義 塾 学生総合センター長、法学部教授 

鳥 居 伸 好 中 央 大 学 副学長（学生総合支援担当）､学生部長､ 

    経済学部教授（令和６年５月辞任） 

鳴 子 博 子 中 央 大 学 副学長（学生総合支援担当）､学生部長､ 

    経済学部教授（令和６年５月就任） 

  飯 田   健 同 志 社 学生支援センター所長・法学部教授 

  築 山 泰 典 福 岡 大 学 学生部長、スポーツ科学部教授 

  永 野 仁 美 上 智 学 院 学生センター長・法学部教授 

  松 村 吉 信 関 西 大 学 学生センター所長、化学生命工学部教授 

（令和６年９月辞任） 

  石 井   光 関 西 大 学 学生センター所長・経済学部教授 

（令和６年10月就任） 

  本 郷   亮 関 西 学 院 学生支援機構副機構長（学生部長）、経済学部教授 

  佐 藤   和 慶 應 義 塾 就職部長、商学部教授 

  石 津 寿 恵 明 治 大 学 副学長(学務担当)・学生部長・経営学部教授 

  北 條 英 勝 武 蔵 野 大 学 副学長、人間科学部教授 

  吉 田   敦 南 山 学 園 学生部長、理工学部教授 

  中 澤   渉 立 教 学 院 学生部長、社会学部教授 

  小 沢 道 紀 立  命  館 学生部長・食マネジメント学部教授 

  矢 内 義 顯 早 稲 田 大 学 学生部長、商学学術院教授 
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北 條 英 明 龍 谷 大 学 グローバル教育推進センター事務部長 

佐 伯 孝 夫 拓 殖 大 学 国際部長 

磯 部 彰 宏 早 稲 田 大 学 国際部事務副部長 

 

経営倫理委員会 

◎ 曄 道 佳 明 上 智 学 院 大学長 

○ 𫝐𫝐 田   裕 関 西 大 学 前大学長 

河 合   久 中 央 大 学 大学長 

廣 瀬 克 哉 法 政 大 学 前総長 

各 務 洋 子 駒 沢 大 学 大学長 

上 野 正 雄 明 治 大 学 大学長 

矢 口 悦 子 東 洋 大 学 大学長 

佐 野 浩 一 大阪医科薬科大学 大学長 

安 達 ま み 聖心女子大学 大学長 

大 西 晴 樹 東 北 学 院 院長・大学長 

 

経営委員会 担当理事 西 原 廉 太 

◎ 奥 村 陽 一 立  命  館 常務理事（財務担当）、経営管理研究科教授 

髙 木 幸 二 福 岡 女 学 院 常任理事・事務局長（令和７年１月辞任） 

岩 谷 十 郎 慶 應 義 塾 常任理事 

出見世 信 之 明 治 大 学 商学部教授 

原     徹 桃 山 学 院 事務局長 

上 森 啓 史 追 手 門 学 院 専務理事 

大 柳 康 司 専 修 大 学 経営学部教授 

 

大学ガバナンス検討分科会 

※ 大 柳 康 司 専 修 大 学 経営学部教授 

石 原   修 青 山 学 院 監事 

三 枝   悟 跡 見 学 園 企画室主任 

吉 田 由 美 関 西 大 学 総務局秘書課長 

出見世 信 之 明 治 大 学 商学部教授 

上 野 佳 輝 早 稲 田 大 学 総長室経営企画課長 

 

人事労務検討分科会 

※ 柘 植   敏 中 央 大 学 人事部副部長 

高 本 優 一 追 手 門 学 院 大学事務局長 

中 本 洋 樹 立  命  館 人事部人事課長 

髙 木 龍一郎 東 北 学 院 理事長特別補佐、弁護士 

大 坪 恭 子 早 稲 田 大 学 人事部長 

植 村 礼 大 俵法律事務所 弁護士 

小鍛冶 広 道 第一芙蓉法律事務所 弁護士 

 

理事長会議幹事会 担当理事 森 本 あんり 

◎ 芝 井 敬 司 関 西 大 学 理事長 

佐 柳 正 三 國 學 院 大 學 理事長 

奥 山 弘 幸 明 治 大 学 常勤監事（監事会議幹事会委員長） 

津 田   葵 ノートルダム清心学園 理事長・大学長 

加 藤 映 子 大 阪 女 学 院 大学長 

松 木 健 一 専 修 大 学 理事長 

江 口 文 陽 東京農業大学 理事長・大学長 

笠 原 喜 明 東 洋 大 学 理事・事務局長（財務・人事担当理事者会議 

幹事会委員長） 
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梅 村 清 英 梅 村 学 園 総長・理事長 

須 賀 晃 一 早 稲 田 大 学 副総長（教学担当理事者会議幹事会委員長） 

 

学長会議幹事会 担当理事 田 中 愛 治（令和６年６月辞任） 

小 原 克 博（令和６年７月就任） 

河 合   久 中 央 大 学 大学長 

前 沢 浩 子 獨 協 大 学 大学長 

矢 野   泉 広島修道大学  大学長 

大久保 英 哲 金沢星稜大学  大学長 

森   康 俊 関西学院大学  大学長 

金 山 愛 子 敬和学園大学  大学長 

各 務 洋 子 駒 澤 大 学 大学長 

澤 田 昌 人 京都精華大学  大学長 

一 楽   真 大 谷 大 学 大学長 

今 井 尚 生 西南学院大学  大学長 

金 尾   朗 昭和女子大学  大学長 

矢 口 悦 子 東 洋 大 学 大学長 

（注）学長会議幹事会については、大学名とした。 

 

財務・人事担当理事者会議幹事会 担当理事  仲 谷 善 雄 

◎ 笠 原 喜 明 東 洋 大 学 理事・事務局長 

小 林 慎 哉 愛 知 大 学 常務理事・副学長 

本 田 勝 浩 文教大学学園 常務理事・法人事務局長 

星 野   薫 フェリス女学院 理事・事務局長 

髙 木 幸 二 福 岡 女 学 院 常任理事・事務局長（令和７年１月辞任） 

藤 田 忠 弘 関 西 学 院 常務理事・事務局長 

池 田 幸 弘 慶 應 義 塾 常任理事 

大 海 龍 生 明 治 学 院 常務理事・財務理事（令和６年５月辞任） 

平 井 雪 恵 立 教 学 院 常務理事（令和６年10月就任） 

木 田 成 也 立  命  館 常務理事 

吉 村 達 裕 修 道 学 園 理事・事務局長 

秋 谷 芳 英 創 価 大 学 副理事長・本部事務局長 

 

教学担当理事者会議幹事会 担当理事  髙 橋 裕 子 

◎ 須 賀 晃 一 早 稲 田 大 学 副総長 

小秋元   段 法 政 大 学 常務理事・副学長 

岡 田 忠 克 関 西 大 学 副学長、教育推進部長、人間健康学部教授 

（令和６年９月辞任） 

立 石 浩 一 神 戸 女 学 院 副学長 

吉 岡 恵美子 京都精華大学 常務理事・副学長（教学担当）（令和６年12月辞任） 

北 條 英 勝 武 蔵 野 大 学 副学長 

岡 田 悦 典 南 山 学 園 副学長（学務担当） 

石 川   淳 立 教 学 院 副総長（統括） 

松 原 洋 子 立  命  館 副学長 

羅   星 仁 修 道 学 園 副学長 

神 立 孝 一 創 価 大 学 常任理事・副学長 

村野井   仁 東 北 学 院 副学長 
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北 條 英 明 龍 谷 大 学 グローバル教育推進センター事務部長 

佐 伯 孝 夫 拓 殖 大 学 国際部長 

磯 部 彰 宏 早 稲 田 大 学 国際部事務副部長 

 

経営倫理委員会 

◎ 曄 道 佳 明 上 智 学 院 大学長 

○ 𫝐𫝐 田   裕 関 西 大 学 前大学長 

河 合   久 中 央 大 学 大学長 

廣 瀬 克 哉 法 政 大 学 前総長 

各 務 洋 子 駒 沢 大 学 大学長 

上 野 正 雄 明 治 大 学 大学長 

矢 口 悦 子 東 洋 大 学 大学長 

佐 野 浩 一 大阪医科薬科大学 大学長 

安 達 ま み 聖心女子大学 大学長 

大 西 晴 樹 東 北 学 院 院長・大学長 

 

経営委員会 担当理事 西 原 廉 太 

◎ 奥 村 陽 一 立  命  館 常務理事（財務担当）、経営管理研究科教授 

髙 木 幸 二 福 岡 女 学 院 常任理事・事務局長（令和７年１月辞任） 

岩 谷 十 郎 慶 應 義 塾 常任理事 

出見世 信 之 明 治 大 学 商学部教授 

原     徹 桃 山 学 院 事務局長 

上 森 啓 史 追 手 門 学 院 専務理事 

大 柳 康 司 専 修 大 学 経営学部教授 

 

大学ガバナンス検討分科会 

※ 大 柳 康 司 専 修 大 学 経営学部教授 

石 原   修 青 山 学 院 監事 

三 枝   悟 跡 見 学 園 企画室主任 

吉 田 由 美 関 西 大 学 総務局秘書課長 

出見世 信 之 明 治 大 学 商学部教授 

上 野 佳 輝 早 稲 田 大 学 総長室経営企画課長 

 

人事労務検討分科会 

※ 柘 植   敏 中 央 大 学 人事部副部長 

高 本 優 一 追 手 門 学 院 大学事務局長 

中 本 洋 樹 立  命  館 人事部人事課長 

髙 木 龍一郎 東 北 学 院 理事長特別補佐、弁護士 

大 坪 恭 子 早 稲 田 大 学 人事部長 

植 村 礼 大 俵法律事務所 弁護士 

小鍛冶 広 道 第一芙蓉法律事務所 弁護士 

 

理事長会議幹事会 担当理事 森 本 あんり 

◎ 芝 井 敬 司 関 西 大 学 理事長 

佐 柳 正 三 國 學 院 大 學 理事長 

奥 山 弘 幸 明 治 大 学 常勤監事（監事会議幹事会委員長） 

津 田   葵 ノートルダム清心学園 理事長・大学長 

加 藤 映 子 大 阪 女 学 院 大学長 

松 木 健 一 専 修 大 学 理事長 

江 口 文 陽 東京農業大学 理事長・大学長 

笠 原 喜 明 東 洋 大 学 理事・事務局長（財務・人事担当理事者会議 

幹事会委員長） 
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監事会議幹事会 担当理事  矢 口 悦 子 

◎ 奥 山 弘 幸 明 治 大 学 監事 

石 原   修 青 山 学 院 監事 

永 長 寿美子 筑 紫 女 学 園 監事 

近 藤 清 之   法 政 大 学 監事（常勤） 

安 部 善 博 関 西 大 学 常任監事 

長谷川 正 治 京都産業大学 監事 

志 磨 慶 子 京 都 橘 学 園 監事 

山 田 英 昭 追 手 門 学 院 監事 

秋 山   進 芝浦工業大学 監事 

阿波村   稔 津 田 塾 大 学 監事 

 

研修委員会                       担当理事 篠 原 聡 子 

◎ 西 野 毅 朗 京 都 橘 学 園 経営学部准教授､教育開発・学習支援室 

西 岡   徹 同 志 社 事務局長 

須 長 一 幸 福 岡 大 学 教育開発支援機構副機構長・准教授 

古 川 亜衣子 修 道 学 園 総務部長 

伊 藤 美 則 法 政 大 学 人事部長 

扇   慎 哉 上 智 学 院 学術情報局長 

山 本 幸 一 明 治 大 学 研究推進部研究知財事務室副参事 

西 崎   大 立 教 学 院 財務部部長 

原     修 立 教 学 院 人事部長 

澤 田 博 昭 立 命 館 全学教育課（言語教育グループ）課長 

君 島 菜 菜 大 正 大 学 総合学修支援部部長 

髙 橋   淳 東 北 学 院 入試部アドミッションズ・オフィス次長 

向 井   滋 早 稲 田 大 学 人事部人材開発担当課長 

△ 福 田 嘉 雄 成 蹊 学 園 国際教育センター国際課長 

△ 鍋 谷 敏 守 東 洋 大 学 人事部部長事務取扱 

△ 伊 藤 豪 浩 津 田 塾 大 学 総務課長 

 

研修委員会アドミニストレーター研修運営委員会 
◎ 西 崎   大 立 教 学 院 財務部部長 

高 松 朋 史 青 山 学 院 経営学部教授 

福 田   聡 関 西 大 学 総務局局長 

片 岡 和 人 慶 應 義 塾 高等学校事務次長 

石 垣 智 徳 南 山 学 園 経営学部教授 

河 内 明 子 立 命 館 学生部次長 兼学生オフィス（衣笠）課長 

笹 渕 洋 子 早 稲 田 大 学 図書館事務副部長 

兼高田早苗記念研究図書館担当課長 

 

研修委員会業務創造研修運営委員会 

◎ 澤 田 博 昭 立 命 館 全学教育課（言語教育グループ）課長 

大 槻 健太郎 中 央 大 学 学事部研究助成課副課長 

野 田 宣 彦  同 志 社 理工学部・理工学研究科事務室事務長 

    ハリス理化学研究所事務室事務長 

田 中 秀 実 法 政 大 学 入学センター入試課課長 

野 原 亮 一 関 西 学 院 人事統括部人事部採用研修課長 

増 村 尚 人  京都産業大学 教学センター（経営学部事務室）事務長 

菅 間 真 理 日本女子大学 学生生活部学生支援課長 

カウンセリングセンター事務室課長 
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小 川 龍 秀 立 教 学 院 情報企画室課長 

秦   昌 宏 龍 谷 大 学 教学系ワンストップセンター設置準備室課長 

上 江 博 幸 成 蹊 学 園 健康支援センター事務室事務長 

                                             学生支援事務室担当課長 

浅 見 直 弘 東 洋 大 学 経営企画本部事務室初等中等教育課課長補佐 

                                             秘書室課長補佐 

 

研修委員会キャリア・ディベロップメント研修運営委員会 

◎ 向 井   滋 早 稲 田 大 学 人事部人材開発担当課長 

○ 松 原 元 洋 龍 谷 大 学 教学部課長 

山 田 寛 子 中 央 大 学 学事部研究助成課課長 

平 岩 洋 平 同 志 社 財務部経理課課長 

岡 田 武 士 修 道 学 園 総務部総務課課長補佐 

佐 藤 宏 喜 法 政 大 学 人事部人事課主任 

野 中 勝 広 関 西 大 学 人事局人材開発課課長 

鈴 木 真木子 松 山 大 学 東京オフィス課長 

濵 野 純 也 西 南 学 院 総務部人事課副課長 

草 野 正 聡 東 北 学 院 地域連携課課長 

柴 崎 拓 也 東 海 大 学 グローバルシチズンカレッジオフィス課長補佐 

 

研修委員会ＰＤＣＡサイクル修得プログラム運営委員会 
◎ 山 本 幸 一 明 治 大 学 研究推進部研究知財事務室副参事 

高 橋 英 彦 同 志 社 人事部人事課課長 

須 長 一 幸 福 岡 大 学 教育開発支援機構副機構長・准教授 

阪   智 香 関 西 学 院 商学部長 

今 井 嘉 一 関 西 学 院 国際連携機構事務部長 

後 藤   匠 國 學 院 大 學 総合企画部長 

手 塚 沙 織 南 山 学 園 学長補佐・外国語学部准教授 

石 田 和 彦 立 教 学 院 総長室教学改革課課長 

増 田   至 立 命 館 総務部総務課課長 

谷 口 清 朗 龍 谷 大 学 先端理工学部教務課課長 

大 越 健次郎 成 蹊 学 園 企画室経営企画グループ長 

及 川 義 道 東 海 大 学 理系教育センター教授 

大 森 峻 一 早 稲 田 大 学 創造理工学部経営システム工学科准教授 

若 松 智 明 早 稲 田 大 学 社会科学総合学術院学務担当課長 

 

理工系分野の充実・推進プロジェクト 担当理事  伊 藤 公 平 

澁 谷 智 治 上 智 学 院 理工学部長 

𫝐𫝐 田   裕 関 西 大 学 システム理工学部教授、前大学長 

巳 波 弘 佳 関 西 学 院 副学長、工学部教授 

新 井 英 夫 松 山 大 学 理事長、前大学長 

宮 崎 あかね 日本女子大学 副学長、理学部教授 

山 田   純 芝浦工業大学 大学長 

上 原 万里子 東京農業大学 副学長、応用生物科学部教授 

 

文理横断教育の推進検討プロジェクト           担当理事 田 中 愛 治 

◎ 植 木 朝 子 同 志 社 文学部教授 

  前 田 利 之 阪 南 大 学 総合情報学部教授 

村 田   治 関 西 学 院 名誉教授 

生 駒 夏 美 国際基督教大学 教養学部長 
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監事会議幹事会 担当理事  矢 口 悦 子 

◎ 奥 山 弘 幸 明 治 大 学 監事 

石 原   修 青 山 学 院 監事 

永 長 寿美子 筑 紫 女 学 園 監事 

近 藤 清 之   法 政 大 学 監事（常勤） 

安 部 善 博 関 西 大 学 常任監事 

長谷川 正 治 京都産業大学 監事 

志 磨 慶 子 京 都 橘 学 園 監事 

山 田 英 昭 追 手 門 学 院 監事 

秋 山   進 芝浦工業大学 監事 

阿波村   稔 津 田 塾 大 学 監事 

 

研修委員会                       担当理事 篠 原 聡 子 

◎ 西 野 毅 朗 京 都 橘 学 園 経営学部准教授､教育開発・学習支援室 

西 岡   徹 同 志 社 事務局長 

須 長 一 幸 福 岡 大 学 教育開発支援機構副機構長・准教授 

古 川 亜衣子 修 道 学 園 総務部長 

伊 藤 美 則 法 政 大 学 人事部長 

扇   慎 哉 上 智 学 院 学術情報局長 

山 本 幸 一 明 治 大 学 研究推進部研究知財事務室副参事 

西 崎   大 立 教 学 院 財務部部長 

原     修 立 教 学 院 人事部長 

澤 田 博 昭 立 命 館 全学教育課（言語教育グループ）課長 

君 島 菜 菜 大 正 大 学 総合学修支援部部長 

髙 橋   淳 東 北 学 院 入試部アドミッションズ・オフィス次長 

向 井   滋 早 稲 田 大 学 人事部人材開発担当課長 

△ 福 田 嘉 雄 成 蹊 学 園 国際教育センター国際課長 

△ 鍋 谷 敏 守 東 洋 大 学 人事部部長事務取扱 

△ 伊 藤 豪 浩 津 田 塾 大 学 総務課長 

 

研修委員会アドミニストレーター研修運営委員会 
◎ 西 崎   大 立 教 学 院 財務部部長 

高 松 朋 史 青 山 学 院 経営学部教授 

福 田   聡 関 西 大 学 総務局局長 

片 岡 和 人 慶 應 義 塾 高等学校事務次長 

石 垣 智 徳 南 山 学 園 経営学部教授 

河 内 明 子 立 命 館 学生部次長 兼学生オフィス（衣笠）課長 

笹 渕 洋 子 早 稲 田 大 学 図書館事務副部長 

兼高田早苗記念研究図書館担当課長 

 

研修委員会業務創造研修運営委員会 

◎ 澤 田 博 昭 立 命 館 全学教育課（言語教育グループ）課長 

大 槻 健太郎 中 央 大 学 学事部研究助成課副課長 

野 田 宣 彦  同 志 社 理工学部・理工学研究科事務室事務長 

    ハリス理化学研究所事務室事務長 

田 中 秀 実 法 政 大 学 入学センター入試課課長 

野 原 亮 一 関 西 学 院 人事統括部人事部採用研修課長 

増 村 尚 人  京都産業大学 教学センター（経営学部事務室）事務長 

菅 間 真 理 日本女子大学 学生生活部学生支援課長 

カウンセリングセンター事務室課長 
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苅 谷 義 治 芝浦工業大学 理事、工学部長 

羅   星 仁 修 道 学 園 副学長、人間環境学部教授 

多 田 英 明 東 洋 大 学 教育担当副学長、教務部長 

早 川 敦 子 津 田 塾 大 学 副学長 

須 賀 晃 一 早 稲 田 大 学 副総長 

 

将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト 
 担当理事  曄 道 佳 明 

廣 瀬 克 哉 法 政 大 学 前総長 

伊 藤 公 平 慶 應 義 塾 塾長 

日比野 英 子 京 都 橘 大 学 大学長 

新 井 英 夫 松 山 大 学 理事長、前大学長 

篠 原 聡 子 日本女子大学 大学長 

 

世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 担当理事  岩 切 正一郎 

藤 田 髙 夫 関 西 大 学 文学部教授 

川 端 朋 広 愛 知 大 学 国際交流委員長、経済学部教授 

森 下 哲 朗 上 智 学 院 グローバル化推進担当副学長、法科大学院教授 

西 村 幹 子 国際基督教大学 教養学部教授 

吉 岡 恵美子 京都精華大学 芸術学部教授 

高 馬  京 子 明 治 大 学 副学長（国際交流担当）、情報コミュニケーション学部教授 

八 木 雅 史 中 内 学 園  副学長、留学生支援委員長、経済学部教授 

中 戸 祐 夫 立  命  館 副学長、国際関係学部教授 

北 垣   徹 西 南 学 院 副学長(教育・研究担当)、外国語学部教授 
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７．令和６年度事業計画 

 

令和６年度の事業は、当法人の第４期中期事業期間（令和６年度～令和９年度）

におけるビジョン及び事業策定の方針のもと、私立大学及び高等教育を取り巻く諸

情勢を踏まえ、次の通り計画する。 
  

 

【中期事業期間（令和６年度～令和９年度）におけるビジョン】 

日本私立大学連盟は、加速する人口減少やデジタル化の進展等で激変する社会環境にお

いて、私立大学でしか成し得ない価値を追求する。もって個性豊かで重層性ある教育研究

の質の向上を図り、学び続ける日本社会の形成に貢献する。 

この実現に向け、会員法人による連携・協力のもと、情報共有・発信のより一層の機能

強化を図るとともに、高等教育政策に係る提言・実現活動を展開する。 
 

令和６年度事業策定の方針（第６６１回理事会承認［令和５年11⽉21⽇開催］） 
 

第４期中期事業期間（令和６年度～令和９年度）は、引き続き私立学校法の改正への対
応を推進するとともに、国の高等教育政策である文理横断教育、大学のグローバル化や教
育のＤＸ化などについて、その課題を把握しつつ、会員法人の自主的な大学改革を後押し
する。 
令和６年度は、私大連事業の点検・検証サイクルの第４期中期事業期間（令和６年度～

令和９年度）における初年度として、前中期事業期間に引き続き、各事業の着実な遂行を
推進する。また、事業の推進を担う各事業組織の委員については、多様性を担保するた
め、委員の任期満了を契機として、ジェンダーバランスや会員法人の規模・特色を踏まえ
た構成に留意する。 
以上を踏まえ、会員法人一体となって、次の重点事項に取り組む。 

 
１．国、社会に対する政策に係る提言・実現機能の強化 
（1）私立大学の存在意義や役割に対する社会的評価の一層の向上 
（2）予算要望、税制改正活動の一層の充実 
（3）私立大学における共通かつ緊急的重要課題へのタイムリーな対応 
（4）調査・研究事業の一層の充実 
 
2．会員法人へのきめ細かな対応の推進 
（1）会員法人の教職員を対象とする研修やニーズに応じた人的交流の場の提供・強化 
（2）会員法人の規模や種別、地域性を勘案した情報発信の強化 
（3）私大連が有する知的リソース（各種調査・アンケート結果、人的ネットワーク
等）の活用の促進 

 

190 

苅 谷 義 治 芝浦工業大学 理事、工学部長 

羅   星 仁 修 道 学 園 副学長、人間環境学部教授 

多 田 英 明 東 洋 大 学 教育担当副学長、教務部長 

早 川 敦 子 津 田 塾 大 学 副学長 

須 賀 晃 一 早 稲 田 大 学 副総長 

 

将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト 
 担当理事  曄 道 佳 明 

廣 瀬 克 哉 法 政 大 学 前総長 

伊 藤 公 平 慶 應 義 塾 塾長 

日比野 英 子 京 都 橘 大 学 大学長 

新 井 英 夫 松 山 大 学 理事長、前大学長 

篠 原 聡 子 日本女子大学 大学長 

 

世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 担当理事  岩 切 正一郎 

藤 田 髙 夫 関 西 大 学 文学部教授 

川 端 朋 広 愛 知 大 学 国際交流委員長、経済学部教授 
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* (新規)   ：新たな研究テーマに取り組む事業、または新規事業 

* (新規・継続)：研究テーマを継続するに当たり、新たな課題に取り組む事業 

 

Ⅰ．当法人の機能強化に関する事業 

事業の企画立案及び諮問事項の設定、既往事業の点検、事業間の連携・調整を

行う。また、調査・研究、情報分析をもとにした政策提言並びに情報発信・共有

を推進し、国や社会に対する提言・要望を適宜とりまとめるとともに、その実現

に向けた働きかけを展開する。合わせて、私立大学への理解を深めるための広報

活動を行い、私立大学の存在意義や役割に対する社会的評価の一層の向上を目指

す。 

【分野】政策提言機能の強化 

１．事業の企画立案・調整（継続） 

 ［事業組織］総合政策センター 企画会議 
当法人が行う事業の企画立案並びに既往事業の点検、事業間の連携・調整を

行い、意思決定機関（常務理事会、理事会）へ提案する。 

 

２．創立75周年記念事業の企画及び実施に関する検討（新規） 

 ［事業組織］総合政策センター企画会議 創立75周年記念事業準備委員会 
令和８（2026）年に迎える当法人の創立75周年に向け、記念事業の企画及び

実施に関する計画等を検討する。 

 

３．政策課題への取り組み（継続） 

 ［事業組織］総合政策センター 政策研究部門会議 
各事業組織における検討成果及び国の高等教育政策を含めた情報の収集等か

ら見出された加盟大学や私立大学に共通して取り組むべき課題について協議し、

必要に応じて意思決定機関（常務理事会、理事会）への政策提言を行う。 

 

 

【分野】情報収集・発信の強化 

１．社会に向けた情報発信（継続） 

 ［事業組織］広報・情報委員会 
今後の活動方策の考えをとりまとめた「社会に向けた情報発信方策」に基づ

き情報発信を展開した前期の成果と課題を踏まえて、さらなる私立大学の存在

意義及び社会評価の向上方策を検討し実施する。 

本年度においては、効果的な情報発信として、記者会見、記者懇談会及びフ

ォーラム等を実施する。また、加盟大学の社会的認知をより一層高めるために

加盟大学の概要パンフレットや学長インタビューなどの動画を作成し、積極的

に発信する。 

-192-



193 
 

２．『大学時報』の発行（継続） 

 ［事業組織］広報・情報委員会 大学時報分科会 
大学の教育研究、管理運営等に関する情報、国の高等教育改革に関する動き

等を加盟大学並びに社会一般に情報提供するとともに、私立大学に関する正し

い理解を社会から得るための情報発信媒体として『大学時報』を企画・編集・

刊行する。 

 

３．調査の実施、情報収集（継続） 

 ［事業組織］広報・情報委員会 情報分科会 
会員法人に関する基本情報を収集するため、下記の調査を実施するとともに

私立大学の役割等に対する国や社会、国民の十分な理解を得るための情報収集

を行う。 

〔実施調査〕 

 ①財務状況調査（継続） 

 ②学生・教職員数等調査（継続） 

 ③学生納付金等調査（継続） 

 ④教職員待遇状況調査（継続） 

 ⑤University Facts調査（継続） 

 

 

Ⅱ．公財政活動に関する事業 

私立大学関係政府予算要求及び私立大学関係税制改正要望に関する要望方針と

内容等をとりまとめるとともに、要望内容等の実現に向けた活動を展開し、私立

大学の環境整備の充実とわが国の教育立国の実現に寄与する。 

【分野】税財政改革にかかる活動 

１．私立大学関係政府予算・税制改正への対応（継続） 

 ［事業組織］公財政政策委員会 
私立大学の新たな価値の創出や機能のさらなる強化をはじめ、私立大学が多

様性を発揮するために必要な令和７年度私立大学関係政府予算要求及び私立大

学関係税制改正要望に関する要求方針と内容等をとりまとめる。また、新たに

設置した「将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト」

との連携を図り、高等教育に対する公財政支出の低位性、国私間格差是正の必

要性に関する抜本的な国の支援のあり方を提示し、社会の理解促進と実現に向

けた活動を展開する。 
 

２．国の補助金等に関する説明会の実施（継続） 

 ［事業組織］公財政政策委員会 
加盟大学における今後の教育研究活動事業の企画・立案等に資するため、私

立大学関係の令和７年度文部科学省概算要求及び政府予算案等の内容について、

加盟大学等関係者に情報提供するための説明会を開催する。 
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実施に関する計画等を検討する。 

 

３．政策課題への取り組み（継続） 

 ［事業組織］総合政策センター 政策研究部門会議 
各事業組織における検討成果及び国の高等教育政策を含めた情報の収集等か

ら見出された加盟大学や私立大学に共通して取り組むべき課題について協議し、

必要に応じて意思決定機関（常務理事会、理事会）への政策提言を行う。 

 

 

【分野】情報収集・発信の強化 

１．社会に向けた情報発信（継続） 

 ［事業組織］広報・情報委員会 
今後の活動方策の考えをとりまとめた「社会に向けた情報発信方策」に基づ

き情報発信を展開した前期の成果と課題を踏まえて、さらなる私立大学の存在

意義及び社会評価の向上方策を検討し実施する。 

本年度においては、効果的な情報発信として、記者会見、記者懇談会及びフ

ォーラム等を実施する。また、加盟大学の社会的認知をより一層高めるために

加盟大学の概要パンフレットや学長インタビューなどの動画を作成し、積極的

に発信する。 
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Ⅲ．教育研究に関する事業 

教育研究に関する課題、学生にかかる諸情勢の変化に対する具体的対応策、

大学のグローバル化に関する調査研究等を行うとともに、その研究成果を国等

の政策に反映させることによって私立大学の教育研究の質の向上とわが国の学

術研究に貢献する。 

【分野】教育研究の質の向上 

１．関係機関等への対応（継続） 

 ［事業組織］教育研究委員会 
大学入学者選抜改革及び大学教育改革にかかる関係諸機関の審議動向を注視

しつつ諸問題を共有し、検討課題について協議するとともに、適宜、私立大学

の立場から意見具申を行う。 
 

２．ＦＤ推進ワークショップの実施（継続） 

 ［事業組織］教育研究委員会 ＦＤ推進ワークショップ運営委員会 
加盟大学におけるＦＤの組織的推進の一助として、主として新任専任教員を

対象にＦＤ推進ワークショップを開催する。参加者の多様なニーズに応えるべ

く、参加者同士の密な情報交換やネットワーク作りが見込める対面形式と、時

間的・地理的な制約を受けにくいオンライン形式、２種類の形式で開催し、よ

り多くの参加者にＦＤ研修の機会を提供する。 
 

３．大学院における人材育成に向けた検討（新規） 

 ［事業組織］教育研究委員会 大学院の人材育成に関する検討分科会 
大学院教育（専門職大学院を含む）の重要性を世論形成するために、大学院

教育における高度専門人材の育成に向けた充実策をとりまとめる。本年度は、

私立大学の大学院の現状及び分野別課題を整理し、提言の骨子と方向性につい

て中間報告する。 

 

【分野】学生・就職支援の充実 

１．学生支援研究会議の開催（継続） 

 ［事業組織］学生委員会 
加盟大学における学生支援にかかる諸方策に資するため、学生支援に関する

調査・研究に基づき、加盟大学の教職員を対象として「学生支援研究会議」を

開催する。 
 

２．奨学金等調査の実施並びに外部機関との協議（継続） 

 ［事業組織］学生委員会 奨学金等分科会 
加盟大学における奨学金並びに経済支援にかかる諸方策の検討を行うため、

「令和６年度奨学金等調査（令和５年度実績）」を実施する。また、国の奨学

事業の充実改善に資するため、関係機関（日本学生支援機構等）との協議の場

を持ち、私立大学の意見を反映させる取り組みを行う。 
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３．就職にかかわる諸問題への対応（継続） 

 ［事業組織］学生委員会 キャリア・就職支援分科会 
大学の卒業・修了予定者等の就職・採用活動の秩序の確立、正常な学校教育

と学生の学修環境の確保及び学生の公平・公正な就職環境の確保を目指し、そ

のあり方について国や経済団体等と協議を行う。 

 

４．第17回学生生活実態調査実施に向けた準備（継続） 

 ［事業組織］学生委員会 学生生活実態調査分科会 
令和７年度に実施予定の第17回学生生活実態調査（WEB調査）に向け、調査

設問並びに実施体制の見直しを行う。 

 

【分野】グローバル教育の推進 

１．国際連携の諸課題に関する情報提供（継続） 

 ［事業組織］国際連携委員会 
留学等の国際連携に関する情報等を、加盟大学間で共有するとともに、国の

留学生政策、入国管理の最新動向等を把握し情報共有するため、適切な時期に

シンポジウムを開催する。また、必要に応じてオンライン情報交換会を開催、

あるいはメール配信を行い、加盟大学への情報提供を行う。 

 

２．「国際教育・交流調査」の実施（継続） 

 ［事業組織］国際連携委員会 
「国際教育・交流調査」を実施し、受入留学生数、派遣留学生数等、国際教

育・交流にかかわるデータ・情報を社会一般並びに加盟大学に発信する。特に

加盟大学向けには、データライブラリーにおいてより詳細なデータを提供する。 

 

 

Ⅳ．大学マネジメントに関する事業 

経営倫理に関する啓発、並びに私立大学の持続可能なマネジメント改革に資

する取り組みを推進するとともに、大学経営をリードする人材育成に努めるこ

とによって私立大学の経営基盤の構築に寄与する。 

【分野】自律的大学経営の確立 

１．倫理綱領・指針に抵触した事態への対応（継続） 

 ［事業組織］経営倫理委員会 
会員法人における経営倫理の確立に向け、「私立大学経営倫理綱領」及び

「私立大学の経営に関する指針」に基づき、経営倫理に関する啓発活動を行う

とともに、発生した問題に対処する。 
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Ⅲ．教育研究に関する事業 

教育研究に関する課題、学生にかかる諸情勢の変化に対する具体的対応策、

大学のグローバル化に関する調査研究等を行うとともに、その研究成果を国等

の政策に反映させることによって私立大学の教育研究の質の向上とわが国の学

術研究に貢献する。 

【分野】教育研究の質の向上 

１．関係機関等への対応（継続） 

 ［事業組織］教育研究委員会 
大学入学者選抜改革及び大学教育改革にかかる関係諸機関の審議動向を注視

しつつ諸問題を共有し、検討課題について協議するとともに、適宜、私立大学

の立場から意見具申を行う。 
 

２．ＦＤ推進ワークショップの実施（継続） 

 ［事業組織］教育研究委員会 ＦＤ推進ワークショップ運営委員会 
加盟大学におけるＦＤの組織的推進の一助として、主として新任専任教員を

対象にＦＤ推進ワークショップを開催する。参加者の多様なニーズに応えるべ

く、参加者同士の密な情報交換やネットワーク作りが見込める対面形式と、時

間的・地理的な制約を受けにくいオンライン形式、２種類の形式で開催し、よ

り多くの参加者にＦＤ研修の機会を提供する。 
 

３．大学院における人材育成に向けた検討（新規） 

 ［事業組織］教育研究委員会 大学院の人材育成に関する検討分科会 
大学院教育（専門職大学院を含む）の重要性を世論形成するために、大学院

教育における高度専門人材の育成に向けた充実策をとりまとめる。本年度は、

私立大学の大学院の現状及び分野別課題を整理し、提言の骨子と方向性につい

て中間報告する。 

 

【分野】学生・就職支援の充実 

１．学生支援研究会議の開催（継続） 

 ［事業組織］学生委員会 
加盟大学における学生支援にかかる諸方策に資するため、学生支援に関する

調査・研究に基づき、加盟大学の教職員を対象として「学生支援研究会議」を

開催する。 
 

２．奨学金等調査の実施並びに外部機関との協議（継続） 

 ［事業組織］学生委員会 奨学金等分科会 
加盟大学における奨学金並びに経済支援にかかる諸方策の検討を行うため、

「令和６年度奨学金等調査（令和５年度実績）」を実施する。また、国の奨学

事業の充実改善に資するため、関係機関（日本学生支援機構等）との協議の場

を持ち、私立大学の意見を反映させる取り組みを行う。 
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２．私立学校法改正に係る情報発信（継続） 

 ［事業組織］経営委員会 
私立学校法の改正に基づき会員法人が遺漏なく寄附行為変更認可申請等に対

応できるよう、適時、情報発信や情報共有の機会を設定する。また改正法の施

行（令和７年度４月）に向けた準備期間の最後の年として、会員法人の課題を

集め、課題解決策を講じる。 

 

３．「私立大学ガバナンス・コード」の実質化・高度化に向けた検討 

（新規・継続） 

 ［事業組織］経営委員会 大学ガバナンス検討分科会 
会員法人に向け、令和７年度の改正私立学校法を踏まえた「私立大学ガバナ

ンス・コード【第2.0版】」を広く周知する。また本年度は、効果的な施策を

「実施項目」の形に落とし込んだ【第2.1版】をとりまとめる。 

 

４．私立大学における人事労務政策に係る検討（継続） 

 ［事業組織］経営委員会 人事労務検討分科会 
顕在化した会員法人の人事労務上の課題を整理したうえで、人事労務関係業

務の担当者向けに協議会を開催し、会員法人間で共通する課題等について情報

共有する。 

 

【分野】教学・経営マネジメントの確立 

１．理事長会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］理事長会議 幹事会 
学校法人の最高責任者である理事長の立場から、私立大学の教育研究を支え

る財政や管理運営に関する課題を設定し、研究・討議する。本年度は、改正私

立学校法の施行（令和７年度４月）に向けた準備期間の最後の年として、他の

事業組織と連携し、学校法人の課題を集め解決策を検討する。 
 
２．学長会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］学長会議 幹事会 
教学に関する最高責任者である学長の立場から、教育研究並びに教育研究を

支える財政、管理運営に関する課題を設定し、研究・討議する。また、必要に

応じて、他の関係事業組織との連携を図る。 
 

３．財務・人事担当理事者会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］財務・人事担当理事者会議 幹事会 
財務・人事担当の理事者の立場から、私立大学の充実・発展のための財務・

人事計画の立案等に資するべく、私立大学の財政、人事等経営全般に関する課

題を自主的に設定し、研究・討議する。また、必要に応じて、他の関係事業組

織と連携を図る。 
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４．教学担当理事者会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］教学担当理事者会議 幹事会 
教学担当の理事者の立場から、その業務や役割、権限や責任などについて課

題を設定し、研究・討議する。また、必要に応じて、他の関係事業組織との連

携を図る。 

 

５．監事会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］監事会議 幹事会 
監事の立場から、監事の職務実態を明らかにするとともに、その役割、権限

や責任などについて研究・討議する。また、必要に応じて、他の関係事業組織

との連携を図る。 

また、監事監査業務への理解及び幹事監査機能の向上・促進への取り組みと

して、「監事監査ガイドライン－令和５年度版」を基に、外部環境の変化等に

応じ見直した「令和６年度版」を刊行する。 

 

【分野】大学経営人材の養成 
１．各研修の実施（新規・継続） 

①加盟大学におけるアドミニストレーターの養成をコンセプトとし、一定の

年齢層を意識しつつ、段階に応じたねらいを設定した３つの研修（アドミニス

トレーター研修、業務創造研修、キャリア・ディベロップメント研修）、②私

立大学職員の戦略的な視点・アプローチに基づく思考・発想のトレーニングの

ための創発思考プログラム、③組織運営におけるＰＤＣＡサイクル構築実践の

ためのＰＤＣＡサイクル修得プログラム、④管理職（課長）になって３年目ま

での職員を対象とした新任管理職研修、⑤令和５年度における新研修検討小委

員会の検討結果に基づき、新たに経験者採用（中途採用）職員を対象とした研

修を実施する。 

 

 

（１）アドミニストレーター研修の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 アドミニストレーター研修運営委員会 

（２）業務創造研修の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 業務創造研修運営委員会 

（３）キャリア・ディベロップメント研修の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 キャリア・ディベロップメント研修運営委員会 

（４）創発思考プログラムの企画・実施（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 

（５）ＰＤＣＡサイクル修得プログラムの企画・実施（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 PDCAサイクル修得プログラム運営委員会 
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２．私立学校法改正に係る情報発信（継続） 

 ［事業組織］経営委員会 
私立学校法の改正に基づき会員法人が遺漏なく寄附行為変更認可申請等に対

応できるよう、適時、情報発信や情報共有の機会を設定する。また改正法の施

行（令和７年度４月）に向けた準備期間の最後の年として、会員法人の課題を

集め、課題解決策を講じる。 

 

３．「私立大学ガバナンス・コード」の実質化・高度化に向けた検討 

（新規・継続） 

 ［事業組織］経営委員会 大学ガバナンス検討分科会 
会員法人に向け、令和７年度の改正私立学校法を踏まえた「私立大学ガバナ

ンス・コード【第2.0版】」を広く周知する。また本年度は、効果的な施策を

「実施項目」の形に落とし込んだ【第2.1版】をとりまとめる。 

 

４．私立大学における人事労務政策に係る検討（継続） 

 ［事業組織］経営委員会 人事労務検討分科会 
顕在化した会員法人の人事労務上の課題を整理したうえで、人事労務関係業

務の担当者向けに協議会を開催し、会員法人間で共通する課題等について情報

共有する。 

 

【分野】教学・経営マネジメントの確立 

１．理事長会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］理事長会議 幹事会 
学校法人の最高責任者である理事長の立場から、私立大学の教育研究を支え

る財政や管理運営に関する課題を設定し、研究・討議する。本年度は、改正私

立学校法の施行（令和７年度４月）に向けた準備期間の最後の年として、他の

事業組織と連携し、学校法人の課題を集め解決策を検討する。 
 
２．学長会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］学長会議 幹事会 
教学に関する最高責任者である学長の立場から、教育研究並びに教育研究を

支える財政、管理運営に関する課題を設定し、研究・討議する。また、必要に

応じて、他の関係事業組織との連携を図る。 
 

３．財務・人事担当理事者会議の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］財務・人事担当理事者会議 幹事会 
財務・人事担当の理事者の立場から、私立大学の充実・発展のための財務・

人事計画の立案等に資するべく、私立大学の財政、人事等経営全般に関する課

題を自主的に設定し、研究・討議する。また、必要に応じて、他の関係事業組

織と連携を図る。 
 
 

-197-



198 
 

（６）新任管理職研修の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 

（７）経験者採用職員研修の実施（新規） 

 ［事業組織］研修委員会 
 

２．オンデマンド研修の配信とコンテンツ開発（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 
平成25年度から本格実施している「オンデマンド研修」をＷＥＢ上で配信し、

受講者に提供する。また、必要に応じて既存コンテンツの更新、新規コンテンツ

の開発を行う。 

 

３．新研修の検討（新規） 

 ［事業組織］研修委員会 
新任部長職を対象とした研修について、実施の可否も含めた検討を引き続き

行う。 

 

 

Ⅴ．その他目的達成に必要な事業 

私立大学に関する緊急的かつ時宜に応じた課題について政策提言をとりまとめ、

実現に向けた働きかけを積極的に展開することによって私立大学の環境整備の充

実に寄与する。 

 

【分野】緊急・共通課題への対応 

１．理工農系分野の教育研究の充実に係る検討（継続） 

 ［事業組織］理工系分野の充実・推進プロジェクト 
令和５年度から開始された「大学・高専機能強化支援事業」について、意欲

ある大学が支援事業を活用し、改革が実現できるよう課題の集約や加盟大学へ

の情報提供を行う。 

また、支援事業を通じて私立大学理工農系分野の量的拡大が見込まれること

を踏まえ、同分野が抱える課題や質的充実に向けた方策等について検討し、提

言をとりまとめる。 

 
２．文理横断教育の実現に係る検討（継続） 

 ［事業組織］文理横断教育の推進検討プロジェクト 
令和５年度に加盟大学を対象に実施した「文理横断教育の推進に関するアン

ケート」の結果を踏まえ、質の高い文理横断教育の実現方策をとりまとめる。 
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３．将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援に係る検討（新規・継続） 

 ［事業組織］将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト 
中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会における審議

の動向を注視しつつ、将来を見据えた高等教育のあり方について検討する。 

また、高等教育修学支援新制度や成長分野への基金が創設されるなど高等教

育の公的支援が変化する中で、これまで当法人が主張してきた公財政支援のあ

り方について再考するとともに新たな税制措置について検討し提言をとりまと

める。 

 
４．世界に選ばれる質の高い教育の国際化の推進に係る検討（新規） 

 ［事業組織］世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 
私立大学が世界に選ばれる大学として、質の高いグローバル教育を提供する

必要がある。国際通用性を踏まえた大学の国際化に向け、教育未来創造会議に

おける「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」（J-MIRAI）に掲げ

られた目標値を達成するための留学生交流の充実策を検討する。 

本年度は、私立大学の留学生交流の現状と世界動向を把握したうえで課題を

整理し、提言の骨子と方向性について中間報告する。 

 

【分野】その他 

１．関係機関との協力（継続） 

 ［事業組織］理事、各事業組織 
多様で特色ある教育を担う私立大学を基幹とする高等教育政策の再構築（パ

ラダイムシフト）実現に向けた活動等を展開する。また、その活動の展開にあ

たっては、私学団体、文部科学省、関係機関、経済団体等との意見交換・交流

による相互理解の深化を図り、その活動を推進する。 

（１）日本私立大学団体連合会 

１）総会 

２）役員会 

３）高等教育改革委員会 

４）公財政改革委員会 

５）就職問題委員会 

６）国際交流委員会 

７）大学経営委員会 

８）私立大学経営倫理委員会 

（２）全私学連合 

（３）文部科学省、関係機関 

（４）経済団体等 
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（６）新任管理職研修の企画・実施（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 

（７）経験者採用職員研修の実施（新規） 

 ［事業組織］研修委員会 
 

２．オンデマンド研修の配信とコンテンツ開発（継続） 

 ［事業組織］研修委員会 
平成25年度から本格実施している「オンデマンド研修」をＷＥＢ上で配信し、

受講者に提供する。また、必要に応じて既存コンテンツの更新、新規コンテンツ

の開発を行う。 

 

３．新研修の検討（新規） 

 ［事業組織］研修委員会 
新任部長職を対象とした研修について、実施の可否も含めた検討を引き続き

行う。 

 

 

Ⅴ．その他目的達成に必要な事業 

私立大学に関する緊急的かつ時宜に応じた課題について政策提言をとりまとめ、

実現に向けた働きかけを積極的に展開することによって私立大学の環境整備の充

実に寄与する。 

 

【分野】緊急・共通課題への対応 

１．理工農系分野の教育研究の充実に係る検討（継続） 

 ［事業組織］理工系分野の充実・推進プロジェクト 
令和５年度から開始された「大学・高専機能強化支援事業」について、意欲

ある大学が支援事業を活用し、改革が実現できるよう課題の集約や加盟大学へ

の情報提供を行う。 

また、支援事業を通じて私立大学理工農系分野の量的拡大が見込まれること

を踏まえ、同分野が抱える課題や質的充実に向けた方策等について検討し、提

言をとりまとめる。 

 
２．文理横断教育の実現に係る検討（継続） 

 ［事業組織］文理横断教育の推進検討プロジェクト 
令和５年度に加盟大学を対象に実施した「文理横断教育の推進に関するアン

ケート」の結果を踏まえ、質の高い文理横断教育の実現方策をとりまとめる。 
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【 経過措置 】 

１．任務終了に伴い、次の事業組織を廃止する。 

・総合政策センター プロジェクト(高等教育の無償化にかかる諸問題への対応) 

・総合政策センター プロジェクト(オンラインを活用した新たな大学教育像の提示) 

・教育研究委員会 リカレント教育推進分科会 

２．タイムリーな課題に対応するため、次の事業組織を設置する。 

・総合政策センター企画会議 創立75周年記念事業準備委員会 

・教育研究委員会 大学院の人材育成に関する検討分科会 

・将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト 

・世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 
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Ⅳ．社 員 の 異 動 状 況 

 

 

区  分 社 員 数 摘    要 

令和５年度 １１１会 員   会 員 １１１法人   １２３大学 

令和６年度 １０８会 員   会 員 １０８法人   １２０大学 

増   減 ３会員減   会 員  ３法人減    ３大学減 

（令和７年３月３１日現在） 
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【 経過措置 】 

１．任務終了に伴い、次の事業組織を廃止する。 

・総合政策センター プロジェクト(高等教育の無償化にかかる諸問題への対応) 

・総合政策センター プロジェクト(オンラインを活用した新たな大学教育像の提示) 

・教育研究委員会 リカレント教育推進分科会 

２．タイムリーな課題に対応するため、次の事業組織を設置する。 

・総合政策センター企画会議 創立75周年記念事業準備委員会 

・教育研究委員会 大学院の人材育成に関する検討分科会 

・将来の高等教育のあり方と新たな公財政支援を考えるプロジェクト 

・世界に選ばれる大学国際化推進プロジェクト 
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令和６年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第３項

に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 
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